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平成３０年第１回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成３０年２月２７日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成３０年２月２７日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成３０年２月２７日 

          午後 ２時５２分 

１．出 席 議 員        

    １番  宇都宮 久見子 

    ２番  信 宮 徹 也 

    ３番  宇都宮 俊 文 

    ４番  加 藤 美 香 

    ５番  中 村 一 雅 

    ６番  河 野 清 一 

    ７番  佐 藤 恒 夫 

    ８番  山 本 英 明 

    ９番  竹 﨑 幸 仁 

   １０番  小 玉 忠 重 

   １１番  源   正 樹 

   １２番  井 関 陽 一 

   １３番  菊 池 純 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  小 野 正 昭 

   １８番  宇都宮 明 宏 

   １９番  森 川 一 義 

   ２０番  藤 井 朝 廣 

   ２１番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な  し 

１．会議録署名議員 

    ８番  山 本 英 明 

    ９番  竹 﨑 幸 仁 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  河 野 敏 雅 

   教  育  長  保 木 俊 司 

   総務企画部長  宗   正 弘 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   公営企業部長  三 好 敏 也 

   産業建設部長  山 岡 薫 彦 

   生活福祉部長  酒 井 信 也 

   教 育 部 長  松 川 伸 二 

   明 浜 支 所 長  山 下   玉 

   野 村 支 所 長  尾 下 孝 二 

   城 川 支 所 長  高 橋   司 

   三 瓶 支 所 長  中須賀 敏 幸 

   消防本部消防長  西 川   傳 

   総 務 課 長  宇都宮   裕 

   財 政 課 長  山 住 哲 司 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  道 山 升 文 

   議 事 係  三 好 祐 介 

１．議  事  日  程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （８番 山本英明、９番 竹﨑幸仁） 

 ２ 会期の決定 

  （２月２７日～３月２０日 ２２日間） 

 ３ 承認第 １号 専決処分第１号の承認を求

めることについて(平成２

９年度西予市一般会計補正

予算（第９号）) 

 ４ 議案第 １号 財産の無償貸付について 

   議案第 ２号 財産の無償貸付について 

   議案第 ３号 財産の無償貸付について 

   議案第 ４号 財産の無償貸付について 

   議案第 ５号 財産の無償貸付について 

 ５ 議案第 ６号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例制

定について 

   議案第 ７号 西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市行政手続における特

定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９号 西予市職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第１０号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１１号 西予市営プール条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２号 西予市立幼稚園における保

育料等徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１３号 西予市ひとり親家庭医療費

助成条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１５号 西予市重度心身障害者医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１６号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１７号 西予市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１８号 西予市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１９号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第２０号 西予市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第２１号 西予市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第２２号 西予市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市包括的支援事業の実

施に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２４号 西予市宝泉坊ロッジの設置

及び管理に関する条例の一
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部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２５号 西予市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第２６号 西予市消防本部及び消防署

の設置等に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２７号 西予市消防本部職員の特殊

勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２８号 西予市野村町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第２９号 西予市城川町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

議案第３０号 西予市東部衛生センター施

設等整備基金条例を廃止す

る条例制定について 

   議案第３１号 西予市新市立病院建設基金

条例を廃止する条例制定に

ついて 

 ６ 議案第３２号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第３３号 西予市游の里デイサービス

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第３４号 西予市游の里健康センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３５号 西予市游の里ふれあい広場

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３６号 西予市惣川高齢者生活福祉

センタ－の指定管理者の指

定について 

 ７ 議案第３７号 市道路線の変更について 

   議案第３８号 市道路線の廃止について 

 ８ 議案第３９号 平成２９年度西予市一般会

計補正予算(第１０号) 

９ 議案第４０号 平成２９年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算(第２号) 

   議案第４１号 平成２９年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

(第５号) 

   議案第４２号 平成２９年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

(第３号) 

   議案第４３号 平成２９年度西予市介護保

険特別会計補正予算(第４

号) 

   議案第４４号 平成２９年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算(第３号) 

   議案第４５号 平成２９年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

(第４号) 

   議案第４６号 平成２９年度西予市水道事

業会計補正予算(第２号) 

   議案第４７号 平成２９年度西予市病院事

業会計補正予算(第１号) 

   議案第４８号 平成２９年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

１０ 議案第４９号 平成３０年度西予市一般会

計予算 

１１ 議案第５０号 平成３０年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第５１号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５２号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第５３号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第５４号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第５５号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第５６号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第５７号 平成３０年度西予市簡易水
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道事業特別会計予算 

   議案第５８号 平成３０年度西予市水道事

業会計予算 

   議案第５９号 平成３０年度西予市病院事

業会計予算 

議案第６０号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 承認第 １号 専決処分第１号の承認を求

めることについて(平成２

９年度西予市一般会計補正

予算（第９号）) 

 ４ 議案第 １号 財産の無償貸付について 

   議案第 ２号 財産の無償貸付について 

   議案第 ３号 財産の無償貸付について 

   議案第 ４号 財産の無償貸付について 

   議案第 ５号 財産の無償貸付について 

 ５ 議案第 ６号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例制

定について 

   議案第 ７号 西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市行政手続における特

定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９号 西予市職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第１０号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１１号 西予市営プール条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２号 西予市立幼稚園における保

育料等徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１３号 西予市ひとり親家庭医療費

助成条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１５号 西予市重度心身障害者医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１６号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１７号 西予市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１８号 西予市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１９号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第２０号 西予市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第２１号 西予市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第２２号 西予市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市包括的支援事業の実

施に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２４号 西予市宝泉坊ロッジの設置

及び管理に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 
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   議案第２５号 西予市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第２６号 西予市消防本部及び消防署

の設置等に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２７号 西予市消防本部職員の特殊

勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２８号 西予市野村町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第２９号 西予市城川町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

議案第３０号 西予市東部衛生センター施

設等整備基金条例を廃止す

る条例制定について 

   議案第３１号 西予市新市立病院建設基金

条例を廃止する条例制定に

ついて 

 ６ 議案第３２号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第３３号 西予市游の里デイサービス

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第３４号 西予市游の里健康センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３５号 西予市游の里ふれあい広場

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３６号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

 ７ 議案第３７号 市道路線の変更について 

   議案第３８号 市道路線の廃止について 

 ８ 議案第３９号 平成２９年度西予市一般会

計補正予算(第１０号) 

９ 議案第４０号 平成２９年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算(第２号) 

   議案第４１号 平成２９年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

(第５号) 

   議案第４２号 平成２９年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

(第３号) 

   議案第４３号 平成２９年度西予市介護保

険特別会計補正予算(第４

号) 

   議案第４４号 平成２９年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算(第３号) 

   議案第４５号 平成２９年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

(第４号) 

   議案第４６号 平成２９年度西予市水道事

業会計補正予算(第２号) 

   議案第４７号 平成２９年度西予市病院事

業会計補正予算(第１号) 

   議案第４８号 平成２９年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

１０ 議案第４９号 平成３０年度西予市一般会

計予算 

１１ 議案第５０号 平成３０年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第５１号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５２号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第５３号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第５４号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第５５号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第５６号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第５７号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第５８号 平成３０年度西予市水道事
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業会計予算 

   議案第５９号 平成３０年度西予市病院事

業会計予算 

議案第６０号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 
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  開会 午前10時00分 

○議長 

 おはようございます。ただいまの出席議員は

21名であります。これより平成30年第１回西予市

議会定例会を開会いたします。 

管家市長より今定例会招集の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長  

おはようございます。平成30年第１回西予市議

会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

議員の皆様におかれましては、年度末を迎え、

公私ともにご多忙の中、本定例会にご出席を賜

り、厚く御礼を申し上げます。 

ことしの冬は、ことのほか寒さが厳しく急激な

冷え込みにより、北陸地方など、各地で記録的な

大雪に見舞われ、大きな影響が出たところであり

ますが、西予市におきましても、去る２月７日か

らの大寒波により、宇和町では、過去最低の氷点

下12.9度を記録し、水道管の凍結と給水器具の破

損等により断水が宇和町を中心に市内の広い範囲

で発生し、市民生活に多大な影響が出ました。 

この間、地域の皆様には、長時間にわたり、大

変なご不便とご迷惑をおかけしましたことを深く

おわび申し上げます。 

市では、断水危機対策本部を設置し、その対応

に当たったところでありますが、かつて経験した

ことのない規模での影響が想定され、市単独での

対応は困難との判断から、日本水道協会愛媛支部

に応援を要請し、松山市、新居浜市、今治市、八

幡浜市、愛南町から給水車や職員の派遣を受け、

１週間にわたり宇和町内の応急給水、漏水調査等

に当たっていただきました。 

また、漏水調査にご協力いただきました地元消

防団や各区長の皆様、復旧活動にご尽力賜りまし

た西予市環境設備協同組合を初め、事業者の皆

様、ご支援、ご協力をいただきました各関係機関

団体や議員各位、地域の皆様に衷心より厚く御礼

申し上げます。 

現在、各家庭の給水施設の復旧修繕をほぼ終

え、通常の給水ができる状況に回復しているとこ

ろであり安堵してるとこでございます。 

しかし、今回の災害対応に対する検証や今後の

対策については、十分検討を行い、この教訓を安

心、安全、そして、そういう気持ちで住めるまち

づくりに生かしてまいりたいと考えておりますの

で、市民の皆様を初め、議員各位には、格別のご

理解とご協力をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

さて、消防署において、明浜町、城川町の救急

出張所の開設についてでありますが、西予市から

国に対して、規制緩和の提案を行い、昨年４月に

過疎地域、離島などを対象に、救急車の隊員編制

の基準を緩和する消防法施行令が改正されたとこ

ろであります。 

これにより、准救急隊員制度が誕生したことか

ら、全国に先駆けて、本年４月１日からこの制度

を運用して、明浜町と城川町の救急24時間体制を

実施いたします。 

新たに採用した職員や一般行政職員と併任とな

る８人が既に消防学校において、准救急隊員の資

格を取得し、４月からの運用に備え訓練に励むこ

ととしており、また、現在、救急出張所となる明

浜町高山歯科診療所及び城川町の旧愛媛銀行しろ

かわ支店の改修整備を進めているところでありま

す。 

今後は救命救急士と救急隊員、そして、准救急

隊員が、24時間体制で救急出張所に待機し、両地

域の懸案でありました救急の空白時間を解消し、

地域の皆様の安心、安全を守るとともに、新制度

の効率的な運用に努め、過疎地域における救急の

モデルケースとなるよう取り組んでまいりますの

で、議員を初め、地域住民の皆様のご理解、ご協

力をいただきますようお願い申し上げます。 

さて、本定例会は、市政にとって、新年度予算

をご審議いただく非常に重要な議会でございま

す。 

議員の皆様からの一般質問をお受けするととも

に、私の市政３年目を迎えます平成30年度の所信

の一端を申し上げるほか、議案として、財産の無

償貸付５件、条例制定１件、同改正21件、平成

29年度補正予算10件、平成30年度当初予算12件な

ど、合計61件に上る案件を上程し、ご審議をお願

い申し上げるものでございます。 

議案等の提案理由につきましては、上程の際に

ご説明を申し上げますので、何とぞ慎重にご審議

をいただき、ご承認ご決定賜りますようお願い申

し上げまして、招集の挨拶といたします。 
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○議長 

 次に、前定例会以降における諸般の報告は、お

手元に配信のとおりでありますのでお目通し願い

ます。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 

 まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行い

ます。 

今回の会議録署名議員に、８番山本英明君、９

番竹﨑幸仁君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 

 次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。 

今回の会期は、本日から３月20日までの22日間

といたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

 異議なしと認めます。よって、今回の会期は、

本日から３月20日までの22日間と決定いたしまし

た。 

  （日程３） 

○議長 

 次に、日程第３、承認第１号「専決処分第１号

の承認を求めることについて(平成29年度西予市

一般会計補正予算（第９号）)」を議題といたし

ます。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 

 承認第１号「専決処分第１号の承認を求めるこ

とについて」提案理由のご説明を申し上げます。 

この承認第１号は、平成29年度西予市一般会計

補正予算（第９号）について、専決処分の承認を

求めるものであります。 

今回の補正にかかわる林業専用道ダイタン線開

設事業は、平成27年度から平成31年度の計画で事

業を実施しており、平成30年度当初予算におい

て、関係事業費を計上する予定といたしておりま

す。今回、林野庁から事業の前倒しを行い、有効

な景気対策や作業の平準化を図るよう国庫債務負

担行為、いわゆるゼロ国債での追加内示があり、

本年度中に工事請負契約の締結を完了させる必要

が生じました。 

今後の入札期間等を考慮した場合、２月中の債

務負担行為の設定が必要となったため、専決処分

したものであります。 

よろしくご審議の上、ご承認くださいますよう

お願いいたします。 

○議長 

 理事者の説明は終わりました。 

これより、本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

 以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

承認第１号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

 異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

 討論なしと認めます。 

これより承認第１号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

承認第１号「専決処分第１号の承認を求めるこ

とについて」は原案のとおり承認することにご異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

 異議なしと認めます。 

よって、承認第１号は原案のとおり承認するこ

とに決定いたしました。 

  （日程４） 

○議長 

 次に、日程第４、議案第１号「財産の無償貸付

について」から議案第５号「財産の無償貸付につ

いて」までの５件を一括議題といたします。 
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理事者の説明を求めます。 

宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 

 議案第１号「財産の無償貸付について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

旧狩江小学校の跡地利用につきましては、西予

市学校施設等の跡地利活用のための基本方針に基

づき、複数の団体、企業及び個人が共同して活用

する狩江地域の新たな交流拠点施設として、現

在、株式会社地域法人無茶々園が代表となって利

用している状況であります。 

このたび、株式会社地域法人無茶々園から、同

社の事業拡大に伴い、同施設の一部を会議室等と

して利用する利活用申請書の提出がありました。 

その申請を受け、先般、部長級で組織する西予

市公共施設等マネジメント会議において審議した

結果、その利活用内容は、さきに策定しておりま

す基本方針に沿っており、また地域にとっても有

意義なものであると判断し、同施設の一部を無償

で貸し付けるものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 

 議案第２号「財産の無償貸付について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

国民健康保険高山歯科診療所につきましては、

本年３月末をもって廃止することとしております

が、明浜地区における歯科医療を確保するため、

民間の歯科医師と歯科診療施設の開設について協

議を行ってまいりました。今回、宇和町卯之町地

区において、歯科診療所を開設されている浅野医

師と明浜地区における歯科診療施設の開設につい

て協議が整ったことから、浅野医師に高山歯科診

療所の一部を診療所施設として無償で貸し付ける

ものであります。 

続きまして、議案第３号から議案第５号「財産

の無償貸付について」関連がございますので、一

括して提案理由のご説明を申し上げます。 

本市では三瓶町蔵貫地区、皆江地区及び下泊地

区の地域医療を確保するため、蔵貫診療所、皆江

診療所及び旧下泊小学校跡地の一部を樋口医師に

無償で貸し付け、診療所を開設していただいてお

ります。今回、この無償貸付期間が平成30年３月

31日をもって満了することから、引き続き熱心に

地域医療に取り組んでおられる樋口医師に診療所

施設として無償で貸し付けるものでございます。 

以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

 理事者の説明は終わりました。 

これより本案５件に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

 以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第１号から議案第５号までの５件は、会議

規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

 異議なしと認めそのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

 討論なしと認めます。 

これより議案第１号から議案第５号までの５件

を採決いたします。 

まず、議案第１号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第１号「財産の無償貸付について」は原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○議長 

 ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第１号は原

案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第２号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第２号「財産の無償貸付について」は原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○議長 
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 ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第２号は原

案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第３号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第３号「財産の無償貸付について」は原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○議長 

 ご着席ください。 

起立全員であります。 

よって、議案第３号は原案のとおり決定いたし

ました。 

次に、議案第４号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第４号「財産の無償貸付について」は原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○議長 

 ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第４号は原

案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第５号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第５号「財産の無償貸付について」は原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○議長 

 ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第５号は、

原案のとおり決定いたしました。 

  （日程５） 

○議長 

次に、日程第５、議案第６号「西予市指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例制定について」から議案第31号「西

予市新市立病院建設基金条例を廃止する条例制定

について」までの26件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

○議長 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 

 議案第６号「西予市指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準等を定める条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

本条例は、地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律による介護保険法の改正に基づき、平成

30年４月１日より居宅介護支援事業者の指定権限

が県から市に移譲されることから、市内における

指定居宅介護支援事業者に係る基準について新た

に条例を定めるものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 

 議案第７号「西予市部設置条例の一部を改正す

る条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

今回の改正は現在の組織体制の課題や問題点を

洗い出し、行政運営の効率化を図るため、本市の

組織機構を見直すことに伴いまして、西予市部設

置条例及び関係する４条例の一部を改正するもの

であります。 

具体的には、産業建設部の業務範囲が広いこと

から、産業建設部を分割し、第１次産業や観光等

を取り扱う「産業部」と土木建築や水道及び下水

道といった専門知識を有する技術部門を「建設

部」へ再編し、新たな行政課題や多様化した住民

ニーズに柔軟な対応を図るものであります。 

また、公営企業部水道課を建設部上下水道課へ

統合することに伴い、病院及び介護老人保健施設

で構成されることとなる公営企業部の名称を「医

療介護部」へと変更するものであります。そのほ

か、総合政策課が担っている政策立案や行政改革

業務については、情報推進課が行っている情報通

信技術や広報統計部門と連携して対策を構想し、

進めていく必要があることから、情報推進課と総

合政策課を統合して「政策推進課」とし、同課内

に「情報推進室」を設置するものであります。 

また、部の再編及び名称変更等によりまして、

各部の事務分掌の整理を行うほか、課の名称変更

に伴う関係条例の一部を改正するものでありま

す。 
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続きまして、議案第８号「西予市行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。本条例は、市が特定個人

情報を独自に利用する場合や社会保障、税、災害

対策等関係法令に基づいて事務を執行する際に当

該情報を利用する場合において、特定の事務を規

定することで、各種申請時における添付書類の省

略を行うなど、市民サービスの向上を図るために

制定しております。今回、新たに特定個人情報を

提供する事務を加えるため、本条例の一部を改正

するものであります。 

続きまして、議案第９号「西予市職員等の旅費

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は本市の財政状況等を鑑み、職員等

の旅費の支給に関し所要の改正を行うものであり

ます。主な改正内容でございますが、片道70キロ

メートル以遠の地に出張の際の車賃の支給や東京

都及び政令指定都市への出張にあたり支給してい

た滞在手当を廃止するとともに、国、県に派遣職

員として赴任する際の移転料等について、新たに

整備をするものでございます。 

以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

 松川教育部長。 

○松川教育部長 

 議案第10号「西予市立学校給食センター及び学

校給食調理場条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、野村町の小中学校及び城川町の

小中学校における給食調理場を廃止し、新たに西

予市立せいよ東学校給食センターを追加するた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

現在、野村地区及び城川地区につきましては、

全校が自校式の単独調理場となっておりますが、

使用している施設の老朽化及び厨房機器等の劣化

が著しいことから、安心・安全でおいしい給食を

提供していくため、センター方式による新たな給

食センターの建設を進めているところでございま

す。 

平成30年６月中にこの給食センターは、建築工

事が完了し、厨房機器等を整備した後、大野ヶ原

小学校、惣川幼稚園及び惣川小学校を除いた野

村・城川地区の幼稚園、小学校及び中学校を対象

に平成30年９月から給食の配送を開始することと

しておりまして、施設の名称を「西予市立せいよ

東学校給食センター」とすることとしておりま

す。 

続きまして、議案第11号「西予市営プール条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

今回の改正は、市内の市営プールのうち、西予

市惣川プール及び西予市城川プールを廃止するた

め本条例の一部を改正するものであります。 

初めに、惣川プールは、昭和62年９月惣川地区

民プールとして、旧惣川小学校敷地内に建設さ

れ、以降、惣川小学校児童及び惣川中学校生徒ま

た、地域住民にと幅広く利用されておりました

が、平成12年旧野村町における惣川中学校の閉

校、そして平成16年４月に惣川小学校が現在地へ

建設移転後、プールの利用者がなくなり、市営プ

ールとしての役割を終えたところでございます。 

次に、城川プールは、城川支所駐車場内におい

て建設予定のジオミュージアム建設事業に伴い、

解体工事を行った後、同施設の駐車場として、新

たに整備する計画といたしております。 

以上の理由から両プールを廃止するため本条例

の一部を改正するものであります。 

以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 

 議案第12号「西予市立幼稚園における保育料等

徴収条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

西予市立幼稚園の預かり保育料については、預

かり保育事業の実施主体として、市が定めること

となっております。今回、今後の国の待機児童や

預かり保育に係る支援施策の拡充に伴う預かり保

育料の改定等に迅速に対応できるよう預かり保育

料の額を規則で定めることとするため、本条例の

一部を改正するものであります。 

続きまして、議案第13号「西予市ひとり親家庭

医療費助成条例の一部を改正する条例制定につい
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て」及び議案第14号「西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正する条例制定について」

及び議案第15号「西予市重度心身障害者医療費助

成条例の一部を改正する条例制定について」関連

がございますので、一括して提案理由のご説明を

申し上げます。 

今回の改正は「持続可能な医療保険制度を構築

するための国民健康保険法等の一部を改正する法

律」の施行による「国民健康保険法」及び「高齢

者の医療の確保に関する法律」の一部改正に伴

い、関係条例の一部を改正するものであります。 

主な改正内容としましては、国民健康保険の保

険者として、現在の市町村に加え都道府県も対象

となることから、所在地特例の定義について、

「市が行う国民健康保険の被保険者」から、「市

の区域内に住所を有するとみなされたもの」に、

また、国民健康保険の住所地特例を受けている者

が75歳到達等により後期高齢者医療に加入した場

合に特例を引き継ぎ、前住所地の後期高齢者医療

広域連合の被保険者となることから、３条例の一

部を改正するものであります。 

続きまして、議案第16号「西予市隣保館条例の

一部を改正する条例制定について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

本市では生活上の各種相談事業や人権啓発の解

決のための各種事業を総合的に行うことを目的と

して、隣保館を市内に２箇所設置し広く市民に利

用をされているところでございます。 

今回の改正は、現在、施設の利用について、短

時間の利用が多いことから、半日または１日単位

で設定されている使用料を現状の使用時間に即し

た使用料に改正するため本条例の一部を改正する

ものであります。 

続きまして、議案第17号「西予市後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、「持続可能な医療保険制度を構

築するための国民健康保険等の一部を改正する法

律」及び「持続可能な医療保険制度を構築するた

めの国民健康保険法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、平成

30年４月１日より施行されることによるものであ

ります。 

主な改正内容としましては、現在、国民健康保

険の住所地特例を受けている者が、後期高齢者医

療の被保険者となる場合には、前住所地での西予

市が加入する愛媛県後期高齢者医療広域連合が保

険者となるように変更するため、本条例の一部を

改正するものでございます。 

続きまして、議案第18号「西予市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

本条例は、「子ども・子育て支援法」の規定に

基づき、市内における特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定めてあ

ります。このたび「就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」

が改正されることにより、所要の整備を図るため

本条例の一部を改正するものでございます。 

続きまして、議案第19号「西予市介護保険条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

今回の改正は、「第７期西予市高齢者福祉計

画・介護保険事業計画」の策定による介護保険料

の改定並びに、「地域包括ケアシステムの強化の

ための介護保険法等の一部を改正する法律」に基

づき所要の整備を行うため本条例の一部を改正す

るものであります。 

続きまして、議案第20号「西予市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例制定に

ついて」及び議案第21号「西予市指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例制定につい

て」及び議案第22号「西予市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例制

定について」関連がございますので一括して提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、「指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令」に基づき、各条例が参酌している基準

省令どおり関係条例の一部を改正するものであり

ます。 
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主な内容としましては、「介護保険法」の改正

により、「児童福祉法」や「障害者総合支援法」

の指定を受けている事業者が、共生型サービスと

して介護保険サービスを提供することができるよ

う所要の整備を行うため、本条例の一部を改正す

るものであります。 

続きまして、議案第23号「西予市包括的支援事

業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

今回、「介護保険法施行規則」等の一部改正に

より包括的支援事業を実施する主任介護支援専門

員の定義規定が改められ、その変更による所要の

整備を行うため、本条例の一部を改正するもので

あります。 

以上、12議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 

 議案第24号「西予市宝泉坊ロッジの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

本施設は、指定管理者制度により株式会社城川

ファクトリーが管理しております。過去12年間宿

泊料の改定を行わずに経営しておりますが、近年

の最低賃金の上昇や光熱水費、食事用原材料費、

軽微な修繕など、経営コストが年々増加しており

ます。 

これに加えまして、近隣の宿泊施設と比較して

も、宿泊料が非常に安価であるため、施設の稼働

状況は安定しているものの利益による適正な施設

の維持管理が難しくなっている状態であります。 

また本施設は、築30年を超えているため、計画

的に修繕工事を行っており、本年度は、シロアリ

被害のあった厨房を改修しておりますが、城川フ

ァクトリーの加工品を生かした質の高い食事が提

供できるように、あわせて機能の充実を図ってお

ります。今回、食事メニューを含め、宿泊者への

さらなるサービスの向上と利便性の確保、施設の

適正な維持管理のため、西予市宝泉坊ロッジ宿泊

料及び宿泊利用者の利用時間の改定を行うもので

あります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

 三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 

 議案第25号「西予市病院事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例制定について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は西予市立野村病院の一般病床に地

域包括ケア病床を増床することに伴い、病床数を

変更するものであります。地域包括ケア病床は、

急性期の治療を終えた患者様が、在宅や介護施設

へ復帰されることを目的として、在宅復帰支援計

画に基づき、効率的かつ積極的に在宅支援を行う

病床となっております。今回、地域包括ケア病床

を20床増床することに伴い、病床面積等の施設基

準に基づく調整が必要であるため、一般病床数を

21床減らし、88床とするものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

 西川消防長。 

○西川消防長 

 議案第26号「西予市消防本部及び消防署の設置

等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」及び議案第27号「西予市消防本部職員の特殊

勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定

について」関連がございますので、一括して提案

理由のご説明を申し上げます。 

明浜町及び城川町の救急出張所につきまして

は、これまで平日昼間のみの運用でございました

が、平成30年４月１日から24時間運用を開始する

ことといたしました。明浜救急出張所は、高山診

療所及び医師住宅を当面の間使用いたしますが、

将来的には、新しく建設される明浜支所内に移転

することも視野に入れて計画を進めております。 

城川救急出張所は、旧愛媛銀行しろかわ支店の

一部を借用する計画でございます。これらの拠点

整備に伴い、消防署、支署、各出張所の位置及び

管轄区域を明確にするため、西予市消防本部及び

消防署の設置等に関する条例の一部を改正するも

のでございます。 

また、両出張所では准救急隊員制度を活用し

て、救急業務を実施することとしており、現在ま

でに８人の職員が消防学校を終了して准救急隊員
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の資格を取得し、事前訓練を実施しているところ

でございます。この、准救急隊員に従事する職員

は、24時間の勤務体制で仮眠時間であっても即時

出動するなど、体力的にも精神的にも大きな負担

をかけることになります。このような負担に応じ

た准救急隊員に対する手当を支給できるよう、西

予市消防本部職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正するものでございます。 

以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 

 議案第28号「西予市野村町地域高齢者等肉用牛

貸付けに係る基金条例を廃止する条例制定につい

て」及び議案第29号「西予市城川町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条例を廃止する条例制定

について」関連がございますので、一括して提案

理由のご説明を申し上げます。 

西予市では、野村町及び城川地域を対象とした

地域限定肉用牛の貸付けを行ってまいりました

が、西予市全体を対象とした肉用牛貸付基金制度

が整備されるとともに、地域限定基金の運用が終

了したため、野村町地域及び城川町地域限定の２

条例を廃止するものでございます。 

以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

○議長 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 

 議案第30号「西予市東部衛生センター施設等整

備基金条例を廃止する条例制定について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

現在、汚泥再生処理施設として西予市衛生セン

ターが平成29年４月から稼働し、し尿及び浄化槽

汚泥処理を行っております。 

当基金につきましては、西予市東部衛生センタ

ー及び汚泥再生処理施設の整備を図るため設置さ

れた基金であり、旧施設の廃止及び新施設の稼働

によって当基金の役割を果たしたため、本条例を

廃止するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 

 議案第31号「西予市新市立病院建設基金条例を

廃止する条例制定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

本基金は平成19年度において、市内在住の方か

らの寄附金を原資に新市立病院建設のために設置

されたものであります。平成26年９月に西予市立

西予市民病院が開院となり、同病院の周辺整備及

び旧宇和病院跡地の処分等、基金の目的である新

市立病院建設に係る関連事業が完了しましたの

で、本条例を廃止するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

 理事者の説明は終わりました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時57分） 

○議長 

 再開いたします。（再開 午前11時10分） 

  （日程６） 

○議長 

 次に、日程第６、議案第32号「西予市乙亥の里

の指定管理者の指定について」から議案第36号

「西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定管理

者の指定について」までの５件を一括議題といた

します。 

理事者の説明を求めます。 

山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 

 議案第32号「西予市乙亥の里の指定管理者の指

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

本施設は、平成17年に建設されたもので多目的

ホール、温浴施設、研修室、会議室、商業インキ

ュベーター施設等を備えた複合的な施設で中心市

街地の活性化を目的としている施設であります。

その施設の中で、温浴施設、トレーニング室、会

議室、カルチャー室を指定管理区域といたしてお

ります。 

今回、指定期間の終了に伴い、本施設の指定管

理者の候補者といたしまして、審査委員会での協

議の結果、非公募により野村町商業協同組合を選

定いたしましたので、その指定について議会の議

決を求めるものであります。 

その理由といたしましては、平成21年度以降、
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施設の管理運営を行ってきており、これまで各種

イベントや交流事業の開催に長年にわたり携わる

ことで集客機能を高め、また、商店街への回遊性

を持たせるなど、中心市街地活性化に関するノウ

ハウが蓄積されており、組織として地域振興に対

する意識と活用意欲が高いこと、効率化やコスト

低減の面でもその能力を十分有していることなど

からこの施設の管理運営を引き続き行わせること

が適当と判断したものであります。 

指定管理期間につきましては、指定管理者が、

経営について常に緊張とスピード感を持った対応

による自主運営を再認識すべく、研究、検討して

いただくため、１年間といたしております。 

なお、指定管理者候補者の概要につきまして

は、添付の参考資料をご参照いただきたいと思い

ます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 

 議案第33号「西予市游の里デイサービスセンタ

ーの指定管理者の指定について」及び議案第34号

「西予市游の里健康センターの指定管理者の指定

について」及び議案第35号「西予市游の里ふれあ

い広場の指定管理者の指定について」関連がござ

いますので、一括して提案理由のご説明を申し上

げます。 

これらの施設は、高齢者福祉の向上並びに市民

の健康と活力の増進を図ることを目的に整備され

た施設であり、現在、社会福祉法人西予総合福祉

会に管理委託し運営をしております。 

今回、指定期間の終了に伴い、それら施設の指

定管理者の候補者として、西予市生活福祉施設指

定管理者審査委員会にて審査した結果、非公募に

より社会福祉法人西予総合福祉会を選定いたしま

したので、その指定について議会の議決を求める

ものであります。 

その理由といたしましては、西予総合福祉会の

それぞれの施設におけるこれまでの実績、運営方

針等を審査し、蓄積された運営ノウハウ、経営改

善に対する取り組み、地域との連携等を総合的に

勘案し、これら施設の管理を引き続き行わせるこ

とが適当と判断したものであります。 

指定管理期間につきましては、指定管理者が経

営について常に緊張とスピード感を持った対応に

よる自主運営を再認識すべく、研究、検討してい

ただくため、１年間といたしております。 

なお、西予総合福祉会の概要及びそれぞれの施

設の運営計画概要につきましては、別添の参考資

料をご参照ください。 

続きまして、議案第36号「西予市惣川高齢者生

活福祉センターの指定管理者の指定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

西予市惣川高齢者生活福祉センターは、高齢者

福祉の増進並びに福祉サービスの向上を図ること

を目的に整備された施設であり、現在、社会福祉

法人西予市野城総合福祉協会に管理委託し運営を

しております。 

今回、指定期間の終了に伴い、施設の指定管理

者の候補者として、西予市生活福祉施設指定管理

者審査委員会にて審査した結果、当施設の指定管

理者の候補者として、非公募により社会福祉法人

西予市野城総合福祉協会を選定しましたので、そ

の指定について議会の議決を求めるものでありま

す。 

その理由といたしましては、西予市野城総合福

祉協会のこれまでの実績、運営方針等を審査し、

蓄積された運営ノウハウ、経営改善に対する取り

組み、地域との連携等を総合的に勘案し、当施設

の管理を引き続き行わせることが適当と判断した

ものであります。 

なお、西予市野城総合福祉協会の概要及びそれ

ぞれの施設の運営計画概要につきましては、別添

の参考資料をご参照ください。 

以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

 理事者の説明は終わりました。 

  （日程７） 

○議長 

 次に、日程第７、議案第37号「市道路線の変更

について」及び議案第38号「市道路線の廃止につ

いて」の２件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 

 議案第37号「市道路線の変更について」及び議
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案第38号「市道路線の廃止について」関連がござ

いますので、一括して提案理由のご説明を申し上

げます。 

今回、市道２路線の変更と２路線の廃止をお願

いするものであります。 

まず、路線変更について、朝立１号線は、三瓶

町朝立２区・３区・８区区長より、災害時緊急避

難場所として、三瓶公園を追加申請したことによ

る道路整備の要望があり、現在の三瓶町朝立１号

線の終点部を三瓶公園まで延長するものでありま

す。 

次に、二級路線23号線は、板ヶ谷橋から板ヶ谷

集落までの路線であります。今回、この路線につ

ながる県道からの接続道として、野村町板ヶ谷

線、宇和町下宇和地区83号線が重複して路線認定

されていることが判明し、この２路線を廃止し、

二級路線23号線の起点部分を県道入り口に変更す

るものであります。 

続いて、廃止路線２路線でございますが、先ほ

ど説明いたしました、二級路線23号線を県道まで

延長することによる市道路線の廃止でございま

す。 

なお、本件に係る市道の変更、廃止につきまし

ては、さきの１月10日に開催いたしました西予市

道路格付専門委員会において承認をいただいてい

るものであります。 

以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

○議長 

 理事者の説明は終わりました。 

  （日程８） 

○議長 

 次に、日程第８、議案第39号「平成29年度西予

市一般会計補正予算（第10号）」を議題といたし

ます。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 

 議案第39号「平成29年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」について、提案理由の説明を申し

上げます。 

今回の補正予算でございますが、事業完了に伴

う事業費の確定及び実績見込みによる事業費の調

整を行うものであります。 

増額する主な事業でございますが、伝送路の修

繕に係る光伝送路維持管理事業、運行実績に基づ

くバス路線維持対策事業、生活介護や就労継続支

援サービス者が増加したことによる障害者総合支

援給付金事業、私立保育所等の入園・入所児に係

る教育・保育給付費支給事業などであります。 

また、先般の断水対策に要した経費につきまし

ては、対策業務に従事した職員に係る人件費を計

上いたしております。 

なお、その他施設の修繕及び協力いただきまし

た各市町の水道企業局への負担金につきまして

は、現予算の流用及び予備費で対応させていただ

きます。 

一方、事業費が減額となるものは、工事車両の

進入路である市道拡幅のめどが立ったことに伴う

明浜支所庁舎建設事業、国・県支出金の内示額に

伴い、事業費の調整を行う林業開設・舗装等事業

費及び市道新設・改良等事業、高山公民館の長寿

命化において浄化槽設備工事が不要となった公民

館耐震化事業などであります。 

また、ふるさと納税では、今年度1億円を目標

に取り組んでまいりましたが、残念ながら目標達

成にはかなわず、2000万円の減額をいたしており

ます。新年度はさらに工夫を凝らし、目標設定額

を上げて取り組みたいと考えております。 

このほか、今回の補正では、将来の健全財政の

ための市債償還の財源を確保する減債基金、今後

の公共施設の更新や除却に備えた公共施設整備基

金を積み立てるものであります。 

これらによりまして、既決いただいております

歳入歳出予算から、それぞれ5億2550万1000円を

減額し、歳入歳出予算の総額を273億3109万

6000円と定めるものであります。 

また、このほか、事業内容の変更に伴う継続費

３件の補正と指定管理施設３件、八幡浜漁協に対

する経営改善支援資金保証料助成及び卯之町「は

ちのじ」まちづくり整備事業など５件の債務負担

行為の補正及び財源調整等に伴い、地方債の補正

を行うものであります。 

以上、概要をご説明いたしましたが、詳細な点

につきましては担当課長から補足説明をさせます

ので、よろしくご審議の上、ご決定くださいます

ようお願いを申し上げます。 

○議長 
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 山住財政課長。 

○山住財政課長 

 それでは、予算書に沿いまして、まず歳出から

補足説明を申し上げます。 

予算書の24ページをお開き願います。 

総務費１項、５目財産管理費、明浜支所庁舎建

設事業6095万円の減額でありますが、今年度計画

しておりました旧高山小学校プール解体設計業務

委託費、旧高山小学校校舎及びプール解体工事費

につきまして、建設工事の進入路が確保されたこ

とに伴い、大幅な設計の見直しを行ったことから

減額するものでございます。 

25ページをお開き願います。 

11目情報推進事業費、光伝送路維持管理事業、

936万7000円の増額でありますが、道路改良工事

に伴う電柱移転経費、また台風による倒木及び鳥

獣によるケーブル断線、障害復旧におきまして、

高額の修繕工事が発生したことにより事業費を増

額するものでございます。 

28ページをお開き願います。 

８項３目生活交通バス対策事業費、バス路線維

持対策事業654万円の増額でありますが、宇和島

自動車が運行いたしております生活交通バス路線

への補助対象事業費が確定したことにより補助金

を増額するものであります。 

29ページをお開き願います。 

民生費、１項３目老人福祉費、野村介護老人保

健施設事業会計繰出金事業3460万9000円の増額で

ありますが、今年度増床工事が完了し、施設の規

模拡大を図ったとこでございますが、人員不足の

ため職員体制が整わず、予定の事業量を達成する

ことが困難な見通しであることから、経営の安定

化を図るため繰り出しするものでございます。 

30ページをお開き願います。 

１項４目障害者福祉費、障害者総合支援給付事

業1億1045万円の増額でありますが、障がいを持

たれている方の自立した生活につなげていくた

め、提供する介護や訓練等のサービスにおきまし

て、利用者数や利用回数が増加したことにより事

業費を増額するものでございます。 

31ページをお開き願います。 

２項２目児童措置費、教育・保育給付費支給事

業917万3000円の増額でありますが、市内外の保

育所、幼稚園等に入園・入所する児童に係る教

育・保育に要する費用の給付につきまして、実績

を見込み増額するものであります。 

ページは少し飛びますが、37ページをお開き願

います。 

農林水産業費、１項３目農業振興費、農作物被

害対策事業105万3000円の増額でありますが、野

生鳥獣の侵入を防止する各種施設の整備に対しま

して、実績を見込み事業費を増額するものであり

ます。 

39ページをお開き願います。 

40ページにわたるものでありますが、２項２目

林業振興費1億181万4000円の減額のうち、林道開

設及び舗装事業につきましては、県支出金の内示

額の減額により、事業費9430万円を減額調整する

ものであります。 

43ページをお開き願います。 

土木費、２項３目道路新設改良費2592万4000円

の減額のうち、市道改良及び舗装等事業につきま

して、国庫支出金の内示額により、事業費2450万

円を減額調整するものであります。 

また、事業進捗に合わせ、事業費及び財源等に

つきまして、各事業間で調整をいたしておりま

す。 

45ページをお開き願います。 

消防費、１項４目災害対策費、職員給与費

2000万円でありますが、２月８日に発生しました

氷点下12度の異常低温を原因とする水道管破裂等

による断水危機対策業務に従事した職員の人件費

を計上するものであります。 

なお、人件費を含めまして、今回の断水危機対

策に要しました経費につきましては、現在、確認

精査中でございます。対応経費等が確定したもの

から適宜、適正に処理をする予定でございます。 

49ページをお開き願います。 

５項２目公民館費、公民館耐震化事業8979万

9000円の減額でありますが、耐震化・長寿命化に

係る設計委託費及び工事請負費におきまして、設

計変更及び入札減少金が生じたことにより、事業

費及び財源を減額調整するものであります。 

54ページをお開き願います。 

諸支出金、２項１目基金費、ふるさと応援基金

事業2000万円の減額でありますが、当事業の財源

であります西予市ふるさと応援寄附金、いわゆる

ふるさと納税でございますが、その実績見込みに
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よりまして、事業費及び財源を減額調整するもの

であります。 

また、減債基金事業6390万2000円、公共施設整

備基金事業6000万円の増額でありますが、今回の

補正により余剰となりました一般財源につきまし

て、市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわ

たる市財政の健全な運営を図るため減債基金へ。

また、公共施設の更新及び廃止など、公共施設等

総合管理計画に基づきまして、今後の施設建設及

び除却に備え、公共施設整備基金へ積み立てるも

のであります。 

次に、主な歳入につきましてご説明申し上げま

す。 

予算書は前に戻っていただきまして、12ページ

をお開き願います。 

市税、個人市民税1611万8000円でありますが、

給与所得者の増加に伴う所得割の増によるもので

ございます。 

このほか、歳入におきましては、先ほど申し上

げました歳出におきます各事業の確定、また、実

績見込みによるものなどによりまして、特定財源

としての国・県支出金や地方債、基金繰入金など

の調整を行うものであります。 

予算書は前に戻っていただきまして７ページを

お開き願います。 

継続費の補正といたしまして、３事業ともに設

定をしております平成29年度年割額におきまし

て、事業費の確定に伴い減額するものでありま

す。 

８ページをお開き願います。 

債務負担行為の補正といたしましては、追加と

して西予市游の里健康センターほか３つの指定管

理施設の管理運営業務委託と八幡浜漁協経営改善

支援資金保証料助成金につきまして、期間及び限

度額を設定するものでございます。 

また、卯之町「はちのじ」整備事業につきまし

ては、契約内容の見直しによる平成29年度予算の

減額補正とともに、平成30年度以降の事業費を調

整し、限度額を増額変更するものであります。 

９ページをお開き願います。 

最後に、地方債の補正といたしましては、事業

費の確定及び変更に伴いまして、3億8240万円を

減額し、総額で地方債の限度額を35億6162万

3000円とするものであります。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 

 理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

なお、質疑の内容は大綱のみに願います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

 以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第39号につ

いては、関係各常任委員会へそれぞれ付託いたし

ます。 

  （日程９） 

○議長 

次に、日程第９、議案第40号「平成29年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

２号）」から議案第48号「平成29年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）」

までの９件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 

 議案第40号「平成29年度西予市住宅新築資金等

貸付事業特別会計補正予算（第２号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、貸付金償還金の滞納による貸付

金元利収入の不足分を一般会計繰出金を減額し補

うものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ43万2000円を減額し、歳

入歳出予算総額を235万9000円と定めるものであ

ります。 

続きまして、議案第41号「平成29年度西予市国

民健康保険特別会計補正予算（第５号）」につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

今回の補正は歳出では、保険給付費の実績見込

み及び共同事業拠出金の見込み等によるもののほ

か、年度末精算に当たり不用額の調整を行うもの

であります。 

また、歳入では、保険税の徴収実績見込み及び

国庫支出金、療養給付費交付金並びに共同事業交

付金の見込み等に伴う調整が主なものでありま
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す。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ1億6371万1000円を減額

し、事業勘定予算の歳入歳出予算総額をそれぞれ

59億7885万4000円と定めるものであります。 

次に、診療施設勘定予算につきましては、各診

療所において年度末精算による不用額の調整、並

びに診療収入の精査等に伴う一般会計繰入金の調

整によるものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ494万6000円を減額し、

診療施設勘定予算の歳入歳出予算の総額を3億

2575万8000円と定めるものであります。 

続きまして、議案第42号「平成29年度西予市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、後期高齢医療広域連合納付金の

確定並びに保険料の実績見込みに伴う増額と年度

末精算に当たり不用額の調整を行うものでありま

す。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算にそれぞれ170万7000円を増額し、歳

入歳出予算の総額を6億3646万7000円と定めるも

のであります。 

続きまして、議案第43号「平成29年度西予市介

護保険特別会計補正予算（第４号）」について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、平成30年４月から要介護認定制

度等が改正されることに伴うシステム改修に関す

る一般管理費の増額、また、介護保険給付費、地

域支援事業費の実績見込みに伴う減額及び年度末

精算に当たり不用額の調整を行うものでありま

す。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ6171万4000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を57億5309万4000円と定める

ものでございます。 

以上４議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 

 議案第44号「平成29年度西予市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第３号）」について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は事業費の年度末精算に当たり不用

額等の調整が主なものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ990万8000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を3億9141万1000円と定める

ものであります。 

続きまして、議案第45号「平成29年度西予市公

共下水道事業特別会計補正予算（第４号）」につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は事業費の年度末精算に当たり不用

額等の調整が主なものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ1152万2000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を8億3277万4000円と定める

ものであります。 

以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

 三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 

 議案第46号「平成29年度西予市水道事業会計補

正予算（第２号）」について、提案理由のご説明

を申し上げます。 

今回の補正の主なものは、決算見込みに基づく

業務量の補正とそれに伴う給水収益の減額及び営

業費用を増額するものでございます。 

第３条の収益的収入及び支出につきましては、

既決いただいております収益的収入から240万円

を減額し、総額を7億1760万7000円とし、収益的

支出につきましては、140万円を増額し、総額を

7億3558万8000円といたしております。 

また、今回の補正に伴いまして、他会計からの

補助金についても補正を行っております。 

続きまして、議案第47号「平成29年度西予市病

院事業会計補正予算（第１号）」について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正の主なものは、平成29年度の決算見

込みに基づく業務量の補正とそれに伴う医業収支

等の調整を行うものでございます。 

第２条の業務の予定量では、入院及び外来の年

間患者数の変更及び主な建設改良事業の減額を行

うものでございます。 

次に、第３条の収益的収入及び支出でありま
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す。 

まず収入におきましては、患者数の増加に伴

い、医業収益を8729万円増額し、医業外収益につ

きましては145万8000円の減額、特別利益では

903万7000円の増額とし、総額を36億6768万

6000円といたしております。 

支出につきましては、材料費及び修繕費などの

調整により、医業費用を2663万6000円の減額、医

業外費用では293万1000円の減額、また、特別損

失では710万4000円の増額とし、総額を41億

8032万3000円といたしております。 

次に、第４条の資本的収入及び支出につきまし

ては、奨学資金の貸し付け、医療機器の購入及び

駐車場整備工事の実績見込みによりまして、資本

的収入額を2650万円減額し、総額を2億5954万

1000円とし、資本的支出額では1620万円を減額

し、総額を3億6171万1000円といたしておりま

す。 

次に、第５条の債務負担行為につきましては、

平成30年度の医事業務委託費の限度額を5000万円

に改めております。 

続いて第６条では、医療機器購入に伴う企業債

の限度額を1億1340万円に改めております。 

最後に、７条では、一般会計から受ける補助金

の金額を表のとおりに改めてございます。 

続きまして、議案第48号「平成29年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１

号）」について、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

今回の補正は、決算見込みと運営資金減少によ

る経営基盤強化のため、医療職確保経費の一部を

一般会計より繰り入れることによる収益的収入及

び支出と増築工事費用が確定したことにより、資

本的収入及び支出を補正するものであります。 

予算書１ページをお開きください。 

第２条の業務の予定量の補正につきましては、

増築による入所定員を20人増員し100人に、通所

者定員を10人増員し35人といたしております。 

第３条の収益的収入及び支出の補正につきまし

ては、施設事業収益を3314万7000円増額し、収入

の総額を5億4459万5000円とし、施設事業費用を

804万5000円減額し、支出の総額を5億241万

8000円とするものであります。 

第４条の資本的収入及び支出の補正につきまし

ては、資本的収入を600万円減額し、収入の総額

を5億623万8000円とし、資本的支出を549万

2000円減額し、支出の総額を5億692万1000円とす

るものであります。 

以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

 理事者の説明は終わりました。 

これより本案９件に対する一括質疑を行いま

す。 

なお、質疑の内容は大綱のみに願います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

 以上で、質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案９件につい

ては、お手元に配信いたしております常任委員会

付託表のとおり、各委員会に付託いたします。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前11時53分） 

○議長 

 再開いたします。（再開 午後１時00分） 

  （日程10） 

○議長 

 次に、日程第10、議案第49号「平成30年度西予

市一般会計予算」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 

 議案第49号「平成30年度西予市一般会計予算」

の提案を申し上げますとともに、西予市長として

所信表明また、一般会計予算の概要を申し上げさ

していただきたいと存じます。 

初めに、私が、平成28年５月に西予市長に就任

して以来、早くも任期の折り返しを迎えようとし

ております。この、およそ２年間、多くの市民の

皆様との出会いの中で、さまざまなご意見やご提

言をいただきました。 

また、市政運営上の経験を積み重ねる中で、改

めまして、当市が抱える課題を認識し、市政運営

の難しさと重要性を痛感するとともに、その責任

を重く受けとめているところであります。 

合併して15年目を迎えようとしておりますが、

旧５町のそれぞれの地域性を生かしつつ、着実に

西予市としての一体感は醸成されてまいりまし
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た。その過程におきましては、数々の試練ともい

うべき難題もあったかと思います。 

しかし、市民の皆様、議会の皆様の理解と協力

をいただきながらともに乗り越えてまいりまし

た。今なお解消されていない問題や新たな課題も

生じてきます。それらに対しても、市民、議会、

行政の三者相互の信頼関係と協力体制により、必

ず改善し解決していけるものと信じております。 

さて、西予市のこれから取り組むべきまちづく

りでありますが、これまでに築かれてきた基礎基

盤の上にさまざまな分野でまちづくりの種がまか

れてまいりました。 

私は、それらが着実に花を咲かせるよう引き続

き努力をしていくとともに、本市の現状と将来を

見越し、次なるまちづくりへ踏み出す時期に来た

と考えております。 

私の標榜する「西予市で生活を望む人が増え、

その望みが叶えられるまちづくり」、「安心が体

感できるまちづくり」を実現するために、これま

でに、準備や体制を整えてきた各種施策の具体的

な展開、そして、次なるまちづくりへの新しい施

策の検討を進めてまいります。 

現在、国も地方も非常に厳しい財政状況にあり

ます。当市も含め、全国の自治体が生き残りをか

けて、新たな施策や独自性を持った事業に全力を

挙げて取り組んでおります。当然、新たな取り組

みは、前例に乏しく、さまざまな困難が予想され

ます。 

しかし、そうした困難なことがあるからと、始

める前から限界や壁をつくって諦めてしまえば、

それで終わりです。そうした難問に挑戦し、その

困難性を乗り越えなければ、現状を打開し大きな

成果を得ることはできません。 

また、そのためには、従来の考え方や手法の見

直し、あるいは、推進体制を大きく転換し、創意

と工夫を尽くすことが大事です。これには、行政

だけではなく、市民の皆様、議会の皆様のご理解

とご協力が不可欠となります。 

そうした西予一丸となった取り組みを推し進

め、未来の西予市の安定した維持、発展に向け

て、着実、確実に前進してまいります。 

平成30年度予算におきましては、「挑戦・改

革・前進」を前面に掲げ、西予市の次なるまちづ

くりに踏み出す予算として、７つの分野に施策を

大別し、それぞれの事業を展開してまいります。

あわせて、「第２次西予市総合計画」及び「西予

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を実行して

まいります。 

それでは、７つの施策分野ごとに今後鋭意取り

組む主要な事業を中心に述べさせていただきま

す。 

１．人口減少のスローダウン 

まず、市の施策として最重要課題となる人口減

少対策でございます。 

いかに人口減少を緩やかにさせるか、スローダ

ウンさせるかが、自治体の潜在力を保つかぎとな

ります。そのために、特に子育て支援対策として

子育て環境の整備、制度を充実させます。その主

なものといたしまして、小中学生の通院医療費自

己負担分に対する助成制度の拡充、今年度整備い

たしました認定こども園しろかわ保育所及び市民

病院の病児・事業所内保育所スマイル保育園の運

営、引き続き行います子育て応援券の支給、子育

て支援センターでは、妊娠期から子育て世代への

支援の充実を図るきずな配信サービスなどを実施

いたします。 

また、特定不妊治療助成事業につきましては、

昨年度に引き続き、県補助事業に市単独事業とし

て上乗せを行います。 

そのほか、移住促進では、移住コーディネータ

ーの活用による移住相談、空き家改修や移住体験

ツアーの実施のほか、西予市版田舎で働き隊の導

入等を行います。 

また、市内に住所を有する学生が卒業と同時に

市内の事業所等に就職する場合に、奨励金を交付

するふるさと就業創出奨励事業を実施し、地元就

業への意識づけ、人材や労働力の流出を抑えたい

と考えております。 

２．安全・安心の実感 

先般の長期に渡る断水の原因となった異常寒

波、局地的な集中豪雨などの近年の異常気象によ

る自然災害、南海トラフ巨大地震発生時の対策な

ど、危機対策におきましては、まず、市民の皆さ

んへの正確で迅速な情報提供が重要となります。 

現在まで順次進めております防災行政無線デジ

タル整備事業につきましては、平成30年度は城川

地区の整備を進めることといたしております。 

また、伊方原発３号機の再稼働に伴い、愛媛県
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に対し、平成30年度から５年間、原子力発電施設

等立地地域基盤整備支援事業交付金が最大で25億

円交付され、当市では、５年間で2億1000万円が

割り当てられることになりました。この交付金を

受けまして、県が策定しました地域振興計画に基

づき、有事の際の避難路を確保するため、ＵＰＺ

圏内の明浜、三瓶、宇和地区の一部の道路橋の点

検・補修事業を実施いたします。 

三瓶町安土地区及び日吉崎地区におきまして

は、低地のため、降雨による雨水排水が集中しや

すく、大雨や台風時に満潮や高潮が重なった際に

は、たびたび浸水被害を受けております。その対

策である雨水公共下水道事業につきまして、平成

34年度の完了を目指し、本格的に着手いたしま

す。これにより、浸水被害を解消・軽減し、生活

環境の整備と災害に強く快適で暮らしやすいまち

づくりの推進を図ります。 

また、野村町惣川診療所、城川町遊子川出張診

療所の８月からの廃止に伴い、無医地区になる地

域住民への医療サービスを維持、提供するため、

野村病院において巡回診療車の運用を開始しま

す。これによりまして、地域医療の確保、充実を

図り、地域住民の健康的で安心した生活を維持す

るものであります。巡回診療車の運用範囲につき

ましては、導入後の実績や地域住民等のご意見を

いただきながら、さらに充実させることを検討し

てまいります。 

地域医療の確保とともに、過疎化、高齢化が進

む地域においては、救急空白時間の解消、救急体

制の充実を図るため、明浜、城川地区におきまし

て、長年の懸案でありました救急24時間体制を配

備いたします。 

当市からの提案による政令改正で創設されまし

た准救急隊員制度を活用し、消防職員だけではな

く、一般職員の兼務及び任期付職員による救急搬

送、人命救助を行います。巡回診療車や救急24時

間体制の導入により、地域の皆様の安全・安心が

さらに確保されることを期待いたしております。 

そのほか市内の公共交通等の空白地域におい

て、通院や買い物等の移動手段を確保する生活交

通バスやデマンドタクシー等の運行、また、増加

傾向にあります空き家の利用促進するとともに、

空き家がもたらす諸問題に対しまして、市役所内

で横断的に対策を検討し対応してまいります。 

３．四国西予ジオパークの推進 

四国西予ジオパークは昨年12月22日に日本ジオ

パーク委員会から再認定をいただきました。４年

前の認定以来、多くの方々がジオパークの活動に

かかわっていただいたおかげであり、深く感謝と

敬意を表する次第であります。 

再認定を受けました四国西予ジオパークは、こ

れから審査委員からの指摘を踏まえつつ、さらに

本格的な展開に向けて動き始めます。その拠点施

設となります（仮称）四国西予ジオミュージアム

の建設も平成32年度オープンに向けて年度内に工

事着工の予定であります。 

本年度策定いたします第２次四国西予ジオパー

ク推進計画に基づき、まだ西予の大地に眠るジオ

の宝を探し、磨き、発信する取り組みを市民の皆

様との協働により、一層加速させます。 

そして、ジオの恵みなどのジオブランドの創出

や映像を活用したイメージ戦略の展開により、観

光や産業への経済波及効果の拡大とともに、郷土

愛や地域に対する誇りの醸成に努めてまいりま

す。 

４．産業振興・雇用創出 

農林水産業分野におきましては、人口減少とと

もに、従事者数が減少しており、高齢化や後継者

不足による農畜産物の生産量・生産額の減少、農

地の荒廃等が危惧されている現状となっておりま

す。担い手確保や生産コスト縮減、農業基盤の整

備、鳥獣害対策、集落営農や法人組織等への支援

などを継続的に実施するとともに、農地の基盤整

備と担い手への農地集約を一体的に進める中間管

理機構関連農地整備事業などに積極的に取り組み

ます。 

また、西予市の約75％を占める森林の環境整備

や林業振興を図るため、林業再生、素材の増産に

向け、林業事業体への支援や木材出荷に係る生産

者への支援を継続して実施をいたします。あわせ

て、森林整備の加速化を図るための路網整備を推

進をいたします。 

また、平成30年４月１日に予定しておりますウ

ッドスタート宣言により、幅広い世代に森林や環

境に目を向けていただき、木を使うことや環境保

全につながる木育推進事業を実施いたします。 

具体的には、新生児への誕生祝いとして木製の

おもちゃの贈呈、木育推進教室を開催をいたしま
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す。 

水産施設の整備では、物揚場の老朽化が著しい

有太刀漁港の整備を行い、物揚場上部工の補修や

エプロンの舗装により、利用者や生産者の労働環

境の改善、施設機能の向上を図ります。 

農林水産物の加工開発など地場産業の振興につ

きましては、ふるさと納税の効果も期待するとこ

ろであり、ジオブランドの推進による多様な返礼

品の魅力向上も含めて取り組みを強化してまいり

ます。 

中小企業の振興と雇用の創出につきましては、

引き続き、地場産業の事業承継、新規創業支援、

企業誘致に積極的に取り組んでまいります。 

企業誘致に関しまして、先般、２月15日株式会

社ちぬやホールディングス四国工場の起工式が、

建設地である宇和町皆田地区において行われまし

た。ちぬやホールディングス様を初め、このたび

の工場立地に関係いただきました皆様方に、厚く

感謝申し上げます。 

この工場建設によりまして、新たに150名程度

の新規雇用が生まれるということであり、地域経

済、地域活性化への大きな効果が期待されるとこ

ろであります。市といたしましても、新工場の円

滑な稼働、操業に向けて、移住交流施策ともリン

クさせつつ、可能な限り支援をしてまいりたいと

考えております。今回のちぬやさんの誘致の成功

を契機に、今後も一つでも多くの企業を西予市に

誘致できるよう努力してまいりたいと思っており

ます。 

５．地域力の活性化 

全国でも注目されております地域発「せいよ地

域づくり」事業につきましては、手上げ型交付金

制度の導入から３年目を迎え、自分たちの地域を

自分たちの手での基本理念が市内各所で着実に定

着、拡大しつつあり、それぞれの地域力は確実に

向上していると感じております。今後も地域が考

え、実践する取り組みを支援するとともに、その

成果を広く情報発信することで、さらに、自主自

立の地域づくりを推進してまいります。 

また、住民の主体的な地域づくり活動と行政と

の関係性、公民館の従来からの機能と地域づくり

拠点施設としての機能、いわゆる自治センター化

への検討など、小規模多機能自治活動のあり方に

つきましては、市民や有識者による検討委員会を

設置し、具体的な検討に入りたいと考えておりま

す。小規模多機能自治活動につきましては、地域

住民の皆様との相互理解が不可欠であり、市民の

皆様の意見をいただきながら、今後の方針をまと

めてまいりたいと思います。 

６．魅力あふれるまちづくり 

西予市ならではの魅力あるまちづくりを進めて

まいります。 

まず、ふるさと納税の取り組みですが、平成

29年度は1億円を目標に、返礼品の拡充やポータ

ルサイトの追加開設などに取り組み、以前に比べ

ますと格段の成果が上がりましたが、残念ながら

目標達成に至りませんでした。平成30年度は、返

礼品の追加・見直し、特産品プロモーション動画

の制作や特産品フェアへの参加などを通じて、目

標額を1億2000万円に引き上げ、取り組みを強化

したいと考えており、市の財源確保はもとより、

特産品ＰＲと市内業者の販路拡大、生産性の向上

に努めます。 

次に、ＪＲ卯之町駅前を中心に、官民連携のＰ

ＦＩ方式で実施しております卯之町はちのじまち

づくり推進事業でございますが、来年度は実施設

計に入り、より具体的なエリアのイメージができ

上がります。駅前エリア整備事業の進捗と合わせ

て、未来のまちづくりにつながるにぎわいと交流

空間の創出を進めます。 

教育関係では、確かな学力の向上のため、小中

学校の学力向上プログラム、地域子ども学び場事

業を引き続き実施いたします。 

また、旧宇和病院の跡地利用による図書館機能

を中心とした社会教育複合施設につきましては、

ＣＬＴ工法を採用し、幅広い世代の市民が集い、

学び、本市の魅力創出などさまざまな活動を実践

する拠点施設として、平成31年４月のオープンに

向けて、整備を進めるとともに、周辺施設を含め

たアクセス道の整備を行います。 

明浜町狩浜地区の段畑と農漁村景観の国の重要

文化的景観の選定については、平成27年度から取

り組みを始め、文化庁や専門家、有識者の指導を

仰ぎながら、地元の皆さんの協力をいただき、調

査を実施し、報告書をまとめてまいりました。今

年度はいよいよ選定の申し出を行うこととしてお

り、ぜひとも選定をいただき、景観の保全、保護

に努めながら、地域の魅力づくりや地域の活性化
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につなげてまいりたいと思います。 

また、古代ロマンの里推進事業では、昨年10月

に国史跡に指定された八幡浜街道笠置峠越のガイ

ドブックを作成し、街道の歴史や魅力を発信する

ほか、埋蔵文化財の活用事業を展開してまいりま

す。 

学校給食につきましては、地産地消の推進及び

子どもたちの食育と地域の農業に対する理解を促

進するため、エコえひめ農産物に認証されたコシ

ヒカリを学校給食に納入し、生産者との交流や農

作業の体験学習を通じて、食の大切さや感謝の気

持ち、郷土愛の育成に努めます。 

７．働き方改革・合理化 

働き改革の推進につきましては、平成28年12月

から具体的に取り組んでまいりましたオフィス改

革の成果が徐々にあらわれてまいりました。その

成果の一つとして、今般、総務省のＩＣＴ地域活

性化大賞で、全国102団体の中から12団体に選ば

れ、また、行政効率化賞という特別賞を受賞いた

しました。本市のＩＣＴを活用した働き改革が、

高く評価されたものと、大変うれしく、また誇ら

しく感じているところであります。このオフィス

改革につきましては、本庁４階フロアでのみ実証

実験的に行ってきたところですが、来年度はさら

に２階、３階フロアへ拡大いたします。４階フロ

アほど見た目が劇的に変わることはありません

が、４階フロアの成果を生かしながら、電算シス

テムや庁舎内ネットワークなどのＩＣＴ環境の整

備、机の配置の工夫などにより、横の連携を強化

し、イクボス宣言とともに、業務の効率化と働き

方に対する職員意識の向上を図ります。 

また、職員の意識改革を促し、意欲ある職員の

積極的な登用による組織の活性化を図るため、主

任級の職員による係長への昇任試験制度を導入し

ます。 

職場環境及び職員意識の改革とともに、産業建

設部を産業部と建設部に再編するなど、組織機構

の見直しを行います。これによりまして、担当業

務の集約と専門性及び行政機能の向上を図りま

す。 

支所建設に関しましては、明浜支所では、平成

30年度から31年度にかけて本体工事に着手いたし

ます。野村支所では、実施設計を進めるととも

に、建設予定地の野村公会堂及び旧図書館の解体

を行います。平成32年度中の完成を目標といたし

ております。 

また、城川支所におきましては、ジオミュージ

アムの建設にあわせまして、周辺整備に取りかか

り、平成30年度はプールの解体と駐車場の整備を

行います。 

当市は他市町と比べ、数多くの公共施設を保有

し、管理運営を行っており、その維持管理経費も

財政圧迫の原因の一つとなっております。 

公共施設におきましては、設立目的と現在の運

用状況、今後の施設・設備の修繕等に係る投資予

測などを踏まえ、統廃合を含めた施設のあり方に

ついて検討すべき時期に来ていると考えておりま

す。 

外部有識者の客観的な意見、また、議会及び地

域住民の皆様の意見や要望も踏まえ、市民生活や

地域経済への影響も考慮しつつ、合理化に向けて

具体的な見直しを進めてまいります。 

所信に続き、平成30年度一般会計予算について

概説申し上げます。 

市の主要な一般財源である普通交付税の縮減が

続き、厳しさが増す財政状況の中で、基金や市債

を有効に活用し、健全財政を常に意識しつつ、

「第２次西予市総合計画」及び「西予市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」における、政策目標の

早期実現に向けて計画的に事業を進め、現下の重

要課題に対応するための予算を計上するものでご

ざいます。 

この結果、平成30年度一般会計当初予算の総額

は、280億8600万円、前年度比3.6％、9億6900万

円の増額となりました。 

この増額分につきましては、主に明浜支所建設

事業、ジオパーク拠点施設整備関連事業、社会教

育複合施設整備事業などの大型建設事業を実施す

るものによるものであります。 

今回提案いたします当初予算は、冒頭申し上げ

ましたように、私の任期折り返しの時期を迎え、

合併以来、西予市の脈々と積み重ねてきたまちづ

くりの成果が実りあるものとなるよう、引き続き

努力するとともに、将来の西予市の姿を見据え、

これに備える次のまちづくりに踏み出すものとし

て編成したものであります。 

議員の皆様、市民の皆様におかれましては、今

後とも、市政運営に対する格別のご理解とご協
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力、ご支援を賜りますようお願い申し上げまし

て、新年度に臨む私の所信とさせていただきま

す。 

なお、予算の詳細につきましては、担当課長か

ら説明させますので、よろしくご審議を賜り、ご

決定いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長 

山住財政課長。 

○山住財政課長 

それでは、予算書に沿いまして、新規事業及び

主要事業を中心に、まず、歳出から補足説明を申

し上げたいと思います。少々時間がかかるかと思

いますがご了承いただきたいと思います。 

まず、53ページをお開き願います。 

総務費、１項１目一般管理費、昇任試験事業

36万1000円でありますが、意欲ある職員の積極的

な係長登用による組織活性化を図るため、新たに

係長への昇任試験制度を導入するものでございま

す。 

57ページをお開き願います。 

５目財産管理費、市役所庁舎維持管理事業1億

5169万7000円、続いて、市有財産維持管理事業

5199万円でありますが、城川支所において、ジオ

パーク拠点施設整備事業に伴い、総合センターし

ろかわの解体設計、プール解体工事及び駐車場整

備などとともに、支所庁舎の一部を改修するもの

でございます。 

58ページをお開き願います。 

野村支所庁舎建設事業5414万円でありますが、

庁舎本体の基本設計及び実施設計に続き、平成

30年度は野村公会堂及び旧図書館の解体を実施い

たします。 

続きまして、明浜支所庁舎建設事業3億9221万

8000円でありますが、平成30年度から平成31年度

までの２箇年の継続費を設定しまして、支所本体

工事に着手するものであります。 

60ページをお開き願います。 

８目ネットワーク管理運営事業9080万4000円で

ありますが、平成30年度は業務の効率化を進める

ため、ネットワーク機器の更新、庁舎１階から３

階及び教育保健センターの無線ＬＡＮ化を行うも

のであります。 

62ページをお開き願います。 

11目情報推進事業費、ＣＡＴＶ整備事業7600万

円でありますが、明浜支所の移転建設に伴い、支

所内の西予ＣＡＴＶサブセンターの機器更新を行

うもので、平成30年度、31年度の継続費を設定し

ております。 

74ページをお開き願います。 

８項１目地域振興費、地域発「せいよ地域づく

り」事業1億1334万5000円でありますが、地域の

自主性を促す手上げ型交付金制度の３年目となる

節目に、１年をかけて、各地域の取り組みを追跡

しながら、テレビ番組を作成、メディアを通じた

情報発信に挑戦するものであります。 

続きまして、移住交流促進事業7330万3000円で

ありますが、移住コーディネーターの活用により

まして、移住相談や定住促進のための空き家改

修、移住ツアーの実施、西予市版田舎で働き隊の

導入等を行うものであります。 

75ページをお開き願います。 

ふるさと納税推進事業6532万6000円であります

が、ふるさと納税に対する返礼品を通じまして本

市及び地元特産品等のＰＲ、地域経済の活性化に

つなげるもので、平成30年度は1億2000万円の寄

附金額を目標に戦略的に行います。また、企業版

ふるさと納税も推進することといたしておりま

す。 

続きまして、木育推進事業145万7000円であり

ますが、木に親しみ、木とともに生きていく子育

て環境の整備に取り組む事業であります。平成

30年４月１日のウッドスタート宣言式に係る経費

等を計上いたしております。 

続きまして、小規模多機能自治活動拠点施設整

備事業110万6000円でありますが、公民館を中心

に地域人材を育成し、自立した地域活動の推進を

図ることを基本戦略としまして、組織体制等の見

直し、いわゆる自治センター化を検討していくも

のでございます。平成30年度は、市民を主体とし

た検討委員会を設置しまして、小規模多機能自治

活動拠点施設のあり方について協議していくもの

でございます。 

81ページをお開き願います。 

９項３目ジオパーク拠点施設整備事業3590万

6000円でありますが、四国西予ジオパークの新た

な拠点施設を城川支所の隣接地に建設するもの

で、平成32年度オープンに向け、平成30年度は実

施設計を行い、本体工事につきましては、継続費
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を設定し建設に着手するものであります。 

83ページをお開き願います。 

４目卯之町はちのじ事業費、卯之町はちのじま

ちづくり推進事業3747万3000円でありますが、エ

リア全体の基本方針、基本設計をもとに、建物等

の実施設計に着手する予定であります。 

また、駅前エリア整備事業3396万2000円におき

ましては、卯之町はちのじまちづくり構想に基づ

きまして市道旧町地区212号線改良工事に着手す

るものであります。 

90ページをお開き願います。 

民生費、１項４目障害者福祉費、障害者総合支

援給付事業9億2058万2000円でありますが、障害

福祉計画に基づき、障害者自立支援給付を行い、

障がい者の必要とするサービスの提供を行うもの

であります。 

続きまして、西予市障がい者（児）タクシー利

用助成事業393万5000円でありますが、外出が困

難な重度障がい者の生活行動範囲の拡大を図るた

め、新たな事業としまして、タクシー料金の一部

を助成するタクシーチケットを交付するものであ

ります。 

94ページをお開き願います。 

２項１目児童福祉総務費、乳幼児・児童医療費

助成事業6885万8000円でありますが、乳幼児の通

院、入院医療費自己負担分及び小・中学生の入院

医療費自己負担分につきまして助成を行っており

ます。平成30年度からは小・中学生分を拡充いた

しまして、通院費の一部についても助成するもの

であります。 

続きまして、子育て応援券交付事業763万

3000円、愛顔の子育て応援事業723万円でありま

すが、昨年度に引き続き実施する事業でございま

す。子育て世帯の経済的負担を軽減するととも

に、安心して子どもを育てる環境の整備を図り、

出生率の向上につなげるものであります。 

続きまして、木育推進事業168万1000円であり

ますが、西予市で生まれた子どもに対しまして市

産材で作成した木のおもちゃをプレゼントするこ

とにより、木に親しみ、木とともに生きていく子

育て環境の整備に取り組むものでございます。 

98ページをお開き願います。 

４目保育所費、しろかわ保育所管理運営事業

3841万2000円、スマイル保育園管理運営事業

2761万2000円でありますが、平成30年４月から城

川地区において開園しますしろかわ保育所、ま

た、市民病院が事業実施主体となりますスマイル

保育園の管理運営経費を計上するものでございま

す。 

103ページをお開き願います。 

衛生費、１項１目保健衛生総務費、巡回診療車

運営事業1000万円でありますが、野村町惣川診療

所、城川町遊子川出張診療所の廃止、８月からで

ございますが、によりまして無医地区となります

地域住民への医療サービス維持のため野村病院が

実施する巡回診療車による診療に係る経費を負担

するものでございます。 

続きまして、西予市明浜地区歯科診療所新規開

設支援事業600万円でありますが、平成30年度に

予定をしております高山歯科診療所及び俵津歯科

診療所の民間経営移行に伴い、開設者への支援補

助金を計上するものであります。 

106ページをお開き願います。 

４目環境衛生費、カーボン・マネジメント体制

整備事業997万1000円でありますが、市が所有し

ております施設の温室効果ガス排出量など現状を

把握し、その改善、削減目標を設定し実行計画を

作成するものであります。 

116ページをお開き願います。 

労働費、１項６目地域経済基盤強化・雇用等対

策費、ふるさと就業創出奨励事業468万円であり

ますが、西予市内に就業する新卒者の確保と都市

部との賃金格差の解消を図るため、市内に住所を

有する中学、高校、特別支援学校の新卒者で市内

企業に就職した方を対象に、３年間で総額36万円

を交付するものであります。 

121ページをお開き願います。 

農林水産業費、１項３目農業振興費、養蚕振興

対策事業130万7000円でありますが、養蚕基盤の

強化等による生産性向上を図り、市内の養蚕農家

及び関係団体への経営支援と蚕糸業の振興を図る

ものであります。 

125ページをお開き願います。 

５目農地費、農地中間管理機構関連農地整備事

業500万円でありますが、農地区画整理と農業施

設整備等を一体的に行い、生産基盤の改善と担い

手強化対策を総合的に行うとともに、農地中間管

理機構を活用した農地の流動化と大規模化及び担
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い手への集積を目指すものであります。 

続きまして、ため池等農地災害危機管理対策事

業1325万円でありますが、施設の老朽化・耐震対

策工事、ハザードマップの作成、研修会や避難訓

練などを実施しまして、災害の未然防止、また総

合的な農地防災対策事業を展開するものでありま

す。 

131ページをお開き願います。132、133ページ

にかけてとなります。 

２項２目林業振興費8億9153万6000円のうち、

林道開設・舗装等事業といたしまして、林道の開

設13件、舗装６件、県営開設事業の負担金１件を

実施する経費として、7億6901万1000円を計上い

たしております。県が進めておりますＣＬＴの利

用拡大に対応できるよう、原木供給が図られるよ

うな路網整備を進めてまいります。 

133ページをお開き願います。 

木育推進事業228万5000円でありますが、児童

生徒に森林や木材の現状や役割を理解していただ

くため木育教室を実施するとともに、オリンピッ

ク木材活用リレーに参加し、市産材及び木育によ

る林業振興施策のＰＲ活動を展開するものでござ

います。 

なお総務費、民生費及び農林水産業費におきま

して計上しております木育推進事業全体の合計額

は542万3000円となっております。 

138ページをお開き願います。 

３項４目漁港建設費、海岸堤防等老朽化対策事

業2000万円でありますが、漁港施設の計画的かつ

効率的な予防保全型の対策を行うために、施設の

健全度を把握し、長寿命化計画を策定するもので

あります。 

有太刀漁港機能増進事業1500万円であります

が、漁港の物揚場が老朽化により劣化が著しいこ

とから、今回整備を行いまして、漁業者の労働条

件の改善、施設の有効活用を目指すものでありま

す。 

145ページをお開き願います。 

商工費、１項６目産業創出事業費、ジオブラン

ド推進事業2169万円でありますが、ジオパークと

地域産品の魅力をセットにした新ブランド、ジオ

の至宝を創出し、ブランドイメージ、高付加価値

化戦略により、東京、大阪等の都市部をターゲッ

トに展示商談会に出展し、市内産品の販路拡大を

図るものであります。 

151ページをお開き願います。152ページにかけ

てとなります。 

土木費、２項３目道路新設改良費6億4998万円

のうち、市道の新設及び改良事業費等を実施する

経費としまして、5億8618万円を計上いたしてお

ります。 

その内訳といたしましては、市内26路線、うち

新規４路線を計画いたしております。 

156ページをお開き願います。 

５項６目都市計画事業における道路新設改良

費、市道旧町地区187号線他５路線改良事業1億

5090万円でありますが、この路線は国道56号から

建設予定地の社会教育複合施設を経由し米博物館

へ通じるルートでございます。施設へのアクセス

向上と地域住民の安全、利便性を確保するため、

道路改良を実施するものであります。 

続きまして、７目雨水公共下水道事業費、三瓶

地区雨水公共下水道事業4400万円でありますが、

三瓶町安土地区、日吉崎地区につきまして、雨水

排水及び高潮による浸水被害を解消、軽減するた

め、雨水公共下水道事業を実施するものでありま

す。 

157ページをお開きください。 

６項１目住宅管理費、空家対策計画策定管理事

業1068万8000円でありますが、空家対策計画に基

づきまして、平成30年度は、特定空家の認定を行

うものであります。 

163ページをお開き願います。 

消防費、１項３目消防施設費、常備消防施設整

備事業7607万1000円でありますが、野村支署に配

備いたしております救助機材搬送車が老朽化した

ため更新を行うものでございます。人命救助活動

の効率化を図ることといたしております。 

続きまして、消防団装備整備事業5844万5000円

では、ポンプ車１台、積載車３台、軽積載車１

台、小型動力ポンプ３基を更新いたします。 

また、消防団施設整備事業4917万3000円では消

防詰所を２箇所、また、耐震性貯水槽２基等を設

置するものであります。 

164ページをお開き願います。 

４目災害対策費、防災行政無線・情報システム

整備事業4034万5000円では、同報系防災行政無線

を初めとする情報伝達手段の万全な体制を構築す
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るもので、30年度は、Ｊアラートの更新整備を実

施いたします。 

防災行政無線デジタル整備事業につきまして

は、6億2886万5000円を計上しております。城川

地区におきまして設備・機器等を整備いたしま

す。 

167ページをお開き願います。 

教育費、１項２目事務局費、小学生夢チャレン

ジサポート事業139万9000円でございますが、小

学生に夢や目標を持つことの大切さとその実現ま

でのプロセスを学び、体験させ、幅広い見識を持

った将来の西予市を担う人材を育成するものであ

ります。 

174ページをお開き願います。 

２項２目小学校費の教育振興費、学力向上プロ

ジェクト事業136万2000円でありますが、毎年実

施をいたします学力テストの経年比較による評価

と指導の一体化を図るとともに、意欲的な能力向

上を支援するための検定料の一部補助を行うもの

であります。 

また、教職員に対しましても、先進校の研修、

また、指導力、資質の向上等を図るため各所に派

遣をする予定としております。 

178ページにも、中学校費におきまして同様の

事業を実施することといたしております。 

179ページをお開き願います。 

３項３目学校建設費、中学校施設整備事業

4476万5000円でありますが、老朽化に伴います宇

和中学校部室棟の改築工事を実施するものであり

ます。適切な学校教育環境を整備することといた

しております。 

185ページをお開き願います。 

５項２目公民館費、公民館耐震化事業 1億

2535万8000円でありますが、西予市公共施設耐震

化計画に基づきまして耐震化事業を実施するとと

もに、長寿命化工事を一体的に実施するもので、

平成30年度は、田之筋公民館、横林公民館の耐

震・長寿命化工事を実施するものであります。 

190ページをお開き願います。 

７目社会教育施設建設費、社会教育複合施設整

備事業10億9799万1000円でありますが、図書館及

びコミュニティー施設等の複合施設を整備し、子

どもから高齢者までさまざまな世代の市民の学び

の場、集い・交流の場として、多目的な活用を図

るものであります。30年度におきまして本体工事

を実施し、31年４月供用開始を目指しておりま

す。 

193ページをお開き願います。 

６項２目文化財保護費、文化的景観保護推進事

業796万9000円でありますが、文化的景観の保存

計画を策定し、計画書を作成、刊行するものであ

ります。平成30年度中に重要文化的景観「宇和海

狩浜の段畑と農漁村景観」の選定の申し出を行う

ことといたしております。 

198ページをお開き願います。 

５目文化の里振興費、文化の里諸施設管理運営

事業1905万8000円でありますが、宇和文化の里施

設の管理運営と観光案内、市民や小学生等を対象

としましたイベントや体験プログラムなどを実施

しまして、観光資源としての活用により集客を図

るものであります。 

201ページをお開き願います。 

７項２目体育施設費、体育施設維持管理事業

3934万1000円でありますが、大和田地区体育館、

高川地区体育館の屋上防水改修工事を行うもので

あります。 

205ページをお開き願います。 

４目学校給食費、地産地消推進補助事業36万

7000円でありますが、学校給食におけます地産地

消の推進、子どもたちの食育と地域の農業に対す

る理解の促進を目的に、特別栽培米を学校給食に

納入するもので、納入業者に対しまして、地元産

米と特別栽培米との差額を補助するものでありま

す。 

206ページをお開き願います。 

６目給食センター建設費、野村学校給食センタ

ー建設事業5億6609万2000円でありますが、野村

及び城川地域の学校給食調理場を集約し、野村学

校給食センターを新築するもので、平成30年９月

供用開始予定であります。 

関連としまして203ページにお戻り願います。 

３目給食センター運営費、野村学校給食センタ

ー運営事業4091万円でありますが、新たな給食セ

ンターの供用開始に伴いまして、その維持管理運

営経費を計上いたしております。 

さきに進みまして211ページをお開き願いま

す。 

諸支出金、２項１目基金費、ふるさと応援基金
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事業1億2001万2000円でありますが、西予市ふる

さと応援寄附金、いわゆるふるさと納税ですけど

も、これを基金に積み立てをするものでございま

す。 

基金の活用につきましては、寄附者の意向を尊

重しつつ、事業に充当し、魅力あるまちづくりの

推進に努めてまいりたいと考えております。 

次に、歳入に移りたいと思います。 

予算書は前に戻っていただきまして13ページを

お開き願います。 

市税30億7710万8000円でありますが、市民税に

おきましては、平成29年度課税状況調べに基づく

給与所得者の増加による所得割の増加など、市内

の景気動向の改善傾向は見込まれるものの、固定

資産税におきましては、評価替えの年となるた

め、過去の実績を踏まえまして減額を見込み、市

税全体では、対前年度3936万2000円の減額として

おります。 

18ページをお開き願います。 

地方交付税116億68万4000円でありますが、普

通交付税におきましては、地方財政計画の伸び率

と合併算定替えの縮減等を見込みまして、104億

68万4000円とし、特別交付税におきましては、近

年の実績、また加算要素を見込みまして、12億円

として、全体では対前年度比3億3231万6000円の

減額といたしております。 

25ページから28ページにかけてとなります。 

国庫支出金でありますが、平成29年度事業とし

て実施しました保育所等施設整備事業の完了によ

りまして、民生費におきましては減額となりまし

たが、社会教育複合施設整備事業、野村学校給食

センター建設事業等の大型事業を実施するため、

土木費及び教育費国庫補助金が増額となりまし

て、対前年度2億284万4000円の増額となっており

ます。 

28ページから33ページでございます。 

県支出金でありますが、林道開設・舗装等事業

等による増額による農林水産業費県補助金の増

額、県知事及び県議会議員選挙による総務費委託

金の増額などがございますが、平成29年度事業と

して実施しました地域医療介護総合確保基金事業

の完了によりまして民生費県補助金の減額、ま

た、愛媛国体の終了に伴います教育費県補助金の

減額などが大きく、対前年度1億4661万4000円の

減額といたしております。 

36ページをお開き願います。 

38ページにかけてとなりますが、繰入金、基金

繰入金であります。総額で14億9150万9000円と

し、財政調整基金、庁舎建設事業基金、学校施設

整備基金、ふるさと応援基金等の繰り入れを増額

しております。前年度に対しまして2億8625万

4000円の増額としております。 

45ページをお開き願います。 

49ページにかけてとなりますが、市債となりま

す。土木債におきましては、道路橋梁債において

事業量の調整に伴い減額となっておりますが、総

務債におきまして、支所建設事業、ジオパーク拠

点施設整備事業、また、城川支所改修・周辺整備

に伴う増額、消防債では防災無線デジタル整備事

業に伴う増額、教育債では社会教育複合施設整備

事業、また、給食センターの建設事業に伴いまし

て増額をしております。 

これら大型事業の実施によりまして、前年度比

9億7490万円の増額となり、総額で48億1120万円

といたしております。 

地方債の種別で見ますと、借入予定全体の約

86％が交付税算入率の高い緊急防災・減災、ま

た、過疎、辺地、合併特例債などの借り入れを行

うこととしております。 

続きまして、予算書は戻っていただきまして９

ページをお開き願います。 

継続費でございますが、明浜支所庁舎建設事業

におけます監理委託、本体工事につきまして、総

額を6億2208万円、平成30年、31年との２箇年で

の継続費年割額を設定いたしております。 

また、明浜支所の建設事業の関連事業となりま

すＣＡＴＶ整備事業、明浜サブセンター整備工事

につきましては、総額を1億9224万円、ジオパー

ク拠点施設整備事業における実施設計監理委託、

展示及び本体工事につきましては、総額を6億

4399万5000円として、それぞれ２箇年の年割額を

設定し事業を実施いたします。 

10ページをお開き願います。債務負担行為でご

ざいます。 

明浜支所庁舎建設事業におけますネットワーク

構築委託及び機器導入につきまして、期間を平成

31年度、限度額を1019万9000円として設定をいた

しております。 
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最後に、11ページをお開き願います。地方債で

ございます。 

先ほど歳入の市債のところでご説明を申し上げ

ましたとおり、地方債の限度額を48億1120万円と

いたしまして、起債の方法、利率、償還の方法な

どを設定をいたしております。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時04分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後２時15分） 

  （日程11） 

○議長 

次に、日程第11、議案第50号「平成30年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」から議

案第60号「平成30年度西予市野村介護老人保健施

設事業会計予算」までの11件を一括議題といたし

ます。 

理事者の説明を求めます。 

酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 

議案第50号「平成30年度西予市住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算」について、提案理由のご

説明を申し上げます。 

それでは、平成30年度西予市住宅新築資金等貸

付事業特別会計予算書の１ページをお開きくださ

い。 

本予算の歳入歳出の総額は歳入歳出それぞれ

76万6000円としております。 

予算書の３ページをお開きください。 

歳出の主なものは住宅新築資金並びに改修資金

として借り入れている公債費39万円であります。 

予算書２ページに戻ってください。 

歳入は貸付金償還金76万6000円を計上いたして

おります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

松川教育部長。 

○松川教育部長 

議案第51号「平成30年度西予市育英会奨学資金

貸付特別会計予算」について提案理由のご説明を

申し上げます。 

この奨学資金は西予市出身の優秀な学生、生徒

であって、経済的理由により就学が困難な者に対

し、定額を無利子で貸し付けるものであります。 

それでは、特別会計予算書11ページをお開きく

ださい。 

本予算の歳入歳出の総額は歳入歳出それぞれ

2925万4000円としております。 

予算書13ページをお開きください。 

歳出では、奨学資金貸付金58名分及び運営に係

る経費合わせて2315万1000円、予備費610万

3000円を計上いたしております。 

予算書12ページにお戻りください。 

歳入では、償還金2240万4000円、寄附金1万

円、前年度繰越金684万円を計上し、当会計を運

営するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 

議案第52号「平成30年度西予市国民健康保険特

別会計予算」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

国保特別会計予算につきましては、事業勘定予

算と診療施設勘定予算で構成されております。 

まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。平成30年度に当たりましては、国民健康保険

制度の改革に伴う、新たな制度に対応した予算編

成となっております。 

引き続き、被保険者が安心して医療サービスを

享受し、国民健康保険事業の適正かつ安定的な運

営を維持するため、医療費の動向、制度改正の対

応等、国が示す留意事項に基づき編成をいたしま

した。 

しかしながら、高齢化の進展や医療技術の高度

化、生活習慣病の増加等により、１人当たりの医

療費の増加が続いている一方で、医療費に見合っ

た保険税収入の確保が厳しい状況であることか

ら、引き続き、一般会計繰入金により、収支均衡

を図る予算構造となっております。 

それでは、24ページをお開きください。 

歳出の主なものでは、総務費9196万3000円、保

険給付費37億5391万7000円、保健事業費5004万

4000円、国民健康保険事業納付金11億6720万円を
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計上いたしました。 

続いて、23ページをお開きください。 

歳入の主なものにつきましては、国民健康保険

税7億5154万7000円、都道府県支出金38億13万

2000円、繰入金5億2214万7000円を計上いたしま

した。 

以上によりまして、事業勘定予算は歳入歳出そ

れぞれ50億8068万6000円といたしました。 

次に、施設勘定予算についてご説明を申し上げ

ます。少子高齢化に伴う人口減少や市民の基幹病

院志向への高まり等から、国保直営診療所の診療

件数、診療収入等が年々減少しており、診療施設

勘定におきましても、一般会計からの繰入金によ

り収支均衡を図る厳しい予算構造となっておりま

す。引き続き、地域住民から安心・信頼される医

療の提供に取り組むとともに、経営改善、適切な

経費節減にも努める所存であります。 

それでは、28ページをお開きください。 

歳出の主なものでは、総務費1億800万円、医業

費6914万5000円を計上いたしました。 

続いて、27ページをお開きください。 

歳入の主なものにつきましては、診療収入1億

848万3000円、繰入金6457万7000円を計上いたし

ました。 

以上によりまして、診療施設勘定予算は歳入歳

出それぞれ1億7747万8000円といたしました。 

続きまして、議案第53号「平成30年度西予市後

期高齢者医療特別会計予算」について、提案理由

のご説明を申し上げます。 

後期高齢者医療制度におきましては、医療の高

度化等に伴い、医療費が増加傾向にある中、同制

度の持続可能性を高めるため、平成29年度及び

30年度にかけ、保険料軽減特例が段階的に見直さ

れることとなっております。 

愛媛県後期高齢者医療広域連合におきまして

は、平成30・31年度の保険料改定にあたり、愛媛

県が設置する財政安定化基金を活用して、保険料

の上昇を抑制しておりますが、今後においても、

被保険者の負担を軽減するため、後発医薬品の利

用促進や医療費適正化を進めるとともに、経費の

節減に努める必要があるため、本市におきまして

も、広報への掲載等で健診受診啓発や医療制度の

周知を行っているところでございます。 

それでは、予算書73ページをお開きください。 

本予算は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ6億3673万9000円と定めるものであります。 

75ページをお開きください。 

歳出の主なものといたしましては、総務費

2698万2000円、後期高齢者医療広域連合納付金

5億9427万4000円、健康診査事業費として1478万

3000円を計上いたしました。 

74ページに戻っていただき、歳入の主なものと

いたしましては、後期高齢者医療保険料 3億

6013万円、繰入金2億6229万1000円、諸収入

1428万7000円を計上いたしました。 

続きまして、議案第54号「平成30年度西予市介

護保険特別会計予算」について提案理由のご説明

を申し上げます。 

当市の介護保険を取り巻く環境としまして、今

後、人口は減少してまいりますが、75歳以上人口

は横ばい傾向が続くと見られ、介護が必要な方が

増加してくると推計しております。 

このような状況を踏まえ、平成30年度から３箇

年にわたる「第７期高齢者福祉・介護保険事業計

画」を策定し、高齢者が住みなれた地域で自立し

た日常生活ができるよう、多職種の連携による医

療、介護、予防、住まい、生活支援の一体的なサ

ービス提供や保険給付の事業を展開していくこと

としております。 

それでは、予算書91ページをお開きください。 

本予算は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ57億8462万円と定めるものでございます。 

94ページをお開きください。 

歳出の主なものといたしましては、人件費と介

護認定等に係る経費として、総務費1億1686万

9000円を計上し、介護給付、予防給付、その他各

サービスに係る経費として、保険給付費53億

7785万2000円を計上いたしました。 

また、本市における地域包括ケアシステムの構

築を目指し、在宅医療、介護連携、認知症施策、

そして介護予防や生活支援の体制整備などを積極

的に推進するため、地域支援事業費2億8278万

1000円を計上いたしました。 

92ページに戻っていただき、歳入予算の主なも

のとしましては、65歳以上の方に納付していただ

く介護保険料が10億2460万4000円、介護給付分、

地域支援事業費分、それぞれの負担割合により算

定される国庫支出金15億605万1000円、県支出金
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8億3123万6000円、支払基金交付金15億269万

3000円、繰入金のうち、一般会計繰入金 8億

4309万1000円、また、介護給付費準備基金繰入金

7361万6000円、地域支援事業の事業実施に伴う利

用者負担金等の諸収入327万3000円を計上してお

ります。 

以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 

議案第55号「平成30年度西予市農業集落排水事

業特別会計予算」について、提案理由のご説明を

申し上げます。 

平成30年度における主な事業といたしまして

は、宇和町及び野村町で稼働している10処理区の

維持管理業務及び公債費の元利償還等でありま

す。 

それでは予算書の147ページをお開きくださ

い。 

本予算は歳入歳出予算の総額を3億6928万

1000円と定めるものであります。 

149ページをお開きください。 

歳出では施設管理費といたしまして、10処理区

の維持管理費用に係る委託料及びこれらに関連す

る事務費、人件費等に係る経費など、1億5330万

6000円を計上しております。 

また、今までに建設されました施設整備に対す

る公債費といたしまして、元利償還金2億1597万

5000円を計上しております。 

148ページに戻りますが、歳入につきましては

施設使用料9527万円、加入負担金100万円、一般

会計繰入金2億7250万1000円、繰越金51万円を充

当いたしております。 

続きまして、議案第56号「平成30年度西予市公

共下水道事業特別会計予算」について、提案理由

のご説明を申し上げます。 

平成30年度に実施する主な事業につきまして

は、宇和処理区では、延長約2,100メーターの管

路整備工事等、野村処理区では、国道・県道改良

に伴うマンホール改修・公共ます設置工事等をそ

れぞれ予定をしております。 

それでは予算書の167ページをお開きくださ

い。 

歳出では事業費のうち、施設管理費といたしま

して、宇和及び野村処理区の維持管理費用と下水

道接続奨励金等に加え、企業会計への移行準備経

費としまして、調査業務委託やシステム開発・導

入に係る業務委託料など1億3912万4000円を計上

しております。 

同じく、事業費の施設整備では、宇和及び野村

処理区の施設整備に係る工事請負費並びに、これ

らに関連する事務費、人件費等に係る経費など

3億8513万1000円を計上しております。 

また、今までに建設された施設整備に対する公

債費といたしまして、元利償還金 2億9171万

3000円を計上しております。 

166ページに戻りますが、歳入につきましては

施設使用料9326万3000円、事業費分担金2908万

4000円、国庫補助金1億2500万円、一般会計繰入

金4億62万1000円、繰越金34万5000円、諸収入

15万5000円、市債1億6750万円を充当いたしてお

ります。 

なお、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を第２表により定めております。 

以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 

議案第57号「平成30年度西予市簡易水道事業特

別会計予算」について、提案理由のご説明を申し

上げます。 

それでは、特別会計予算書127ページをお開き

ください。 

平成30年度の予算の主なものは、各施設の維持

管理及び整備に伴う経費で、歳入歳出の総額をそ

れぞれ1億6438万5000円と定めるものでありま

す。 

136ページをお開きください。 

歳出では事業費の総務管理費として人件費、事

務費、維持管理経費など1億270万8000円を計上

し、138ページの施設整備事業費として、工事請

負費では、施設整備に係る工事請負費のほか、委

託料等合わせまして3706万円を計上いたしており

ます。 

次の公債費では、元利償還金2342万円を計上い

たしております。 
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133ページをお開きください。 

歳入では、給水収入6860万3000円、繰入金とし

て一般会計繰入金及び基金繰入金により4695万

1000円のほか、簡易水道の施設整備事業に係る財

源として市債2870万円を予定いたしております。 

なお、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を130ページの第２表により定めており

ます。 

続きまして、議案第58号「平成30年度西予市水

道事業会計予算」について、提案理由のご説明を

申し上げます。 

それでは、公営企業会計予算書１ページをお開

きください。 

まず、第２条業務の予定量についてご説明いた

します。 

給水戸数1万5240戸、年間総給水量430万7000立

方メートル、１日平均給水量1万1800立方メート

ルを予定いたしております。 

主要な建設改良事業といたしましては、宇和給

水区域における上松葉配水池更新事業3億9920万

円、明浜給水区域における高山地区送・配水管布

設替事業2392万2000円をそれぞれ予定いたしてお

ります。 

次に、第３条収益的収入及び支出についてご説

明いたします。 

収入では、水道事業収益の総額を7億1066万

4000円と定め、営業活動に基づく、給水収益の

6億2100万円を含む営業収益として、6億2806万

8000円、営業外収益として、8255万6000円を計上

いたしております。 

これに対しまして支出では、水道事業費用の総

額を7億3280万6000円と定め、主なものといたし

まして、営業活動に係る営業費用として、6億

8490万3000円、企業債償還利息等の営業外費用と

して、4167万4000円を計上しております。 

次に、２ページ、第４条資本的収入及び支出に

ついてご説明いたします。 

収入では、総額を2億204万1000円と定め、内訳

は工事に対する負担金700万円、企業債1億5000万

円、企業債元金償還金及び事業統合後の建設改良

費に対する一般会計補助金4504万1000円を計上し

ております。 

これに対しまして支出では、総額を6億6605万

3000円と定め、内訳は、建設改良費5億5615万

円、企業債償還金1億990万3000円を計上しており

ます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額、4億6401万2000円を補填する財源につき

ましては、第４条括弧書きのとおりであります。 

次に、第５条の企業債では、上水道施設整備事

業を目的といたしまして、1億5000万円の限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めてお

ります。 

第６条では、一時借入金の限度額を2億円と定

め、第７条では、予定支出の各項の経費の金額の

流用、第８条では、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費として、職員給与費1億

2564万5000円を定めるものであります。 

また、９条では、一般会計から受ける補助金と

して、目的と合計金額5193万8000円を定め、第

10条では、たな卸資産の購入限度額を1560万円と

定めるものであります。 

続きまして、議案第59号「平成30年度西予市病

院事業会計予算」について、提案理由のご説明を

申し上げます。 

それでは、公営企業会計予算書41ページをお開

きください。 

まず、第２条業務の予定量についてご説明いた

します。 

病床数は両病院合計242床でございます。年間

患者数は入院6万9715人、外来10万772人、１日平

均患者数は入院191人、外来413人を見込んでおり

ます。 

また、主な建設改良事業として、施設整備事業

費807万9000円、医療機器備品購入費8379万

8000円を計上いたしております。 

次に、第３条収益的収入及び支出についてご説

明いたします。 

収入では、病院事業収益の総額を38億3223万円

と定め、医業収益31億6910万9000円、医業外収益

6億5890万5000円、特別利益421万6000円を計上い

たしております。 

これに対しまして支出では、病院事業費用の総

額を43億5012万4000円と定め、医業費用40億

6530万4000円、医業外費用2億1122万9000円、特

別損失7359万1000円を計上いたしております。 

次に、第４条の資本的収入及び支出についてご

説明いたします。 
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収入では、総額を1億8261万8000円と定め、出

資金735万円、負担金及び交付金 1億1816万

8000円、企業債5710万円を計上しております。 

これに対しまして支出では、総額を2億9115万

2000円と定め、建設改良費9187万7000円、企業債

償還金1億9567万5000円、奨学資金に係る投資

360万円を計上しております。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額、1億853万4000円は、過年度分損益勘定留

保資金で補填することといたしております。 

第５条の企業債では、医療機器の購入を目的と

いたしまして、5710万円の限度額、起債の方法、

利率、償還の方法を定めております。 

第６条では、一時借入金の限度額を2億5000万

円と定め、第７条では、予定支出の各項の経費の

金額の流用、第８条では、議会の議決を経なけれ

ば流用することのできない経費として、職員給与

費24億6816万9000円及び交際費300万円を定めて

おります。 

また、９条では、一般会計から受ける補助金と

して、目的と合計金額1億4264万8000円を定めて

おります。 

最後に、第10条では、たな卸資産の購入限度額

を6億5000万円と定めております。 

続きまして、議案第60号「平成30年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計予算」について、提

案理由のご説明を申し上げます。 

野村介護老人保健施設つくし苑の事業につきま

しては、高齢者の心身の状況に応じた適切な介護

及び機能訓練のほか、必要な医療等を提供するこ

とにより、日常生活の自立と家庭復帰を支援し、

地域に親しまれ、信頼される施設を目指して、引

き続き、サービスの提供に努めてまいりたいと考

えております。 

それでは、予算書119ページをお開き願いま

す。 

まず第２条業務の予定量についてご説明いたし

ます。 

入所定員は100人、１日当たりの通所者定員は

35人、年間の療養者数は3万6942人を見込んでお

ります。 

次に、第３条収益的収入及び支出についてご説

明いたします。 

収入では、施設事業収益の総額を5億4458万

7000円と定め、施設運営事業収益として 4億

7024万9000円、施設運営事業外収益として7433万

8000円を計上いたしております。 

これに対しまして支出では、施設事業費用の総

額を5億7595万3000円と定め、施設運営事業費用

5億5055万5000円、施設運営事業外費用1195万

1000円、特別損失1344万7000円を計上しておりま

す。 

続きまして、120ページをお開き願います。 

第４条の資本的収入及び支出でございますが、

資本的収入を3778万6000円、資本的支出を3778万

6000円計上いたしております。 

次に、５条では、一時借入金の限度額を1億円

と定め、第６条では、予定支出の各項の経費の合

計の流用、第７条では、議会の議決を経なければ

流用することのできない経費として職員給与費

4億518万2000円及び交際費5万円を定めておりま

す。 

第８条では、他会計からの補助金として児童手

当補助等、合計6495万2000円を定めております。 

続きまして、121ページをお開き願います。 

第９条では、たな卸資産購入限度額を5000万円

と定めるものでございます。 

以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

各委員会は、委員会付託された議案について、

十分に審査を行い、３月５日の本会議において、

委員会審査の経過と結果について、各委員長の報

告を求めることといたします。 

以上をもって、本日の日程は全て終了いたしま

した。 

３月５日は、午前９時より会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 

 散会 午後２時52分 

 



 

 

 

 

第 ２ 日 

 

３月５日（月曜日） 
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   事 務 局 長  道 山 升 文 
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１．会議に付した事件  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 議案第３９号 平成２９年度西予市一般会

計補正予算(第１０号) 

 議案第４０号 平成２９年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算(第２号) 

   議案第４１号 平成２９年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

(第５号) 

   議案第４２号 平成２９年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

(第３号) 

   議案第４３号 平成２９年度西予市介護保

険特別会計補正予算(第４

号) 

   議案第４４号 平成２９年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算(第３号) 

   議案第４５号 平成２９年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

(第４号) 

   議案第４６号 平成２９年度西予市水道事

業会計補正予算(第２号) 

   議案第４７号 平成２９年度西予市病院事

業会計補正予算(第１号) 

   議案第４８号 平成２９年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

 ２ 一般質問 
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本日の会議に付した事件 

 １ 議案第３９号 平成２９年度西予市一般会

計補正予算(第１０号) 

 議案第４０号 平成２９年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算(第２号) 

   議案第４１号 平成２９年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

(第５号) 

   議案第４２号 平成２９年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

(第３号) 

   議案第４３号 平成２９年度西予市介護保

険特別会計補正予算(第４

号) 

   議案第４４号 平成２９年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算(第３号) 

   議案第４５号 平成２９年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

(第４号) 

   議案第４６号 平成２９年度西予市水道事

業会計補正予算(第２号) 

   議案第４７号 平成２９年度西予市病院事

業会計補正予算(第１号) 

   議案第４８号 平成２９年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

 ２ 一般質問 
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  開議 午前９時00分 

○○○○議長議長議長議長 

 おはようございます。ただいまの出席議員は

20名であります。これより本日の会議を開きま

す。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○○○○議長議長議長議長    

日程第１、議案第39号「平成29年度西予市一般

会計補正予算（第10号）」から議案第48号「平成

29年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正

予算（第１号）」までの10件を一括議題といたし

ます。 

各委員会における審査の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

まず、総務常任委員会委員長菊池純一君の報告

を求めます。 

菊池純一君。 

○○○○菊池純一総務常任委員長菊池純一総務常任委員長菊池純一総務常任委員長菊池純一総務常任委員長    

去る２月27日の本会議において、当委員会に付

託されました議案１件について２月28日に審査を

行いましたので、報告いたします。 

審査の結果はお手元に配信の委員会報告書のと

おりであり、議案１件は原案のとおり可決決定い

たしました。 

議案第39号「平成29年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」の総務常任委員会所管分につい

て、委員からの質疑及び関係部課長の答弁を抜粋

して報告します。 

危機管理課所管分では、危機管理業務事業の

53万8000円の減額は委託料の減額ということだが

どういった内容のものを委託しているのかとの質

疑があり、業務継続計画等策定支援委託業務につ

いては、西予市業務継続計画を策定するに当たっ

ての支援を委託しているものである。通常業務の

中にも災害が発生しても続けなければいけない業

務というものがあり、それらの選定と災害応急業

務はどんなものがあるのか、それをどこの部署が

担当するのかという詳細を決定し、一つにまとめ

たものを業務継続計画といい、各課での調査、職

員の研修会やヒアリングへの支援を受けながら最

終的にそれらを当課でまとめ上げて策定するとい

うものであるとの答弁でした。 

また、この計画は毎年立てるものではなく、１

回立ててしまえばそれをずっと行っていくという

ことでいいのかとの質疑があり、業務継続計画自

体については、今年度策定したら、後は研修、訓

練を進めて検証を行い、必要であれば自分たちで

見直していくということになっているとの答弁が

ありました。 

税務課所管分では、土地の固定資産税286万

9000円の減額は農地転用によると説明されたが、

宅地を田とか畑に戻すということかとの質疑があ

り、専用住宅を取り壊し、その後の土地利用とし

て、雑種地に変えられたり、果樹等を植えられた

り農地として使われる方がふえている。したがっ

て、税務課では宅地から雑種地、農地への評価と

いう形で評価額が少なくなる地目に変更している

ため、その分の土地の評価額の減が生じていると

の答弁があり、さらにこういったケースではその

時点で対象地を回って確認されているのかとの質

疑に対し、納税義務者からはご連絡をいただき、

一つずつ現地調査をしているとの答弁がありまし

た。 

まちづくり推進課所管分では地域おこし協力隊

の399万4000円の減額について、明浜に地域おこ

し協力隊が来なかったということだが、その理由

は何かとの質疑があり、西予市も東京方面で協力

隊の募集をかけているが、日本全体として、協力

隊の申し込みが少なくなっているということが１

点あると思う。加えて、西予市も平成30年度に９

名の募集をかけているが、応募して来られる人が

少ないというのが全体的に見ての現状であるとの

答弁がありました。 

学校教育課所管分では、教育振興事業費、地域

子ども学び場事業で、400万円の減額は外部指導

者の必要数を確保できなかったということだが、

今後外部指導者の見込みはあるのかとの質疑があ

り、各地区単位でおよそ４人ほどを見込んでいる

が、まだ十分ではなく、これからの教員退職者や

教員免許資格のある学校生活支援員等にも依頼す

るなどして指導者を確保し、できるところから始

めていきたいとの答弁がありました。 

また、地域子ども学び場事業で、予算額482万

1000円に対し、400万円を減額補正しているが、

事業が円滑に進まなかったということかとの質疑

があり、当初は市内で７会場の予定であったが、
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開講できたのは、多田・中川・石城小学校児童を

対象とした中川公民館会場と明浜地区の俵津公民

館会場の２箇所である。それぞれ開講時期がおく

れたことも原因の一つであるとの答弁でありまし

た。 

さらに、小中学校の情報教育振興事業で、教育

用アプリケーションの導入を見直したとのことだ

が、小中学校の教育用アプリケーションは同じも

のであるかとの質疑に対し、この教育用アプリケ

ーションは、授業支援用のソフトウエアでタブレ

ットに対応でき、小中学校とも同じものである。

今年度、教師用アプリケーションを導入し、活用

する予定であったが、将来的なことを考え、児童

と教師が双方向でやりとりできるソフトウエアを

導入する方向づけをしたことから、本年度は導入

見送りによる不用額が生じたということであると

の答弁でした。 

以上、総務常任委員会審査報告とします。 

平成30年３月５日、総務常任委員会委員長菊池

純一。 

○○○○議長議長議長議長    

次に、厚生常任委員会委員長中村一雅君の報告

を求めます。 

中村一雅君。 

○○○○中村一雅厚生常任委員長中村一雅厚生常任委員長中村一雅厚生常任委員長中村一雅厚生常任委員長    

厚生常任委員会審査報告。 

去る２月27日の本会議において当委員会に付託

されました議案について、２月28日に委員会を開

催し、審査を行いましたので、その経過と結果に

ついてご報告申し上げます。 

お手元に配信のとおり、議案８件については、

いずれも全会一致で原案可決決定いたしました。 

議案の審査経過において、委員より出された質

疑並びに部課長の答弁を抜粋してご報告申し上げ

ます。 

議案第39号「平成29年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」における市民課所管分では、マイ

ナンバーカード交付事業の減額に対し、マイナン

バーカード普及率について質疑があり、平成30年

１月末現在で申請件数が8,026件で交付率は

17.28％、交付件数が6,867件であるとの答弁があ

りました。 

環境衛生課所管分では、火葬場の残骨灰の処理

について質疑があり、残骨灰については県外の専

門処理業者が市内火葬場を収集し、慰霊した後、

資源として適正にリサイクルを行っているとの答

弁がありました。 

健康づくり推進課所管分では、特定不妊治療の

本年度の助成件数について質疑があり、平成30年

２月27日時点で、申請者７名、延べ11名に助成し

ており、助成金額は65万円であるとの答弁があり

ました。 

また、年度末にかけて駆け込み申請が予想され

るため、それを見越して減額しているとの説明が

ありました。 

議案第41号「平成29年度西予市国民健康保険特

別会計補正予算（第５号）」では、出産育児一時

金について、当初予算から約550万円減額となっ

ているが予算の組み方はどう考えられているのか

との質疑があり、出産育児一時金は、前年度の実

績をもとに当初予算を組んでいる。ただし、

年々、国民健康保険の被保険者が500人以上減っ

ている上に、特に若い世代で社会保険に加入され

ている方が多く、国民健康保険での出産育児一時

金の支払いが減少している状況であるとの答弁が

ありました。 

議案第42号「平成29年度西予市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）」では、徴収方法の

割合及び納付率について質疑があり、年金からの

天引きとなる特別徴収が約74％、口座振替や納付

書での納付となる普通徴収が約26％となっている

が、だんだん自主納付の方がふえている。また、

納付率は99.3％となっており、県内でも高いほう

であるとの答弁がありました。 

議案第43号「平成29年度西予市介護保険特別会

計補正予算（第４号）」では、介護予防サービス

給付が減額になったのは、対象者が減ったためか

との質疑があり、介護予防サービス給付の中で

も、訪問看護やショートステイはふえているが、

グループホームや特定施設入所者介護が減少とな

っており、予防サービス対象者の減少とともに、

それらの合計の減少幅が大きかったため減額した

との答弁がありました。 

議案第46号「平成29年度西予市水道事業会計補

正予算（第２号）」では、１日平均給水量の予定

量が１日平均118立方メートル減っているのは、

人口減少に伴う家庭の使用量が減っていることが

原因なのかとの質疑があり、給水量は平成27年度
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及び28年度の実績を参考に算定していたが、今年

度は予想よりも使用量が少ないため補正した。人

口減少もあるが、夏場晴天が続くと水の使用量が

伸びるなど、その年の気候の状況も給水量に大き

くかかわっているとの答弁がありました。 

議案第47号「平成29年度西予市病院事業会計補

正予算（第１号）」では、西予市民病院の１日平

均外来患者数が昨年と比べてふえているのか。ま

た、計画当初の予想に比べ、まだまだ少ないので

はとの質疑があり、本年１月末までの累計と昨年

の１月末までの累計を比較すると１日平均10人ふ

えている。新病院建設の際に、基本計画が策定さ

れ、ある程度、医師と診療科の確保ができるとい

う構想で患者数を決定していた。なお、診療科と

非常勤医師については確保できたものの、常勤医

師が確保できていないため、患者数が計画どおり

伸びていないのが現状であるとの答弁がありまし

た。 

議案第48号「平成29年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計補正予算（第１号）」では、職員

給与費の減額内容について質疑があり、今年度増

床したことに伴い、職員を増員するための予算を

計上していたが、職員の確保ができなかったこと

による減額が主なものである。また、今年度退職

された介護士及び看護師の補充はできているが、

増床した分の職員の補充ができておらず、増床後

の定員を満たせていない状況であるとの答弁があ

りました。 

以上、委員会審査報告といたします。 

平成30年３月５日、厚生常任委員会委員長中村

一雅。 

○○○○議長議長議長議長    

次に、産業建設常任委員会委員長宇都宮俊文君

の報告を求めます。 

宇都宮俊文君。 

○○○○宇都宮俊文産業建設常任委員長宇都宮俊文産業建設常任委員長宇都宮俊文産業建設常任委員長宇都宮俊文産業建設常任委員長    

改めましておはようございます。 

続きまして、産業建設常任委員会の審査報告を

いたします。 

当委員会に付託されました議案については、２

月28日に審査いたしましたのでご報告いたしま

す。 

審査した議案第39号、第44号、45号につきまし

ては、お手元に配信のとおり原案可決決定いたし

ました。 

次に、審査経過及び内容等を申し上げます。 

議案第39号「平成29年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」のうち、経済振興課所管分につき

ましては、卯之町はちのじまちづくり事業に係る

商店街エリア整備事業で新規出店者店舗改修補助

金の財源調整について説明があり、本制度の利用

実績が出なかったことについて、今後の見通しを

どう考えているかとの質疑がありました。本事業

については平成30年度に入ってからの補助金利用

者が見込まれていることから、新年度予算でも同

額を計上するとともに、積極的な制度周知に努め

たいとの答弁がありました。 

また、本制度に係る国庫支出金160万円を同じ

計画事業にある建設課所管事業に再配分をしたこ

とに触れ、予算の流用における弾力的運用可能な

範囲について意見が交わされました。 

続きまして、農業水産課所管分では、債務負担

行為補正として計上されている八幡浜漁協経営改

善支援資金保証料助成金について、詳細な説明を

求めました。西予市の負担割合27％については、

漁協組合員数割、そして、支援が検討された当時

の経理の要因別市・町の割合、以上２点を勘案し

決められたもので、さらに、国の２分の１補助を

除いた13.5％以内を市で助成するとの説明があり

ました。 

ほかにも担い手育成支援事業799万9000円の減

額について質疑があり、事業主体となる生産組合

あるいは個人の農家はどういった入札を行ってい

るのか説明を求めました。入札は一般競争入札で

行われ、今年度採択された２件の入札ではコンバ

インの導入が行われたとの答弁がありました。 

次に、林業課所管分では、林業事業体育成補助

金477万1000円の減額補正について、林業事業体

における作業員の確保の重要性をめぐり意見が交

わされました。 

また、西予市における不在村森林所有者につい

ての質疑がありました。現時点で、森林所有者が

不在のため、森林ケアができていない箇所につい

ての実態調査はしていないものの、将来的には、

森林環境譲与税などにも関係してくると思われる

ので今後調査を検討したいとの答弁がありまし

た。 

ほかにも委員から、林業の将来に向けた展望を
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描くよう要請する意見が出る中、西予市にあった

林業のビジョンを早急につくっていく必要がある

との答弁がありました。 

次に、建設課所管分におきましては、除雪経費

として、道路橋梁維持費に2627万8000円を増額補

正したとの説明がありました。 

ほかに、市道旧町地区187号線に係る1812万

4000円の減額補正について詳細な説明を求めたほ

か、近年、設計の変更、工法の変更などに係る増

額補正が多い傾向にあるので、適宜議員への報

告、精査の機会を設け、無駄を省くよう求めまし

た。 

適正な事業実施及び経費の削減に努めるととも

に、自治法及び条例に基づく、契約変更案件及び

予算審議などで審議いただいているが、必要に応

じて議員全員協議会や行政報告会での説明にさら

に努めたいとの答弁がありました。 

続きまして、下水道課所管分におきましては、

中継ポンプを初めとする機器の更新などでは、互

換性のあるものとし、見積もり時に競争原理が働

くよう対処してほしいとの申し入れがありまし

た。 

ほかにも、西予市における浄化槽、下水道並び

に農業集落排水の汚水処理人口普及率について質

疑がありました。平成28年度末の合併浄化槽人口

普及率は11％、公共下水、農業集落排水も含めた

汚水処理人口は約2万2160人で、下水道普及率は

約56％になるとの答弁でした。愛媛県内の浄化槽

人口普及率は21％、汚水処理人口普及率が77％で

全国でも普及率は下位にある中、西予市はまだま

だ整備がおくれている状況であることを再確認し

ました。 

最後に、農業委員会所管分では、農業費県負担

金の補正について説明がありました。本件につい

ては自作農財産事務取扱交付金交付規定及び農業

委員会交付金の規定に基づき交付されるもので、

今回交付金が決定したことにより、自作農財産事

務取扱交付金4万3000円、農業委員会交付金23万

2000円を減額補正するものであるとの説明があり

ました。 

議案第44号「平成29年度西予市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第３号）」については、宇

和、野村処理区10処理施設の修繕料、施設等維持

管理委託料において生じた施設管理費990万

8000円を不用額として減額したほか、公課費にお

いては、消費税確定申告により140万6000円を減

額補正したとの説明がありました。 

最後に、議案第45号「平成29年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算（第４号）」について

は、歳入において公共下水道施設使用料865万

9000円の増収に基づく増額補正のほか、接続戸数

の増加に伴う公共下水道事業費分担金1023万円に

ついての説明がありました。 

以上、産業建設常任委員会審査報告といたしま

す。 

平成30年３月５日、産業建設常任委員会委員長

宇都宮俊文。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

以上で各委員長の報告は終わりました。 

これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

以上で質疑を終結といたします。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

討論なしと認めます。 

これより議案順に採決を行います。 

まず、議案第39号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第39号「平成29年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第39号は原

案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第40号から議案第48号までの９件を

一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第40号「平成29年度西予市住宅新築資金等

貸付事業特別会計補正予算（第２号）」から議案

第48号「平成29年度西予市野村介護老人保健施設

事業会計補正予算（第１号）」までの９件は原案
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のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第40号から

議案第48号までの９件は原案のとおり決定いたし

ました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時30分） 

○○○○議長議長議長議長  

再開いたします。（再開 午前９時35分） 

  （日程２） 

○○○○議長議長議長議長    

 次に、日程第２、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 １番宇都宮久見子君。 

○○○○１１１１番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君    

 おはようございます。宇都宮久見子です。 

平成30年第１回定例議会におきまして、一般

質問の機会を得ましたので、通告に従いまして

質問させていただきます。 

まず、宇和町石城地区のわらマンモスの存続

ができるようになったと聞きました。一時は非

常に寂しく何とかならないものかと思っていま

したが、朗報を聞きホッとしています。現在、

宇和のシンボルと言っても過言ではないわらの

親子マンモスを、これから先も今年のれんげま

つりでも見られることを嬉しく思います。 

それに加え、先月２月初旬からの大雪、低温

によって、西予市内各地で断水、漏水の被害が

相次ぎました。市役所では、西予市断水危機対

策本部ができ、たくさんの職員の方が夜通し対

応してくださいました。 

宇和地区では消防団の方々が雪の降る寒い

中、１軒１軒回ってくださり、漏水を発見した

り、高齢者のお宅では、声をかけてもらっただ

けで心強かった、ありがたかったといった声を

たくさん聞きました。県内市町からも給水車支

援や漏水調査等ご支援をいただきました。市内

各温泉施設も無料開放され、たくさんの市民の

方の心と体を温めていただき、利用された方は

非常に喜ばれておりました。 

現状の見直しや今後の課題等、さまざまなこ

とがまだまだ山積みではありますが、たくさん

の方に支えられているのだと改めて実感した経

験となりました。 

関係者の皆様、本当にお疲れさまでした。心

より御礼申し上げます。 

今後、同じようなことが起こらないとも限り

ません。今回の経験を生かし、住民一人一人の

心構えとより一層の危機管理対策を周知すると

ともに、市民の安心・安全の確保に努めていた

だきたいと思います。 

一つ目の質問に移ります。宇和病院跡地周辺

道路整備について伺います。 

来月から宇和病院跡地に、社会福祉法人西予

総合福祉会にて、認定こども園うわまち未来こ

ども園と地域密着型特別養護老人ホーム開明の

杜が開所します。今まで空き地だった宇和病院

跡地に施設が開所することで、にぎわいもふ

え、大変楽しみにしております。 

そこで、開所まで１箇月となった現在の周辺

道路整備についてです。 

現在、一部の道路整備は着工しております

が、４月の施設開所時に道路整備はまだ完了し

ないと聞いております。施設が開所することに

より、利用者の送迎や業者の出入り等で、現在

よりも確実に交通量がふえることは明らかで

す。後の質問と重複しますが、宇和町の商店街

を含む道路である市道旧町地区71号線、旧宇和

病院のバスルートを含む国道56号線から入る市

道旧町地区187号線の危険性は地元住民の方から

も前々から出ているはずです。私も平成28年

12月の議会でも交通弱者の安全対策について質

問させていただいております。 

道路整備には、まだ手つかずの部分もあり、

今後も工事車両等の出入りが予想されますが、

安心・安全、利便性を考えれば、先に道路整備

を行うとか、最低でも施設開所と同時に周辺道

路整備もするべきではなかったのかと思います

が、理事者の考えを伺います。 

あわせて施設が開所することにより、市とし

て、利用者、業者の出入り等で、現在と比べ、

どれくらいの交通量の増加を想定しておられま

すか。施設への行き帰りに、半数以上の方が少

なからず通行するであろう市道旧町地区71号線
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は小学生、中学生、高校生の通学路となってい

る部分もあります。児童・生徒の安全は確保さ

れているのか大変危惧しております。 

平成30年度には、図書館の工事も着工すると

聞いています。今後、利用者と出入り業者、そ

れに加え、工事業者が出入りするとなると交通

量がふえることにより、事故が起こることは目

に見えているように思いますが、対策と周辺道

路整備の完成は、いつごろを予定されているの

か伺います。 

○○○○議長議長議長議長    

 管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

 皆さんおはようございます。本日は一般質問に

当たりまして早朝より傍聴においでいただきまし

て、心から感謝申し上げます。きょうとあすの２

日間にわたりまして６名の議員の皆様から一般質

問をお受けすることになっております。それぞれ

の質問に対しまして、真摯に回答をさせていただ

きたいと考えておりますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

市政運営の根幹にかかわることにつきましては

私が回答することといたしまして、それ以外の専

門的分野等の質問に対しましては、副市長、教育

長、各部長を中心として回答をさせていただきた

いと存じております。ご理解をいただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 おはようございます。 

ご質問いただきました市道改良工事の進捗状況

につきましてご答弁を申し上げます。 

ご指摘いただきましたとおり、施設開所時に

道路整備が完了していることが、最良の形態で

あると認識しているところであります。 

しかしながら、市道の改良の着手には道路用

地の取得が重要となってまいります。用地取得

につきましては、土地所有者のご意向やご都合

に依存するところでありますので、鋭意努力は

しているところではありますが、予定どおりに

はならない実情がございます。このため、国道

56号線交差点から旧宇和病院の入り口付近まで

の進入路につきましては、来年度、全線の用地

取得後、関係家屋を取り壊しいただいてからの

工事となり、施設利用者及び一般の通行車両に

影響が出ると思われますが、工事中におきまし

ては、道路計画線形上も片側の道路拡幅工事と

し、極力現道が通行できるようにして、その上

で、安全対策を検討し、安全確保を図ってまい

ります。 

また、歩行者の通行に関しましては、関係機

関とも十分協議し、安全確保を図ってまいりま

す。 

関係の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしま

すが、早期完成及び安全確保に努めてまいりま

すので、ご理解とご協力をいただきますようお

願いいたします。 

なお、現在も行っております市道改良工事の

旧病院跡地に隣接する部分の完成予定でありま

すが、旧宇和病院入り口付近から、先ほど言わ

れましたように認定こども園入り口付近まで、

及び旧宇和病院入り口付近から米博物館に通ず

る病院跡地の外周の市道は、本年度末、30年３

月末の完成予定でありまして、その一部の米博

物館へ通ずる改良区間終点に当たる郷団地入り

口の交差点箇所につきましては、４月中に完成

時期がずれ込む見込みであります。これは局部

的なものでございます。 

いずれの箇所につきましても、できるだけ早

期完成及び安全確保に努めてまいりますので、

工事中、関係の皆様には大変ご迷惑をおかけい

たしますが、ご理解とご協力をいただきますよ

う、重ねてお願いを申し上げます。 

各施設の整備後における車両通行の増加分の

想定につきましては、国道56号線から商店街を

通過し、旧宇和病院入り口から認定こども園及

び複合施設新設駐車場に至る区間につきまして

は、１日当たり520台の車両が往復をすると想定

をいたしております。特に午前、午後のピーク

時には、１時間当たり100台程度が往復するもの

と想定しております。 

道路整備全体の完成予定でございますが、国

道56号線交差点から旧病院入り口付近に至る区

間につきましては、土地所有者との土地売買契

約において全線締結に至っていない状況でござ

います。道路用地の取得につきましては、先ほ

ど申しましたように、土地所有者のご意向に沿
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った協議となることから、完成予定期日につい

ての答弁は差し控えさせていただきますが、来

年度、早期完成が図れますよう鋭意交渉を進め

ているところでございます。 

先ほども申し上げましたけども、道路利用者

を初めとする関係の皆様には大変ご迷惑をおか

けいたしますが、重ねてご理解とご協力をお願

いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 宇都宮久美子君。 

○１○１○１○１番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君    

 ２点再質問させていただきたいと思います。 

まず１点目が、今現在でも大変不便な交差点

となっている187号線と71号線との交差部分の安

全についてです。 

この部分に関しては、平成29年第１回旧爽麗

会井関議員の代表質問の答弁の中で、安全につ

いて検討していると答弁がありました。どう検

討され、どのような方向性になっているのかお

伺いします。 

それに加え、２点目ですが、図書館の工事、

利用者がふえること、十分想定されていると思

いますが、その中でどのような対策、できるこ

と、何か考えておられればお尋ねいたします。 

○○○○議長議長議長議長  

山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 ご質問いただいた点につきましてあわせて答

弁さしていただきたいと思います。 

工事完成後につきましては、言われました交

差点につきまして、西予警察署に対しまして、

商店街交差部分への信号機の設置要望を行って

いるところでございます。 

また、工事中の安全対策でございますけど

も、交差点や横断歩道など必要な場所に警備員

を配置することなどを予定をしているところで

ございます。 

またそのほか、朝夕の交通量ピーク時には極

力工事車両の制限をするように検討していると

ころでございます。そのほか状況に応じた対応

も行ってまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 宇都宮久美子君。 

○１○１○１○１番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君    

 早期完成を期待しております。 

次に、二つ目の質問に移ります。市道旧町地

区71号線の交通安全について伺います。 

先ほども出てきましたが、宇和町の商店街を

含む宇和高校下から三瓶町へ行く国道56号交差

点までの道についてです。この道路は、先ほど

も申し上げましたとおり、通学路にもなってい

ます。商店街や病院も多くあり、小さな子ども

連れや高齢者の方が歩いたり、自転車に乗って

おられるのをよくお見かけします。国道56号線

の迂回路として、朝夕かなりの交通量があり、

30キロ制限道路であるもののかなりのスピード

を出している車があり、冷っとすることが多々

あります。 

現状を見れば、道路の拡幅については、商

店、事業所、民家が密集していることから現実

的に難しいと思います。しかしながら、交通渋

滞や交通弱者に対する通行の安全確保は大変重

要な問題です。この現状を市としてどのように

考えておられますか。現状どのような対策をと

られているのでしょうか。 

今後、卯之町はちのじまちづくり推進事業も

踏まえ、警察署、学校、地域の方との連携を密

にとり、近隣住民はもとより、児童、生徒、買

い物客、さまざまな市民の方、中町へも続くた

め、観光客やお遍路さんの安全確保に努めるべ

きではないかと考えます。それに加え、人々が

集える広場、公園、休憩所等の拡充も含め、市

道旧町地区71号線の整備と交通安全に対する理

事者の考えを伺います。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 改めましておはようございます。 

ただいま宇都宮議員から市道旧町地区71号線の

交通安全対策についてのご質問をいただきまし

た。まず、現状どうなっているかということに対

しての答弁を申し上げたいと思います。 

議員ご指摘のとおり、市道旧町地区71号線

は、下松葉交差点を起点に、田之筋方面に通じ

る県道237号線と合流する約2.6キロの区間でご

ざいます。車道の幅員は広いところで７メート
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ルを超えるところもありますが、狭いところで

は３メートルに満たないという区間もあるよう

でございます。本路線は、従来から商店街周辺

を中心とした住民の方の主要な生活道でござい

まして、ご指摘のとおり、朝夕の通勤時間帯に

は国道56号線の迂回路として利用する車両が多

くございまして、この時間帯は児童、生徒の登

下校とも重なっている、非常に混雑を招いてい

る状況でございます。 

ここ数年のこの路線の中での交通事故の件数

なんですけれども、平成27年が、人身事故が１

件、また物損事故が21件ありました。28年にお

きましては、人身事故が１件、物損事故が

17件、そして29年につきましては、人身事故が

１件、また物損事故につきましては28件ござい

まして、その要因っていうか、原因の主なもの

といたしましては、出会い頭によるものをはじ

めまして、接触事故、あるいはその単独事故等

となっております。この路線につきまして、こ

のように頻発をしております交通事故につい

て、市といたしましても大変厳しく受けとめて

いるところでございます。これまでにも改善へ

の努力はいたしておりますけれども、いまだ根

本的な解決には至ってないという状況でござい

ます。 

次に、その中で現在の対策はということなん

ですけども、行政が行う交通安全対策としまし

ては、交通安全施設整備事業によりまして、カ

ーブミラーの設置、あるいは更新等の交通安全

施設に係る整備を交通安全協会からの要望をも

とに毎年行っているところでございます。 

なお、当路線におきまして、本年度につきま

してはカーブミラーの移転が２箇所、また角度

の調整なども行いました。それが２箇所行って

おります。またソフト面につきましては、この

路線への国道からの入り口交差点におきまし

て、また市内各所におきまして、交通指導員の

方々による交通安全指導を行っていただいてお

りますし、交通安全協会の皆様による啓発活動

も年間を通じて行っていただいております。交

通秩序の保持並びにその交通事故の防止に努め

ているところではございます。 

なお、交通安全対策として、これらの施設の

整備や交通安全指導啓発のほかに道路交通法に

おける各種の規制等も考えられるところでござ

います。 

ご指摘のとおり、当路線には横断歩道を初

め、最高速度30キロの速度制限を設けておられ

るとこでございますけれども、これらの交通規

制につきましては、愛媛県の公安委員会並びに

愛媛県の警察本部の権限となっているところで

ございます。 

今後新たな規制を設けたいというふうな場合

におきましては、地元の自治会、また学校、Ｐ

ＴＡ、また商店街の組合等による要望を出して

いただきまして、道路管理者との協議の上で、

所管である西予警察署に上申をするというふう

な手続が必要かなというふうに思ってます。 

また、今後の卯之町はちのじまちづくり整備

事業の一環としまして、道路上の舗装の色、そ

して材料を一部変えることによりまして、道路

のでこぼこがあるように見せて、視覚によるス

ピードの抑制をドライバーに呼びかけるという

ふうなスピードハンプというふうな手法を取り

入れまして、交通安全対策についても現在検討

しているというふうな状況でございます。 

次に、今後の安全確保を今以上に対策に努め

るべきじゃないかというふうなご意見をいただ

きました。これにつきましては、先ほど申し上

げましたような交通安全施設の整備や維持を始

めまして、交通指導員の皆さんとの綿密な連

携、調整をして、現状の把握といいますか、現

況把握に努めまして、さらなる交通安全対策を

進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

また、西予警察署におきましては、この路線

も含めて、今後も継続して警戒警ら及び取り締

まりの強化を図っていただくことにつきまし

て、先般、確認をさせていただいたところでご

ざいます。 

また、通学路としての安全確保でありますけ

れども、平成27年から教育委員会が主体となり

まして、関係機関とも連絡をとりながら、毎年

６月から８月、夏休み前の期間でしょうか、通

学路の合同点検を継続して実施をされておりま

して、その点検結果をもとに改善が必要な場所

につきましては、校長会や地域を通じまして、

関係機関へ要望も提出をいただいておるという
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ふうな状況でございます。 

先ほどからのご指摘のように、今後、卯之町

はちのじまちづくり整備事業を初め、社会教育

複合施設の整備等におきまして、この路線を通

過する車両が増加するというふうなことが想定

をされます。通学路の安全確保はもとよりでご

ざいますけれども、地域住民の方が安心して生

活できるように、卯之町はちのじまちづくり事

業の中でのハード、そしてソフトからの整備も

必要であろうというふうに思っております。そ

れぞれの関係機関、連携をとりながら、交通安

全確保に進めていきたいというふうに思ってお

りますので、ご理解とご協力をお願いしたらと

いうふうに思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 宇都宮久見子君。 

○１○１○１○１番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君    

 市道旧町地区71号線内の商店街のカラー舗装

がぼろぼろになっていると過去に質問いたしま

した。昨年末に一部改修していただきありがと

うございます。今後も引き続き歩行者、自転

車、通行者に配慮した対応をよろしくお願いし

ます。 

それに加え、卯之町はちのじまちづくり整備

事業で、民間業者に任せきりにすることなく、

交通安全対策等、地元住民の方の声をきちんと

聞いてくださるようよろしくお願いいたしま

す。 

最後の質問に移ります。 

初心に返りますと、私が市議会議員に立候補

した際、公約の一つに「女性が活躍できるまち

づくり」を掲げました。当時の議員には女性が

１人もいなかったこと、この議場に女性の理事

者が１人もいないことを初めての質問の中に入

れさせていただきました。任期の半分が終わろ

うとしていますが、西予市議会の中でも女性議

員は私を含め２名しかおらず、女性の声を届け

る難しさ、視点の違い、感覚の違い等を改めて

感じている次第です。 

そこで、女性の活躍する社会づくりの中で、

西予市役所での女性管理職の登用について伺い

ます。 

平成28年６月議会で質問いたしましたが、管

理職候補世代における女性職員数の割合が低い

との答弁をいただきました。この約２年間で数

値にどのような変化があったのかお尋ねしま

す。２年間ではなかなか目に見えての成果が難

しい現状かと思いますが、女性管理職登用につ

いて、前向きに進んでいるのでしょうか。現在

の割合を見ると、男性とは逆に女性の行政職で

は、１級、２級、３級行政職割合が非常に多い

わけですが、その方たちが今後、男性職員の方

と同じように管理職として活躍していくべきと

考えます。 

平成27年12月に閣議決定された「第４次男女

共同参画基本計画」の第２部では、男性中心型

労働慣行等の変革と女性の活躍があります。そ

の中で、『女性の就業率が年々増加している

が、政策方針決定過程への女性参画を含めて、

まだ十分とは言えない。働く場面においては、

勤務年数を重視しがちな年功的な処遇のもと、

長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心

な働き方を前提とする労働慣行、いわゆる男性

中心型労働慣行が依然として根づいており、育

児・介護と両立しつつ、能力を発揮して働きた

い女性が思うような活躍ができない背景となっ

ている。職場の男女間格差を是正するなどを通

じ、男女の働き方、暮らし方意識を変革し、男

性中心型労働慣行等を見直すことにより、女性

の活躍を推進していくことを目指す。』とあり

ます。 

西予市としても、男女共同参画とうたう以上

は、女性が活躍する、活躍できる社会づくりが

必要と考えますが、市として今後どのような対

策と展望を考えておられるのでしょうか。この

先目標とする女性管理職割合も含めて伺いま

す。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいまのご質問の女性管理職の登用につい

て、まず一つ目、現状、そして今後、どう進ん

でいるのか、現在どう進んでいるのかというふ

うなこの２点につきまして私のほうから答弁を

させていただきます。 

まず最初に、西予市における女性管理職の登

用の状況でありますけれども、一般行政事務職
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を初め、消防士、医療職、保育士、保健師など

の専門職を加えました全ての職種の場合におけ

る女性の管理職登用率は、平成28年度の21.4％

に対しまして、平成29年度は20.9％、やや減少

をしているという状況でございます。 

しかしながら、専門職を除きました一般行政

事務職員のみで見ますと、平成28年４月現在で

は、女性の管理職は課長級が２人、そして、課

長補佐級が６人の計８人おりまして、女性管理

職の登用率は7.0％でありましたけれども、平成

29年の４月の現在では、女性の管理職は課長職

が４人、そして課長補佐級が６人、計10人でご

ざいまして、女性管理職の登用率は8.6％という

ふうに増加をしているという状況でございま

す。 

次に、前向きに進んでいるかとのご質問をい

ただきました。管理職ではございませんけれど

も、平成29年度には一般行政事務職の女性職員

が係長級に10人昇任となったことから、平成

28年度の女性係長級職員22人に対しまして、平

成29年度は30人まで増加をしておりまして、将

来の女性管理職候補者としての活躍を期待して

いるところでございます。 

なお、平成30年度からは、新たに係長昇任候

補者名簿登録試験を実施することとしておりま

す。ぜひ意欲のある若手女性職員が受験して係

長になっていただくことで、女性管理職候補者

の裾野がさらに広がっていくものというふうに

期待しているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 河野副市長。 

○○○○河野副市長河野副市長河野副市長河野副市長    

 私のほうからは、宇都宮議員最後のご質問の

今後の展望と目標数値はについてお答えをさせ

ていただきます。 

女性が活躍できる社会づくりについては、

「女性の職業、生活における活躍の推進に関す

る法律」、いわゆる女性活躍推進法が２年前に

制定され、国を挙げて女性活躍の加速・拡大に

向けて積極的に取り組まれているところでござ

います。 

西予市におきましても、平成30年３月策定に

向け進めております第２次西予市男女共同参画

基本計画において、主要課題の２項目を西予市

の女性活躍推進計画に位置づけ、女性の雇用機

会の拡大や多様な就業形態の確保、労働条件の

整備、そして、ワークライフバランスの推進等

に取り組む計画としております。 

また、女性の活躍は雇用の場のみならず、地

域活動や政策方針決定の場への参画拡大も必要

でございまして、男女ともに意欲に応じて、あ

らゆる分野で活躍できる社会づくりに努めてい

くことを重要視いたしております。 

以上のことを踏まえ、市の女性職員が活躍で

きる場づくりにおいては、能力を最大限発揮で

きる職場環境を整える必要がございます。具体

的には、育児などの女性職員の状況に配慮した

人事運用、また、管理職に必要なマネジメント

能力向上のための研修を実施するなど、キャリ

ア形成を支援することを計画をしております。 

次に、目標とする女性管理職の割合はという

ことでございますが、西予市におきましては先

ほど申し上げました女性活躍推進法の成立に伴

い、28年４月に「西予市特定事業主行動計画

（第３期）」を策定し、管理職である課長補佐

級以上の女性職員の割合を20％以上と定めてお

ります。先ほど、総務企画部長のほうも答えま

したけれども全体的には20％は超えております

けれども、一般行政職につきましては目標には

まだまだ遠い状況でございます。 

女性職員のキャリア形成を支援するためのワ

ークライフバランスを実現するために、イクボ

ス宣言を初めとした取り組みを始めているとこ

ろでございます。 

管理職候補世代における女性職員の割合が低

い当市においては、女性職員がより長く働き続

けることができる環境整備を行うとともに、今

後も女性管理職候補者の育成及び女性管理職の

増加に向けて努めていきたいと考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 宇都宮久見子君。 

○１○１○１○１番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君番宇都宮久見子君    

 近い将来、この議場にも女性理事者が見られる

ことを楽しみにしております。西予市全体におい

て女性が活躍できる社会になるよう、まず、市役
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所がモデルケースや見本となり、民間にも普及す

るよう努めてもらいたいと思います。 

以上で質問を終わります。 

○○○○議長議長議長議長    

 暫時休憩いたします。（休憩 午前10時14分） 

○○○○議長議長議長議長    

 再開いたします。（再開 午前10時30分） 

次に、15番二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 公明党の二宮一朗でございます。ただいま議長

より許可をいただきましたので、３月定例会にお

いての一般質問をさせていただきます。 

先ほどの宇都宮久見子議員の冒頭のお話で、先

般の寒さ、低温の被害におきましては、本当に地

域住民の皆様へご迷惑をおかけしたというか、お

見舞いを申し上げたいなと思っております。私の

地域が特に断水がひどくて、お風呂にも入れな

い、トイレが大変というお話もたくさん聞きまし

た。そういう中で、職員の皆様には、本当に誠心

誠意の回復に向かってのご努力をいただきました

ことまことにありがたく思っております。 

ただ、温浴施設を無料開放していただきました

けども、地域の人から温浴施設へ行く手段がない

のよということを言われまして、市長にすぐメー

ルでそのことをお伝えしたわけでございますけど

も、急なことで、今回はいろんなことが起こっ

て、改めて気がつくこともあったんじゃないかな

ということで、また今後の対策に生かしていただ

ければありがたいかなと思っております。 

それでは、今回の一般質問に入らしていただき

ます。 

まず最初に、観光行政についてお伺いをいたし

ます。ジオパークと観光のかかわりについてとい

うことで、四国西予ジオパークにつきましては

25年９月に認定を受けて、その間、行政もいろん

な施策をされたり、ジオガイドの養成とか、ジオ

ミュージックを立ち上げるとか、そして多くの市

民の皆様にご協力をいただいて、ジオパークを盛

り上げていただき、昨年12月再認定ということ

で、本当にありがたいなというふうに思っており

ます。 

少しはというか４年前に比べると、大分ジオパ

ークの認知は上がったのかなと思っておりますけ

れども、せっかくのジオパークが観光にどう活か

されてるのかな、また活かしていかないといけな

いかなということについて今回まず質問をさせて

いただきたいなと思っております。このジオパー

クについてのアピールの方法、今後についてお考

えがあれば、まずお伺いをしたいなと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 それでは二宮議員のご質問にお答えをいたした

いと思います。 

まず、ジオパークのアピールの方法はとのご質

問につきまして答弁をさしていただきます。 

二宮議員におかれましてはジオパークの推進に

つきまして、格別のご理解、ご協力を賜りまし

て、感謝を申し上げたいと思います。 

さて、ジオパークのアピールの方法であります

が、地域の多様性、魅力をどう発信していくかが

非常に重要であると考えております。昨年から今

年度にかけまして四国ジオパークの各サイトのド

ローンの空撮映像とジオミュージックを融合させ

た映像を作成いたしました。これを松山空港や松

山観光港でのデジタルサイネージ放映にも活用し

まして、市外、県外へのＰＲ事業を現在実施して

おりまして、今後もＰＲ活動に努めていきたいと

考えております。なお、その中の四国カルストエ

リアの映像は本年１月の四国コンテンツ映像フェ

スタ2017で特別賞を受賞しているところでござい

ます。 

また、市内へ足を運んでいただいた観光客にジ

オパークを知っていただくことも重要でありまし

て、マップやパンフレットを配付していただくジ

オパーク応援店制度やジオサイトの簡単な説明を

いただくジオパークマイスター制度の創設を進め

ているところでございます。 

さらに、市外へのアピールだけでなく、ジオパ

ークに住む皆様に市内各地のジオの理解や魅力を

知っていいただく、再認識いただくことも重要で

ありますので、ジオカフェという各公民館単位の

事業によりまして、地域の中でジオパークについ

て研修をいただいているところであります。 

今後も、そのような活動を継続的に行いなが

ら、ジオパークのアピールの手法につきまして

は、さまざまな角度から検討し、挑戦してまいり

たいと思っております。 
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以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 ありがとうございます。今、部長が答弁してい

ただきましたいろんな事業につきましては、広報

とか、私たちも知るところではあるんですけれど

も、実際にそれが観光としてどのような影響があ

るのかなっていうのがちょっと見えにくいなとい

うふうに考えております。それで、この観光客誘

致として目に見えるような感じになるためにはど

のような方策があると考えられておられるのか質

問させていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 観光客誘致のためにはとのご質問につきまして

答弁をさしていただきます。 

現在、市内において、地域づくり団体や民間事

業者がジオパークのジオサイトを活用し、市内外

の観光客にさまざまな活動を行っていただいてお

ります。明浜地域ではかりとりもさくの会によ

り、狩浜の段々畑をガイドしていただいたり、野

村地域では自治振興協議会により、桂川をガイド

していただいたりする活動が行われております。

城川地域では川津南やっちみる会により、穴神鍾

乳洞や地域を回るフットパスの活動が行われてお

ります。また三瓶地域では民間事業者によりまし

て須崎海岸を案内する屋形船や海上タクシーが運

行をされております。 

このように、現在、行政主導だけではなく、地

域づくり団体や民間の事業者が主体となった取り

組みでの観光誘致を実施していただいているほ

か、西予全体を案内する四国西予ジオガイドネッ

トワークによりさまざまなジオサイトのガイド活

動も行っております。 

市では、このような取り組みがますますその内

容を充実させ、そして、それを行う団体数もふえ

ていくように支援して、着地型観光に取り組む市

内事業者や愛媛ＤＭＯなどと連携を図り、それら

を活用していく、商品化する体制や仕組みづくり

を進めていく必要があると考えております。 

このほかジオパークの大自然、地球の営みを客

観的に印象づけるためには、アウトドアスポーツ

からのアプローチも効果的なため、アウトドア総

合メーカー、株式会社モンベルの協力によりまし

て、ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴを一昨年、四国で

初めて開催し継続しております。この全国各地か

らの参加者による昨今のＳＮＳなどの発信により

まして、四国西予ジオパークの自然美や豊かさを

全国にＰＲすることができております。 

またモンベルとの連携によって、同社の全国

80万人の会員に会報通じての情報発信にも努めて

いるところでございます。 

今後もリピーターの増加、受け入れ側の準備、

体制整備に努めてまいりたいと思っております。 

以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 いろんな施策があるようですけれども、実際に

それが数字としてどのようになっているのかとい

う実態的な把握をされているのかどうかお伺いを

いたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 一部ではございますけども先ほども説明を申し

上げました、かりとりもさくの会の狩浜段々畑ガ

イドが、28年度のデータでございます、422名、

野村自治振の桂川満喫ツアーが、ジオガイドのネ

ットワークを通じた受け入れも含めて351人、川

津南地区が穴神鍾乳洞ガイドほかが1,439名、み

かめ本館の須崎海岸の屋形船等が1,144名、その

ほか明浜地域のシーカヤック540名と、そのほか

宇和町の町中とかの着物体験、あるいはバス釣

り、あるいは雑巾がけを含めまして、そういった

ものを含めて現在把握しておりますのは5,200名

でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 一般的にニュース等で観光客の動員はとか聞い

たら、桁がちょっと全国的には違うんじゃないか

なと、何万とか何十万とか、割合西予市ぐらいの

人口の地域でも観光課、特に力入れてるところ

は、100何十万とかという話もたくさん聞くわけ

ですけども、そういう中でちょっと1万人もいっ
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てないのかなというのは寂しい気がいたします。 

その中でですね、今言われたものも含めてでし

ょうけども、観光客が西予市にいてもらう日数、

滞在日数ですよね、それがどうなっているのかち

ょっと教えていただきたいと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 観光客の滞在日数はということについてのご質

問につきまして答弁をさせていただきます。 

本市での宿泊者の滞在パターンでありますけど

も、平成28年度の市による調査データでは、年間

4万人余りの方が宿泊をいただいております。観

光客に限りますと、市内の主要な宿泊施設への調

査では、１泊２日の滞在がおよそ９割を占めてお

ります。また２日以上の滞在は仕事関係での利用

パターンがほとんどでありました。 

近年、観光客のニーズは見て、食べて、買い物

するだけの旅行から旅先で自らが体験し、地域と

交流することに変化してきていることから、市で

はそのような市民レベルの事業展開を奨励、支援

しつつそれらを活用した着地型商品の造成に注力

して市内における滞在日数をふやす取り組みを牽

引等していきたいと考えておるところでございま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 滞在日数をふやすような検討というご答弁をい

ただきまして、早急にしていただきたいなという

思いがあるんですけれども、２年前ぐらいやった

ですかね、私この一般質問で同じような質問をし

たときに、民泊についても質問をさせていただき

ました。 

今ちょうど、東京オリンピックに向かって、国

も特に東京へんの民泊の話があって、いろんな問

題点が新聞等にも出ておるように思いますけど

も、今出てる民泊いうのはルームシェアみたいな

のがちょっと多いんじゃないかなと、私がイメー

ジしてる民泊とは全く違うということで、前回の

答弁のときも何かそういうふうな意識をされた答

弁をしていただいたようにちょっと記憶をしてお

ります。私が言ってる民泊を進めたらどうかとい

うのはですね、大分県の安心院がやってるような

農業体験とか、修学旅行の受け入れとか、そうい

うふうな形で、この西予市にある、特にこのジオ

で大地の恵みがあって、本当にゼロメートルから

1,400メートルまでの間にいろんな産業形態もあ

れば、景色も本当によそに類を見ないような財産

があるという中で、なぜそういうふうなことが進

められないのかなというのが２年前にあって、質

問をさせていただいたわけです。 

行政の当時の部長の答弁は、やっぱり今の東京

の民泊みたいな感じの、危険とか、そっちのほう

がなんかどうも優先されて、前に進めにくいよう

な答弁をされたような記憶があります。もちろん

そういう安全・安心というのは大前提ですけれど

も、やっぱり前に進めようとするんだったらば、

もう少し積極的なポジティブな考え方が必要なん

じゃないかなというふうに思っております。 

前回もちょっと質問したかもしれんのですけど

も、安心院に行政のほうからも視察に行かれたと

いう、以前、それは何年前かちょっと記憶にない

んですけども、そういうふうな記録は残っとるん

でしょうか。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 私のほうで正式に研修に行ったかどうかってい

うのはちょっと把握できてないところではござい

ますが、担当のほうからは大分県安心院のことに

ついては伺っております。 

市内全域のそういった自然とかいろんな体験を

通じて滞在期間を長くしたり、そういった魅力を

全国に発信していこうと、またリピーターをふや

していこうというような取り組みでございます。 

議員のほうからありました先ほどの私の答弁と

重なるところもございますが、本市の魅力であり

ますジオサイトでの体験プログラムの作成とか提

供、そして民泊を活用した地域との交流をセット

で商品化することで、民泊ならではの良さを活か

した新たな観光振興につながるものというふうに

考えております。 

そのために、グリーン・ブルーツーリズムなど

の今までの事業を、既存の産業活性化対策事業や

創設支援制度、相談窓口の活用を広く周知してい

くなど、民泊対応に西予市としても努めたいとい
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うふうに考えております。 

○○○○議長議長議長議長    

二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 ありがとうございます。私が実際に安心院で体

験させていただいた時に聞いた話では、正確な数

字はちょっと覚えてないんですけども、80件ぐら

いの方が登録をされてて、修学旅行等の受け入

れ、農業体験とかも含めての時にはそういうとこ

ろが協力していただくと。普段は我々みたいな、

ちょっと思いついて行こうかなといったときに

は、10件前後の方が普段から受け入れができて

て、１日１組みたいな感じやったですけども、そ

こで民泊させていただくというふうな状況で、本

当にそこは県知事が積極的に進めておられて、条

例も何か早くから、条例化も取り組んでおられた

というふうにお聞きをしております。 

ぜひ先ほど言いましたように、これだけの自然

の恵みというか、本当に財産があるわけですか

ら、早急にそれを立ち上げていただきたいなと思

っております。 

今部長が先ほど答弁していただいた、今現在や

っていただいているのは、それぞれ市民や市民の

地域づくりの団体や、言ったらおのればえに近い

ような感じの市民からの積極的な活動というふう

なことで今捉えとるんですけども、それをやっぱ

りもっと広げていく、そして、ネットワークをつ

くっていくというふうなことが必要じゃないかな

ということで、次の観光協会の今後についてと、

これが本題になるわけですけれども、ちょっとお

伺いをしていきたいなと思っております。 

これも２年前に答弁したときに、２、３年後に

は法人化に向かってというふうなご答弁をいただ

いて、ちょうど今２年たったわけですけれども、

今の現状がどうなっているかちょっと教えていた

だきたいなと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 法人化に向かっての状況についてのご質問につ

きまして答弁をさせていただきたいと思います。 

先ほど二宮議員のほうからもありましたよう

に、28年の９月の定例会のご質問に対しまして、

２、３年のうちに法人化を目指して取り組むとお

答えさせていただいておりますので、それ以降の

現在の状況についてご答弁申し上げます。 

本市の観光を地域の暮らしや経済と結びつける

ためには、地域マーケティングに基づく戦略的な

プロモーションが必要であり、その実行のために

は高度な専門性が要求されるところでございま

す。このようなことから、経験や意欲のある外部

人材の登用を観光、まちづくりの担い手として観

光協会の法人化を進めることに決定して、平成

29年１月、昨年１月から２名の募集を開始したと

ころでございます。 

その後、応募がなかったため、業務の専門性な

どを考慮しまして雇用条件を見直した上で、同

年、昨年の12月から１名の再募集をかけておりま

した。その結果、意欲、経験のある方２名の応募

をいただきましたので、今後選考の上、平成30年

度から採用を予定し、実務的な作業を進めてまい

りたいと考えております。 

以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 募集をされておるということですけども。本当

に僕も公募がいいんじゃないかなというふうにち

ょっと漠然と思ってたんですけども、私が思う公

募は、頭になって、しっかり引っ張ってもらえる

ような人の公募というふうなイメージでしていか

ないとなかなか前向いて進まないんじゃないかな

と。先日市長も部長も参加されましたシンポジウ

ム羽鳥先生の、そこでまちづくりということに関

してのシンポジウムの中で、行政はやっぱり公平

性というのが大事やから、なかなか難しいなとい

う話がありました。そして民間、市民の人から自

発的というか、積極的にそういうふうに関わって

いただかないと前に進まない部分がたくさんあり

ますねというふうなシンポジウムの中でのお話や

ったように思っております。 

私もそのとおりやなと。私は立場上、今議員と

いう立場ですので、いろんな市民の皆さんから聞

いたことを、ついつい行政の人にやったらどうで

すかっていうふうにこういうふうに一般質問とか

委員会とかを通じて言うわけですけども、本来は

やっぱりそういう民間的な発想で引っ張ってもら

えるような人、または団体がポッポッポッとかあ
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ちこちにわいてくれば、もっともっと西予市進む

んじゃないかなと。西予市の場合は、本当にさっ

き言った面積が広い、そして、生活圏が広いとい

うことで、以前の旧町単位だったら今のような形

でもそれほど無理はないのかなと思うんですけど

も、広いですからやっぱりそこをまとめるという

か、コーディネートするいうか、そういう組織が

やっぱどうしても必要なんじゃないかと。それが

観光協会じゃないかなというふうに思ってるわけ

ですよね。 

今、考えられておる中の観光協会、法人形態と

してはどういうふうなところを目指されてるのか

お聞きをしたいと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 どんな法人を目指しているのかというご質問に

つきまして答弁をさしていただきます。 

平成28年３月に西予市観光協会法人化検討委員

会から答申をいただきました。観光協会が単なる

行政の下請的存在ではなく、行政にかわって地域

振興策の実施者として、また、市場ニーズに即応

した収益事業者として、迅速な意思決定のもと公

益性を維持しながら民間経営体制のメリットを十

分に発揮することで、地域産業に寄与するものと

する方向性のもと進めていく所存でございます。 

また形態といたしましては、事業活動や経営に

厳しい制約や義務づけが多い公益法人とは異な

り、制約が少なく、比較的自由な法人運営が可能

である点や一定の税制優遇がある一般社団法人

が、今後目指すべき法人組織の形態にふさわしい

とする答申のもと進めてまいりますが、今後、実

際の組織改編に手をつけていく中で改めて検討す

る必要があるかもしれません。まずは観光物産協

会として組織機能を充実させ、地域に利益を、儲

けをもたらす体制やネットワークづくりを進める

ことができる法人としたいと考えているところで

ございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 ありがとうございます。私も一般社団法人がい

いんじゃないかなというふうに、個人的には思っ

てるわけですけども。 

１番大事なのは形ができてもそこに参加しても

らえる人とかいうのが１番大事だと思うんですよ

ね。野村支部では市民の人から会費をちょうだい

しているというふうなお話も聞いて、それ良い考

えやなと、ただ業者だけではなくて、市民の人も

積極的に参加していただくようなシステムがいい

んじゃないかなというふうに思いますんで、今後

の組織を考えていく上でぜひ参考にもしていただ

いたらなと思っております。 

今も答弁ありましたように、検討委員会からの

答申を受けて、はや丸２年たったわけですよね。

これは本当に募集をされて、そういう、本気で今

からやろうかなというふうには私も感じておりま

すけども、タイムスケジュールを、ゴールをしっ

かり出して進めていかないと、またなかなか、

次、もう１回質問せんといけんようになるんじゃ

ないかなというふうなちょっと心配もありますん

で、そういうタイムスケジュールについてはどう

いうお考えなのかをお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 タイムスケジュールを示すべきではとのご質問

につきまして答弁をさせていただきます。 

現在のところ具体的なスケジュールを設定はで

きておりません。外部人材採用後は必要事項を協

議の上、早急に法人化の方策、スケジュールを立

案し、その計画に沿って法人化を目指したいと考

えております。 

これは単に事務的に法人化するのではなく、協

会内部のさまざまな懸案事項の解決のほか、ＤＭ

Ｏ化も視野に入れた新たな観光まちづくりの方策

の検討も必須であるため、お示しできるスケジュ

ールにつきましてはもう少しお時間をいただいた

らというふうに思います。 

今後も関係団体や議会、市民への説明も行いな

がら精力的に進めてまいりますので、ご理解、ご

協力をお願いいたします。 

以上、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君 

 ありがとうございます。次質問する時はきちん
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と形ができて中身をしっかり議論できるようなこ

とを期待をさせていただきたいと思います。 

続きまして、２番目の地域包括ケアシステムに

ついて質問をさせていただきたいと思います。 

地域包括ケアシステムにつきましては、団塊の

世代が75歳を迎えるということを前に国が進めて

きたことでございますけども、西予市の地域包括

ケアシステムの現状というか、そういうところを

ちょっとまずお聞きしたいなと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

 二宮議員のご質問にご回答させていただきま

す。 

地域包括ケアシステムの現状でありますが、要

介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けられるよう、医療、

介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供さ

れるというもので当市におきましても、徐々にそ

の基盤が整いつつあると考えております。介護予

防事業、認知症施策の推進、地域事業所における

人材育成、在宅医療、介護連携、生活支援など、

さまざまな取り組みを多様な関係機関、団体、地

域と連携して実施をしてまいりました。 

また、当市は愛媛県のモデル地区に選定いただ

き県立医療技術大学と連携して、地域包括ケアシ

ステムの充実に向けた人材育成事業に３年間取り

組んでまいりました。 

現在、在宅ケアを支える介護職や看護職などの

人材育成や資質の向上が図られただけではなく、

介護人材のリーダーを育成、相互の情報交換の場

になり、多職種連携の基盤が整ったのではないか

と感じているところでございます。 

３月11日日曜日には、その報告会を兼ねました

地域包括ケアを考える研修会を開催いたしますの

で、ぜひご参加をしていただければと考えており

ます。 

今後、当市におきましても、ますます進展して

いく高齢化社会に対応すべく、さらなる地域包括

ケアシステムの推進に向け、地域や関係機関と一

体となった取り組みを進めていかなければならな

いと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 ありがとうございます。今、最後に言われた、

その進め方なんですけども、それを今、西予市に

27の旧校区といいますか、地域づくりの組織がい

ろいろあって、そこへの進め方やと思うんですけ

ども、それをどのように進めるのかお伺いをした

いと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

 今後の進め方についてご答弁を申し上げたいと

思います。 

本市は面積も広く集落も点在しているため、高

齢者の日常生活支援や認知症対策など、多様な施

策は行政だけで展開していくことは不可能である

と考えております。地域包括ケアシステムの構築

のためには、地域力、相助機能が重要でありま

す。 

また、地域の持つ課題も多様であり、当市で

は、高齢化率や地域リーダーの存在を勘案し、モ

デル地域を選定し、介護予防に係る取り組み等を

支援してまいりました。その成果を各地区の地域

づくり団体などが参考にしていただき、地域の中

で求められるさまざまなニーズに対応できる、互

いに支え合う仕組みを構築できるよう支援してい

くことも大変重要であると考えております。 

当市は県内で最も早く平成28年２月から介護予

防・日常生活支援総合事業に移行をし、地域の実

情に応じた介護予防、生活支援のあり方を検討

し、実践してまいりました。今後は自立支援、重

度化防止などの観点から、要支援、要介護認定者

にとどまらず、広く高齢者を対象として、市民全

体の取り組みを促進する一般介護予防事業等の推

進が特に重要であると考えております。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 今ご答弁の中に、モデル地域ということを言わ

れたと思うんですけども、そのモデル地域がどこ

なのかというか、どのようなところがモデルにな

ってるのかという状況をちょっと教えていただき

たいなと思います。 

○○○○議長議長議長議長    
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 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

 モデル地域の取り組み状況についてでございま

すが、旧町ごとに１地区ずつ選定をいたしまし

て、取り組みを進めてまいりましたが、残念なが

ら全ての地区で成果が上がっているという状況で

はございません。徐々に成果が上がっている地域

の例を挙げてみますと、野村町の渓筋地区では地

区の自治振興協議会の役員の方々に声かけし、介

護保険を取り巻く状況やこれから地域に求められ

る問題について話し合いを持ち、認識を深めてい

ただきました。その後、講師を招き、地域力再発

見と題した講演会を開催、また、グループワーク

による地域課題の抽出、地域資源の発掘を行いま

した。今年度は、介護予防の観点から、地域の健

康サークルなどを中心に元気な高齢者に呼びか

け、運動指導士を招いての健康大学校を開校し、

小集落に広がるよう展開しているところでござい

ます。そういった中で地域のリーダーが大切であ

るという認識をいただいた高齢者が自らリーダー

となり、新たにサロン活動も始まっているところ

でございます。 

今後このような活動が広がり、他の地域におい

ても好事例となるよう展開を続ける一方で、リー

ダーとなり得る人材が少ない地域におきまして

は、違ったアプローチの仕方もしていかなければ

ならないのかなと検討しているところでございま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君 

 旧町地区ということは５箇所やってみて、うま

くいってるのが今の野村一つというふうなこと

で、かなりやっぱりモデル地区に選定しても、５

分の１しかうまくいかないという難しさというの

を行政も感じておられると思うんですけども、や

っぱり27という組織で先ほど部長も言われたよう

に、状況が本当地域によって全然違う、学校が残

ってるところ残ってないところ、そういうとこも

含めて、地域づくり組織というのが今手上げ方式

で、そっちのほうでも進めてますけども、それも

やっぱり格差が広がっているんじゃないかなと思

われるような状況ですよね。 

そういう中で本当にこの今の高齢者の見守りか

ら、いうたら、地域で最後まで住み続けたいとい

う、やっぱりそれぞれの人の気持ちをどう支えて

いくかというのがこの地域包括ケアシステムなわ

けで、先ほど言った地域づくり組織もやっぱり同

じようなことでやられている。こっちの地域包括

ケアシステムも結局言うたら同じような単位で同

じ地域にですよね。そこの連携ができてるのかど

うか、お願いするんやったらどういうふうにして

進めたらいいのか、そういうお考えがあるのかど

うかちょっとお聞きしたいなと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

 お尋ねの地域への推進要請等についてでござい

ますが、国の提唱する地域包括ケアシステムで

は、日常生活圏での仕組みづくりが求められてい

ますが、当市では旧小学校単位で仕組みを考える

ことが生活の実態に合った体制につながると判断

をしております。 

地域の介護予防事業にかかわる職員が横断的に

連携しながら、地域ボランティアリーダー交流

会、見守りネットワークの連絡会、民生委員さ

ん、自治会の勉強会などさまざまな機会を通じ

て、介護予防の大切さや介護保険制度の維持のた

めに地域の力が求められることなどを繰り返し周

知していくことが必要であると考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 ぜひ進めていただきたいわけですけども、先ほ

ど言われた進める地域いうのが本当に地域づくり

の組織、旧校区単位で本当にいいんじゃないかな

というか、もうそれしかなかなか進められんやろ

なというのは私も感じております。 

全国というか厚生労働省のホームページ見て、

全国でどんな取り組みなのかなというふうなこと

を見さしていただくと、相当たくさんの、47都道

府県ですから、パッと見て表題だけ見てもこうい

うこともそうなんやなっていうふうな気づきがた

くさんありますし、また先ほど言われたような

我々の地域づくり組織での取り組みみたいなの

も、好事例が何箇所か載っております。 
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地域づくりにはやっぱり地域づくり組織の手上

げもそうなんですけども、お示しするときにこれ

やってくださいよっていうんじゃなくて、例えば

こういうのがありますよっていうふうな例をしっ

かりやっぱり、地元で考えていただくような材料

を届けていただいて、地域で真剣に考えていただ

くということがやっぱり必要なんじゃないかなと

思うんで、ぜひそういう取り組みもお願いしたい

なと思っております。 

それで、そこの進めるためにやっぱり組織とと

もに人材が必要やと思うんですけども、以前私も

ここで元気な高齢者づくりということで、ボラン

ティアポイントを作ったらどうかとか、そういう

ふうな話もしたことあるんですけども、そういう

進める人材については、今の行政のいろんな支援

される方以外ではどういうふうに考えておられる

のかちょっとお考えをお聞きしたいなと思いま

す。 

○○○○議長議長議長議長    

 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

 人材確保と人材育成は地域包括ケアシステムを

円滑に推進するために極めて重要な対策であると

考えております。 

まず、専門職の人材育成につきましては、先ほ

ど申し上げました愛媛県立医療技術大学と連携

し、実地いたしました人材育成事業をもとに市内

の事業所間の連携を密にし、研修体制の確立につ

いて検討していきたいと考えております。その人

材育成事業を通じて医療技術大学が作成をしまし

た職場研修のＤＶＤやインターネット等を活用し

た研修の活用推進にも取り組みたいと考えており

ます。 

また、地域の人材育成としましては、平成28年

度野村地区で開催しました介護予防ボランティア

養成講座を本年度から市内各地区で開催している

ところでございます。その修了生に対し、社会福

祉協議会では、ボランティアポイント登録事業を

開始しており、育成した人材が活躍する場づくり

にも取り組んでいるところでございます。 

行政が把握していない地域力は至るところで存

在しているため、社会福祉協議会などと連携し、

地域の人的資源の情報を収集し、見える化にも取

り組んでいるところでございます。次年度からは

その生活支援体制の整備事業を社会福祉協議会に

委託し、地域づくり、支え合いの視点で、地域資

源と地域課題のマッチングに取り組んでいく方針

であります。行政と委託事業所のさらなる連携と

協働した事業を積極的に展開していかなければな

らないと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 ありがとうございます。ぜひ先ほど言われたボ

ランティアポイントとかそういうふうな活動は早

く進めないと、元気な高齢者というか団塊の世代

の人も本当にだんだん年齢がいってしまって、ち

ょっと前まで元気やったのになという人がもうは

や元気がなくなっているという状況もここ数年の

間で、私も目にしてしまうわけですけども、１日

も早い構築をお願いしたいなと思います。 

ホームページを見ておりましたら、西予市地域

包括支援センターという項目があって、どういう

ふうな内容、議事録をちょっと確認してもらって

しゃべってるのかなというふうなことでちょっと

確認させていただきましたが、そうそうたるメン

バーというか、本当に地域包括ケアセンターにも

ちろんかかわっていただける人ばかりなんやろう

なというふうなことなんですけども、この支援セ

ンターの事業と地域包括ケアの連携というか、そ

れはちょっとどうなっとるんか教えていただきた

いなと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

 ご質問の地域包括支援センターの役割等でござ

いますが、地域包括支援センターにおきまして

は、地域包括ケアを有効に機能させるため、保健

師、主任介護支援専門員、社会福祉士等の各専門

職の知識を生かしながら事業を展開しておりま

す。当市の地域包括支援センターは開設当初よ

り、西予市社会福祉協議会へ委託をしており、高

齢者の相談窓口として市民の認知度も高まってき

ております。 

今後は地域包括支援センターの役割として、１

番目に介護事業者、医療機関、民生委員、ボラン

ティア等の関係者とのネットワークの構築、２番
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目に介護支援専門員に対する支援、指導、３番目

に地域ケア会議の運営、４番目に事業対象者に対

する介護予防支援事業の実施等、市と連携をとり

ながら進めることが加わっております。 

高齢者の相談窓口、介護予防事業、認知症施策

の推進、在宅医療、介護連携など、地域包括ケア

システムにおける地域包括支援センターの役割は

今後ますます重要となってくるとともに、当市と

しましても積極的な連携を図り、事業推進を努め

てまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 目指そうとしていただいてることは本当に間違

いないことだと思うんですけれども、やっぱりス

ピード感が大事かなというふうに思っておりま

す。先ほども言いましたように、今、元気なお年

より、また今何とか、痴呆だけども地域で支えな

がら住んでるという人が、この地域包括のシステ

ムが我が地域にできたけども、その年よりはもう

おらんなったというふうになってしまっては、こ

れは残念な話なんで、ぜひ、本当にこれも先ほど

の観光協会ではないですけども、近いうちに、早

急に立ち上がるというか、市民の皆さん、地域の

皆さんに目にわかるような感じの進め方をぜひお

願いをしたいなと思っております。 

それでは最後に、消防行政についてちょっと質

問をさせていただきます。 

１点目、火災予防についてということで今がち

ょうどまさに火災の発生率の高いときじゃないか

なと考えておりますけれども、以前私ちょうど議

員になったころに、住宅用の火災報知器を推進し

ておられるというか、それに補助が出ている時期

やったと思うんですけれども、それで私の地域も

皆さんの要望を聞いて火災報知器をまとめて購入

して地域で購入していただいたというふうな経緯

があるんですが、現在ここ最近のですね、住宅火

災の要因の分析もちょっとまず教えていただきた

いなと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 それでは西予市内の一般住宅火災についてご説

明を申し上げます。 

一般住宅の火災でございますが、最近の５年間

で21件発生しており、火災全体の約29％、年間平

均約４件となっております。 

この住宅火災の原因といたしましては、風呂や

かまど関係が５件と最も多く、次いでたばこが３

件、その他ガスコンロ、電気関係、ストーブなど

がございます。全体的に、火器取り扱いの不注意

である人為的な要因が多い状況となっておりま

す。これらの人為的な要因に対する市民への注意

喚起につきましては、防災行政無線や広報紙、ホ

ームページ、西予ＣＡＴＶなどを利用しているほ

か、全国火災予防運動の時期に合わせて、広く広

報し、呼びかけを行っているところでございま

す。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗番二宮一朗番二宮一朗番二宮一朗 

 そういう中で、火災報知機が予防というか、逃

げ遅れをなくすというか、そういう意味での発見

に役に立ったというふうな事例がもしありました

ら教えていただきたいなと思うんですけれども。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 住宅用火災警報器、いわゆる住警器でございま

すが、市全体の設置状況は現在把握はできており

ませんが、毎年、県の調査にあわせまして、無作

為抽出の調査を実施しておりまして、昨年は調査

世帯の75％程度が設置もしくは一部設置という状

況でございます。全国と愛媛県の平均設置率が

80％程度となっておりますので、比較をすると若

干低くなっております。しかし、いずれも全戸調

査による数値ではございませんので、ほぼ平均的

な設置率であると判断をいたしております。 

また、言われた設置効果でございますが、平成

24年に通行人が住警器の音に気づき家人に知ら

せ、初期消火に成功し、部分焼となった奏功事例

が１件ございます。その他の住宅火災では住警器

は設置してありませんでした。これを見ますと、

住警器を設置している住宅からの出火はほとんど

ありませんので、住警器を設置することで防火意

識の高揚につながっているのではないかと考えて
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おります。 

また、当初に設置をされたものが、もう10年を

経過し電池交換の時期を迎えておりますので、消

防本部では連動型住宅用火災警報機の買いかえを

進めております。 

また、住宅用火災警報器の設置や買いかえなど

市民への周知につきましては、防火指導同様、広

報紙、ホームページ、西予ＣＡＴＶ等の広報活動

を行っております。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 ありがとうございます。以前、うちの地域の人

に、どのくらい要りますかという、どことどこ付

けたらいいですよというふうな話で説明をして購

入していただいたときでも、なかなか全部の部屋

には購入されとる方はいなかったように思います

し、台所だけとか寝室だけとかそういう方も、言

われるけんしようがないかなというふうなことで

購入していただいたような経緯もございますん

で、今、言っていただいたそういう効果等をもっ

とやっぱり購入してもらうためには、消防団の人

が年末とかね、赤い札持って回ってもらえますよ

ね。だから消防団の人等にお願いして、そういう

地域の方への啓蒙もぜひ今後進めていただきたい

なというふうに思っておりますので、よろしくお

願いします。 

それでは最後の質問になりました。ドクターヘ

リの運航について質問させていただきます。 

先日愛媛新聞のほうで愛媛県のドクターヘリ運

航状況というのが、平成29年の２月から今年の１

月までということで各自治体別に、また月別に載

っておりました。 

以前から防災ヘリのドクターヘリ的運用のとき

からも、西予市、特に惣川地域とかいうのはたく

さん来ていただいてるというのは聞いとるんです

けども、今回の１年間の要請件数が25件、その中

で出動件数が17件、現場救急13件の施設間搬送が

３件というふうに出ておるんですけども、その間

に未出動の件数というのも８件あるわけですよ

ね。この中の理由がいろいろ書いてあるんです

が、これをどのように把握されとるのか。ちょっ

とわかる範囲で教えていただきたいなと思ってお

ります。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消西川消西川消西川消防長防長防長防長    

 愛媛県のドクターヘリでございますが、昨年２

月に運行を開始いたしまして、平成30年１月末ま

でに、愛媛県全体で321件の要請、うち244件の出

動がございました。西予市消防本部管内では23件

の要請、うち16件の出動、15人を搬送いたしてお

ります。なお、三瓶町では１件の要請がございま

した。事故種別といたしましては、急病が６件、

一般負傷５件、機械による事故４件、交通事故３

件などとなっております。事故発生地区を見ます

と、明浜町２件、宇和町５件、野村町12件、城川

町４件となっております。ランデブーポイントの

着陸実績でございますが、旧田之浜小学校グラウ

ンド１件、市衛生センター２件、宇和球場３件、

惣川ヘリポート５件、野村畜産センター４件、野

村球場１件、城川運動公園駐車場２件となってお

ります。なお、三瓶町の事案は、八幡浜市の若山

グラウンドとなっております。運行実績は以上で

ございます。 

ドクターヘリが出場に至らなかった事案という

ものは、重複要請でドクターヘリが不在の場合が

３件、天候不良、これ視界不良等も含まれます、

２件、事前のキャンセル１件、日没などが１件と

なっております。キャンセルと申しますのは、現

場到着後、救急隊の観察によりまして不用と判断

をした場合でございます。また日没とは、ヘリコ

プターは有視界飛行、目で見えての飛行でござい

ます、有視界飛行となっておりますので、現地及

び病院での離着陸時に視界が確保できない状況と

なるようなことが考えられております。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君 

 ありがとうございます。今の答弁を聞くと、ド

クターヘリを要請するのは、救急が電話を受けた

ときに既に要請をされるのか、救急車が行って現

場を見て要請されるのか、そういうところをちょ

っと教えていただきたいなと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 
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○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 ドクターヘリの要請は、これは一般の方はでき

ません。各消防本部から要請を行うこととなって

おります。それぞれの事案により基準はございま

すが、心肺停止や意識がない状態、衝突や転落事

故など、病態や事故状況で要請することができる

ようになっております。 

西予市消防本部では、ほとんどの事案において

119番を受信した通信指令員が状況を聞き取った

時点で、救急隊と連絡をとりながら要請の決定を

いたしております。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 ありがとうございました。今後ますます需要も

多くなると思いますし、我々も事故等でいつその

現場に出あうかわからないということで、今、消

防長言っていただいた、こっちがしっかりその今

の現場を見て、119番するときに正確な情報を伝

えないとなかなか人の命ですから難しいなという

のをちょっと改めて感じさせていただきました。 

広報紙で、何月やったですかね、ドクターヘリ

が来たときの注意みたいなことも１回あったよう

に思うんですけども、もっともっと市民の皆様に

もしっかり周知をしていただいて、命が一つでも

助かるような活動をぜひお願いしたいなと思って

おります。 

これで私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○○○○議長議長議長議長    

 暫時休憩いたします。（休憩 午前11時27分） 

○○○○議長議長議長議長    

 再開いたします。（再開 午後１時00分） 

次に、５番中村一雅君。 

中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 議席番号５番中村一雅です。 

議長より発言の許可を得ましたので、会議規則

及び申し合わせ事項、一般質問通告書に従いまし

て、一問一答にて一般質問をさせていただきま

す。 

まず冒頭に、平日の昼間お忙しい中にもかかわ

りませず、傍聴に来てくださいました方に心より

御礼を申し上げます。ありがとうございます。 

さて、平成16年に東宇和郡４町と西宇和郡１町

が対等合併しまして、一つの西予市となり、こと

しではや14年になろうとしております。平成の大

合併の流れの中で、西予市も堅実な市政運営をし

てこられたのだなというふうに振り返らせていた

だいております。 

さて、本日は、西予市の防災体制という大きな

テーマで一般質問をさせていただきます。 

具体的には３点。一つ目は、三瓶町の八幡浜地

区施設事務組合第３分署について。二つ目は、西

予市消防の消防力強化ということについて。そし

て三つ目は、将来の消防の広域合併についてであ

ります。 

昨年６月に議員提案によりまして、市議会の中

で地域防災体制特別委員会を立ち上げました。お

かげさまで公費負担にて、昨年11月15日から17日

まで視察にも行かせていただきました。１日目は

栃木県那須地区消防本部を訪ね、市町村合併に伴

う消防組織の再編について学びました。２日目は

福島市消防本部を訪ね、消防の再編に関して委託

方式と組合方式があるということを学びました。

これは、本日、一つ目の質問に関することであり

ます。３日目には衆議院第２議員会館の703号室

にて、地元代議士のお力によりまして、総務省消

防庁より講師の先生をお招きし、消防の広域化に

関すること、消防庁舎の建てかえに関すること、

救急隊編制基準の緩和策に関すること。以上、三

つのテーマについて学ばせていただきました。こ

れは、本日二つ目の質問、それから３番目の質問

に関することであります。救急隊編制の基準緩和

につきましては、前市長のご尽力によりまして、

このたび配備される、明浜町と城川町の24時間救

急体制に関することでありました。 

では、一つ目の質問から始めていきたいと存じ

ます。 

那須塩原の消防組織でもそうでしたけれども、

平成の大合併は行政主体で、比較的に早く進行し

たため、消防組織の再編が追いつかず、後追いに

なった市町が全国に存在しておりました。今現状

ではそのほとんどが解決しております。 

しかしながら我が西予市においては、合併した

後も三瓶町を八幡浜消防第３分署が管轄してお

り、きょう現在もこの状態で存続しております。
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このことは、日々穏やかに過ごしていると見落と

しがちになります。 

第３分署の職員の方々は、日々職務に精励され

ており、救急車も素早く出動され、住民の一人と

して深く感謝を申し上げるところであります。 

また、三瓶町内では、年に１件か２件のペース

で火災もありましたけれども、消火活動におい

て、問題はありませんでした。 

ただしかしながら、よく考えてみますと、やは

り三瓶町は西予市であり、他市の消防署が管轄す

るということは、異例のことと言わざるを得ませ

ん。 

なぜ合併当時西予市消防に組み入れることがで

きなかったのか。この点について、経緯をお尋ね

いたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 ただいまの中村議員のご質問にお答えをいたし

ます。 

まず、西予市である三瓶町を他市の消防本部が

管轄していることについて、合併の経緯はどのよ

うなものだったのかとの質問でございますが、合

併前の消防の体制は、東宇和郡４町は東宇和事務

組合消防本部が、三瓶町は八幡浜地区施設事務組

合消防本部が、管轄をいたしておりまして、西予

市の合併が消防の管轄を越えた合併であったこと

から東宇和・三瓶町合併協議会において消防体制

の検討がなされました。 

選択肢の１番目といたしましては、八幡浜消防

と東宇和消防が合併をして一つの消防本部になる

ことでございました。 

しかし、当時の国の施策は市町の合併の後は、

消防の合併とされておりまして、近々のうちに愛

媛県が一つ、または三つの消防本部になるであろ

うと予測をされておりました。そのような状況で

は、市の枠組みに合わせて消防を再編しても、次

にはもっと大きな単位の消防になり、度重なる管

轄の変更で、市民の皆様が混乱をする恐れがある

といたしまして、県内消防の広域化が進むまでの

間、現状維持を選択したという経緯でございま

す。 

しかしながら、消防の広域化は一向に進まず、

14年が経過した現在も暫定措置のままとなってお

ります。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 大ざっぱに経緯について理解をいたしました。

次なる広域に向けて、現状のまま維持だというこ

とで当時は進んでいたけれども、もう既に14年た

っていると。 

現状の段階で、特にこのことについて問題はな

いというふうに行政のほうではとらえておられま

すでしょうか。 

もし問題点があるとすれば解決策はどのような

選択肢があるのかということを次にお尋ねいたし

ます。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 中村議員が感じておられますように、市の消防

組織がありながら、一部の地域を他市の消防が管

轄している状況は全国でも珍しい、異例の体制と

いえます。 

西予市消防本部という名称が示しますように、

当本部が西予市全体を管轄することが、誰から見

ても本来の姿であろうと考えております。 

しかし、三瓶町を管轄している八幡浜消防本部

は、本市合併前から三瓶町を管轄していただいて

おり、合併以後も消防業務を実施する上で、問題

が生じたことは一度もなく、三瓶町民からの信頼

も厚い優秀な消防でございます。よって、消防そ

のものの問題はございませんが、体制上の問題は

あると考えております。それは市の範囲と消防の

範囲が違うことによって、また、消防団の管轄と

消防署の管轄が違うことによって、市長や事務組

合の管理者、消防長や消防団長の権限などが交錯

して、ねじれ現象が生じているということでござ

います。このことによって、命令系統が複雑にな

り、災害対応において混乱が生じる可能性を危惧

しております。この問題を解決するためには、両

消防が合併して一つの消防になるか、もしくは三

瓶町を西予市消防の管轄にして、行政と消防の管

轄を統一する必要があると考えております。 

また、現状を維持したままでこの問題を解決す

るためには、複雑になっている命令系統を整理す
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る必要がございますが、現時点では明確な方策は

ございません。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 解決策について、八幡浜市との広域合併、ある

いは西予市のほうで、三瓶の地域も管轄に組み入

れるということが望ましいと、今西予市側の見解

についてお伺いいたしました。後ほどまた触れま

すので、この点についてはまた後から再質問をさ

せていただいたらと思います。よろしくお願いい

たします。 

三つ目に、財政の面からお尋ねいたします。 

平成16年の合併当時、私は、八幡浜市民の方から

このように言われたことがあります。 

三瓶の人等は住民投票で、八幡浜ではなくて、

宇和を選んだんやから、もう消防も三瓶の人の面

倒見ることはないわいと。救急車も八幡浜総合病

院に来んてええけん。何で八幡浜の市の税金使っ

て三瓶の面倒見んといけんのぞと。そのように言

われました。 

お聞きしたときは、もっともな話やなというふ

うに納得をいたしましたけれども、今はそうでは

ないということを知っております。 

合併以降、西予市は八幡浜地区施設事務組合に

対して年々負担金を支出されていますが、その金

額をお尋ねいたします。 

全体の負担金とその算出根拠。その中でも、常

備消防への負担金を分けて、直近の年度とこの

13年間の累計金額でお答えください。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 負担金についてのご質問でございますが、平成

16年に西予市が八幡浜地区施設事務組合に加入し

たときの組合議会によって、負担割合が定められ

ております。負担割合は当該年度の基準財政需要

額によるものとされ、平成28年度では、西予市が

15.6％となっております。平成28年度の八幡浜地

区施設事務組合の消防事業特別会計の予算額は

11億684万7000円で、西予市の負担額は、そのう

ちの15.6％で1億7266万8000円となっておりま

す。 

平成16年度から平成28年度までの13年間の累計

額では20億8346万1000円となっております。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 直近で1億7200万余り、累計で20億8000万余り

というふうな数字を今お聞きいたしました。年平

均にすると、最近の年度の金額は平均よりも高い

かなというふうに考えております。 

年間の運営費以外にも装備品についての負担金

もあるというようなことをお伺いいたしました。 

八幡浜消防においては、大きなはしご車を確か

購入された年度があったように記憶しております

けれども、その年度について負担金はいかほどで

あったか。 

それから最近、負担率が上がっているのではな

いかということを思いますけれども、その根拠に

ついてもお尋ねしたらと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 ただいまのご質問でございますが、八幡浜消防

のはしご車は平成22年度に購入をされておりま

す。 

当時の価格が1億9571万1000円、そのときの負

担割合が14.9％でございますので、2916万円の負

担を西予市がいたしております。 

また、基準財政需要額は、各地方団体ごとに、

標準的な水準における行政を行うために必要とな

る一般財源を算定するものでありまして、各算定

項目ごとに算式により算出されております。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 大変に大きな金額を負担されていると。 

三瓶在住の住民として、お礼を申さなければな

らないのかなというふうに考えております。 

一方で、４番目の質問に移ります。 

仮にでありますけれども、三瓶の第３分署を西

予市消防で運営すると仮定した場合については試

算されておりますでしょうか。 

費用は年間どれぐらいになると見積もられてお
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られますか。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 ただいまのご質問でございますが、現時点では

第３分署に配備している車両や設備、建物などの

詳細について、把握ができておりませんので、試

算というものはいたしておりません。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 試算しておられないということで、ちょっと残

念な思いでございますけれども、西予消防におい

ては、城川とそれから明浜においては消防支署は

確かないのかなと。野村のほうに消防署がありま

すでしょうか。野村のほうの消防署の運営費とい

うものがありましたら参考データとしてお伺いい

たします。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 三瓶分署と野村支署を比較いたしますと、職員

数は第３分署が14人。野村支署が21人。車両台数

は第３分署が３台、野村支署が５台。庁舎面積は

第３分署が372平方メートル、野村支署が569平方

メートルとやや野村支署の規模が大きいというと

ころでございます。 

野村支署に係る経費につきましては、正確な数

字を算出してはおりませんが、消防に係る経費

は、総額の80％から90％程度が人件費でございま

すので、人件費について答弁をさせていただきた

いと思います。 

平成28年度の野村支署の21人に支出いたしまし

た人件費は1億4752万5000円でございます。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 単純比較はできないと思います。 

八幡浜消防署と西予消防署では、賃金格差とい

うものが存在しているというふうに聞いたことが

ございます。なので、平等に比較することができ

ないという理屈ももっともであります。 

しかしながら一方で21名を抱える野村消防署の

人件費が1億4700万余りだということをお聞きし

ますと、三瓶の分署で、それを例に当てはめると

人件費はこのぐらいなのだろうなということは、

村算用として試算はさせていただきました。 

要は何が言いたいかといいますと、三瓶の分署

を運営するに当たって、どのくらいのコストを西

予市が負担しているか。それを西予市として、自

前で組み入れた場合についてはこのぐらいの値で

できるのではないかということも一方で試算とし

ては成り立つと、そのようなことを少し三瓶の住

民として考えてみました。そのようなことでござ

います。 

潤沢な予算がありますれば、それはそれでいい

のだろうけれども、この先も一般会計の予算は減

っていくのだろうと。合併特例債もそのうちなく

なっていくのだろうということを鑑みますと、や

はり、切り詰めるべき財政は切り詰めていかない

と、西予市も将来厳しいなというふうに、このよ

うに市議の一人として思うところでございます。 

これ以上のコメントは控えたいと思います。 

次に消防署についての指揮命令系統についてお

尋ねいたします。 

消防署というものは、地元の消防団と緊密な連

携を図っていかないと、なかなか消火活動あるい

は防災活動に立ち行かない部分があるのだろうと

いうふうに危惧しております。先ほど西川消防長

の答弁にもございましたけれども、指揮命令系統

については、少し心配な点があるというふうにお

聞きいたしました。 

再度の質問になりますけれども、万が一、三瓶

地区において、大規模災害が起こった場合につい

ての消防署あるいは地元消防団の連携、あるいは

動きというものについてはどのようになるのか教

えてください。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 私、西予市消防本部の消防長は、西予市のう

ち、三瓶町を除く地域の消防長として、西予市長

に任命をされております。 

また、西予市消防団長は、西予市全体を管轄す

る消防団の長として、西予市長から任命をされ、

消防長、消防団長とも西予市長の指揮監督のもと

任務を遂行いたしております。 
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そして、消防組織法では消防団は消防長または

署長の所轄のもとに行動するとして、市長、消防

長、消防団長の命令系統を明確にしております。 

例えば、この宇和町で火災が発生した場合、市

長の監督のもと、消防長である私が、消防署長や

消防団長を通じて指揮をとることとなります。 

一方、八幡浜消防本部の消防長は八幡浜市と伊

方町そして三瓶町の範囲の消防長として、八幡浜

地区施設事務組合長の八幡浜市長から任命され、

その指揮監督下にございます。 

三瓶町で火災が発生した場合は、先ほどと同

様、事務組合長の八幡浜市長の監督のもと、八幡

浜消防長が、八幡浜消防署長や西予市消防団長を

通じて指揮をとることとなります。 

しかし、西予市消防団長は西予市長の管理監督

下にもありますので、八幡浜消防の消防長からの

命令と、西予市長からの命令が重複いたしまし

て、混乱が危惧をされております。 

このようなことから、法律上、指揮命令系統

が、複雑であると言わざるを得ない状況でござい

ます。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 今までには消火活動において特に問題はなかっ

たと。八幡浜消防にも大変ご尽力いただいて、三

瓶町は大きな災害に遭わずに済んでいるという現

実は私も長年暮らしておりまして承知をいたして

おります。 

しかしながら、近年、南海トラフ巨大地震が

何％の確率で起きるという新聞報道が非常に流れ

ていて、そこも備えていなくてはならないのかな

いうことがあろうかと思います。１件１件の建物

火災という視点ではなくてですね。大規模災害が

起こった場合に、西予市としてはどのような体制

をとるのか、あるいは三瓶町内においてはそれは

どのような体制で反映されていきるのか。消防団

は、一体どちらの指揮命令系統に従って行動すれ

ばいいのだということが、実際に起こった場合に

はどうなるかなということを大変危惧いたしてお

るわけであります。 

先日、断水対策本部が庁舎５階に立ち上がりま

して、１週間余り市長の指揮命令系統のもとに動

かれました。非常に迅速なこともあって、私も

時々詰めておりましたけれども、そう尽力できた

わけではないんだけれども、横の方から拝見いた

しておりました。あのような、低温被害による断

水でも、あのくらいのことになると。 

これは実際に巨大地震が起きて、という場合に

はどうなるのかなということが想像を超えている

わけでありまして、そこについての備えも一つい

るのかなと。そのようなことを考えております。 

市長にお尋ねしたい。 

西予市民の生命と財産を守る責務というもの

は、ひとえに西予市長が負っているというふうに

考えております。 

現在のこの三瓶町を取り巻く環境について、管

家市長のお考えをお聞かせください。 

○○○○議長議長議長議長    

 管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

 中村議員のご質問にお答えをさせていただきた

いと思います。 

まず大規模災害のことについてのお尋ねもござ

いました。 

地域防災計画に基づいて行うことになりまし

て、心配していただいております南海トラフ巨大

大地震が起きますと、津波の災害対策というもの

を海岸部では特に注視しなければいけないし、そ

の準備をしているところでございます。 

消防団は、原則として消防長の指揮下に入り、

消防署と協力して消防活動等を行うという原則に

なっております。 

よって、三瓶町においては、三瓶方面隊が八幡

浜消防の消防長の指揮下に入り、原則では活動に

行うことになります。 

そして、消防署や西予市消防団の各方面隊は原

則応援要請により現地に向かい、八幡浜消防の消

防長の指揮下での活動をすることになります。 

ただし、このような広域災害になりますと、我

が西予市だけではなく、八幡浜市も同様な被害に

遭っていると予測されまして、八幡浜消防の消防

長や消防隊、そして八幡浜市消防団の応援活動は

なかなか望めないということを考えてます。 

これらのことを考えますと十分な事前の計画と

いうものが私は必要になってくると思いますし、

そういう体制をまずはしなければならないと思い



 

- 65 - 

 

ます。 

第２点目に、西予市民の生命と財産を守る責務

はということでございますが、最終的にこれは私

の責任であると認識をしているとこであります。 

先ほどから三瓶地区の第３分署の問題も含め

て、この問題につきましては、前三好市長が合併

後にいろんな努力をされてまいりました。解決し

なければいけない重要案件として、幾多の糸口を

探られ、力を注いでこられましたが、残念ながら

任期中の解決はならなかった現状がございます。 

これは私に託されたものであります。 

この合併の前のままの暫定的な措置であること

から、市民の皆様の不安につながっているなら

ば、不安を解消するために、私は全力を尽くさし

ていただきたいと考えてるところでございます。

解決に向けては前市長から引き継いだ八幡浜消防

と西予消防の合併という選択肢、三瓶町を西予消

防の管轄にするという選択肢、そして、命令系統

を整理している上での現状を維持するという選択

肢。やはりこの三つの選択があると私も思ってお

ります。 

市議会の皆様からのご助言やこれまでお世話に

なっております八幡浜市や伊方町の意向も踏まえ

つつ、総合的に判断をさせていただきたい。その

ように考えている次第でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 管家市長の力強いお言葉をいただいて、三瓶住

民として、一言お礼を言わなくてはならないのか

なというふうに考えます。 

ただ、八幡浜消防の指揮下のもとに西予市消防

団が動くということにつきましては、やはりこれ

はふだんのたゆまぬ連携活動も必要でありましょ

うし、なかなか難しい側面もあるのかなと。 

西予市消防のほうからアシストに入った場合

に、そこの連携はうまくいくのだろうかなという

懸念も捨て去ることができませんので、先ほど管

家市長申されました、三瓶も西予市消防の中に組

み入れるということもやはり解決策の一つとして

はあるのかなというふうに考えるところでござい

ます。 

これについては、三瓶の住民の中でも賛否、混

在しているということを承知しておりまして、何

て言いましょうか。 

今、八幡浜消防には非常によくやっていただい

ていると。どこに問題があるのだという現実のと

らえ方から始めていかないといけないのだなと。 

西予市消防がそれを組み入れるということにも

し将来的になった場合に、その住民サービスが落

ちるということがあってはならない。安く済ん

だ。安かろう悪かろうではそれも済まないのだ

と。人命はお金にかえられないところがあるから

ということも根強くあるということもひとつ認識

していただきたいというふうに考えるところであ

ります。 

八幡浜消防とそれから西予市消防の広域合併の

選択肢ということにつきましても、やはり相手の

あることでございますから、なかなか簡単に西予

市だけで一方的に進められる話ではないと。これ

も後にもう一度触れますから、また後で質問させ

ていただいたらと思います。 

以上で、第３分署に関する質問は閉じさせてい

ただいたらと思います。 

では、２番目の質問に移ります。 

現在の西予市消防全体の体制についてお尋ねい

たします。 

三瓶町内では時々、八幡浜消防のほうが西予市

消防よりも消防力がすぐれているというようなご

意見をいただきます。比較して、どこがどのよう

に違うのかということをありきたりきりに少し教

えていただいたらと思っております。 

職員一人一人の資質と能力につきましては、お

互いに引けはとらないというふうに考えておりま

すので、庁舎、建物あるいは装備について、どこ

にどのような違いがあるか教えてください。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 当本部では、適正な消防力を整備するために、

総務省消防庁が示します消防力の整備指針をもと

に、人員や施設、設備を整備している状況でござ

います。 

しかし、それぞれの市や町では、地形上の特徴

や人口の分布の状況、高齢化率などさまざまな要

件により、独自の消防力を整備しているのが実情

でございます。 
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当市におきましても、救急車の設置台数は人口

2万人に１台との基準でございますので、当市に

は２台配置をすればよいということになります

が、地域事情を考慮いたしまして、５台配置する

など、重点を置いております。また、整備指針の

基準にない水槽車につきましても、地域の水利事

情を考慮して整備をしたところでございます。こ

れとは逆に、高層建築物災害に対応するためのは

しご車などは、そのような建物の数が少ないこと

から整備をいたしてはおりません。 

このように、地域の特色に合わせて柔軟な発想

により消防力の整備に努めているところでござい

ます。 

八幡浜消防におかれましては、原子力発電所が

管轄地域内にあることから、化学車など特殊な車

両や設備を整備する必要がありまして、その部隊

を運用する人材など、非常に高度な消防力及び人

材を備えていただいていると思っております。 

さて、中村議員にお尋ねの消防力の比較につき

ましては、管轄地域の事情に合わせた消防を目指

し、いかに、市民のニーズに応えられるのかとい

う観点では、優劣の対象にはならないと判断はい

たしております。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 はしご車のことについて言及がございましたけ

れども、水難救助車両というものを八幡浜消防署

は抱えておりまして、三瓶は海に面しております

ので、時々水難という言葉が上がってきたりいた

します。それについて、西予市のほうでは特別な

装備を持たないということについて、三瓶の住民

が少し心配をしていると、そのようなことがあり

ましたので、お耳に入れておきたいと思いまし

た。 

消防力の強化について、装備の充実はもちろん

でありますけれども、現在の西予市消防署は確か

東宇和消防署から引き継がれている建物で、市の

規模を考えた場合に少し手狭になっているんじゃ

ないかなということを老婆心ながら心配している

ようなところがございます。 

三瓶は八幡浜消防管轄でございますので、直接

にどうこうということはないと思うんですけれど

も、将来的にその庁舎を移転する、あるいは新規

に構築するというような計画がもしございました

ら、差しさわりのない範囲で教えていただいたら

と思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 現在の西予市消防署の庁舎及び野村支署の庁舎

は昭和53年に建設されたもので、既に40年が経過

して、老朽化が進んでいる状況でございます。 

消防庁舎は、防災のかなめとなる建物ですの

で、建てかえスパンは一般建物よりは短く、30年

から40年程度で建てかえられることが多い状況に

ございます。 

さらに、耐震診断結果では、建物と建物がぶつ

かり合い、損傷する恐れや訓練棟、無線鉄塔、高

架タンクが地震時に損傷や転倒する可能性がある

との指摘を受けております。改修には、多額の費

用がかかる見込みでございます。このような状況

の中、大規模改修ではなく、建てかえを検討する

べきと判断いたしまして、現在検討を重ねている

ところでございます。 

また、建てかえにおいては、多額の費用が必要

ですので、財源の確保策を考えておく必要がござ

います。財源といたしましては、非常に有利な旧

合併特例債が考えられますが、活用期限が平成

31年度までとなっておりまして、早急に着手する

必要がございます。 

つきましては、平成30年度当初予算に建てかえ

にかかる調査検討費用を盛り込ませていただき、

旧合併特例債の期限までに建てかえを実現させた

いと考えております。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

旧合併特例債を財源として念頭にあるというこ

とをお聞きしました。これは期限がたしか自民党

の総務会のほうで５年ほど延長ということで議員

立法で、今般成立するのかなというふうに思って

おりまして、あと２年のところがあと５年に少し

延びたのかなと。その間に慎重に新庁舎の規模、

あるいは装備について、三瓶町含めたことで実施

設計に入っていくのがいいのではないかと個人的
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には考えているところでございます。 

財源のことについては、まだ全然青写真の段階

ですのでこれ以上差し控えたいと思います。 

さて、先月中旬に西予市を襲った大寒波の影響

で、主に宇和町において断水被害が大きくなり、

断水対策本部が庁舎５階に設置されたのは記憶に

新しいところでございます。 

その際、松山市、新居浜市、今治市、八幡浜

市、愛南町の４市１町から救援を受けて給水車の

提供がございました。 

改めて、市民の一人として、その４市１町の

方々に対し深く感謝を申し上げるところでござい

ます。 

また、給水車の運用に当たりましては、水の供

給元を三瓶町に求められたというふうに聞いてご

ざいます。三瓶町在住の市民としてこれもまた誇

りに思うところであります。幸いなことに、三瓶

の水源は汚染されておりませんで、清らかな飲料

水を宇和の方々に提供できたのだなと。非常によ

かったなというふうに思うところでございます。 

この給水車につきましてはお尋ねしましたとこ

ろ、西予市でも１台保持されているとのこと。た

だし、これは水槽車と兼用になっていますので、

万が一の火災の際に水利として役立てないといけ

ない。だから、安易に給水車として活用すること

はなかなか難しかったというような背景も聞いた

りいたしております。 

あの時に、火災は発生しませんでしたので、そ

の点については非常によかったかなというふう

に、不幸中の幸いであったというふうに感じてい

るところでございますけれども、借りるばっかり

でもあれですし、この際ですね、西予市において

も給水専用車が１台配備されてもよいのではない

かなというふうに考えるんですけれども、この件

について行政のお考えをお尋ねいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 まず、西予市消防本部の水槽車についてご説明

を申し上げます。 

西予市消防本部の水槽車Ⅰ型でございますが、

平成25年度末に配備を行いまして、平成26年４月

から運行を開始いたしております。タンク容量は

５トンで、車両後部に小型動力ポンプを搭載し、

通常は火災対応として、常時満水状態で待機をし

ており、これまでに、15件の火災事案に出場をし

ていたしております。 

また、給水車としての対応でございますが、水

道課と西予市消防本部、小型動力ポンプ付水槽車

Ⅰ型運用規程を策定いたしまして、共同運用をす

ることといたしております。先月の給水活動は、

対策本部からの要請のございました、２月10日か

ら２月13日までの間、給水車として活動をいたし

ております。 

今回の災害では、兼用運用に係る専門員の不足

や給水専用の送水ポンプの未整備などによりまし

て、満足な給水活動を行うことができませんでし

たので、災害時に、より迅速にライフラインであ

ります飲料水を確保するために、専用の給水車の

整備を検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 配備を考えているという前向きの答弁ありがと

うございました。 

今回のテーマから少し外れますけれども、あの

折、市長の英断によりまして、市内４つの温浴施

設の無料開放ということを決められて数日の間、

無料開放されました。 

その狙いは節水による水源の回復であったとい

うことを承知しておりますが、今振り返りまし

て、その効果とそれから課題が残されたとすれ

ば、その課題についてお答えいただきたいと存じ

ます。 

○○○○議長議長議長議長    

 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

 今ほどの中村議員にお答えをいたします。 

過去に例のないような大寒波の影響により２月

８日から宇和町を中心に大規模な断水が発生した

ため、自宅で入浴のできない市民の救済及び配水

池の水量回復を目的として、11日より西予市民を

対象として、市内温浴施設を無料開放といたしま

した。当初は市内４つの温浴施設全体で１日約

900人と通常の２、３倍の利用がありました。関

係者での断水対策が進み、断水地区が減少してい

くとともに、徐々に利用者数は減少いたしました
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が、温浴施設の利用が節水につながることを呼び

かけ、16日まで無料開放を継続いたしました。 

このことにより、施設利用者数の増加から見ま

しても、市民の救済及び配水池の水量回復におい

て一定の効果があったと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 節水効果による水源の回復以外にも断水地区の

方々への入浴の救済措置という目的もあったとい

うふうに今酒井部長から答弁ございました。 

残念ながら野村地区カロト温泉でしたかね。少

しトラブルがあって、午後からお湯が沸かずに入

浴客お断りするようなことがあったやに聞いてお

りました。その折に断水地区の方々がカロトに行

っていて、お風呂に入れなかったと。そういった

ような苦情の声も若干お聞きした。それは、断水

地区の救済という目的からは少し残念な結果にな

ったのかなというふうに思います。 

温浴施設の無料開放につきましては、私も再生

会議の委員でございましたので、その効果がいつ

までどのぐらいあるのだろうということは少し興

味を持って聞いておりまして、あれを契機に、ま

だ少し上向きなことがあるという効果について

は、非常によかったのかなというふうに考えると

ころでございます。 

もし、そんなに数年に１度もあるかないかとい

うような低温被害でございましたけれども、もし

次回にあるとすれば、温浴施設の無料開放につい

ても、スムーズな運営ができればいいなと、その

ように念願しているところでございます。 

以上で消防力強化についての質問は終わりま

す。 

３番目に、将来に向けた消防の広域化について

お尋ねをいたします。 

平成18年に総務省消防庁より市町村の消防の広

域化に関する基本指針が示されました。 

これは、行財政上のスケールメリットを実現す

ることにより、①災害発生時における初動体制の

強化、②統一的な指揮のもとでの効果的な部隊運

用、③本部機能統合等の効率化による現場活動要

員の増強、④救急業務や予防業務の高度化及び専

門化、⑤財政規模の拡大に伴う高度な資機材の計

画的な整備、⑥消防署所の配置や管轄区域の適正

化による現場到着時間の短縮等、消防力の強化に

つながるとされています。 

消防組織法では、広域化に関して、国の援助及

び特別の配慮があると定められていますが、これ

は具体的にはどういうものか、お答えください。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 総務省消防庁では、消防の広域化の推進期限を

平成30年４月１日までといたしまして、人的支援

や財政支援を行っております。 

消防広域化推進アドバイザーの派遣などの人的

支援や広域化に伴い、必要となった消防庁舎など

の建設費用や車両整備などに対する財政支援など

がございます。 

財政支援の具体的内容は、非常に有利な緊急防

災減債事業債の活用が認められることでございま

す。この起債は、事業費の100％に充当すること

ができまして、70％の交付税措置があるため、実

際には、事業費の30％の負担で事業ができ、大規

模な消防庁舎の建設などが可能になるものとなっ

ております。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 緊急防災減債事業債については、少し私のほう

も資料を見たりして勉強させていただきました。

合併特例債よりも充当率で５％優位だと。そし

て、目的にかなうことであれば規模も大きく使え

るということで、非常に注目してあるところでご

ざいます。 

今消防長の説明で平成30年４月１日までの措置

というふうにお聞きしましたが、これは延長され

ていって、まだこの先もまだ使えるというふうに

聞いておりますけれども、期限についてはどのよ

うになっていますでしょうか。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 期限でございますが、ことしの２月23日に野田

総務大臣が閣議後の記者会見において、推進期限

の延長について言及をされております。 
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平成18年以降、広域化が実現したのは、50の地

域でありまして、まだまだ小規模消防が残ってい

る現状があるため、平成36年４月１日まで推進期

限を伸ばす必要があると述べられていることか

ら、これは延長される見込みは高いと判断はいた

しております。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 あくまでも見込みということでございますか

ら、それは決定した後にまた検討するに値するの

かなというふうに考えております。 

県の広域化の指針ということについては、現状

あまり進んでいないというふうに理解してよろし

いんでしょうかね。 

○○○○議長議長議長議長    

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 愛媛県は平成20年に広域化推進計画を定めまし

て、愛媛県１ブロックの広域化を推進してまいり

ました。そして、愛媛県の主導によりまして、県

内全ての消防本部が参加して、協議した結果、合

意には至らず、平成22年以降検討会の開催はござ

いません。その後、平成23年から24年にかけて南

予地区の５消防本部を１ブロックとした検討会を

開催いたしましたが、それも合意には至らず、そ

の後の検討会は開催されておりません。 

これ以降、自主的な消防の広域化を推進すると

いう国の基本指針の趣旨から、愛媛県といたしま

しては、主導的立場で広域化検討会を開催するこ

とはされておりません。 

○○○○議長議長議長議長    

中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 各地区、地域の自治体に判断を委ねるというよ

うな基本指針があるもので、やはり県のリードも

そこまで及ばないのかなというふうに思ったりい

たします。 

時間が少なくなってまいりましたので少し駆け

足で、八幡浜市と西宇和郡で構成されたいわゆる

八西消防と西予市消防の前身である東宇和消防は

かつて、平成14年に広域再編で合併協議をしたこ

とがあると。合意直前まで至ったのだけれども、

結局最終合意には至らなかったという経緯がある

やに聞いております。 

この件については、三好前市長は広域化に前向

きであったというようなことをお聞きしているの

ですけれども、現管家市長のお考えをお尋ねいた

します。 

○○○○議長議長議長議長    

 管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

 中村議員の質問にお答えします。 

平成14年当時、合併協議会におきまして、市の

合併にあわせて八幡浜消防と西予市消防の広域化

を検討したということは先ほどの質問で答弁をさ

せていただいたとおりでございます。 

県内の広域化が進まない現状を鑑みて、三瓶町

の常備消防体制を検討する上で、この八幡浜消防

と西予消防の広域化は選択肢として挙げられてい

ますが、具体的な検討をするまでには至ってない

というふうに伺っております。 

三好前市長が広域化に前向きであったが、管家

市長はどうかというご質問についてお答えします

が、三好前市長は、消防本部機能を愛媛県に１ブ

ロックでの広域化をして、各地区に消防署の体制

は置くということをまず第一に推進をされており

ました。 

しかし、広域化の残念ながらそういうことが、

全県下の全ての合意が得られなかった。しかし、

広域化のメリットを生み出すためには、ある程度

地形上の合理性が必要であるということで、八幡

浜消防、そして大洲消防、そして西予消防の広域

化について力を注いでこられました。 

私もこれからの消防はやはり安定した財源の中

で、いろんな高度な施設や専門的な職員をもって

任務を遂行すべきであると思っております。 

さらには、地域に根差した柔軟な消防でなけれ

ばならないという考えも持っております。 

そして何よりも、人口減少を鑑みると消防の広

域化というものは避けては通れない問題でもある

なというふうに思っております。 

このことは、先ほどからの三瓶町の常備消防体

制の話とは別にしまして、市民のための広域化に

ついて、検討していく必要性というものを十分に

考えているところでございます。 

私も一生懸命今勉強をしております。 

議員各位のご指導、ご協力をお願いいたしまし
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て、そのような方向になるよう努力したいと思い

ますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村一雅君。 

○５○５○５○５番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君番中村一雅君    

 広域化についても、前向きに進めていくのがい

いのだろうというふうに私も考えてございます。 

その際には消防指令センターというか本部とい

うものは、災害に強い、コントロール機能がなく

ちゃいけないという観点で見ますと、やはり宇和

盆地の高台に津波の影響を受けないところで、あ

るいは火災に強い建物でということは非常に望ま

しいと勝手に思ったりいたします。身びいきな部

分があるかもしれんので八幡浜市民の方には余り

愉快でない話になるかもしれんのですけど。 

時間が残り３分となりました。 

三好市長が前向きであったっていうような話

は、ご本人に直接お伺いしたわけではございませ

んので、風聞でお聞きしたという程度でご了解い

ただいとったらと思います。 

いずれにしましても、大災害はいつ起こるかわ

からない。先日の断水被害ですらあのような状況

であったということを思うときに、やはり、災害

に強い強靱な消防力を西予市が１日も早く手にし

なくちゃいけないのだなということを私の希望と

して、一般質問を終わらせていただきます。 

  （傍聴席から拍手あり） 

○○○○議長議長議長議長    

 以上をもって、本日の日程は、全て終了をいた

しました。 

あす３月６日は午前９時より会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後１時59分



 

 

 

 

第 ３ 日 

 

３月６日（火曜日） 
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      議  事  日  程 

 １ 一般質問 

２ 議案第 ６号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例制

定について 

   議案第 ７号 西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市行政手続における特

定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９号 西予市職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第１０号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１１号 西予市営プール条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２号 西予市立幼稚園における保

育料等徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１３号 西予市ひとり親家庭医療費

助成条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１５号 西予市重度心身障害者医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１６号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１７号 西予市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１８号 西予市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１９号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第２０号 西予市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第２１号 西予市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第２２号 西予市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市包括的支援事業の実

施に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２４号 西予市宝泉坊ロッジの設置

及び管理に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２５号 西予市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第２６号 西予市消防本部及び消防署

の設置等に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２７号 西予市消防本部職員の特殊

勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例制定につ
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いて 

   議案第２８号 西予市野村町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第２９号 西予市城川町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

議案第３０号 西予市東部衛生センター施

設等整備基金条例を廃止す

る条例制定について 

   議案第３１号 西予市新市立病院建設基金

条例を廃止する条例制定に

ついて 

 ３ 議案第３２号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第３３号 西予市游の里デイサービス

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第３４号 西予市游の里健康センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３５号 西予市游の里ふれあい広場

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３６号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

 ４ 議案第３７号 市道路線の変更について 

   議案第３８号 市道路線の廃止について 

５ 議案第４９号 平成３０年度西予市一般会

計予算 

６ 議案第５０号 平成３０年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第５１号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５２号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第５３号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第５４号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第５５号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第５６号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第５７号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第５８号 平成３０年度西予市水道事

業会計予算 

   議案第５９号 平成３０年度西予市病院事

業会計予算 

議案第６０号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

 ７ 陳情第 １号 住宅宿泊事業法の条例化に

ついての陳情 

   陳情第 ２号 渓筋田之筋線全線改良の早

期実現を求める陳情 
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本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

２ 議案第 ６号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例制

定について 

   議案第 ７号 西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市行政手続における特

定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９号 西予市職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第１０号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１１号 西予市営プール条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２号 西予市立幼稚園における保

育料等徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１３号 西予市ひとり親家庭医療費

助成条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１５号 西予市重度心身障害者医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１６号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１７号 西予市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１８号 西予市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１９号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第２０号 西予市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第２１号 西予市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第２２号 西予市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市包括的支援事業の実

施に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２４号 西予市宝泉坊ロッジの設置

及び管理に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２５号 西予市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第２６号 西予市消防本部及び消防署

の設置等に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２７号 西予市消防本部職員の特殊

勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例制定につ
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いて 

   議案第２８号 西予市野村町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第２９号 西予市城川町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

議案第３０号 西予市東部衛生センター施

設等整備基金条例を廃止す

る条例制定について 

   議案第３１号 西予市新市立病院建設基金

条例を廃止する条例制定に

ついて 

 ３ 議案第３２号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第３３号 西予市游の里デイサービス

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第３４号 西予市游の里健康センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３５号 西予市游の里ふれあい広場

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３６号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

 ４ 議案第３７号 市道路線の変更について 

   議案第３８号 市道路線の廃止について 

５ 議案第４９号 平成３０年度西予市一般会

計予算 

６ 議案第５０号 平成３０年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第５１号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５２号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第５３号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第５４号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第５５号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第５６号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第５７号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第５８号 平成３０年度西予市水道事

業会計予算 

   議案第５９号 平成３０年度西予市病院事

業会計予算 

議案第６０号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

 ７ 陳情第 １号 住宅宿泊事業法の条例化に

ついての陳情 

   陳情第 ２号 渓筋田之筋線全線改良の早

期実現を求める陳情 
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  開議 午前９時00分 

○○○○議長議長議長議長    

 おはようございます。 

ただいまの出席議員は20名であります。これよ

り本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

 西川消防長。 

○○○○西川消防長西川消防長西川消防長西川消防長    

 改めましておはようございます。 

昨日、二宮一朗議員からの一般質問におきまし

て、私が答弁させていただきましたドクターヘリ

の運航に係る西予市消防本部管内の要請件数及び

出動件数並びに事故発生地区の野村町の件数に誤

りがございますので、おわびして訂正をさせてい

ただきます。 

ドクターヘリの要請件数につきましては、23件

と申し上げましたけれども、25件に、出動件数に

つきましては、16件と申し上げましたけれども、

17件に、事故発生地区の野村町の件数につきまし

ては、12件と申し上げましたけれども、14件の誤

りでございます。 

このたびの訂正につきまして深くおわびを申し

上げます。まことに申しわけございませんでし

た。 

  （日程１） 

○○○○議長議長議長議長    

 日程第１、一般質問を行います。 

質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

それでは、通告順に発言を許可いたします。 

まず、８番山本英明君。 

山本英明君。 

○８○８○８○８番山本英明君番山本英明君番山本英明君番山本英明君    

 改めましておはようございます。 

議席番号８番山本英明です。議長より発言の許

可をいただきましたので、通告書、会議規則、申

し合わせ事項に従いまして、一般質問をさせてい

ただきます。 

質問は分割で、以下の４点について行います。 

１点目、四国西予ジオパークの再認定と今後の

展望について。 

２点目、西予市職員の適正な人事配置、適材適

所配置について。 

３点目、愛媛県が導入している森林環境税及

び、国が導入する予定でいる、仮称でありますが

森林環境譲与税創設への対応について。 

４点目、２月の気温低下による水道の断水につ

いてです。 

それでは最初に、四国西予ジオパークの再認定

について、そして今後の展望についてお尋ねをい

たします。 

昨年の11月に日本ジオパーク委員会から専門家

が西予市に派遣されて、四国西予ジオパークの再

認定に向けた審査が進められ、12月22日に見事に

再認定というすばらしい結果が発表になりまし

た。 

議会初日の市長の所信表明にも７つの基本指針

の３つ目として大きく位置づけられていました

し、昨日の二宮議員の質問にもありましたので、

答弁が重複する部分もあるかもしれませんが、四

国西予ジオパーク再認定に至った経緯、四国西予

ジオパークの今後の展開、基本的な構想はどのよ

うになっているのかをお尋ねいたします。 

次に、西予市の東の端に位置する城川町ではあ

りますが、地球科学上で重要視されている黒瀬川

構造帯の研究の発祥地でもあります。四国西予ジ

オパークの再認定後に合わせて、西予市合併前

に、城川町窪野に建設されていた地質館をリニュ

ーアルして、仮称ですが、ジオミュージアムとい

うことで国道沿いの城川町下相に移転建築をする

ことは、西予市ジオパークの拠点施設になるため

にも大切ではないかと考えています。 

移転をして建築されることの意義と狙いはどの

ようにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

３点目です。西予市ジオパークの拠点施設にな

ると思われます地質館の移転建築に関して、常設

の展示物や季節ごとの臨機応変な展示内容、ま

た、イベント等の開催も視野に入れた、建築への

推進計画が立っているんではなかろうかと思いま

すけども、現在のところで構いませんので、具体

的にどのようになっているかをお伺いいたしま

す。 

以上、３点よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

 おはようございます。 
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ただいま山本議員のご質問について答えさせて

いただきたいと思いますが、山本議員にはジオパ

ークの推進につきましてご理解、ご協力を賜って

おりますことを、まず感謝申し上げさせていただ

きたいと思います。 

再認定の大きな要因ということから話させてい

ただきたいと思いますが、市民団体の活動や学校

教育、推進協議会の体制の強化、さらに認定ブラ

ンド、ジオミュージックなどの先進的な取り組み

や手上げ型地域づくり交付金を活用した住民みず

からのジオパーク活動などが、この４年間の実績

として評価をいただいた。そのように感じている

とこでございます。 

しかし、再認定はされたものの、日本ジオパー

ク委員会からは多くの今後の指摘事項も受けてお

るのも事実でございます。 

今後、ジオパーク推進協議会や市民の皆様とジ

オのストーリー性とか、ジオの方向性というもの

を情報を共有を図りながら、着実に課題を解決し

ていきたいと考えているところでございます。 

拠点施設の基本構想のご質問でございますけれ

ども、平成29年10月に四国西予ジオミュージアム

基本計画を策定をしておりまして、ジオミュージ

アムの建設へ向けた方向性を定めております。 

実は平成25年９月に、最初に四国西予ジオパー

クを認定いただいた際に、現在の城川地質館はジ

オパークの学習拠点と位置づけて、それなりの意

義を発揮した施設でございましたけれども、ジオ

パークの理念や四国西予ジオパーク全体理解への

学習に対する対応ができていない。そして、認定

時に委員会のほうから改善の指摘を受けている施

設でありますとともに、施設の老朽化や立地条

件、建物のバリアフリーの対応などを解消した施

設に移転、リニューアルしたいという計画を立て

ております。 

拠点施設の基本理念といたしましては、これま

での城川地質館の基本機能の考え方の収集保存、

そして教育普及、展示、構成から新たに、体験と

集いの要素を追加して、施設の充実を図っていく

計画でございます。 

また、地質館を城川町下相に移転、建設する意

義というご質問も受けたわけでございますが、ジ

オパークは昨年度、ユネスコの正式プログラムと

なりまして、特に、各ジオパークの地球科学上の

学術的な価値を保全、復旧することが今までにも

増して求められているようになっております。そ

うした中で議員も言っていただきましたけれど

も、本市ゆかりの黒瀬川構造帯は日本列島の誕生

にも関係すると考えられ、研究発祥の地でもある

ことにより、建設予定地の城川町が四国西予ジオ

パークとの関係性を多くの方に理解していただく

重要な位置と考えられております。 

一方、城川支所横に建設されておりました総合

センターしろかわは、昭和47年に整備され、市民

そして職員、いろんな方が市内各地から講演会や

各種会議等で幅広く利用することが可能な多目的

ホール機能を有する施設として、長らく活用され

てきましたけれども、施設の老朽化が進んでお

り、さらに、建築後43年という年月を経過してい

ることから建物の長寿化が図れない状況にありま

した。 

そこで、基本計画では、両施設が抱える諸問題

を解決するために、城川地質館の施設移転による

リニューアルとあわせて、老朽化する総合センタ

ーしろかわの多目的ホール機能を含めた総合施設

として整備することを目的として計画したもので

あります。 

また、整備予定地は、かまぼこ板の絵で中心的

な存在となっておりますギャラリーしろかわや道

の駅きなはい屋などの近隣施設やジオサイトを含

め、宝泉坊ロッジへの宿泊と国道197号線沿いで

あるという地理的条件を合わせたジオツアーの展

開も期待をできるため、四国西予ジオパーク学習

交流拠点施設の設置場所を城川支所付近とするこ

とで大きなメリットがあると、そのように考えて

いるところでございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 おはようございます。 

それでは、山本議員３点目のジオパーク拠点施

設の展示内容等の予定や推進計画作業の進展はと

のご質問にご答弁申し上げます。 

まず、展示内容につきましては、10名の専門の

委員によりまして、四国西予ジオミュージアム、

仮称でありますけれども、これの展示内容検討委

員会を設置をしまして、協議をいただいておりま

すけれども、現在の案としましては、ジオパーク
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について学ぶホールや市民がジオガイドと語り合

えるジオカフェスペース、そして、お勧めコース

情報や周辺のジオパークや観光情報を提供する多

目的ホールなどを整備する予定でございます。ま

た、メインの展示施設としまして、コンピュータ

ー上に人工的な環境をつくり出し、あたかもそこ

にいるかのような感覚を体験するコーナーや現実

の風景に情報を重ね合わせて表示する技術などの

シアター等を取り入れまして、来る人を飽きさせ

ない展示を効果的に用いたいと検討しているとこ

ろでございます。そこでは地球とか、日本、四

国、そして西予の成り立ちや地質、地形、自然、

生態系、文化など西予の多様性の情報を楽しく知

ることができ、学べるスペースを構成したいとい

うふうに考えております。 

また、屋内の限られたスペースの展示を補うた

めに、ジオミュージアム周辺の駐車場を実験体験

スペースいうふうにしまして、屋外空間を活用し

たイベント等を開催したいというふうに考えてい

るとこでございます。 

次に、建設における推進計画作業の進展につい

てでございますけれども、今年度は基本設計を行

っており、３月末の完了予定というふうになって

おります。また、30年度におきましては、実施設

計と工事に着手をいたします。そして、平成32年

２月末で全ての工事を終了させまして、平成32年

４月に開館できるよう進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 山本英明君。 

○８○８○８○８番山本英明君番山本英明君番山本英明君番山本英明君    

 再質問をさせていただきます。 

ただいまのご答弁で、展示内容検討委員会を設

置しているというふうな回答がございました。

10名のメンバーであるというふうなことでしたけ

ども、その検討委員会の人員構成にはもちろん西

予市の方も入っておられるのではなかろうかなと

思うんですけども具体的には人員構成はどのよう

になっておりますでしょうか。もう少し具体的に

詳しく教えてほしいと思います。 

もう一つですが、近年の建物、建築物は西予市

産の木材等を使用しての木造建築あるいは環境に

優しいＣＬＴ工法での建築が多いんではないかと

思います。今度宇和町に建設される予定の図書館

も木造建築だとお伺いはしているんですけども。 

仮称ではあります、このジオミュージアムとし

て位置づけられる地質館は、先ほど出ました展示

内容検討委員会の方々の話し合いいかんにもよる

と思うんですけども、展示物等で大きなものとか

重いものが展示される場合があるのではないかと

思うのですけども、そこで今回建築される地質

館、ミュージアムでしょうか、の建築工法とその

規模はどのようになっておりますでしょうかお伺

いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 まず、再質問１点目の展示内容検討委員会の構

成でありますけども、これにつきましては、西予

市と連携協定を結んでおります愛媛大学を初め、

県内の大学やそして南予水産研究センターの先生

方、そして愛媛県歴史文化博物館の学芸員など、

地質や古生物、昆虫や植物あるいは海洋生物、食

文化や歴史、民族、ジオパークの専門分野の方と

西予市からは城川支所長を加えまして計10名によ

りまして、展示内容の検討をいただいておるとこ

でございます。 

この委員会では、ジオミュージアムの４つの基

本コンセプトがございます。 

まず１つ目、ジオの多様性、２つ目、理念の啓

発と情報発信、３つ目、周辺施設との一体機能、

４つ目、将来にわたって持続可能な施設につい

て。このようなことにつきまして、展示空間にど

のように表現できるのかというふうなことを協議

をいただいているところでございます。 

次に、工法と規模についてのご質問いただきま

した。 

これにつきましては、市民の代表者そして専門

家で構成をします建設検討委員会を組織をしまし

て、基本的な事項を盛り込んだ四国西予ジオミュ

ージアム基本計画を定めさせていただいておりま

すけれども、それを基本にしまして、工法につき

ましては建設時、そして展示のリニューアルのと

きのレイアウトの変更に対しまして、柔軟な対応

ができること。そして改修費につきまして、コス

トを抑えられ、展示のための長いスパンのとれる

鉄骨造り平屋建て構造を採用する計画でございま
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す。 

また、内装につきましては、できるだけ地元の

産材を活用するということで、ぬくもりのある空

間を創出をしたいということで考えております。 

また、規模につきましては、展示スペースにつ

きましては約300平方メートル、多目的ホールが

同じく約300平方メートル、そしてエントランス

ホールや事務所、そしてバックヤード等の共通部

分、これが同じく約300平方メートル、合わせま

して900平方メートルの延べ床面積を予定をして

るとこでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 山本英明君。 

○８○８○８○８番山本英明君番山本英明君番山本英明君番山本英明君    

 ありがとうございます。 

城川町の私住民でありますけども、城川町の住

民にとりましても、西予市の担い棒として位置づ

けていただいておりますジオパークの構想がます

ます進展するとともに、その拠点施設がミュージ

アム、仮称ですけども、として、ギャラリーしろ

かわや道の駅きなはい屋の近くの城川町下相に建

設していただけるということは、下相付近の総合

的な開発も含めて大いに一住民として期待するも

のでもありますし、本当に大きな喜びでもありま

す。 

私も命のある限りこの新しい施設を応援してい

きたいと思っておりますので、今後の展示内容の

吟味、それから施設の充実を初めとして、黒瀬川

造山帯の研究の発祥地としての城川町、念頭に置

いていただいて、名実ともに城川を四国西予ジオ

パークの拠点施設、拠点地域となりますようなす

ばらしい内容の地質館の建設を心から望んでおり

ます。 

次に、二つ目の質問に移ります。 

西予市職員の適材適所の人事配置についてお尋

ねをします。 

現在西予市では、幅広い見地から職員を採用さ

れておると思います。間もなく人事異動の時期で

はなかろうかと思いますけども、現在のところ西

予市の適正な人事配置を行うための人事異動の基

本的な考え方はどのようになっておられるでしょ

うかお伺いをします。 

２番目ですけども、西予市職員の採用について

ですけども幅広く優秀な人材を確保するというこ

とは、重大なことだと思うんですけども。そのた

めに採用試験の年齢の幅を上げたり、社会人枠を

設置したり、広げていくようなお考えはあるので

しょうか。あるいはすでに実施をしておられるの

でしょうかお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 河野副市長。 

○○○○河野副市長河野副市長河野副市長河野副市長    

 山本議員のご質問の西予市職員配置の適材適所

についてご答弁をさせていただきます。 

まず、市職員の適正な配置をするための人事異

動の基本的な考え方でございますけれども、人事

異動におきましては職員からの自己申告書、各所

属部課長とのヒアリング等を参考に次年度の組織

機構及び各所属が抱える重要事業、また個々の職

員の業務能力等を踏まえながら人事配置を検討を

することとしております。配置に当たりましては

近年は地方創生を初めとした重要施策が多数展開

されておりますので、特に施策の実現に向けた人

材配置が重要とそのように考えております。 

次に、西予市職員採用の年齢制限を上げたり、

社会人枠等を設けて広く人材を確保したりする考

えはあるかというお尋ねでございますが、近年

は、民間企業の採用が好調なことのほか、少子化

の影響を受け、人材の確保に各自治体とも苦慮を

している状況でございます。 

採用試験等の中心となる一般行政事務職上級試

験においては、平成27年度には応募者が30人程度

まで減少し、大変心配をしておりましたけれど

も、その後、募集要件を緩和するなどの対策を講

じた結果、28年度は募集人員10人に対して49人の

応募がございました。29年度には募集人員３人に

対して45人と応募者をある程度確保できるように

なってきております。 

また、特に確保が難しい技術職、土木建築等で

ございますが、ここにおきましても29年度は大卒

者を対象とした技術職上級試験に加えて、新たに

高等専門学校及び専門学校の卒業者を対象とした

技術職中級試験を導入するなど、募集対策を行っ

たところでございます。 

なお、年齢制限におきましては、職員確保に苦

慮している医療職の分野、特に看護師でございま

すけれども、既に引き上げを行っておりますし、
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社会人枠の採用試験につきましても即戦力の人材

確保に有効と考えておりまして、前三好市長時代

から導入をしているところでございますけれど

も、雇用実績としましては、30年度採用内定者１

名を含め２名の雇用となっております。 

今後も優秀な人材の確保に向けて努力してまい

ります。 

以上、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 山本英明君。 

○８○８○８○８番山本英明君番山本英明君番山本英明君番山本英明君    

 何点か再質問させていただいたらと思います。 

今ほどお答えいただきました幅広い人材の観点

からも人材確保の観点からも、西予市内、西予市

外から広く職員が採用されているんではなかろう

かと思うんですけども、西予市外から採用されて

おられる職員は何人ぐらいおられますでしょう

か。 

また、西予市外から採用された場合は、西予市

外からの通勤なんでしょうか、それとも西予市に

在住して西予市に住民税を払って通勤してもらっ

ておられるのでしょうかお伺いします。 

また、西予市職員に採用された職員の中で、自

分の能力をほかの職種でさらに発揮したいとか、

自分の可能性をもっと広げたいとかいうことで退

職されたり、離職されたりした職員は、過去５年

ぐらいで何人くらいいらっしゃるのかお伺いした

らと思うんですがお願いします。 

○○○○議長議長議長議長    

 河野副市長。 

○○○○河野副市長河野副市長河野副市長河野副市長    

 人材を集めるために市外から幅広く募集をする

必要で、市外からの採用者は何人くらいおるのか

というようなご質問がございましたけれども、当

市の一般行政職の事務職上級の採用試験におきま

しては、平成24年から27年度までは、西予市出身

者または保護者が西予市在住のものであるという

地域要件をつけておりましたけれども、その間は

市外採用者はおりません。この要件による受験者

の大幅な減少、また就職機会の平等性及びよりよ

い人材を幅広く募集する観点から、平成28年度か

ら地域要件を撤廃して市外から幅広く募集を行っ

ております。 

したがいまして、市外からの募集を再開した平

成28年度からの採用試験の実績でお答えします

と、28年度は全応募者49人のうち、市外からの応

募者が12人ございまして、全採用者12人のうち、

市外からの採用者が３人ございました。平成29年

度は全応募者45人のうち、市外からの応募者が

13人ございましたけれども、そのうち３人採用

し、市外からの採用者はゼロ人となっておりま

す。 

なお、その採用者につきましては、試験の募集

要項、それからその内定者の請書等で市内に在住

ができるもの。そして内定契約の中で、市内に住

むことという確約をいただきながら採用をしてい

る状況でございます。 

それからもう１点の採用はしたけれども、途中

普通退職をされる人がどのくらいかということで

ございますけれども、これは医師を除く全体にな

りますけれども、24年度には６人、25年度が

15人、26年度が14人、27年度が11人、28年度が

11人、普通退職がございます。 

以上、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 山本英明君。 

○８○８○８○８番山本英明君番山本英明君番山本英明君番山本英明君    

 合併して西予市になって職員の方々のお仕事と

いうのは非常に質も量も煩雑になって大変である

というふうに思います。 

多忙さをきわめている状況だと思いますし、ま

たいい仕事がほかに見つかってやめられた方もた

くさんおられるというふうなことをお伺いしまし

た。 

また職員によっては、仕事の好き嫌いとか、向

き不向きもあると思いますけど、800人を超えて

いる職員の全てを把握するのは難しいとは思うん

ですけども、できるだけ全職員の能力や適性を十

分に把握していただいて、スピードスケートの小

平奈緒さんが言われた、百花繚乱ではありません

が、職員の方々の個性が十分に発揮されて、西予

市の職員組織が十二分に機能して、職員がますま

すやる気を出して仕事に職務に邁進していただく

ような適材適所の人事配置を望んでいます。 

それでは次の質問に移らせていただきます。 

次ですけども、愛媛県が平成17年度から導入し

ている森林環境税と、国が今度導入を予定されて

おります、仮称ですが、森林環境譲与税創設への
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対応についてお尋ねをいたします。 

平成17年度から愛媛県で採用されている森林環

境税ですけども、これは、１期５年区切りで、現

在３期目に入っているのではなかろうかというふ

うに思っております。その森林環境税を西予市で

は、主にどのような使途で有効活用しておられま

すでしょうかお伺いをします。 

次に、先日、林野庁で研修する機会に恵まれま

した。課長補佐の説明を聞いて、森林環境譲与

税、仮称ですけども、勉強させていただきまし

た。その有意義な研修の中で、平成31年度から国

が導入することが予定されております森林環境譲

与税に対して、現段階ですけども西予市ではどの

くらいの金額が入るというふうに試算をされてお

られるでしょうか。 

また、今の段階でこの環境譲与税をどのように

活用していく構想なのかをお尋ねしたいと思いま

す。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 改めましておはようございます。 

山本議員からご質問のありました愛媛県の森林

環境税により、西予市では主にどのような使途で

有効活用しているかということにつきまして、ま

ず答弁をいたします。 

愛媛県の森林環境税ですが、県民参加による森

林環境の保全と森林の共生する文化の創造を目指

して、平成17年度に創設され愛媛の森林づくりに

役立てております。 

この森林環境税は、県民税均等割に上乗せ課税

方式をとっておりまして、個人にあっては年額

700円、法人にあっては均等割課税標準税率の

７％相当が納税額となり、目的を明確にするため

基金に積み立てて管理されております。 

森林環境税を活用した事業は大きく分けて二つ

ありまして、愛媛県が森林環境税の目的を達成す

るため、使途を定めて、県内各地で実施する県指

定事業、県及び市町が企画立案して実施する活動

を支援する公募事業があります。 

当市では、この公募事業に平成23年度から木を

使う事業として、木質ペレット及びペレットスト

ーブ購入の一部補助する、木質ペレット生産利活

用促進事業を応募しまして、採択をされていると

ころでございます。これにつきましては平成24年

度からの５年間では、年平均350万円の補助を行

っているところでございます。 

また県民公募活動では、平成28年度には西予市

内で１件、市民の方が応募されまして、宇和町内

の小学校で原木しいたけの栽培の体験学習にも活

用されているところでございます。 

このほか県指定事業で市に関連している事業と

いたしましては、フォレストマイスター養成支援

事業、有害鳥獣総合捕獲事業、主伐推進緊急再造

林対策事業、公共施設木材利用推進事業、木質バ

イオマス利用促進事業など、愛媛の森をつくる、

また木を使う、森とくらす事業の財源の一部に使

われているところでございます。 

続きまして、森林環境譲与税、仮称でございま

すが、これの譲与開始に向けた当市における交付

見込み額の試算及び活用の構想はどのようなもの

かというご質問について答弁をいたします。 

昨年末12月22日に閣議決定されました平成30年

度税制改正大綱におきまして、次期通常国会にお

ける、現国会ですが、森林関係法令の見直しを踏

まえ、平成31年度の税制改正において、森林環境

税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）を創設す

ることとされているところでございます。 

したがいまして、現段階では根拠となる関連法

令が成立しておりませんので、現時点の情報の中

で想定した答弁とさしていただきます。 

現在の案といたしましては、森林環境税は平成

36年度から課税されるもので国税として都市、地

方通じて、国民一人一人がひとしく負担を分かち

合って国民みんなで、温室効果ガスの吸収財源、

吸収源として重要な役割を担う森林を支える仕組

みづくりの財源として徴収されるものとされてい

ます。その全額を地方の固有財源として市町及び

都道府県に対して、森林環境譲与税として譲与さ

れるものであります。 

しかしながら、森林現場における諸問題は早期

に対応する必要があることから、当譲与税は国が

借入を行いまして、時期を前倒しして、平成31年

度から市町及び都道府県に譲与されることとなっ

ております。 

その森林環境譲与税の使途といたしまして、現

在案として検討されておりますのが、新たな森林

管理システムの構築であります。具体的には林業
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の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図

るための森林所有者の責務の明確化、新たな森林

管理の仕組みづくり、所有者不明森林に係る措置

などであります。当市といたしましても国の動向

を注視し、市内の関係団体や県とも連携を密にし

まして、西予市にあった森林管理の仕組みづくり

を早期に図っていく必要があると強く感じている

ところでございます。 

現時点で検討されております基準に基づく西予

市への譲与額試算では、初年度の平成31年度が約

3000万円で段階的に増額となりまして、満額支給

となる平成45年度以降は約1億円となる見込みで

あります。 

以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 山本英明君。 

○８○８○８○８番山本英明君番山本英明君番山本英明君番山本英明君    

 西予市では現在のところ、およそ75％弱が森林

であるというふうに聞いています。その中でも伐

期を迎えている山林が多いというふうな話を聞い

ています。西予市の財産といいますか、私は個人

的に優秀な人材と森林ではなかろうかなというふ

うに思っています。今は山林の値打ちが低迷して

おりますけども、低迷している今だからこそ私個

人的には山林に注目をするべきではないかなとい

うふうに思っているところです。 

西予市の財産である森林資源を守り育てていく

ために、これからの山林の適正な管理を行ってい

ただいて、地域産業を活性化させるためにも、新

たな森林管理の仕組みをつくっていくことは西予

市にとって不可欠と考えています。同時に森林内

の作業道整備や林道の整備、除伐、間伐、主伐を

取り入れた森林整備育成事業の実施及び、担い手

や事業体の育成をすることなどによって地域経済

の発展につながるように、今後とも積極的に取り

組んでいただきたいというふうに考えています。 

また、平成36年度を見据えての長期的な視野を

持って、我が国が導入予定の森林環境税が完全実

施となるまで、完全実施となってからもですけど

も、計画的な森林育成の取り組みをしていただい

たらというふうに思っております。 

最後の質問に移りたいと思います。 

先月の市内の異常な気温低下による上水道、簡

易水道、給水設備等の断水についてお尋ねをいた

します。 

先月の西予市内の異常なまでの気温低下による

宇和町を中心とした上水道の断水は、新聞やテレ

ビでも取り上げられましたし、大きなニュースに

もなりました。 

本当に大変なご苦労だったと思いますけども、

ニュースにはなっていない小規模な簡易水道や給

水施設等の断水の状況も少しは把握しておられま

すかお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 三好公営企業部長。 

○○○○三好公営企業部長三好公営企業部長三好公営企業部長三好公営企業部長    

 改めましておはようございます。 

今ほど山本議員から２月の寒波に伴います水道

管の凍結破裂による断水の状況についてお尋ねが

ございました。 

先般の大寒波によります水道管の凍結、給水器

具の破損等によりまして、市内広域で断水となり

市民の皆様には長期間にわたり大変なご不便、ご

迷惑をおかけしましたこと、まずもって深くおわ

びを申し上げます。 

また議員の皆様には、断水危機対策本部設置当

初から本部に足を運んでいただきまして、助言や

激励を賜り、また、本定例会におきましても、私

たち職員等に対するねぎらいの言葉をいただき、

ありがたく、恐縮しているところでございます。 

今回の断水解消にはですね、消防団によります

断水調査を初め、区長会等各関係団体や西予市環

境設備協同組合、また、修理指定業者等多くの市

民の皆様方のご協力をいただきました。ご協力い

ただきました皆様方に衷心より深くお礼を申し上

げます。 

さて、当市では、配水量の異常を察知後すぐに

断水危機対策本部を設置をいたしまして、早期解

決に向け職員一丸となって対応をいたしました。

また、報道機関等に対しまして、随時プレスリリ

ースを行いまして、情報の提供を行ったところで

ございます。 

山本議員からこのニュースに取り上げられてい

ない簡易水道や小規模な水道施設の状況も把握し

てるのかとのご質問でございますけれども、今回

の寒波による急激な冷え込みは、市内全域での気

象状況でありまして、水道管の凍結、給水器具の

破損も議員お住まいの城川町初め、市内５町全て
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で発生をいたしております。この現状や対応等に

つきましては、各支所の水道担当者から情報が寄

せられておりまして、野村町では、上水道区域の

一部、坂石地区や中筋、外場簡易水道、奈良野県

条例水道など、宇和町におきましても真土西、西

山田簡易水道などにおきまして断水あるいは時間

断水の対応がなされております。また、城川町を

初め、市内に点在をいたします小規模な水道施設

でもさまざまな対応がなされたと伺っているとこ

ろでございます。 

このような状況の中、維持管理をお願いしてお

ります地元の水道組合等からは、水道担当者職員

の現地への要請もございました。しかしながら、

特に宇和地区におきましては、広域断水対策が精

いっぱいでありましたので、地元組合での復旧作

業をお願いし、大変ご迷惑をおかけしたところで

あります。 

この間、市内各地それぞれの地域の皆様で大切

な水道インフラを守っていただきましたことに対

し感謝を申し上げたいと思います。 

ご承知のとおり、当市では上水道のほか、簡易

水道や小規模水道施設を多く抱えておりますの

で、行政だけで全てを対応することは困難でござ

います。 

今回の災害対応を検証いたしまして、凍結破損

による漏水を未然に防ぐための保温対策の呼びか

け強化や家庭内で漏水した場合の止水の仕方等を

広く広報してまいりまして、安全な水道水を安定

的に供給できるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。 

議員の皆様におかれましてもご理解とご支援を

賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていた

だきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 山本英明君。 

○８○８○８○８番山本英明君番山本英明君番山本英明君番山本英明君    

 丁寧なご答弁ありがとうございました。 

今回の宇和町を中心とする上水道の断水に対し

ましては、本当に今言われましたように断水危機

対策本部を設置され、市長、副市長を初め、多く

の所管部の部長、課長、職員の皆様方本当に夜間

を問わず、昼夜を問わず、対策本部に詰められ

て、毎日の対応しておられました。１週間も家に

帰れなかった方もおられるというように聞いてい

ます。本当に驚きました。私たちも何回か対策本

部に行かせていただきましたけども、対策本部の

ぴりぴりした雰囲気を肌で感じまして、本当に事

の重大さを痛感をしたものでした。幸いにも、西

予市以外からも、大きなご支援があり、市内の消

防団、区長会、各事業者の方々、関係機関団体の

皆様方の迅速で適切な対処はもとより、職員の皆

さんの適切な言動での対応で、解決できたのでは

なかろうかなというふうに思っています。 

本当に厳しい寒さの中での文字どおり体を動か

しての断水箇所への対応と市職員の皆様方の結束

力、組織としての動き等のすばらしさに本当に敬

意と感謝を申し上げたいと思いました。 

私個人の感想としましては昨年の国体への対応

でも思いましたけども、改めて西予市の職員の

方々すばらしいなというふうに思いました。 

今のありがたいご説明にもありましたので安心

はいたしました。今回の上水道の断水、本当に大

変だったというふうに思っています。 

私たちのような給水施設、極小規模の給水施設

でも、やはりご多分に漏れず、水道管の凍結、破

裂、漏水、断水がありまして、完全な修復に５日

間を要しました。我々は、行政にもお願いするこ

ともなく、ひっそりと対応しながら毎日を生活し

ております。 

今、部長さんの回答で安心をしたんですけど

も、ニュースにはならないんですけども、我々の

ようなひっそりと頑張っている給水施設や簡易水

道の人間がいることも、記憶にとどめておいてい

ただくことをお願いしまして、私の一般質問を終

わります。 

○○○○議長議長議長議長    

 暫時休憩いたします。（休憩 午前９時51分） 

○○○○議長議長議長議長    

 再開いたします。（再開 午前10時05分） 

次に９番竹﨑幸仁君。 

 竹﨑幸仁君。 

○９○９○９○９番番番番竹﨑幸仁竹﨑幸仁竹﨑幸仁竹﨑幸仁君君君君    

 10時は過ぎておりますが、改めましておはよう

ございます。 

議席番号９番竹﨑幸仁です。 

議長より発言の許可を得ましたので、通告書、 

会議規則、申し合わせ事項に従って、分割質問に

より３点の質問を行います。 
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初めに、２月の大寒波への対応、本当にお疲れ

さまでございました。西予市は一つとの思いを新

たにいたしました。どうか西予市民のため、今後

ともよろしくお願いいたします。 

さて、2016年12月「部落差別の解消の推進に関

する法律」が公布、施行されました。この法律

は、現在もなお部落差別が存在すると明記し、国

は部落差別をなくす責務があり、地方公共団体に

はその努力義務があるとも書いています。 

1965年、同和対策審議会答申が出され、国民的

な課題と国の責務が明記されて以来、1969年、同

和対策事業特別措置法、その後、地対財特法と継

続されてきましたが、2002年終結となりました。

失効して14年目となる平成28年12月16日、政府は

国民との約束として、先述した法律を定めました

が、このことは大変意義深いものだと受けとめて

います。 

その第３条国及び地方公共団体の責務の２項

に、「地方公共団体は、前条の基本理念にのっと

り、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分

担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携

を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ず

るよう努めるものとする。」と記されています。 

そこで、初めに、西予市としての取り組みの基

本的な考え方について伺いたい。 

次いで、第５条教育及び啓発の２項に、「地方

公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、

その地域の実情に応じ、部落差別を解消するた

め、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものと

する。」と明記されていますが、この部落差別を

解消するための学校教育や社会教育等での取り組

みについて伺いたい。 

○○○○議長議長議長議長    

 管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

 ただいまご質問いただきました竹﨑議員の部落

差別の解消の推進に関する法律についてに地方公

共団体としての考え方、責務というご質問に対し

て、答弁をさしていただきたいと思います。 

部落差別の解消の推進に関する法律が、平成

28年12月に交付されまして、もう１年が過ぎよう

としております。この法律の第１条に「部落差別

の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実

現する」ということがうたわれております。 

議員も言われましたけれども現在もなお、部落

差別が存在することを認知し、その解消が重要な

課題であるということが明記されておりまして、

国民的課題ということをうたっているものと思っ

ております。その基本理念において、部落差別を

解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深

めることを説きながら、その上で、ご指摘のとお

り第３条においては、国に部落差別の解消に関す

る施策を、そして、地方公共団体には地域に実情

におった施策をそれぞれ講じるように求めており

ます。 

５条では、国と地方公共団体それぞれに対し

て、必要な教育及び啓発を行いなさいということ

を求めております。 

この法律には具体的な施策の中身や予算措置へ

の言及はありません。しかしながら、市としまし

ても、これまで長年取り組んでまいりました同和

教育、人権教育を踏まえて、部落差別の解消に関

する施策をどのように行っていくのか、また進め

て行くかに当たって、行政だけではなく、市民一

人一人がみずからのこととしてどうかかわってい

ただくか、そのようなことが問われているもので

あると思っているところでございます。 

そこで一つ目のお尋ねの、市としての取り組み

の基本的な考え方ですが、市としてまず取り組ま

なければならないことは、多くの市民にこの法律

が制定された事実とその内容や意義についてあら

ゆる機会を通じて、方法を通じて伝えていくこと

が必要であると考えております。部落差別につい

ての啓発活動そのものとなり、部落差別が今な

お、重要な課題であるということを認識していた

だいた上で、その解消を推進していくことにつな

げていくことが大切であると考えております。 

西予市人権尊重のまちづくり条例には、あらゆ

る人権問題を解決していくため、市の責務と市民

の協力についてうたっております。これに基づき

まして、差別のない真に人権が尊重されるまちづ

くりを進めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 松川教育部長。 

○○○○松川教育部長松川教育部長松川教育部長松川教育部長    

 竹﨑議員から二つ目にお尋ねのありました、部

落差別を解消するための学校教育や社会教育等で
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の取り組みにつきましては、私のほうからご答弁

を申し上げます。 

まず、社会教育についてでございますが、当市

では、当該法律の施行について広報せいよへの掲

載を行うとともに、公的委員の方々を初め、市職

員等へ法律についての周知、説明を進めていると

ころでございます。 

市の教育基本方針におきましても、あらゆる機

会をとらえて、同和問題を初めとするさまざまな

人権問題を正しく理解し、その理解が一人一人の

態度や行動にあらわれるような人権感覚や人権意

識を育てるよう努めるとしておりまして、そのた

めに、人権・同和教育推進体制の充実や指導者の

育成を図るとともに、学習機会の拡充や啓発活動

のさらなる充実を目指しているところでございま

す。 

当該法律が施行されたことを受け、愛媛県人権

教育協議会西予支部では、今年度の活動方針に同

和教育を中核とした人権同和教育を推進するとい

う基本方針に基づいた取り組みを進めておりまし

て、法律の趣旨、内容を周知するための啓発チラ

シの全戸配布を行うとともに、研修会などでの学

習教材の充実に取り組んでもおります。 

次に、学校教育における同和問題学習について

ご答弁を申し上げます。 

同和問題についての正しい知識を身につけ、積

極的に差別を解消しようとする、未来を担う子ど

もたちを育てるため、学校教育の果たす役割は大

きいと考えております。このため、小学校では６

年生の社会科で各時代の大きな流れの中に位置づ

けて同和問題を学習しております。中学校では、

小学校での学習成果を受けて、社会科で歴史的、

社会的背景についてさらに正しい理解と認識を深

め、道徳、学級活動などで就職差別や結婚差別な

どについての学習を行っております。 

これらの学習を進めることで、私たちの生活に

ある、今まで気づかなかったいろいろな差別を見

抜く力を養うことができます。 

今後はさらに家庭や地域との連携協力に努め、

差別解消に向けて、一人一人の実践力を高める教

育を推進していきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 竹﨑幸仁君。 

○９○９○９○９番竹﨑幸仁君番竹﨑幸仁君番竹﨑幸仁君番竹﨑幸仁君    

 ただいま市長より西予市人権尊重のまちづくり

条例を核として、それから、部長より同和教育を

核とした人権同和教育の推進に力を入れていくと

いう力強い答弁をいただきました。 

その答弁の中にもありましたが、本法律は理念

法で、施行に際しての予算も罰則規定も実はまだ

定められていません。ですが、文科省や県教委の

関係者は部落問題学習の充実強化を断言している

やに伺っています。 

ある講演で、部落問題を教えたり話し合ったり

するだけでなく、それが、部落差別解消につなが

る教育になっていることが最重要である。部落差

別は現実に存在すると法律は明言した。我が町の

我が地域にある差別を立証し、課題にしない限

り、部落差別解消は前進しないとも断言されまし

た。また、市や町が少ない予算で人権啓発事業を

行っていますが、ただ、人を集めるだけの発想よ

り、この問題の解決に向けて、真剣に検討してほ

しいとも語られています。 

46億年の地球の歴史上で、人類らしきものの誕

生からは、まだ数百万年。そのころに、このよう

な部落差別があったはずはありません。過去の

人々がつくった部落差別は、現代の我々の手で、

きちんと解決していく必要があります。 

国や県の動きを待つことも重要ですが、現在、

西予市の各町で取り組んでいる同和教育のさらな

る充実を強く希望し、次の質問に移ります。 

２点目です。 

西予市防災計画についてお尋ねします。 

安政南海地震、1854年です、の記録によると、

三瓶町の津波は3.5メートル、半島部の伊方町は

４メートルと掲載されています。記録によると、

「1854年大地震あり、家屋の倒壊と津波襲来、水

門の両脇３軒、海岸部の築地10軒、屋敷の石垣５

軒」との安土裏庄屋の記録は残されているんで

す。津波の被害は、三瓶湾の奥まった場所がほと

んどで、特に朝立、安土、津布理の一部と垣生、

蔵貫地区が目立っています。 

今日の住宅状況は一変しており、同じレベルの

津波だったとしても、当時とは比較できないほど

の損害をこうむるものと想定できます。当時は、

平地には田畑が主で、家屋は山の根のほうにでき

るだけ増産を図るというのは、幕藩体制の基本だ
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ったからであります。 

さて、1707年の宝永地震はより巨大で、「高知

県は、須崎市約18メートル、400人死亡、中土佐

村約27メートルの津波、200人死亡、宇和島市床

上浸水が四、五百、吉田浦50軒流出と記録され、

太平洋側での甚大な被害を残しており、死者2万

人、船の流出3,000艘、田畑損壊30万石」と書か

れているんです。 

今日、30年以内に襲来するものと想定されてい

る南海トラフ巨大地震に備えた西予市防災計画の

津波災害対策について伺いたい。 

基本的に物事の対応のあり方としては、未然防

止と発生時の対応だと考えます。津波においての

未然防止はあり得ません。 

そこでまず、防災意識の啓発と災害発生時、言

わば津波襲来のわかったときで結構です、の対応

について伺いたい。 

次に、住民が安全に避難できた後の対応は、十

分であるか。 

さらに、ボランティアが多数支援にこられると

思いますが、彼らへの対応はどのように考えてお

られるのか。 

お願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 竹﨑議員ご質問の津波災害対策について、まず

１点目の災害発生時の対応、そして、避難後の対

応、この２点についてご答弁申し上げます。 

まず、災害発生時の対応についてでございます

けれども、間もなく東日本大震災から７年という

ことでございますけれども、その折に、想定を超

える津波が発生して甚大な被害が発生しました。

一方で日ごろからそういった津波に対する訓練を

行い、大きな揺れが発生したら即時避難するとい

う体制が整っていた地域におきましては、多くの

命が救われたというふうなことも明らかになって

いるとこでございます。 

このことからも、人的な被害を防ぐために極め

て重要なことは、自分自身がまず津波から避難す

るという高い意識を持つということ、そしてそれ

を行動に移すということであろうというふうに考

えています。 

そのため、市民みずからが命を守る行動に直ち

に移ることができるように、津波避難訓練の実施

や津波浸水想定区域等を記載しましたハザードマ

ップの全戸配布など啓発活動によりまして、防災

意識の一層の情勢を図ることのほか、自主防災組

織の核となります防災士の養成にも取り組んでい

るところでございます。 

また、生徒防災教育体験事業としまして、東日

本大震災の被災地を市内の中学生が訪問をしまし

て、被災地の生徒と住民の方々との交流を通しま

して、命の大切さを学び、近い将来発生が予想さ

れます南海トラフ巨大地震等の大災害への対応を

学習するとともに、その成果を各学校の文化祭等

におきまして、報告をすることによりまして、生

徒のみならず、広く家庭、そして地域へ波及す

る、そういった取り組みも行っているところでご

ざいます。 

ご質問の災害発生時に真っ先に市が行わなけれ

ばならない対応としましては、迅速かつ正確に情

報を伝達することでございます。 

その手段といたしまして、重要な役割を担って

おりますのが同報系防災行政無線でございます。

現在、老朽化をしたアナログ方式からデジタル方

式への再整備を行っているところでございます。

この再整備を行うことによりまして、緊急地震速

報、そしてエリアメールの自動起動によりまし

て、速やかに住民の皆様に情報を伝えることがで

きるようになります。 

また三瓶町におきましては、三瓶支所そして八

幡浜消防の第３分署が津波浸水想定区域内にござ

いますことから、親局をこちら本庁の５階に備え

ることによりまして、情報伝達手段の寸断を軽減

するということができる。そういった体制を整え

ることとしております。 

さらに、監視カメラでありましたり、あるいは

風速計、また、雨量計等設置をすることによりま

して、本庁に居ながら情報の収集も可能となるな

ど、伝達体制の整備を図っているとこでございま

す。 

次に、避難後の対応について答弁させていただ

きます。 

津波災害におきましては、災害が長時間に及ぶ

ことが想定をしなければなりません。そのため、

緊急避難場所には、防災倉庫の設置を行っている

ところでございます。その中には、テントそして
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簡易トイレ、毛布、食料、飲料水などの備蓄を準

備進めているところでございます。 

また、自主防災組織におかれましても、自主防

災組織活動育成補助金等を活用していただきまし

て、地域の実情に合った物資の備蓄に取り組んで

いただいております。 

一方、宇和町内などへの避難が可能な場合の広

域避難場所の確保や孤立する場合の自衛隊への応

援要請等の手順など、迅速な応急対応を可能にす

る体制整備に努めなければなりません。その施策

としまして、来年度から南海トラフ地震、津波か

ら宇和海沿岸地域を守るためとしまして、愛媛大

学、東京大学、愛媛県、そして当市を含む宇和海

沿岸の５市町による官学連携の実践型研究に取り

組むこととしておりまして、避難のためのルール

や長期避難の際の分析、そして広域避難場所の確

保など、避難することや避難した後のこと、そし

て復旧、復興と続く一連のさまざまな課題を抽出

をしまして、関係機関や地域が一体となってその

解決を図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

 私のほうからは、竹﨑議員お尋ねのボランティ

ア等への対応についてお答えをしたいと思いま

す。 

市内に重大な災害が発生し、ボランティア支援

の必要があると認めるときは、災害対策本部に災

害救援ボランティア支援本部を設置し、西予市社

会福祉協議会に災害救援ボランティアセンターの

設置を要請をいたします。西予市社会福祉協議会

では災害救援ボランティアセンターを設置し、作

成した運営マニュアルに基づいて対策を講じるこ

ととしております。災害救援ボランティアセンタ

ーは西予市社会福祉協議会宇和支所に設置するこ

とを基本とし、管理部門とスタッフ部門で運営を

行います。スタッフ部門には総務班、ボランティ

ア受付班、ニーズ班、マッチング班、送り出し班

を設け、それぞれの役割を明確にし活動をいたし

ます。 

スタッフの人数は、災害状況によって異なると

思われますが、スタッフは、社協職員を可能な限

り配置し、スタッフが不足する場合は、市内ＮＰ

Ｏ、企業団体、市民等から募集することとしてお

り、それでも不足する場合は、愛媛県社協を通じ

て県内外の社協に対して人的支援を要請すること

としております。 

近年の災害時のボランティア希望者の動向か

ら、被災者からのニーズとボランティアをマッチ

ングすることが重要となっており、ボランティア

活動に関する状況を的確に把握しながら運営に努

めなければならず、ボランティアセンターの果た

す役割は大きいと考えております。 

議員お尋ねのボランティアに来てもらった人た

ちの受け入れ体制をどこまで考えるのかというこ

とでございますが、災害救援ボランティア活動に

当たっては自給自足が原則と考えております。被

災地ではボランティア自身の飲料水、食品等の調

達や宿泊場所の確保が困難であることが予想され

ます。事前に現地の状況把握をした上で必需品を

確認、調達し自活できるように準備していただく

ことが大切です。また、ごみを持ち帰るなど、被

災地に負担をかけない努力も必要です。 

このように、災害ボランティア活動の基本的な

心構えとして自活ができる状態で被災地入りする

よう一般的に周知がされていますが、災害発生時

には、インターネット等を通して現状を正確に発

信してまいりたいと考えております。また、宿泊

場所の確保が可能な状況であれば紹介したり、テ

ント設営場所の確保など、社会福祉協議会と連携

して、ボランティア活動に当たっていただく方の

後方支援に努めていきたいと考えております。 

災害時には予期せぬことがたくさん発生をいた

します。これまでに経験された東日本大震災の被

災地でのボランティア活動の取り組みに当たって

の情報収集に努め、その反省点を踏まえ、受け入

れ体制作りをしっかりとしていきたいと考えてお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 竹﨑幸仁君。 

○９○９○９○９番竹﨑幸仁番竹﨑幸仁番竹﨑幸仁番竹﨑幸仁    

 ただいま、それぞれ部長さんから答弁いただき

ました。 

その中で、防災行政無線のアナログからデジタ

ル化へ、それから監視カメラの設置、自主防災組
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織等への支援、官学連携の取り組み等がよく理解

できました。 

被災地からの学びとして、全国から支援者が

続々と押しかけてきます。中でも、関係諸機関か

ら申請して派遣される多数の支援者への対応も、

一方では視野に入れておく必要がありますが、そ

の受け入れ体制はどのように考えられておるの

か。そのことをまず再質問したい。 

続いて、ボランティアの事前の心構えの大切さ

等は、当時の被災地のスタッフの方々も、熱い思

いだけでこられている人が多いということを、一

生懸命説いておられました。そして、その受け入

れ態勢にどれだけ難儀したかということも切々と

語っておられました。 

今、部長の答弁でそういう意識をしっかり持っ

ておられるということはよくわかりました。本来

ボランティアとは、主体的な判断に基づく自主的

な行動でありまして、東日本大震災の様子を見ま

してもかなりの参加者が想定されます。その際の

ボランティアセンターの設置場所は、宇和支所で

対応可能なのかどうか。 

この２点再質問させていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 議員再質問１点目の受援体制、援助を受ける体

制についてのご質問に答弁を申し上げたいと思い

ます。 

ご指摘のとおり、多数の受援者を受け入れるた

めの体制整備、これは不可欠というふうに考えて

おりまして、また喫緊の課題であるというふうに

考えております。 

被災した自治体におきましては、膨大な災害対

策対応の業務が発生をしてまいります。また、従

来の継続が必要な通常業務もございます。 

さらに、発生する復旧、復興に向けた膨大な業

務とつながっていくわけでございます。 

これらの業務をスムーズに遂行するための仕組

みづくり、いわゆる災害対策のマネージメントの

構築を図るべく、現在、３年計画をもちまして推

進をしているところでございます。その中で平成

31年度になりますけれども、受援計画、援助を受

ける計画を策定する予定としております。この受

援計画におきましては、災害時における他自治体

や民間事業者などからの人的、物的な支援を円

滑、最大限に受け入れることを目的とした計画に

なります。 

今回のマネジメントの構築の事業では、平成

29年度、そして平成30年度におきまして、災害時

の執行体制や具体的な業務手順を整備をしまし

て、どの業務にどれだけの人的、物的な支援が必

要となるか。そして受援対象業務と業務内容の具

体化を行った上で、平成31年度に受援計画の策定

をしたいというふうに考えております。計画策定

後におきましては、継続的な訓練や研修によりま

して、職員の災害対応力の向上を行うことで、そ

の受援体制の充実を図っていきたいというふうに

現在考えているとこでございます。 

以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

お尋ねのセンター設置場所が社会福祉協議会宇

和支所では狭いのではないかというお尋ねでござ

いますが、災害の状況に応じてボランティアセン

ターの規模も確かに違ってくるのであろうと考え

ております。 

例えば、とんでもない大規模な災害が起きた場

合には、宇和町文化会館裏の駐車場にテントを設

営して、そこを設置場所とするといったような計

画を立てて準備をしているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 竹﨑幸仁君。 

○９○９○９○９番竹﨑幸仁君番竹﨑幸仁君番竹﨑幸仁君番竹﨑幸仁君    

 格言にありますが、「備えあれば憂いなし」と

その言葉どおり、ただいまの答弁で前向きな受援

体制やボランティア対策等を今回の西予市での２

月の実災害等を教訓として、さらに充実させたい

との思いが感じられました。 

特に、官学連携実践型研究や平成31年度の受援

計画の策定への意欲的、積極的な取り組み等は、

十分に伝わってきましたので期待したいと思って

います。 

海沿いの三瓶、明浜町民にかわって、心から御

礼申し上げます。よろしくお願いいたします。 

なお、被災地では、最前線での住民に寄り添っ

た対応が最も大切なことだとも学んでいます。 
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万一の際は、支所のスタッフが、我が身の安全

を図りながら、率先して住民の安心安全を確保し

ていく必要があります。 

大津波の襲来を叫び続けて殉職された、当日の

あの女性の姿には、今でも胸を揺さぶられ、心か

らのご冥福をお祈りいたしますが、悔しさもよみ

がえってきます。もう少し建物の高さがあったな

ら多分助かっていただろうなと残念に思っていま

す。 

三瓶支所の現状では、我が身の保全を図ること

が精いっぱいで、住民ファーストの対応は恐らく

困難だと思われます。 

この教訓を生かすには、本庁と支所が堅牢で、

まず損壊を免れ、本庁と支所間で相互に情報交換

をしながら適切で具体的な指示をよりスピーディ

ーに、地域住民に伝達できるような施設が必要だ

と思うのです。万一に備え、近い将来、安心安全

のための三瓶支所の建てかえと、他に先駆けての

受援計画の策定等は必要不可欠なことと進言させ

ていただき次の質問に移ります。 

最後の３点目です。 

市民の方々と議員との意見交換会を開催し、旧

小学校単位をベースとして、各５町を年２回ずつ

訪問しています。その中で、三瓶町選出の議員と

して、特に要望の多かった事項を質問させていた

だきたい。 

１つ目の交通体系の見直しについては、先日、

愛媛新聞にも掲載されましたように県との話し合

いが進められていると伺いました。西予市の交通

の不便さは、市としての立ち位置から勘案しても

悪過ぎるのではないかと感じます。 

例えば、本庁と各町を結ぶ交通手段を確かめる

とわかりますが、自家用車の使用できない人から

見ると、市内の交通機関の利便性は、恐らく最低

だと言われても仕方ありません。 

過去２回質問していますが、西予市民病院の利

活用に関しても自家用車の利用できない三瓶町民

からの通院希望者は、特定の診察を受けている方

に限られています。北、南地区からの直行便のな

いことと本数の少なさとが大きく影響しているこ

とは否定のしようもありません。 

そこで、路線バスの利便性の向上を含めて、今

後の交通網の整備に関して、改善策について質問

したいと思います。 

次いで、国道378号線に関しての離合困難な道

路の改良について質問いたします。 

北、南地区には万一の際の避難道路でありなが

ら、冬場の強い北西の風で大波の打ち上げる危険

な場所や離合困難な狭い道があり、地域住民は

日々の行き来に苦労しているとの要望が上がって

います。要望も出しているんだが、一向に改善さ

れないとの課題が提示され、国や県の管轄である

ことは承知していますが、地域住民の声を届けて

ほしいとの声が両地区から上がっていますので、

市としてのお考えを地域選出の議員として伺いま

す。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいまのご質問の１点目の交通体系につきま

して、路線バスの改善策はというご質問につきま

してご答弁申し上げます。 

議員ご指摘のとおり、地域公共交通につきまし

ては、以前より多くのご要望をいただいていると

ころでございます。これまでにも、ご指摘の三瓶

地区の周木、そして下泊方面からの路線バスにつ

きましては、市としましても乗り継ぎ時間の短縮

について、宇和島自動車に強く依頼をしていると

こでございます。 

また、周木、下泊方面から乗り継ぎなしで宇和

方面へ向かう直通便の運航も望んでいるところで

ございますが、現在、国庫補助の対象路線となっ

ていることや八幡浜市側の路線との時刻調整等が

困難なことから、現在のところ、路線、時刻の見

直しには至ってないという状況でございます。 

一方、先ほどもございましたけれども、愛媛県

におきましては、愛媛県地域公共交通網再編協議

会が設置をされまして、愛媛県地域公共交通網形

成計画の策定に関する協議が現在進められておる

ところでございます。この計画の策定案におきま

しては、三瓶地区を運行しております先ほどの八

幡浜周木線、そして八幡浜下泊線、三瓶歴史博物

館線につきまして、地域の特性を踏まえた幹線、

支線、乗り継ぎ拠点の設定と利用状況に合わせた

運行水準の適正化を図る路線として位置づけられ

ております。 

今後、運行事業者であります宇和島自動車や隣

接する八幡浜市、県、また三瓶地域の皆様との協
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議を進めてまいりまして、通院、通学などにおい

てより利用しやすい公共交通となるように、乗り

継ぎの際の待ち時間や路線の見直しを進めていく

考えでございます。 

また、西予市全体の路線の具体的な見直し案に

ついては、先ほどの三瓶線のほか、野村白髭線、

また野村上辰の口線の運行形態の見直しや野村西

予市民病院線の運行内容の充実、また、宇和島野

村線の利用者が少ない区間の運行水準の見直しな

どによりまして、地域公共交通網の一体性を確保

することを基本に、隣接の市町、そして運行業

者、また市民の皆様と調整を図りながら進めてま

いりたいというふうに考えておりますのでご理解

をいただきますようお願い申し上げまして答弁と

させていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 それでは私のほうから竹﨑議員からご質問のあ

りました離合困難な道路の改良についてお答えを

いたします。 

ご質問の趣旨は区長要望等、地域からの声も含

め勘案いたしまして、大きく２点あるかと思いま

すが、まず１点目として、国道378号線における

未改良区間の早期整備のご要望と、２点目とし

て、同路線における危険個所の改善対策、具体的

には暴風時に高潮の影響で通行に支障が出る箇所

の改善のご要望につきましてご答弁を申し上げま

す。 

１点目の国道378号線における未改良区間の早

期整備についてのご要望でありますが、管理をさ

れております愛媛県において、道路改築事業等に

より、本年度三瓶町で６箇所、明浜町で２箇所の

道路改良、拡幅事業が実施されているところでご

ざいます。今後も市民や国道378号線整備促進期

成同盟会などからの要望に対しまして、計画的に

実施をしていく予定というふうに伺っておりま

す。市といたしましても、生活幹線道路及び災害

時の避難路として、早期の事業実施に向けて積極

的な要望に努めてまいります。 

２点目の同路線における危険個所の改善対策、

具体的には先ほど申しましたような暴風時の高潮

の影響で通行に支障が出る箇所の改善要望につい

てでありますが、国道378号線の前面にあります

漁港区域内の海岸保全施設につきましては、市の

所管でございます。それ以外の区間の国道378号

線の道路護岸の越波防止対策につきましては、道

路管理者である愛媛県の所管となっているところ

でございます。 

議員のご指摘といいますか地区の要望の箇所は

県所管の道路護岸でございまして、２車線に改良

済みの区間であるというふうに思っております。

現在は県におきまして道路改良を優先して事業化

をしていただいているところでありまして、護岸

の嵩上げや消波ブロック設置等の波浪対策につい

ては、実施時期が未定と伺ってはおりますが、市

といたしましても通行の安全を確保するために、

危険個所につきましては、早期解消に向けて要望

してまいります。 

以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 竹﨑幸仁君。 

○９○９○９○９番竹﨑幸仁君番竹﨑幸仁君番竹﨑幸仁君番竹﨑幸仁君    

 それぞれ答弁ありがとうございました。 

交通体系の見直しを図るということ、それか

ら、国道378の未改良区間の早期整備や高潮の際

の危険個所の消波ブロック等、未定ではあります

が強く要望していただくということを言っていた

だき、それぞれ恐らく町民の方々も安心しておら

れるんじゃないかと感謝しております。 

今後さらに、安心安全な西予市のためにさらな

る努力をお願いいたしまして一般質問を終わりま

す。 

○○○○議長議長議長議長    

 暫時休憩いたします。（休憩 午前10時52分） 

○○○○議長議長議長議長    

 再開いたします。（再開 午前11時05分） 

次に、17番小野正昭君。 

小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 本定例会トリの質問になりました。議長の許可

をいただきましたので、今回は、財政についてで

は、前回と一部重複をいたしますが、平成28年度

決算について、同30年度一般会計予算について、

また、教育委員会の方針では社会体育について大

きく分けて２項、３点につき、一問一答方式で質

問をいたします。 

先の12月議会での答弁が、まことに丁寧で時間
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を費やし、通告していた経常収支比率の質問がで

きなくなり、せっかく準備をしていただきまし

た、答弁を作成された方にはまことに申しわけな

く思い、次回にと約束をしましたので、議員たる

もの約束は守らなければなりません。通告に準じ

て質問をいたしますが、今回こそ簡潔で的確な答

弁を心から望むものであります。 

今議会で市長の所信表明挨拶の中、また各議員

がそれぞれ寒波による被害のお見舞いを申し上げ

られました。人間が生きていく上で、究極のもの

は何かといえば、空気と水だと私は思っておりま

す。この冬の異常寒波により当市においては、宇

和町を中心とした多くのご家庭が、水道管破裂と

いう被害にあい断水が余儀なくされ、日常生活に

おいて多大の不便をされました。被害に遭われた

方々に対し、心よりお見舞いを申し上げますとと

もに、２月９日より15日までの７日間、西予渇水

危機対策本部及び消防関係者を初めとする関係各

位のご尽力に対し、衷心より敬意とご慰労を申し

上げます。 

また、ご支援をいただいた各自治体並びに多く

の方々にまことに僣越でございますけれども、質

問に先立ち、感謝の誠を申し上げたいと存じま

す。 

それではまず１点目の質問に入ります。市民

税、住民税、法人税、固定資産税の滞納状況につ

いてお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいま小野議員からご質問いただきました市

税の状況についてご答弁申し上げます。 

28年度の保険税を除く市税全体の収納率であり

ますけれども、96.6％でございます。滞納率は

4.4％となっております。個人住民税におきまし

ては収納率は98.1％、滞納率が1.9％です。法人

市民税は収納率が99.2％、滞納率は0.8％となっ

ています。また、固定資産税におきましては、収

納率は94.7％、滞納率は5.3％となっておりまし

て、市税滞納の繰越額においては年々減少してい

るという状況となっております。 

以上、答弁とさせております。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 先ほど部長の答弁で西予市の28年度の税の収納

率、普通税96.56％というふうな話がありまし

た。全国平均普通税で96.0％、県平均で96.8％、

これを見ましても当市は相当頑張っておられるな

というふうに、また後でも触れますけれども、考

えております。未収納については文書で督促され

るなど、また家庭訪問をされご苦労されていると

存じております。 

今回の国会予算委員会で、国税庁佐川長官の国

会答弁が問題視され、ときあたかも、２月16日か

ら３月15日の間は確定申告の期間中であります。

12月の質問でも触れましたが、根本的には役所と

納税者の信頼関係だと私は思っております。これ

でよいという数字はありませんので、なお一層の

収納率向上のため、また後でも触れますけれど

も、人間関係構築のためご努力を期待をいたしま

す。 

次に、税収確保、自主財源の確保はどのように

考えられ、また対応されているのかお伺いをいた

します。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいまの税収確保、自主財源の確保について

どういうふうな対応をしているのかというご質問

でございますけれども、自主財源のかなめであり

ます税収の確保、そして、納税者間の負担の公平

性を確保することを基本としまして取り組みを進

めているところでございます。 

具体的にはまず、個人住民税におきましては、

現在申告中でございますけれども、旧町単位で各

会場に職員が出向きまして、申告相談を行ってい

るということで、住民の方が申告をしやすい体制

に取り組んでいるとこでございます。それに合わ

せて税収の確保を努めております。 

また、法人市民税につきましては、税務署、ま

た愛媛県と連携をとりまして、新規事業所の把握

を行っているところでございます。固定資産税に

つきましては、土地とか家屋評価におきまして

は、地理情報システムを活用しまして、より正確

な情報の把握に努めているというところでござい

ます。 

また、徴収につきましては、年間を通じて地方
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税法に基づき、厳正な徴収整理を行うことで税収

の確保に努めておりますけれども、難しい案件に

つきましては愛媛県地方税滞納整理機構に移管を

しておりまして、そこでの徴収を行っておりま

す。滞納がふえないように早い段階から対応して

いるということで、文書による催告でありました

り、ございましたような訪問でありましたり、そ

ういったことで税収の向上、滞納額の減少、縮減

に努めているという状況でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 私も、先般確定申告を行いました。対応してい

ただいた市職員の対応はまことに親切丁寧で要領

よく対応していただきました。恐らく私だけでな

く、市民の皆さんにもそのような態度で接せられ

ているんだなと拝察をいたしております。 

しかしながらですね、どうもその税の確保とい

うことになりますと、国に依存の体質ではないか

と思えてならないのですが、土地建物等は100％

把握、課税されていると思います。固定資産税の

うち消費資産、償却資産、例えばパソコン、太陽

光発電、工具備品関係は調査をされ、把握をされ

ているのか。決算の中で実績があれば、それは

何％ぐらいなのかお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいま償却資産について調査を行っているの

かというご質問いただきました。 

最近ふえております太陽光発電設備の設置につ

きましては、これは四国経済産業局へ調査協力要

請を行っておりまして、その関係資料をもとに申

告書の提出を求めているという状況でございま

す。また、それ以外の償却資産につきましても税

務署に赴きまして、法人税の申告の関係書類の調

査を行って、未申告の償却資産があれば申告書の

提出を求め、固定資産税の増収に努めているとこ

ろでございます。 

こういったことによりまして、平成28年度にお

きましては、償却資産に係る調定額において約

300万円ほど調定をふやしおりまして、1.25％の

増というふうな状況にもなっているところでござ

います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 約300万円、25％という答弁でしたかね。まだ

まだ伸びしろがありますので、一層のご努力をし

ていただいたらなというふうに思います。 

それでは、前回質問ができませんでした経常収

支比率についてお伺いをいたします。 

この比率は、財政の弾力性を判断する指数であ

ります。通常75％程度はまずまず、76％から85％

は要注意、85％以上は危険ゾーンと言われており

ます。ちなみに我が家の家計に例えますと生活費

等、毎月必ず必要とされる支払いが一家の私の収

入に対する割合ですが、その割合が多いほど臨時

すなわち大きなけが、病気、災害など予期せぬ出

費に充てるお金がないということであります。 

決算状況を見ますと平成2 6年、 2 7年度は

85.3％、平成28年度は86.6％となっております。

ますます厳しく財政を圧迫いたし、行政内容に対

応しづらくなっております。 

参考までに合併当時の平成16年の指数は83.9％

でありましたが、これの緩和のため、経常収支比

率を下げる努力、施策、対応はどのように考えて

いるのかお伺いをいたしまます。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいまご質問いただきました経常収支比率を

下げる対応はということでございますけれども、

ご指摘のとおりこの経常収支比率、近年上昇傾向

にございます。 

現在のところ、西予市は財政的にはおおむね健

全性を維持をしているという状況と言えますけれ

ども、ご案内のとおり、普通交付税につきまして

は合併算定替の措置も段階的に縮減となってまい

りますし、人口減少の影響等によりまして、大幅

に減少しているところでございます。 

その一方で、大型事業等の実施に伴います起債

の元利償還に係る公債費ですけれども、これは増

加をしておりまして、また補助費等の社会保障経

費も増大をしております。今後経常収支比率の上

昇は、財政の硬直化をますます進めていくんじゃ
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ないかというふうなことを考えております。 

そこで、経常収支比率を下げるための取り組み

でございますけれども、今後、歳出につきまして

は、義務的な経費であります人件費、扶助費、公

債費でありましても、それぞれ社会情勢とか、あ

るいはその地域経済の状況と鑑みながら、徐々に

縮減に向けて取り組む必要があるというふうに考

えております。 

具体的には、組織の機構の再編でありました

り、また働き方改革の推進などによりまして、職

員数の削減をして人件費の抑制を図るというふう

なことにも努めたいというふうに考えております

し、また公債費につきましては、建設事業など地

域経済への影響に配慮しつつ、可能な限り起債の

発行額の縮減に努めるというふうなことも必要か

というふうなことで、交付税算入率の高い有利な

起債等の借り入れなども大いに活用していきたい

というふうに考えておるとこでございます。また

扶助費につきましても、公平性や必要性、また他

市町とのバランスも考慮しながら、見直すべきも

のは見直しを行いまして、適正な支出に努めたい

というふうに思っています。 

また、その一方で、一般財源となるその収入の

確保も必要となってまいります。市税等の確実な

収納をはじめまして、ふるさと納税などの積極的

な推進、また、使用料や手数料、そういったもの

の見直しなども行いまして一般財源の確保を実現

をしまして、経常収支比率の検証といいますか、

低く抑えることを行いまして、健全化に努めたい

というふうに考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 答弁の中で人件費、公債費、扶助費とありまし

たけれども、人件費、公債費についてはまた後段

で述べらしていただきます。 

次に、財政を圧迫する要因は多岐にわたると私

は考えておりますけれども、大きな項目をあえて

２点挙げるとすれば、人件費と医療費だと私は考

えております。そのうちの人件費に係る件につい

てお伺いをいたします。 

行政事務の人件費に係る年齢構成はどのように

なっているのか。過去５年ごとの平成18年、

23年、28年の平均年齢はどのように推移している

のかお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画宗総務企画宗総務企画宗総務企画部長部長部長部長    

 ただいまの人件費に係る質問でございますけれ

ども、まず年齢構成がどうなっているのか、そし

て過去５年ごとの平均年齢はということでござい

ましたけれども、平成29年度の給与実態調査にお

きましては、一般行政職に分類する職員数は

403人となっておりまして、その構成についてご

説明を申し上げますと、まず20代の職員数が

58人、そして30代で105人、40代が最も多くて

147人、50代以上は93人となっております。特に

40代の課長補佐、係長、主任の世代で職員数が非

常に多くなっている構成でございます。 

次に、過去５年前の一般行政職の平均年齢でご

ざいますけれども、平成18年が41.6歳、平成23年

が42.4歳、平成28年が41.8歳というふうなことで

特に大きな変化はないというふうなことでござい

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 それでは、再質問をいたします。ちょっと私の

数字が間違っとったらお許しを願いたいと思いま

すけれども、普通会計でですね、中長期財政推計

を毎年精査されていると思います。 

平成22年に作成された数値を見ますと、平成

16年合併当時の普通会計、そういうことですか

ら、公営企業などを除く一般行政職員が666名で

ありました。同22年の実績が611名、28年が

542名、29年の推計が515名であり、計画ですと、

平成16年と29年の差し引きをいたしますと151名

の減となっております。 

この計画どおり推移されているのか。また、関

連として、平成26年度より施行の再任用及び年間

を通じての臨時職の直近の人数並びに平成22年度

と平成28年度の人件費の推計の差はどのようにな

っているのかお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    
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 ただいまご質問の職員数と人件費につきまして

ご答弁申し上げます。 

議員のご指摘の平成22年の中長期財政計画にお

きまして、その時点で、平成29年度の推計では、

一般行政職員数は515名ということにしておりま

したけれども、平成29年の実人数では544名とい

うことになっておりまして、推計より29名ほど超

過というふうな状況でございます。これは近年に

おける職員採用について、職員数の削減及び業務

の増加によりまして負担が増加しているというこ

とで、退職者補充を基本としていること、また先

ほどございました再任用制度によりまして、職員

数はその当時の推計よりふえているというふうな

状況となっております。 

それと、再任用職員数は平成29年度の段階で

10名という状況となっております。また臨時職員

数でございますけれども、現在、市長部局そして

教育部局合わせまして370名というふうな状況で

す。 

それと、人件費の推移ですけれども、28年決算

における職員数と人件費につきまして申します

と、平成22年の推計値では約41億ございましたけ

れども、平成28年度決算におきましては43億を超

えているということで、2億ほどの差が出ておる

というふうな状況となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 数字だけを見ますとですね、努力をされている

ようにはうかがえれますけどもね、先ほど聞きま

した再任用が10名、それから直近の年間通しての

臨時が370名と言われましたかね。その数字は今

の約2億の減の中には入ってないんですよね。で

すんでその辺のところを今少し、やはり財政を緩

和する一要因として、大変難しいことであります

けれども、一考に値するんではないかなと努力を

求めるものであります。 

我が国の賃金体系は年齢給、勤続給が主流だと

思います。人件費の効率的な削減は、職員採用に

おいても考慮され、努力を望むものであります。 

また人件費とともに、２点目の医療費について

ですが、平成28年度全体の医療費は、個人負担を

含む金額は105億5950万9000円であり、１人平均

50万1854円であります。高齢者を見てみますと、

9,450名の１人平均85万4694円となっておりま

す。この費用の軽減対策としても、後で触れます

が、予防医療対策として、スポーツへの取り組み

奨励等により１割でも２割でも軽減できれば、財

政面はもとより、個人の方にとりましても医療費

の持ち出しが少なくなるのではないかと考えてお

ります。 

さらにもう１点は、高齢者に悪影響が懸念され

ているのが何種類もの薬を高齢者に投与する過剰

処方であります。この件についても、あらゆる機

関を通じて、機会を通じて指導助言が必要ではな

いかと思います。薬づけをなくすることはしいて

は、高齢者の健康保持とともに、個人持ち出しの

軽減になると考えております。 

また、経常収支比率の低下の一方策として、人

件費の効率的な削減とともに提言をいたしておき

ます。 

次に、平成30年度の予算について質問をいたし

ます。当初予算書の受領と一般質問の締め切りの

関係で、その日数が少なく、当を得た質問ができ

ませんのですが、市長の予算に対する、先般、今

定例会の提案説明の中では、平成31年度までとな

る合併特例期間の満了が近づき合併算定替による

普通交付税の特例措置の段階的な縮減が進むとと

もに、また、旧合併特例債の適用期限が迫るなど

と当初の説明にはありました。しかしながら５年

間どうも延長されるようでございます。 

しかしながら、平たく言えば、これは借金であ

ります。部長言われましたけれども、実質公債比

率については、この際申し述べませんけれども、

どうも平成32年度あたりが、ちょっと高くなるん

ではないかなとこのように見ております。 

前年度に引き続き、さらなる行財政改革に取り

組まなければなりませんとあります。 

昨年の新聞報道によりますと、安倍政権は地方

交付税に対し自治体の貯金に当たります基金残高

がふえている理由で、政府内では、交付税は減ら

せるとの見方がありましたけれども、基金は防災

対策などの安心安全の確保のためにも必要とし、

また、全国知事会などの反対も考慮され、平成

30年度の基金残高増は影響されなくなりました。 

しかしながら、将来は必ずこの基金に対する国

の方針は交付の算定要素になることは覚悟してお
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く必要があると私は考えております。 

しかしながら、今年度、基金残高が除外になっ

たとはいえ、当市の平成30年度予算を前年度と比

較すると地方交付税は2.8％の減の116億68万円で

あり、歳入のうち市税全体では、前年度比1.3％

減、約30億7711万円となっており、さらに、厳し

い財政運営となっております。 

市長は事業の見直し、地方創生事業、行政改革

など予算全体像として挑戦、改革、前進として西

予市の次なるまちづくりに踏み出す予算とされて

おります。 

そこでお伺いをいたします。平成30年度の予算

は、中長期的な展望を含めた上で、当市の最上位

計画である第２次総合計画に基づいてとありま

す。その総合計画の副題テーマは「変革、それこ

そ希望を叶える唯一のすべである」とあります

が、具体的に何を指しているのかお伺いをいたし

ます。 

○○○○議長議長議長議長    

 管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

 ただいまの小野議員のご質問にお答えをさせて

いただきたいと思います。既に第２次西予市総合

計画の副題として掲げております「変革、それこ

そ希望を叶える唯一のすべである」ということに

ついてどう考えてるのかということでございます

が、日本全体で急速に人口減少や少子高齢化が進

んでおります。持続可能な市政というものをその

中で目指しておりますし、未来を希望と夢のある

ものにしていきたいと、そのためには先ほどから

言っていただいております健全な行財政運営を維

持しながら、あらゆる力を結集しまして既存の価

値感や前例、そして、自治体間の横並び意識とい

ったものに縛られずに、本市の特性を活かした独

創的で質の高い施策を果敢に実行していくことが

重要であると。そのためにはやっぱ改革、チャレ

ンジ精神といった改革が必要となってまいると考

えております。 

平成30年度予算の編成に当たりましては、先ほ

ども言っていただきましたが、これまでの着実に

築き上げてきたまちづくりの土台の上で、みずか

らの限界や壁をつくることなく、市民の皆さんと

ともに、常に創意と工夫をもって積極的に取り組

み、西予市のまちづくりを次のステップに踏み出

す予算として、私は計上させていただきました。 

今後とも変革というのをキーワードといたしま

して、西予市で生活を望む人がふえまして、その

望みがかなえられるまちづくり、安心が体感でき

るまちづくりというものを公約に掲げております

が、それを実現するために何事においても果敢に

挑戦するともに、枠組みや従来の発想にとらわれ

ない柔軟な姿勢で市政を運営をしてまいりたい、

そういう考えで今回の予算を組まさせていただい

た次第でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 本来では再質問でですね、唯一のすべは何を指

してるかという質問しようと思とったんですけど

も、市長が細かく簡潔にその辺も触れてくれまし

たので、もう再質問は省略をいたします。 

地方公共団体が地方税を課す法律根拠は、基本

的に憲法の地方自治に関する条項を受けた地方自

治法第223条において、「普通地方公共団体は法

律の定めるところにより、地方税を賦課徴収する

ことができる」とあり、これに基づく法律とし

て、地方税制法が定められていることはご案内の

とおりであります。 

さきにも述べましたとおり、地方公共団体の財

政運営の健全性を確保する上で重要なのは財政構

造の弾力性であります。さきの質問と重複をいた

しますけれども、再度お伺いをいたします。 

当初予算編成に当たり、税収向上につきどのよ

うに考え、施策を講じられたかお伺いをいたしま

す。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいまのご質問の予算編成に当たって税収の

向上についての施策でございますけれども、市県

民税そして固定資産税等の普通税の徴収率、先ほ

ど96.6％ということでございましたけれども、こ

れは県内の市の中では５番目というふうな状況

で、高い収納率というふうな状況でございます。

ただ財源の厳しい予算編成に当たりまして、さら

なる新増築家屋や償却資産申告漏れの調査の強化

を図ってまいりまして、地方税法に基づき厳正な
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滞納整理を行うとともに、現年分の未収納に対す

る早期の納付の取り組みなどによりまして、滞納

額の縮減に取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

また口座振替制度なども活用しまして、効果

的、効率的な収納体制の整備に努めたいというふ

うに思っておりますし、納税者の皆様から信頼さ

れる税務行政を行うことで、一層の税収向上に努

めたいというふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 重複をいたしましたけれどもやはり先ほども触

れましたように、まだまだ見落とした点があるん

ではないかなと、努力をされているんですけれど

も、そういう点があるんではないかなと、償却資

産もしかりでありますので、なお一層の把握に努

めていただきたいなと。 

それでは次の質問に移りますが、市有財産で遊

休施設、例えば学校などの利活用は財政の弾力性

を図る見地から検討されているのか、またその現

状と対応及び方針についてお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいまご質問いただきました遊休施設の利活

用を検討しているのかということでございます

が、またその現状はどうなっているのかというこ

とでございますけれども、西予市におきましては

平成28年３月に西予市公共施設等総合管理計画を

策定しております。公共施設の配置や利用方法を

見直しまして、財政支出を抑制するためのコスト

縮減に努めているという状況でございます。 

特に遊休施設となりました学校施設につきまし

ては、平成27年６月に西予市の学校施設等の跡地

利活用のための基本方針を定めまして、跡地の有

効活用に努めております。既に学校や保育所など

遊休施設は25箇所ございまして、その内、旧狩江

小学校など10施設を地域団体や市で利活用してお

りまして、今後もその利活用を推進していきたい

というふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 平成27年６月にそういう基本方針のもとで利活

用の調査をされて利活用を進めているということ

でありますけれども、一つ再質問としてですね、

学校ですと、学校施設なんですね。やはりいざ処

分するということになれば市長部局のほうに普通

財産として移管をしておかなければならないと私

は思いますけれども、この辺はいかがなんです

か、お伺いをいたします 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいまご質問のございました学校施設から市

長部局への普通財産への移設が必要ではないかと

いうご質問でございます。 

閉校となりました学校の取り扱いにつきまして

は、西予市財産規則に基づきまして財産の区分の

変更及び所管替えの手続を行っているとこでござ

います。閉校となった校舎部分につきましては、

公有財産の区分上は教育財産から普通財産に位置

づけられるということになります。またグランド

の部分でありましたり、屋内体育館につきまして

は、財産の位置づけは教育財産のまま学校施設か

ら社会体育施設へ用途転用を行っておりまして、

引き続き住民の皆様にご利用いただきたいという

ふうに考えているとこでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議議議議長長長長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 私が質問したのは教育校舎等でございまして、

やっぱり体育館とか運動場等は社会体育として大

変重要な施設ですから、市民に多く活用していた

だいて健康保持に役立ててもらいたいなとこのよ

うに思っております。 

これ、昨日だったですかね。伊予銀の地域経済

センターの調査で県内15市町104校の回答のうち

36.5％、38校が活用、進行中が４校の3.8％で、

廃校活用の進行中を含めて40.3％の42校というふ

うな新聞記事が載っておりました。 

スクラップアンドビルドいう言葉があります

が、このことは、老朽化して非効率的な工場設備

や行政機関を廃棄して、新しい生産施設、行政機
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構に置きかえることによって生産設備、行政機構

の集中化、効率化などを実現することでありま

す。例えば、統合によって使われなくなった校舎

や土地の売却など、有効活用を考えなければなら

ない時代に来ていると思われます。 

また、年間を通じての維持管理費なども考慮さ

れているのかお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいまご質問の校舎や跡地の有効利用等でご

ざいますけれども、ご指摘のとおり使われなくな

った施設等につきましては、財政支出を抑制する

ためのコストの削減はもとよりでございますけれ

ども、市有の経営資産というふうにとらえまし

て、耐震性がなくてその利活用が見込めない施設

につきましては、予算等も勘案しながら順次解体

をして、跡地に関しましては公共施設等の総合管

理計画に従いまして、有償での売り払い、または

貸し付けを行うなど、財源確保の手段としまして

も有効に活用をしていきたいというふうに考えて

おるとこでございます。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 やはり何といっても、市民のための予算である

ことは言うまでもありませんので、市政の進展、

福祉の向上、民生の安定のための執行を現に望む

ものであります。 

次に社会体育についてお伺いをいたします。 

教育を大別すると、家庭教育、学校教育、社会

教育に大きくこの３点に分けられると思います。

中でも社会教育のうち、社会体育の果たす役割は

健康保持並びに体力の増進、親睦等の効果があり

ますが、そこでまず、社会体育の現状、活動状況

につき教育委員会の関与についてお伺いをいたし

ます。 

○○○○議長議長議長議長    

 松川教育部長。 

○○○○松川教育部長松川教育部長松川教育部長松川教育部長    

 ご質問は社会体育の現状、また、活動状況、そ

れに関して教育委員会はどう関与しているのかと

いうことでございますが、まずはハード面、施設

面についてご答弁を申し上げます。 

西予市では市民の皆様がスポーツに親しみ、ス

ポーツを楽しむ環境を提供するため、社会体育施

設の整備、維持管理、また、学校施設等の開放を

行っているところでございます。平成28年度にお

ける市内３箇所の運動公園、また社会体育施設、

小中学校の体育館等の利用状況はと申しますと、

こちらで把握している人数だけでも延べ人数で

27万人余りの皆様が利用されているという状況で

あります。 

次に、ソフト面についてご答弁を申し上げま

す。社会体育団体であります西予市体育協会へは

組織の活動支援として補助金を交付しておりまし

て、旧町単位にあります各支部の大会や体育行事

などスポーツ活動の運営資金として、ご活用をし

ていただいているところであります。 

総合型地域スポーツクラブにおきましては、市

内で三つのスポーツクラブに対し補助金を交付し

ております。組織の運営や各クラブで開催される

教室や大会など、その活動をサポートしていると

ともに、広く市民に対しスポーツに親しむ機会を

提供しているところでございます。ちょうど本日

も宇和体育館のほうで宇和文化の里スポーツクラ

ブの主催によりまして、高齢者向けの体力測定会

が行われておりまして、そのサポートに職員も出

向いているところでございます。 

また、西予市合併当初からスポーツを通じた親

睦事業として実施しております西予市民体育祭な

どにつきましては、市が委嘱をしております西予

市スポーツ推進委員協議会がその運営に携わって

いただいたり、協議会独自のスポーツイベントを

開催し、広く社会体育の推進に寄与していただい

ているところでもございます。 

また、インターハイ、国体、国際大会への出場

選手等に対しまして報奨金を交付するとともに、

高校生以下の選手には懸垂幕を掲出し、広く市民

に周知し、優秀な選手などの顕彰に努めていると

ころでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 延べ27万人が利用されてる、まことに結構なこ

とであります。よその町の活動状況私把握してな
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いんですけども、ここに平成29年度の市体育協会

三瓶支部の総会の資料と三瓶スポーツクラブの総

会の資料があります。これを28年度見ますと、

18事業、三瓶支部は行っておりますし、三瓶スポ

ーツクラブはですね、26事業、14教室を実施をさ

れてそれぞれ努力をされているようでございま

す。この中で体協の中で１番古いのは、第66回南

予剣道大会であります。体協三瓶支部、三瓶スポ

ーツクラブのことを述べましたけれども、この日

本体育協会は明治44年、1911年のオリンピック大

会を参加を契機に、大日本スポーツ体育協会とし

て発足して初代会長はご存じの嘉納治五郎柔道会

の会長であります。 

余談ですけれども三瓶町体育協会は、昭和24年

６月20日に設立されました。県下で６番目、南予

で津島町に次いで２番目に設立をされておりま

す。 

また一方スポーツクラブはいつでもどこでもい

つまでものもと、スポーツにより心や体の健康を

発達し、生命力や活力を与えるとともに健康で豊

かなライフスタイルを構築し、夢や生きがいのあ

る社会形成を目的として、始まりは18世紀から

19世紀にかけて、イギリスを中心とした西洋諸国

で生まれたものであります。我が国は高齢化社会

への移行に鑑み、厚生労働省と文科省とのタイア

ップのもと、政務として取り入れられ、当初は自

治体より多くの人々が生涯を通じてスポーツを楽

しめる地域コミュニティーとして総合型スポーツ

クラブを提唱したと記録をいたしております。戦

後の体育協会の目的は戦後の荒廃から立ち上げる

ためには、健全な体を理念として、国体を開催し

たのを景気に専門分野の選手の育成に重きを置い

てきたものと私は思っております。年齢も小学高

学年、スポーツ少年団から約60歳ぐらい、それに

対してスポーツクラブは、ゼロ歳児から墓場まで

の、いつでも誰でもいつまでもの生涯スポーツで

あります。 

そこで体育協会とスポーツクラブの考え方と対

応についてお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 松川教育部長。 

○○○○松川教育部長松川教育部長松川教育部長松川教育部長    

 ご答弁申し上げます。その前に一言お礼を申し

上げます。小野議員におかれましては、西予市体

育協会三瓶支部長、三瓶スポーツクラブ設立当初

からの理事長を歴任され、さらには、現在、愛媛

県ターゲットバードゴルフ協会の会長としてご尽

力されるなど西予市の社会体育の振興のみなら

ず、県スポーツの振興に寄与されておりますこと

に対し敬意を表しますとともに感謝を申し上げる

ところでございます。 

さて、お尋ねのありました体育協会とスポーツ

クラブの考え方と対応についてでございますが、

西予市体育協会では西予市合併後、組織統一され

たもので、各々の支部で特色ある活動も展開され

ておりまして、体育所管課において体育協会組織

運営やスポーツ活動に対しまして、支援を行って

いるところでございます。 

スポーツは次代を担う青少年の体力を向上させ

るとともに、人格の形成に大きな影響を及ぼすも

のであります。体育協会にはスポーツ少年団やジ

ュニアチームの育成並びに指導を通して、青少年

健全育成の役割も担っていただくことも期待して

おります。その過程ですぐれた資質を有する青少

年の発掘やアスリートの育成にも力を注いでいき

たいと考えております。 

一方、スポーツクラブでございますが、その意

義は生涯にわたってスポーツができる場を地域に

つくり、生涯スポーツ社会の創出とスポーツを通

した地域づくりに貢献することにあります。現

在、市の対応といたしましては、健康づくり、生

涯スポーツの観点から、健康づくり対策支援事業

をスポーツクラブに委託するとともに、その企画

運営にもかかわっていただいているところでござ

います。 

スポーツクラブには、健康寿命の延伸、健康で

活力に満ちた長寿社会の実現に向け、ライフステ

ージに合わせた生涯スポーツの振興とスポーツを

楽しめる場とスポーツを楽しむ人を育てるという

役割を担っていただいていると考えております。 

以上、答弁とします。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 最後の質問になりますけれども、ご案内の通り

日本体育協会は平成29年６月23日に開催されまし

た定期評議委員会において今年４月１日より公益

法人日本スポーツ協会というふうに名前が変更さ



 

- 99 - 

 

れます。三瓶支部におきましても例年４月に総会

をしておりましたが、恐らくこの件があるんでし

ょう、あさってですか、３月８日に常任理事会で

このスポーツ協会への名称変更が議題に上がって

いるとこであります。そこで以前の体協とスポー

ツクラブですね、今後の社会体育に対する方針並

びに対応についてお伺いをしたらと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 松川教育部長。 

○○○○松川教育部長松川教育部長松川教育部長松川教育部長    

 ご答弁を申し上げます。日本体育協会の動向

は、議員が今述べられた通りでございます。愛媛

県体育協会におきましても、平成30年１月22日の

理事会並びに２月８日に開催されました評議委員

会において、愛媛県体育協会から愛媛県スポーツ

協会に名称変更が決定されました。 

西予市におきましても、愛媛県から西予市体育

協会の名称変更に関する調査がありましたが、基

本的には、愛媛県体育協会の動向に合わせると、

現段階では回答しているところでございます。最

終的には今後の常任理事会で検討していくことと

しております。 

仮に、西予市体育協会からスポーツ協会へ名称

変更をされた場合、総合型地域スポーツクラブと

の整合性はとのお尋ねでございますが、体育協会

の運営形態は旧５町によってそれぞれ違いがあ

り、各戸から会費を徴収して組織を運営する方

式、一方、それぞれ個人が楽しみたい競技をする

ため、体育協会へ会費を納めて運営する方式の二

つの形態がございます。スポーツ協会に名称が変

更されたといたしましても、これまでの活動内容

に変化は生じないと現段階では考えております。 

スポーツクラブとの整合性でございますが、そ

れぞれの組織の役員構成を考慮しても、お互いが

主体的に行うイベント、行事におきまして、それ

ぞれが補完、協力し合いながら実施していくとい

う体制は変わらないものと判断をしております。

お互いの活動を情報共有するとともに、競技スポ

ーツの推進と生涯スポーツの観点に立って地域全

体のスポーツの振興を図ってまいりたいと考えて

おります。 

もう１点、今後の社会体育に対する方針並びに

対応についてのご質問もございました。 

健やかに健康で過ごすことは誰しも願うことで

あります。多くの市民が運動、スポーツに関心を

持ち、その習慣化を図るため、スポーツ部局や健

康福祉部局と関係団体が一体となって行うスポー

ツを通した健康増進に資する取り組みを通じて、

健康で活力ある長寿社会を構築していくことが重

要であります。そのためには、現在行っておりま

す社会体育団体の支援につきましても、組織やス

ポーツ活動の運営費に対する補助金の交付を継続

することにあわせ、各地域で開催されている大会

やスポーツイベントに、人的にも引き続き支援を

行ってまいりたいと思っております。 

また、スポーツの活動の拠点である社会体育施

設等につきましても、適切な維持管理に努めてい

きたいとも考えております。 

市といたしましては、平成19年３月にえひめ国

体の開催も視野に入れまして策定しました西予市

スポーツ振興計画「スポーツ立市せいよ2017」の

検証結果を踏まえ、第２次スポーツ振興計画を策

定することといたしております。その中で、市民

のスポーツに関する現状等を的確に把握し、それ

ぞれのスポーツライフスタイルの実現を目指すと

ともに健康保持増進並びに健康寿命延伸に向けた

取り組みを前進させていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

以上、答弁とします。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 松川部長には長い職員期間中最後の答弁、思い

出深い答弁だったかと思います。今、心臓に悪い

リンが鳴りました。時間がなくなりました。 

去る２月27日の議会の初日にですね、平成30年

度における市長所信表明の中で、市長は就任以

来、折り返し地点を迎えている、この２年間市政

運営に厳しさと重要性を痛感しその責任を強く受

けとめておると言われました。私も12月議会には

そのような話をさせていただきましたけれども、

市長ですね、あなたは行政のトップであると同時

に政治家の面を持っております。これは前の三好

市長にも言いました。重責から気遣いをして多方

面にいろいろこうされるのは結構ですけれど、や

はり、心の中で指名停止をして、交通整理をして

西予市のトップとしての言動をしていただきたい

なと。 
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やはりさきにも言いましたけれども、１番世の

中で難しいのは人間関係であります。先般、こう

いう話を聞きました。ある業者があるお客さんに

注文をしたらその日、朝になって注文がかえられ

ました。ＢからＣに。その注文を受けたＢの方は

大変責任感の強い方で、男気のある方です。もう

その人の気持ちを考えたるや、私は唖然といたし

ました。それは、Ｃの業者が悪いとは言わんので

す。そういう配慮がですね、ぜひ、していただき

たいなと。こういうことがあります。「人生行路

難、山にあらず川にあらず、ただあり人情反復の

間」これは1200年位になりますかね、中国の詩人

の白居易、白楽天の言葉です。人生というものは

高い山を登るよりも深い川を渡るよりも、それは

人間関係ですよと、こうおっしゃってるわけで

す。そのように一つ心がけていただいたらと思い

ます。何はともあれ２代目市長として後世にあぁ

あの２代目の市長は良かったなと言ってもらうた

めに、老婆心ながら苦言を呈しました。 

時間が２分30秒。この席上で河野副市長初め４

人の部長さん、さらに７名の職員の方が退職され

ようといたしております。河野副市長におかれま

しては長年の行政生活の中、そして市長の女房役

として、大変ご苦労さまでございました。また、

部長さんにいたしましても、議員の愛情あふれる

厳しい質問にも適格に答弁をしていただきまし

た。部長さんたちは行政のプロでありますので、

その経験を地域のために西予市のために一層お力

添えをいただくことを切にお願いをして、今回の

質問を終わります。 

○○○○議長議長議長議長    

 以上で、一般質問を終結といたします。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後０時04分） 

○○○○議長議長議長議長    

 再開いたします。（再開 午後１時00分） 

宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 午前中の一般質問の小野議員の答弁の中におき

まして、滞納率の状況についてご説明申し上げま

したけれども、その収納率は96.6％で、滞納率は

4.4％と申し上げましたけれども、この4.4％の滞

納率は、保険税を含めての滞納率でございます。

保険税を除きますと3.4％、普通税では3.4％とな

りますので、そのようにご理解をいただいたらと

いうふうに思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 ただいまから議案順に質疑を行いますが、質疑

内容については大綱のみに願います。 

  （日程２） 

○○○○議長議長議長議長    

 日程第２、議案第６号「西予市指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例制定について」から議案第31号「西予市新

市立病院建設基金条例を廃止する条例制定につい

て」までの26件を一括議題といたします。 

まず、議案第６号「西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例制定について」に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

 次に、議案第７号「西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について」から議案第27号「西

予市消防本部職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例制定について」までの21件に

対する一括質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

 次に、議案第28号「西予市野村町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条例を廃止する条例制定

について」から議案第31号「西予市新市立病院建

設基金条例を廃止する条例制定について」までの

４件に対する一括質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

 ただいま議題となっております、議案第７号か

ら議案第11号まで、議案第26号、議案第27号及び

議案第31号は、総務常任委員会へ、議案第６号、

議案第12号から議案第23号まで、議案第25号及び

議案第30号は、厚生常任委員会へ、議案第24号、

議案第28号及び議案第29号は、産業建設常任委員

会へそれぞれ付託いたします。 

  （日程３） 

○○○○議長議長議長議長    

 次に、日程第３、議案第32号「西予市乙亥の里

の指定管理者の指定について」から議案第36号
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「西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定管理

者の指定について」までの５件を一括議題といた

します。 

これより本案５件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

 ただいま議題となっております、議案第33号か

ら議案第36号までは、厚生常任委員会へ、議案第

32号は、産業建設常任委員会へ、それぞれ付託い

たします。 

  （日程４） 

○○○○議長議長議長議長    

 次に、日程第４、議案第37号「市道路線の変更

について」及び議案第38号「市道路線の廃止につ

いて」の２件を一括議題といたします。 

これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

 ただいま議題となっております、議案第37号及

び議案第38号は、産業建設常任委員会へ、それぞ

れ付託いたします。 

  （日程５） 

○○○○議長議長議長議長    

 次に、日程第５、議案第49号「平成30年度西予

市一般会計予算」を議題といたします。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○○○○議長議長議長議長    

 14番中村敬治君。 

○○○○14141414番中村敬治君番中村敬治君番中村敬治君番中村敬治君    

 予算書の185ページ教育費でございますが、公

民館耐震化事業というのがこの事業概要の中に記

載されておりまして、金額が1億2535万8000円と

なっております。公民館、ここの説明でも聞きま

したが、財政課長さんからの説明の中でですね、

西予市の公共施設耐震化計画に基づき事業を進め

ているという中でのこの予算だろうと思います

が、これ田之筋公民館と横林公民館の耐震化を図

るという説明であったように思います。公民館は

我々のところ石城地区でもそうですけれども、駐

在所もなくなって、また小学校もいずれなくなる

おそれがあるというような状況になっておりまし

て、西予市内ではほとんど小学校の再編というこ

とで学校がなくなるということで残された公民館

というのが地域の方々にとっても非常に大切な拠

点施設となっておるわけです。そういうことで、

公民館といいますのやはり我々のところも同じで

すけれども、南海トラフの地震が来たときには、

避難地でありまた、避難所、つまり生活をする場

というような形に位置づけられてもおります。そ

うなってきますと、非常に南海トラフの地震も以

前はここ30年以内に70％程度と言われておったも

のが、最近になって10％ほど、30年以内の発生確

率が80％ぐらいではなかろうかというようなこと

を聞き及んでおります。そういう非常に危機感を

あおるというか、実際はそうなんかもしれません

けれども、そうなってきますと、早急にこの公民

館の耐震化ということを進めてもらいたいわけで

すけれども、実際25箇所ある公民館がですね、耐

震化あるいは老朽化しておるものの長寿命化と

か、いろいろ工事の内容はあろうと思いますけれ

ども、そういう意味でですね、安心して避難地、

避難所として利用できる立派な公民館に再生でき

ているのかどうか、その辺、25箇所のうちの進捗

状況の概要をお知らせ願ったらと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 松川教育部長。 

○○○○松川教育部長松川教育部長松川教育部長松川教育部長    

 ご答弁を申し上げます。 

議員おっしゃるとおりこの事業は、公共施設耐

震化計画に基づき実施するものでありまして、公

民館は社会教育及び生涯学習の拠点施設であると

ともに、災害の避難所ともなっておりまして、地

域の重要な役割、地域づくりの拠点施設と言うべ

き施設でございます。平成30年度におきまして

は、田之筋公民館、そして横林公民館の耐震化工

事と、あわせて両公民館とも長寿命化を図るため

の工事を行うこととしております。 

議員お尋ねの市内公民館の耐震化の状況につい

てのお尋ねでございますが、市内公民館数は25館

ございます。そのうち、単独の施設として公民館

機能を有しているのは単独の施設としては23公民

館でございます。平成30年度に、この２つの公民

館の耐震化、長寿命化を行うことによりまして、
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30年度末には４公民館が耐震化工事を終えてない

という状況になります。残りの４公民館につきま

しても、随時、耐震化計画、また移転等の協議も

含めまして、安心安全な施設になるよう整備をし

ていく考えでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 中村敬治君。 

○○○○14141414番中村敬治君番中村敬治君番中村敬治君番中村敬治君    

 大変ありがとうございました。残すところ４箇

所ということをお聞きしまして、大変安心といい

ますか、進捗率がかなりいいのかなと思っており

ます。 

それで、防災関連でもう１点だけ質問させてい

ただきます。 

予算書の125ページ農地費のところでございま

すが、ため池等農地災害危機管理対策事業1325万

円というのが記載されておりますが、これについ

てお尋ねいたします。防災のソフト対策事業とい

うことで、ハザードマップをつくるという説明が

ございました。それ以外にもいろいろ老朽化した

ため池の改修とかあるいは、耐震対策とかいろい

ろ説明が財政課長さんからあったわけですけれど

も、やはり１番そのソフト対策としてこのハザー

ドマップをつくるのが１番どちらかというと経費

もかからないし、早く対応できる事業ではないか

と思っておりますので、こういうところに力を入

れていただくのは大変ありがたいことかなと思っ

ております。私の地元の宇和町山田でも比較的大

きい山田大池というのがございまして、約貯水量

が21万トンほどございます。そういう関係からか

非常に３、４年前に関地池などと一緒にハザード

マップが配られてまいりました。そういうこと

で、比較的早くから着手されておるのかなと思う

んですけれども、実際今でもこうやって予算を上

げられるということについては、まだまだ数が多

い中で進捗が悪いのかなと、このハザードマップ

つくるということについては、これは被害予測地

図ということで日本語では訳されておりますけれ

ども、被害の程度を予測して、範囲をこれも予測

した上で、災害の発生地点からいかに避難して、

被害の拡大を防ぐかというような避難経路とか避

難地とかいろいろ書いてございますが、非常に手

っ取り早いものでございまして、この防災対策の

研修会や避難訓練とかいろいろなものにも、これ

活用できるものでして、どうしても時間的にハー

ド対策というのは時間と金がかかって見通しがな

かなか立たない中で、行政主導でハザードマップ

はできると思いますので、ぜひとも早く取り組ん

でいただいてですね、これを活用して避難につな

げて人命を守るということが、先ではないかと私

は思っております。 

ですから、ハザードマップのですね、進捗状況

といいますかそういうもの、あまりため池いいま

しても、土堰堤の高さが低いものはこれは多分除

外されておると思いますが、例えば５メートル以

上とかいろいろ基準があろうと思いますが、そう

いう対象としておるものについてどの程度進捗し

ておるのかなと思いまして、お尋ねいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 中村敬治議員のお尋ねにお答えしたいと思いま

す。 

市で行っておりますため池のハザードマップの

作成でございますが、防災重点ため池17池につい

て行っているものでございます。防災重点ため池

と申しますと、先ほども言われましたが、規模が

大きいものということで、規格としてはですね、

堤高が10メーター以上、貯水量が10万トン以上

で、または下流に住宅や公共施設等があり、施設

が決壊したときに影響が大きいものという位置づ

けでございます。市内にある池のうち、さきほど

言いました17池についてその位置づけを行いまし

て、そこについてハザードマップを作成している

ところで、30年度に６池ハザードマップつくりま

すがそれで全てが完了する予定です。県内ではで

すね、この位置づけの池が355あってその半分ま

でしかできてないというとこでして、西予市とし

ては、来年度進みますので非常に早く進むという

状況でございます。 

ただ、議員のほうもご指摘ありましたように、

ハザードマップつくって全戸配布して公開して

も、効果をしっかりと生み出すように仕組んでな

いと効果が上がらないということで避難訓練等、

具体的な地域の防災活動につなげることが必要と

いうような活動を今後あわせて行っていきたいと

いうふうに思っておりまして、先般も、３月４日
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でございますが、県主催で信里地区の関地池につ

いて、この防災型のワークショップを実施したと

ころでございまして、今後も、この17池につきま

しては、ハザードマップの活用とあわせまして、

そういったような展開を図っていくように考えて

おるところでございます。 

また、防災重点ため池以外のため池につきまし

ては現在のところ計画はありませんけども、今

後、必要性を検討しながら対応してまいりたいと

いうふうに思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 15番二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 それでは、ちょっと所管以外の３つの事業につ

いてちょっとお伺いをしたいなと思っておりま

す。 

１点目は予算書75ページ、小規模多機能自治活

動拠点施設整備事業110万6000円についてであり

ますけども、小規模多機能自治拠点というのは、

去年ぐらいから、管家市長が事あるごとにお話し

されて、ちょっと私もどういうものなんかなとい

うのをちょっと調べて見ておったんですけども、

今回、予算の中に入って検討委員会を設置される

というふうなことを説明を受けました。全国のネ

ットワークの中に加入したということがホームペ

ージにもありましたけれども、この検討会を大体

どのぐらいの期間で結果を出して、この小規模多

機能自治拠点施設に向かって進もうとされておら

れるのか、わかってる範囲でお答えをいただきた

いというのが１点と。 

２点目が予算書198ページ、文化の里諸施設管

理運営事業でありますが、1905万8000円。これは

末光家住宅、そして旧武蔵、そして休憩所、この

３箇所というふうに書いてありましたけれども、

特に末光家住宅、市のほうに寄贈していただきま

した、整備もされました。また旧武蔵も市が購入

をして整備を改築をしましたけども、実際に活用

されているのは、イベントしかないというのが現

状やないかなと思っております。当初から、委員

会等で、せっかくの設備なんで、常時活用して来

ていただく方に利用していただくようにしたらい

いんじゃないかというふうなことは申し上げてお

ったんですけども。今回の予算の中で、そういう

ふうな方向にはなっているのかどうかというのを

１点お伺いをしたいなと思っております。 

３つ目に予算書205ページ、教育費の給食費の

とこですけども、地産地消推進補助事業の中で、

36万7000円。特別栽培米と普通米の差額という説

明がありました。金額見てえらいちょっと少ない

なというふうに思ったんですけども、この36万

7000円の、要は差額の金額と数量ちょっと教えて

いただきたいなと思います。 

この３つ、よろしくお願いします。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 二宮議員お尋ねの１点目でありますけども、小

規模多機能自治活動拠点施設整備事業費110万

6000円でございますけれども、この事業につきま

しては、現在、公民館を中心に地域人材を活用

し、自立した地域活動の推進を図ることを基本戦

略としまして、地域が持つ多様な課題につきまし

ては、教育面からのアプローチ、今までの公民館

を中心としたアプローチだけではなくて、行政的

な課題として取り組めるように、組織体制と自治

センター化等の見直しを検討をしていくものでご

ざいます。30年度は、市民を主体とした検討委員

会を設置をすることとしておりまして、小規模多

機能自治活動拠点施設のあり方についての協議を

していただきたいというふうに考えているところ

でございます。現在のスケジュール間といいます

か、計画では、今年度中に素案的なものを作成を

して30年度の夏場ぐらいまでに、ある程度それを

固めていきまして、そのあと、地域の皆様のご意

見をいただくということで、市政懇談会等を開催

をしてご意見をいただきたいというふうに思って

おります。それのご意見をいただいた上でさら

に、内容の検討をしまして、31年度には、さらに

詳細なあり方、検討を含めて検討しまして、32年

度ぐらいから、そういった方向で進めていけれる

ように、現在スケジュール間としては、もってい

るところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 二宮議員からの２点目の質問でございますが、
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町並みの活用、振興についてということですが、

４月からは非常にパワーアップというか、充実さ

せて進めていきたいと思っておるところでござい

ます。特に、もうご案内のように休憩所のほうが

12月に完成したところで、隊員を募集していたわ

けですが、採用に至りませんでしたので改めて募

集をしまして、４月以降の隊員によって運営を委

ねるようにしております。そのほか、クラウドフ

ァンディングを受けた春名のほうも連休前にはオ

ープンするということで準備を進められていると

いうふうに伺っております。 

昨日の二宮議員のジオパークを活用した観光振

興という中でもそういった体験型というか、そう

いったことの活用の重要性について改めてこう認

識させていただいたところでございますが、そう

いったことを積極的に進めてまいりたいというふ

うに思っております。具体的には、末光家住宅で

は従来の内容でもありますけども、着付けグルー

プにより、着付けと食事、和の作法、教育がセッ

トになったプログラムを展開しているほか、大人

向け、子ども向け、別々に行うなど、そのほか西

予市の開成塾あるいは講座なども取り組んでいる

ところでございます。また武蔵では、昔の暮らし

の体験のほか、木工教室、今後は季節ごとの昔な

がらのプログラムを再現していこうというふうに

考えているところでございます。 

そういったことについて、今までも各会議等の

利用、利活用ありますけども、今後、庁内庁舎内

各部署横断的にさらに連携しまして、学校など、

教育機関や各団体においても周知するなど、さら

に情報発信、広報に努めまして、利活用を進めて

まいりたいと思っております。あわせまして先ほ

ども言いましたけど体験プログラムというものを

つくっていくよう努めてまいりたいというふうに

思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 松川教育部長。 

○○○○松川教育部長松川教育部長松川教育部長松川教育部長    

 二宮議員からの３点目、地産地消推進事業につ

いてのお尋ねにご答弁申し上げます。 

この事業は平成30年度からの新規事業でござい

ます。事業の紹介とあわせてご答弁をさしていた

だいたらと考えます。この事業は、学校給食にお

ける地産地消の推進及び子どもたちの食育と地域

の農業に対する理解を促進するために、エコ愛媛

農作物に認定されています減農薬、減化学肥料で

生産されたコシヒカリの特別栽培米を学校給食に

利用する費用を計上したものでございます。現

在、学校給食で使用している米は西予市産コシヒ

カリを愛媛県学校給食会を通じて納入していると

ころでございますが、来年度からは、東宇和農業

協同組合から直接、今ほど申しました特別栽培米

を納入する予定でありまして、その差額分を市が

支援するものであります。 

ご質問にありました差額の金額ですが、10キロ

当たりに換算しますと、141円でございます。数

量はと申しますと、せいよ西学校給食センターで

2万2000キロ、そして三瓶学校給食センターで

4,000キロ、あわせて2万6000キロの特別栽培米

と、地元産米の差額を補填する費用を計上してい

るものでございます。 

以上、答弁とします。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 ありがとうございます。 

ちょっと１番最初の宗総務部長の説明の分の小

規模多機能自治拠点施設の事業ですけども、スケ

ジュールはお伺いをしたんですけれども、32年

度、もし順調にいけばですが、全地域一斉に考え

られておられるのか、ご理解いただいた地域から

進めようと思っておられるのか、その１点だけち

ょっとお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長    

 管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

 ただいま二宮議員からのご質問ですが、今研究

を職員がプロジェクトを組んでやっていただいて

おって、そこで１番最初の基礎の分を先進地視察

を含めて行っているところでございます。 

それで、言われました一斉かということなんで

すが、私としては、やはりこれは地域の意欲とい

うものがやっぱ大事であるんで、一斉ではなく

て、やはり意欲のあるところから、やらしていた

だきたいという気持ちを今のところ考えていると

ころでございます。先ほどの説明のありましたよ

うに、30年に各地域のほうへ出向きまして、ある
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程度ご説明をさせていただき、地域のご意見を賜

りながら、31年度で練っていき、できれば一斉に

できるようにしたいとは思いますけれども、やは

りそこには地域のご意思というのは１番大切やな

かろうかなと。そのように思っているとこでござ

います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 二宮一朗君。 

○○○○15151515番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君番二宮一朗君    

 ありがとうございました。 

私も今の市長のご意見に賛成ということで今の

ところ思っておりますんでぜひ進めていただきた

いと思います。 

もう１点、山岡部長が答弁いただきました文化

の里の件ですけども。いろんなイベントを数多く

していただくというのは大体わかったんですが、

せっかくなんで、市内の人にわかってもらうのは

当然なんですけども。市外からせっかく来ていた

だいた方がお土産買ったりちょっと休憩したりと

いうようなのに、末光家住宅、そして、武蔵を活

用して、言うたら常設いうのが毎日がいいのかど

うかわからないんですけども、せめて、金土日と

か、そういうふうな感じで定期的にあいていると

いうか活用しているというふうな方向を私は希望

しておりますんで、ぜひまたご検討をお願いした

いと思います。 

以上です。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 私のほう先ほどの答弁の中でちょっと不足して

いた部分ではございますが、説明の中で申し上げ

ました文化の里休憩所につきまして、ここを拠点

にしていきたいというふうに考えておりますが、

それぞれあそこのエリアにある施設は全て職員も

連携していろんな動きをしているわけでございま

すが、その拠点になる施設につきましては、今の

ところ土日もですね、ずっとあけて拠点としてい

く。また、言われたようなことも取り組んでまい

りたいというふうに思っております。 

以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 ほかにありませんか。 

 12番井関陽一君。 

○○○○12121212番井関陽一君番井関陽一君番井関陽一君番井関陽一君    

 予算書106ページ、新規事業のカーボン・マネ

ジメント体制整備事業なんですけども。 

温室効果ガスの排出量を把握して、その後、削

減に向けた目標を立て、実施計画を練るというこ

とでございますが、この把握した後、この実施計

画を立てるにしましても、どういった内容がある

のかというのがちょっとぴんとこないんですが、

どういうことを考えておられるのかお聞かせ願い

たいと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

 まず初めにこのカーボン・マネジメント体制整

備事業について地方公共団体において地球温暖化

対策の推進に係る法律第21条１項の規定に基づく

地方公共団体実施実行計画を策定し、温暖化対策

の取り組みの強化を行うという事業でございま

す。 

まさしくただいま、環境省のほうへうちの職員

が２人ほど出向きまして、どのような方法で計画

を立てるかということを指導していただいている

ところでございまして、まずはその段階でござい

ますので、その計画ができた後に何をするんだと

いうところまでまだ練ってないところでございま

すが、ご指導いただきながらいい計画にしていっ

て、それを実行できるように計画を立てていきた

いと思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 井関陽一君。 

○○○○12121212番井関陽一君番井関陽一君番井関陽一君番井関陽一君    

 大変カーボンオフセットといいますか、ＣＯ２

を減らすことは大切なことだと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いしたらと思います。 

もう１点、予算書190ページになりますが、社

会教育複合施設の建設事業でございますが、これ

朝質問に立たれました山本議員の質問の中でも、

ジオミュージアムのほうは鉄骨造りになるという

ことでございましたが、ここはＣＬＴを使った木

造ということでございますが、ここにおかれまし

ても、建設方法の違いによる金額の差っていうの

は出たんじゃないかなと思うんですがもし試算を
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されておりましたら、ＣＬＴで行うのとほかの方

法で建てられるとの試算の差があるようでござい

ましたらそこをお教え願いたいと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 松川教育部長。 

○○○○松川教育部長松川教育部長松川教育部長松川教育部長    

 ご答弁を申し上げます。 

ご質問にいただいた数字、金額は持ち合わせて

おりません。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議議議議長長長長    

 ほかにありませんか。 

13番菊池純一君。 

○○○○13131313番菊池純一君番菊池純一君番菊池純一君番菊池純一君    

 予算書の125ページ新規事業、農地中間管理機

構関連農地整備事業。これは一般財源500万の予

算が出ておりますが、この事業は多分国からの事

業だと思います。 

これのことについてちょっとお尋ねしたいんで

すけどこれは継続性はどんなんのかと。これから

この事業が続いていくのをどういうふうに見てい

るのかということと、それから、今回のこの予算

の対象地区は、どの地区を想定しているのか。 

それからこの500万は、この事業の中でどうい

うとこに使うのかというこの３つをお尋ねいたし

ます。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 ただいまの菊池議員のお尋ねについて答弁をさ

していただきたいと思います。 

３点あったかと思いますが、まず、事業の見通

しについてでございます。 

農地中間管理機構のこの事業につきましてはご

案内のように、新しい取り組みでございまして、

いわゆる地元負担が要らないというふうに広報さ

れている事業でございます。この事業の狙いは農

地の集約をさらに上げていくっていうことと収益

力を高めるということで、今の農業の問題解決に

つなげていこうとするものでございます。今後、

どれぐらい続くかという点につきましては正直私

認識まだできておりませんが、一定期間の事業継

続があるものと自分では思ってるところでござい

ます。 

次に、この事業の概要でございますが、概要に

つきましては、２地区の事業でございます。宇和

地域の伊延西地区、そしてもう１地区は、野村地

区でございます。前者のほうが、約19ヘクター

ル、野村地区が９ヘクタールの事業でございまし

て、そういった農地整備を行うものでございまし

て、この予算につきましては、市の負担で事業費

の25％ということで、それぞれ事業計画の策定で

ございまして、それぞれ1000万の事業費で25％ず

つということで、250万ずつ合わせて500万という

ことで、予定をしているものでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 ほかにありませんか。 

17番小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 もうやめろうと思たんですけど、１点の質問と

１点の要望をさせていただきます。 

ページは116ページですけども、ふるさと就業

創出奨励事業、これ昨年度から実施をされており

ますけれども、今年度468万円計上されておりま

すけれども、大体これは昨年度と同じ概要なの

か、まずその点をお聞きをしたらと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 小野議員のお尋ねについてお答えしたいと思い

ます。 

今回予算計上しとりますのは拡充をしておりま

す。従来、市内の学校ということだけに限ってお

りましたが、来年度からは市内の方が県内の学校

に行かれてもということを該当にしております。 

以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 その辺のところは二宮議員か誰かの質問で、そ

うしたらどうかというふうな質問があってこうな

ったと思うんですけども、私が聞きたいのは、１

人１箇月幾らで何年間その対象になるのかが聞き

たかったのですね。それともう一つはですね、さ

きの一般質問にもしましたけれども、ご案内のよ

うにちぬやさんが２月の15日だったですか、起工

式されましたですね。４月の１日開業に向けて鋭



 

- 107 - 

 

意工事を進められると思うんですけれども、昨年

度三瓶高校から本社へ行かれた方がおるんです

よ。その方は市内業者やないからいかんのですけ

ども、もし本社登録を西予市にしていただいて、

西予市の工場に就職する生徒であれば、仮に３箇

月間研修で本社へ行ってもずっと常用は西予市に

いわゆる就業される方はですね、やっぱり若年労

働者の確保とともに、そういうことを西予市の担

当者としても、募集担当の職員さんに通知をして

いただいて、採用の一助にしていただきたいなと

思いますので質問をしました。 

その点どうなのかまずお願いします。 

○○○○議長議長議長議長    

 山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

 小野議員のお尋ねにお答えをいたしたいと思い

ます。 

額につきましては月１万円、年12箇月の12万円

ということでございまして期間は３年でございま

す。この点については変わりがございませんでし

たので、ご説明は省かせていていただきました。 

あとのご質問につきましては、できるだけこの

趣旨に沿って、そういったこと幅広く対応してい

きたいと思いますが、個別の案件でございますの

で、今の件に関しましては担当とも相談した上

で、個別にお答えをさしていただきたいというふ

うに思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 小野正昭君。 

○○○○17171717番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君番小野正昭君    

 あんまりすると行政の立場もありますのでいけ

ませんですけどね、募集については職員にしてい

ただいたらええと思うんですよ、ちぬやの募集担

当者に。 

それとお願いですけれどもね。これお願いで

す。何ページやったかな、このいわゆる予算説明

資料のですね、22ページですが、１枚めくっても

らって24ページには旧町単位の括弧書きがあるん

ですよ。いわゆる、市道新設・改良事業のところ

には、旧５町単位の括弧書きに記されとりますけ

れども、この22ページの林道開設・舗装等事業

は、事業名だけで旧町単位がないんですね、町名

が。できたら、その次から入れていただいたらな

という要望です。 

○○○○議長議長議長議長    

 ほかにありませんか。 

11番源正樹君。 

○○○○11111111番源正樹君番源正樹君番源正樹君番源正樹君    

 11番源正樹、２点の事業についてお尋ねをさせ

ていただきます。 

まず予算書53ページ、２款総務費、１項総務管

理費のうち、事業概要、昇任試験事業についてな

んですけれども、来年度より新規に導入されると

いうことですが、この試験の内容と対象となるの

が、職員さん何名ぐらいいらっしゃるのか。 

また、県内ですと、松山市のほうが平成14年度

から、いわゆる課長昇進試験のほうを導入され、

現在係長のほうまで広げられているかと思いま

す。西予市として、今後、この昇任試験のほうを

どういった形で考えられていらっしゃるのか、そ

のあたりをお伺いしたいと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 宗総務企画部長。 

○○○○宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長宗総務企画部長    

 ただいま源議員のご質問の新規で行います係長

昇任候補者名簿登録試験についてでありますけど

も、まずこの試験の目的であるんですけれども、

公正そして適正な昇任とあわせまして、意欲のあ

る職員の積極的な係長登用による組織の活性化を

図ることを狙いとして新しく行うものでございま

す。この対象となる職種としましては、一般行政

の事務職員のうち、職務が主任の者、そして技術

職員のうち、主任技師の者が対象というふうなこ

とに想定をしておりまして、来年度のその対象と

なる人数の予測でありますけども、86名程度がそ

の該当になるのじゃないかというふうに思ってお

るとこです。内容としましては、筆記試験、そし

て作文試験、また面接試験と、人事評価等を加え

まして、総合的に評価をしていくというふうなこ

とで進めたいというふうに考えております。 

なおまた、ほかの階級の試験にも広げるのかと

いうことでありますけれども、現段階では、この

係長への登用という試験のみで想定をしてるとこ

でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長    

 源正樹君。 
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○○○○11111111番源正樹君番源正樹君番源正樹君番源正樹君    

 ありがとうございます。大変よくわかりまし

た。 

もう一つ事業なんですけれども、予算書の58ペ

ージ、同じく２款総務費、１項総務管理費のう

ち、野村支所庁舎建設事業5414万円についてお尋

ねをしたいと思います。 

平成30年度は、既存施設の解体が予定されてい

るということですが、工事日程や完成予定など、

今後の整備予定がどうなっているのかお尋ねをし

たいと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 尾下野村支所長。 

○○○○尾下野村支所長尾下野村支所長尾下野村支所長尾下野村支所長    

 源議員お尋ねの今年度の予算でございますけど

も、平成30年度は野村公会堂、旧野村図書館の解

体工事を行います。今後のスケジュールでござい

ますけども、解体工事が終わりまして、平成31年

度に本体工事に着手をいたしまして、平成32年度

に業務開始予定でございます。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

 ただいま議題となっております、議案第49号に

ついては、関係各常任委員会へそれぞれ付託いた

します。 

  （日程６） 

○○○○議長議長議長議長    

 次に、日程第６、議案第50号「平成30年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」から、

議案第60号「平成30年度西予市野村介護老人保健

施設事業会計予算」までの11件を一括議題といた

します。 

これより、本案11件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

○○○○議長議長議長議長    

 12番井関陽一君。 

○○○○12121212番井関陽一君番井関陽一君番井関陽一君番井関陽一君    

 国民健康保険特別会計でございますが、前年度

の当初予算と比べまして、9億6000万ほどの減額

となっておるんですけども、金額が大きいんです

が県の事務組合に変わるということからこれぐら

いの金額の差が出たのか、この金額がちょっと大

きいので説明をお願いしたらと思います。 

○○○○議長議長議長議長    

 酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

 井関議員のご質問にお答えをいたします。 

金額的に9億円近くで大きいですけど、歳出も

9億円減りますが、歳入も9億円減るというような

ことで、おっしゃるとおり愛媛県の連合になるの

で、補助事業の関係が変わってきまして、支払う

お金も減るということでございます。プラスマイ

ナスゼロでございます。 

○○○○議長議長議長議長    

 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

 以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております、議案第51号

は、総務常任委員会へ、議案第50号、議案第52号

から議案第54号まで及び議案第57号から議案第

60号は、厚生常任委員会へ、議案第55号及び議案

第56号は、産業建設常任委員会へ、それぞれ付託

いたします。 

  （日程７） 

○○○○議長議長議長議長    

 次に、日程第７、陳情第１号「住宅宿泊事業法

の条例化についての陳情」及び、陳情第２号「渓

筋田之筋線全線改良の早期実現を求める陳情」の

２件について、一括議題といたします。 

本陳情２件につきましては、お手元に配信いた

しております陳情文書表のとおり、産業建設常任

委員会へ付託いたします。 

各常任委員会においては、各議案及び陳情につ

いて十分に審査を行い、最終日の本会議におい

て、委員会審査の経過と結果について、各委員長

の報告を求めることといたします。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

３月20日は午後２時から会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 

 散会 午後１時51分 



 

 

 

 

第 ４ 日 

 

３月 20 日（火曜日） 

 

  



 

- 109 - 

 

平成３０年第１回西予市議会定例会会議録（第４号） 

１．招 集 年 月 日 平成３０年３月２０日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成３０年３月２０日 

          午後 ２時００分 

１．閉     会 平成３０年３月２０日 

          午後 ４時１０分 

１．出 席 議 員        

    １番  宇都宮 久見子 

    ２番  信 宮 徹 也 

    ３番  宇都宮 俊 文 

    ４番  加 藤 美 香 

    ５番  中 村 一 雅 

    ６番  河 野 清 一 

    ７番  佐 藤 恒 夫 

    ８番  山 本 英 明 

    ９番  竹 﨑 幸 仁 

   １０番  小 玉 忠 重 

   １１番  源   正 樹 

   １２番  井 関 陽 一 

   １３番  菊 池 純 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  小 野 正 昭 

   １８番  宇都宮 明 宏 

   １９番  森 川 一 義 

   ２０番  藤 井 朝 廣 

   ２１番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  河 野 敏 雅 

   教  育  長  保 木 俊 司 

   総務企画部長  宗   正 弘 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   公営企業部長  三 好 敏 也 

   産業建設部長  山 岡 薫 彦 

   生活福祉部長  酒 井 信 也 

   教 育 部 長  松 川 伸 二 

   明 浜 支 所 長  山 下   玉 

   野 村 支 所 長  尾 下 孝 二 

   城 川 支 所 長  高 橋   司 

   三 瓶 支 所 長  中須賀 敏 幸 

   消防本部消防長  西 川   傳 

   総 務 課 長  宇都宮   裕 

   財 政 課 長  山 住 哲 司 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  道 山 升 文 

   議 事 係  三 好 祐 介 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

  １ 議会報告第１号 西予市創生特別委員会報告

について 

 ２ 議案第 ６号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例制

定について 

   議案第 ７号 西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市行政手続における特

定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９号 西予市職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第１０号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１１号 西予市営プール条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２号 西予市立幼稚園における保

育料等徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１３号 西予市ひとり親家庭医療費

助成条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１５号 西予市重度心身障害者医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１６号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１７号 西予市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１８号 西予市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１９号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第２０号 西予市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第２１号 西予市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第２２号 西予市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市包括的支援事業の実

施に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２４号 西予市宝泉坊ロッジの設置

及び管理に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２５号 西予市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第２６号 西予市消防本部及び消防署

の設置等に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２７号 西予市消防本部職員の特殊

勤務手当に関する条例の一
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部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２８号 西予市野村町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第２９号 西予市城川町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

議案第３０号 西予市東部衛生センター施

設等整備基金条例を廃止す

る条例制定について 

   議案第３１号 西予市新市立病院建設基金

条例を廃止する条例制定に

ついて 

   議案第３２号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第３３号 西予市游の里デイサービス

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第３４号 西予市游の里健康センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３５号 西予市游の里ふれあい広場

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３６号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第３７号 市道路線の変更について 

   議案第３８号 市道路線の廃止について 

議案第４９号 平成３０年度西予市一般会

計予算 

 議案第５０号 平成３０年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別会

計予算 

   議案第５１号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５２号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第５３号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第５４号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第５５号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第５６号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第５７号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第５８号 平成３０年度西予市水道事

業会計予算 

   議案第５９号 平成３０年度西予市病院事

業会計予算 

議案第６０号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

    陳情第 ２号 渓筋田之筋線全線改良の早

期実現を求める陳情 

  ３ 委員会の閉会中の継続審査の件 

追加 議案第６１号 平成２９年度西予市一般会

計補正予算(第１１号) 

   議案第６２号 平成２９年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第６号） 

    議案第６３号 平成２９年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第５号） 

    議案第６４号 西予市長及び副市長の給料

の減額に関する条例制定に

ついて 

    議案第６５号 西予市副市長の選任につい

て 

    議案第６６号 西予市固定資産評価員の選

任について 

発議第 １号 西予市議会委員会条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議員派遣の件について 
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本日の会議に付した事件 

  １ 議会報告第１号 西予市創生特別委員会報告

について 

 ２ 議案第 ６号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例制

定について 

   議案第 ７号 西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市行政手続における特

定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９号 西予市職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第１０号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１１号 西予市営プール条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２号 西予市立幼稚園における保

育料等徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１３号 西予市ひとり親家庭医療費

助成条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１５号 西予市重度心身障害者医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１６号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１７号 西予市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１８号 西予市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１９号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第２０号 西予市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第２１号 西予市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第２２号 西予市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市包括的支援事業の実

施に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２４号 西予市宝泉坊ロッジの設置

及び管理に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２５号 西予市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第２６号 西予市消防本部及び消防署

の設置等に関する条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２７号 西予市消防本部職員の特殊

勤務手当に関する条例の一
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部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第２８号 西予市野村町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第２９号 西予市城川町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条

例を廃止する条例制定につ

いて 

議案第３０号 西予市東部衛生センター施

設等整備基金条例を廃止す

る条例制定について 

   議案第３１号 西予市新市立病院建設基金

条例を廃止する条例制定に

ついて 

   議案第３２号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第３３号 西予市游の里デイサービス

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第３４号 西予市游の里健康センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３５号 西予市游の里ふれあい広場

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第３６号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第３７号 市道路線の変更について 

   議案第３８号 市道路線の廃止について 

議案第４９号 平成３０年度西予市一般会

計予算 

 議案第５０号 平成３０年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別会

計予算 

   議案第５１号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５２号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第５３号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第５４号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第５５号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第５６号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第５７号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第５８号 平成３０年度西予市水道事

業会計予算 

   議案第５９号 平成３０年度西予市病院事

業会計予算 

議案第６０号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

    陳情第 ２号 渓筋田之筋線全線改良の早

期実現を求める陳情 

  ３ 委員会の閉会中の継続審査の件 

追加 議案第６１号 平成２９年度西予市一般会

計補正予算(第１１号) 

   議案第６２号 平成２９年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第６号） 

    議案第６３号 平成２９年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第５号） 

    議案第６４号 西予市長及び副市長の給料

の減額に関する条例制定に

ついて 

    議案第６５号 西予市副市長の選任につい

て 

    議案第６６号 西予市固定資産評価員の選

任について 

発議第 １号 西予市議会委員会条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議員派遣の件について
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  開会 午後２時00分 

○○○○議長議長議長議長    

 ただいまの出席議員は、21名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○○○○議長議長議長議長    

日程第１、議会報告第１号「西予市創生特別委

員会報告について」を議題といたします。 

西予市創生特別委員会委員長二宮一朗君の報告

を求めます。 

二宮一朗君。 

○○○○二宮一朗創生特別委員長二宮一朗創生特別委員長二宮一朗創生特別委員長二宮一朗創生特別委員長    

西予市創生特別委員会報告をさしていただきま

す。 

まず最初に、西予市創生特別委員会設立とその

経過についてご報告を申し上げます。 

地方創生の取り組みは、もともと政府が平成

26年に打ち出した人口減少の克服と東京一極集中

の是正を目指すものであり、主体的に取り組みを

行う地方自治体を交付金で支援をするという政策

であります。西予市でも第２次総合計画と連携を

した地方版総合戦略、「西予市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を策定、各種取り組みを行うこ

ととなりました。 

西予市創生特別委員会は、上記の経過を踏ま

え、改選前に引き続き、平成28年第２回定例会に

おいて設立をされました。平成29年６月において

委員の改選もありましたが、設立以降、委員10名

体制により、約２年間をかけて先進地の視察研

修、委員会を開催し調査研究を取り組んでまいり

ました。委員を５名ずつ２班編成とし、取り扱っ

てきた調査テーマは以下のとおりであります。 

テーマ１「学校給食の地産地消」を１班に、テ

ーマ２「移住・定住と空き家対策」を２班として

委員会では、平成29年第１回定例会において中間

報告を行ったほか、視察により得られた成果をも

とに、当委員会、一般質問、常任委員会審査など

を通じて行政関係部署への提言を行ってまいりま

した。 

以下に班ごとにおいて行われた調査研究と成果

について述べたいと思います。 

学校給食の地産地消の調査研究と成果について

でございます。平成28年８月19日に今治市を視察

をいたしました。同市では早くから学校給食の地

産地消に取り組むとともに、旧今治市で制定して

いた食料の安全性と安定供給体制を確立する都市

宣言を合併後の平成17年に改めて宣言をし、全市

を挙げて、より安全な食料の安定生産を積極的に

推進をしてきました。特に、学校給食の現場で

は、野菜が重量ベースで70％、パン、米に至って

は100％の地元産食材の使用率により、学校給食

を提供をされておりました。 

ほかにも、平成21年度より毎年11月から12月を

地産地消今治ブランド月間と位置づけ、その間

は、市内のどこかの調理場で、１週間全て今治市

産の食材、ただし調味料・乳製品は除きますけれ

ども、を使用した給食提供を行うといった試みも

行われており、調査研究を行うに当たり、非常に

参考になりました。 

また、平成28年11月７日の神奈川県茅ヶ崎市に

おける視察では、食育を学校教育の根幹に据えた

取り組みを事例として学ぶことができました。市

内の学校給食の現場では、生産者、仕入れ業者、

学校単独調理場との連携で地域一体となった地産

地消の取り組みを行っている事例でありました。 

平成30年１月17日の北海道東神楽町における視

察においては、文部科学省のスーパー食育モデル

事業について研修を行っております。 

ほかにも１月19日の千葉市の学校給食における

地産地消の取り組みでは、生産者による出前授業

と学校給食事業38億円ビジネスを共同調理場のＰ

ＦＩ事業や民間委託へ移行する取り組み、また、

千葉産農産物にこだわったメニューを開発し、年

８回共通メニューで提供をしている取り組み等に

ついて調査をすることができました。 

成果と今後の展望についてでありますけれど

も、こうして１班が調査研究を重ねる中、我が西

予市では、平成29年３月３日に宇和、明浜両地域

にある９小中学校の給食を調理、提供するせいよ

西学校給食センターが落成をし、同年４月から稼

働を始めました。 

これまでの調査研究を踏まえ、提言を行った成

果として、せいよ西給食センターでは以下のこと

が可能となっております。 

卯之町青果協同組合がＪＡ東宇和から仕入れる

ことができるように、タマネギは西予総合福祉会
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からも仕入れることが可能に、城川ファクトリー

からユズ果汁のほか、タケノコの水煮なども仕入

れることが可能に、平成30年度から米も西予市産

特別栽培米と通常の米との差額分の補助がつくよ

うになったことのほか、米をＪＡ東宇和から直接

仕入れることが可能になりました。 

以上のような成果を得ることができた一方、県

の設定の目標である地産地消達成率18％について

は、年間を通して目標値に届いていないのも現実

であります。これからの学校給食における地産地

消を促進するためには、せいよ西給食センター、

９月から供用開始のせいよ東給食センターを中心

として、西予市の農産物を少しでも多く提供でき

る仕組みを整備するとともに、市産品による共通

メニューをふやすといった取り組みを行うこと

で、未来を担う子どもたちの健やかな育成を図っ

ていかなければなりません。 

また、給食センターで発生する生ごみから堆肥

をつくり、田畑に返して農産物を育てるといっ

た、西予市版食と農の循環リサイクルの確立につ

いても、我々議員は、行政と一丸になって取り組

む必要があると考えます。 

加えて、食育の分野では海里山の西予市の生産

者による食育の出前授業などにより、西予市の農

産物への理解、食の重要性について理解を深めて

いかなければならないと考えております。 

次に、移住定住と空き家対策について調査研究

また成果についてのご報告を申し上げます。 

平成28年８月19日において、高知県香美市で定

住推進課の取り組みを視察をさせていただきまし

た。空き家の賃貸や売買希望物件の情報を市のホ

ームページ等に掲載し、移住希望者へ物件情報を

一括して提供する市の登録制度である空き家バン

クを設置するほか、集落支援員を６名置くなど、

移住定住の体制強化を図っておられました。 

また、衰退する地域の活性化や持続可能な社会

づくりを行うため、地域住民や地域に関心を持つ

人たち等を対象として、移住促進、地域資源の保

全と活用、社会教育、社会システム構築、情報発

信等を行うことを目的として設立された、ＮＰＯ

法人いなかみの取り組みについて学ぶことができ

ました。香美市からの業務委託により連携体制を

整え、高知県の補助金を活用する形で実施をされ

たウェブでの情報発信、地域との交流、子育て支

援団体との連携、移住体験者へのアフターフォロ

ー、移住体験ツアーといった各種の取り組みは、

平成25年に12名、平成26年に17名、平成27年に

38名の移住実績を生み出すものでありました。 

平成28年11月７日から９日において実施された

視察では、東京都有楽町のふるさと回帰支援セン

ター、長野県伊那市において研修を実施をしてお

ります。 

ふるさと回帰支援センターは全国46道府県の市

町村がブースを連ね田舎暮らしの相談窓口とし

て、地方暮らし、Ｉ・Ｊ・Ｕターンをサポートす

る聖地となっております。高橋公理事長から同セ

ンターの活動状況、現在の移住交流の実態につい

ての説明を受けたほか、自治体として当施設へ、

というのは回帰支援センターですけども、加入を

勧められました。移住相談を受ける際に、加入会

員となった自治体の支援情報を提供し、都市と農

村の橋渡しを行うことができるということであり

ました。西予市も平成29年４月から会員になりま

した。 

長野県伊那市では、平成25年に策定した移住定

住促進プログラムについて研修をいたしました。

10年間を計画期間とし、前期５年、後期５年にそ

れぞれ推進目標数値を設定、各種計画を進めてお

られました。中でも、シティープロモーション戦

略は伊那市の知名度、認知度、好感度アップを向

上させるもので、市民や都市住民に対し多様な媒

体を通じて、伊那市の魅力を発信することで、伊

那市で暮らしたいという意識の醸成と行動へ結び

つけを図っておられました。 

本年１月17日では20年間で人口が1,000人ふえ

ている北海道東川町にて視察研修を行っておりま

す。 

写真の町ひがしかわ株主制度では、東川町を応

援しようとする方が東川町へ投資、寄付によって

株主となり、まちづくりに参加する制度でありま

す。東川町ならではのプロジェクトの中から投資

したい事業を選定することができ、株主証となる

カードの発行や株主優待のほか、自治体への寄付

に該当するため、ふるさと納税として住民税など

税法上の控除を受けることもできるユニークな制

度で、毎年株主総会には150名ほどの参加がある

ほか、昨年11月末現在の株主総数は2万2775人、

投資総額は4億5584万9000円を誇っております。
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「東川町の株主はあなたです」というキャッチコ

ピーにあるように、住民一人一人が東川町をつく

るのだという意識を醸成することで、文字どおり

住民参加型のまちづくりにつなげているすばらし

い事例と言えます。移住者事業でも、美しい景観

と住みやすい環境を生かし、事業を展開される方

もふえている模様で、東川町の徹底した定住移住 

対策には目をみはるものがありました。 

今後の展望についてでありますけれども、議会

からの提言、要請を受けた結果、移住定住につい

て西予市でも進展をした内容とか成果は以下のと

おりであります。 

「海/里/山の憧れ暮らし」西予市移住定住サイ

トを公開、西予市お試し移住体験交流施設のオー

プン、移住コーディネーターによる移住サポー

ト、これらの取り組みにより、移住定住に向けた

各種体制が整いつつありますが、今後も西予市に

目を向けてくれた人へのアピールとアプローチが

大切になると考えます。 

空き家対策関連の事業については進展した内容

成果は以下のとおりであります。 

空き家実態調査をＡからＥまでの５段階に分

類、活用可能な空き家を改修しお試し移住体験施

設に、活用可能な物件のホームページへの掲載、

特定空き家等対策行動マニュアルの作成と調査、

今後、閣議決定をされた民泊新法の活用も研究し

ながら、全国に目を向けた移住、定住、空き家対

策に係る各種事業を行っていく必要があります。

移住、交流、空き家対策は全国の地方自治体が人

口減少対策として取り組みをしておりますが、ベ

ターな手法を常に追い求め続けていくことこそが

東京圏を初めとする都市部への一極集中化を緩和

させ、人と人との交流と活力を生み、真の地域活

性化へつながるものであると考えます。 

当委員会に託された調査研究テーマは、以上の

二つでありましたけれども、地方創生の取り組み

には限りはありません。 

市議会では今後も西予市に必要とされる取り組

みに優先順位をつけながら研究を重ね、行政に対

しての提言、アイデアの提供などを行っていく必

要があると考えます。 

以上で、西予市創生特別委員会の報告を終わり

ます。 

平成30年３月20日、西予市創生特別委員会委員

長二宮一朗。２年間大変お世話になりました。 

○○○○議長議長議長議長    

以上で委員長の報告は終わりました。 

これより委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

以上で質疑を終結といたします。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

ただいまの委員長の報告をもって、西予市創生

特別委員会の調査、研究を終了することに、賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立多数であります。よって、西予市創生特別

委員会の調査、研究は終了することに決定いたし

ました。 

  （日程２） 

○○○○議長議長議長議長    

次に、日程第２、議案第６号「西予市指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例制定について」から議案第38号「市

道路線の廃止について」までの33件及び議案第

49号「平成30年度西予市一般会計予算」から議案

第60号「平成30年度西予市野村介護老人保健施設

事業会計予算」までの12件、並びに陳情第２号

「渓筋田之筋線全線改良の早期実現を求める陳

情」の計46件を一括議題といたします。 

各委員会における審査の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

まず、総務常任委員会委員長菊池純一君。 

菊池純一君。 

○○○○菊池純一総務常任委員長菊池純一総務常任委員長菊池純一総務常任委員長菊池純一総務常任委員長    

委員会審査報告。 

去る３月６日の本会議において当委員会に付託

されました議案10件について、３月９日と３月

12日に審査を行いましたので報告いたします。 

審査の結果は、お手元に配信の委員会報告書の

とおりであり、議案10件は原案のとおり可決決定
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いたしました。 

全議案の中の委員からの質疑及び関係部課長の

答弁を抜粋して報告します。 

議案第７号「西予市部設置条例の一部を改正す

る条例制定について」では、産業建設部を２つの

部に分けるということだが、職員の数に増減があ

るのかとの質疑があり、産業建設部を第１次産業

や観光等を取り扱う産業部と土木建築や水道等の

専門知識を有する建設部へと再編し、公営企業部

水道課を建設部上下水道課へ統合するため、人の

動きはあるが、実質の職員数に変動はないとの答

弁でした。 

議案第８号「西予市行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正

する条例制定について」では、マイナンバーを行

政サービスの簡素化に使っていくことはいいこと

だが、図書カードとか病院の診察券などをマイナ

ンバーに統一していくつもりはないかとの質疑が

あり、他の自治体では、自治体ポイントや商店街

ポイントがたまる仕組みを実証実験してるところ

もあるようなので、西予市においても、カード普

及推進にあわせ、庁内の関係部署と協議をしなが

ら、利便性向上について検討していきたいとの答

弁がありました。 

議案第26号「西予市消防本部及び消防署の設置

等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」では、明浜、城川に准救急隊員制度を導入す

ることによって、野村の勤務体制が５人体制とな

っているのだが、救急隊出動必要数３人が出動し

ているときは、残り２人での火災対応となるが大

丈夫なのかとの質疑があり、２名での対応となる

が、城川町、明浜町においては、支所の一般行政

職員で構成する特化型機能別消防団を置いて対応

する。野村においては、非番の職員を招集して対

応するとの答弁がありました。 

次に、議案第49号「平成30年度西予市一般会計

予算」の総務常任委員会所管分について抜粋して

報告いたします。 

総務課所管分では行政連絡等委託料4786万

8000円について、１戸当たり幾らか。また人口の

多い地域、高齢化人口減少が進んでいる地域、区

長のなり手不足等、自治会運営上いろいろな課題

がある中で、今後、課題解決に向けてどのように

配分されていくつもりかとの質疑があり、現在均

等割として3万8000円、世帯割ということで、１

世帯1,800円という形で進めているが、行政連絡

協議会で検討を重ねており、平成31年度から世帯

数に加え、自治会数や高齢化率を加味して配分し

ていくとの答弁がありました。 

危機管理課所管分では、福祉施設に防災倉庫を

設置される予定だが、まず、どこの施設につくる

予定なのかとの質疑があり、福祉避難施設16箇所

に３年かけて設置する予定である。施設は、松葉

寮、あけはま荘、皆楽園、しいのき園、法正園、

つくし苑、奥伊予荘、三楽園、ケアハウスはまゆ

う、ケアハウスれんげ、惣川高齢者生活福祉セン

ター、希望の森、松葉学園、野村育成園、野村学

園、寿楽苑です。本年度設置場所についてはまだ

協議中であるとの答弁がありました。 

まちづくり推進課所管分では木育推進事業で

145万7000円を組んでいるが、市内で誕生した子

どもにウッドスタートを兼ねて、木製おもちゃを

進呈するようだが、その数と１個当たりの金額に

ついて質疑があり、西予市では、４月１日に城川

の保育所で開所式に合わせてウッドスタート宣言

を行い、実際におもちゃを配布する予定です。１

年間に生まれる約220から230名のお子さんにプレ

ゼントする予定で、市内業者にて１個約5,000円

で作成するとの答弁でした。 

教育総務課所管分では生徒国際交流事業費

1042万5000円について、この事業は、決算審査特

別委員会時にも生徒の派遣人数について話題とな

ったが、今年度予算額と比較すると、おおむね

200万円の増額となっており、これは派遣生徒数

をふやしたのかとの質疑があり、平成28年、29年

度は、生徒13人を派遣したが、来年度は５人ふや

して18人を派遣する計画であるとの答弁がありま

した。 

また、今年度から始まった小学生夢チャレンジ

サポート事業では、今年度はどのような夢に取り

組んだのか、また来年度の予定はとの質疑があ

り、この事業は各小学校児童から自分たちがかな

えたい夢を募集し、その中から選定委員会が選定

した夢を実現していくという事業であり、今年度

は大野ヶ原小学校児童の東京で大野ヶ原を宣伝し

たいという夢を選定し、大野ヶ原小学校児童みず

からが大野ヶ原大根の販売など、大野ヶ原の宣伝
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を行うとともに、東京大学で相撲体験などを行っ

た。来年度においても今年度と同様に、募集や選

定等を行い、時には地域の支援を得ながら、児童

の夢が実現できるよう取り組んでいきたいとの答

弁がありました。 

生涯学習課所管分では、公民館の耐震化事業で

残っているところはどこかとの質疑があり、平成

30年度末までに２館を実施すれば残り４館とな

る。その内訳は、既に耐震化診断を終えている明

間公民館と貝吹公民館、そして、耐震化診断が未

実施となっている土居公民館と三瓶北公民館であ

るとの答弁でした。 

文化体育振興課所管分では、全国大会出場選手

支援事業において、支援対象年齢と１人当たりの

補助額はとの質疑があり、小学生以上一般の方が

対象となり、予選会を経て全国大会に出場した選

手に対して上限1万5000円であり、国際大会、国

体等については2万円が上限となっているとの答

弁でした。 

以上、総務常任委員会審査報告とします。 

平成30年３月20日、総務常任委員会委員長菊池

純一。 

以上です。 

○○○○議長議長議長議長    

次に、厚生常任委員会委員長中村一雅君の報告

を求めます。 

中村一雅君。 

○○○○中村一雅厚生常任委員長中村一雅厚生常任委員長中村一雅厚生常任委員長中村一雅厚生常任委員長    

厚生常任委員会審査報告。 

去る３月６日の本会議におきまして、当委員会

に付託されました議案について、３月９日及び

12日に委員会を開催し、審査をいたしましたの

で、その経過と結果についてご報告申し上げま

す。 

お手元に配信のとおり、議案28件につきまして

は、いずれも全会一致で原案可決決定いたしまし

た。 

これより、審査の過程において委員より出され

た質疑並びに部課長の答弁を抜粋してご報告申し

上げます。 

議案第19号「西予市介護保険条例の一部を改正

する条例制定について」では、担当課から、第７

期介護保険事業計画策定により、平成30年度から

介護保険料の改定などに伴い、条例の一部を改正

するものであり、平成30年度から平成32年度の

間、介護保険料の月額基準額を現行の5,600円か

ら5,900円に改定するとの説明がありました。 

委員から、介護保険料の月額基準額は９段階中

の第５段階の区分に該当すると思うが、西予市の

被保険者の階層の人数はどうなっているのかとの

質疑があり、西予市では、第１段階は3,101人、

第２段階は2,598人、第３段階は1,782人、第４段

階は1,553人、第５段階は2,881人、第６段階は

2,180人、第７段階は1,234人、第８段階は

456人、第９段階は370人であるとの答弁がありま

した。 

議案第33号「西予市游の里デイサービスセンタ

ーの指定管理者の指定について」、議案第34号

「西予市游の里健康センターの指定管理者の指定

について」及び議案第35号「西予市游の里ふれあ

い広場の指定管理者の指定について」の３件で

は、それぞれ指定管理者の指定期間が１年間とな

っているが、これは温浴施設再生会議の意見を反

映したものなのかとの質疑があり、今回の１年間

という指定期間は、温浴施設再生会議の意向を受

けた期間ではなく、あくまでも指定管理者が経営

について常に緊張とスピード感を持った自主運営

を再認識し、研究検討してもらうために設定した

期間であるとの答弁がありました。 

議案第49号「平成30年度西予市一般会計予算」

における健康づくり推進課所管分では、三瓶町に

おける一次救急休日夜間診療に伴う負担金につい

て質疑があり、三瓶町の救急消防事業は、合併当

初から八幡浜施設事務組合に加入しており、一次

救急休日夜間診療運営に伴う負担金割合は、組合

加入当初の人口割により12％に決定し、八幡浜施

設事務組合へ負担金を支払っている。平成30年度

は、一次救急休日夜間診療にかかる八幡浜施設事

務組合の運営経費が7455万7000円であり、その

12％に当たる894万6000円を予算計上していると

の答弁がありました。 

市民課所管分では、マイナンバーカード交付に

関する申請方法について、国が変更するという話

はないのかとの質疑があり、申請方法の変更につ

いては現在のところ情報が入っていない状況だ

が、当市では、子育て支援課での手続や公営住宅

の窓口申請の手続などにマイナンバーを利用する

ことで、手続の簡素化ができることにしており、
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今後もさらに活用が図れると考えているとの答弁

がありました。 

環境衛生課所管分では、田園ロマンの里づくり

推進事業の活動の中で、平成30年度に新たに計画

している子どもたちの活動支援計画について質疑

があり、山口県周南市にある八代小学校では、ツ

ルが餌をとっているところやねぐらの見学など、

昔からツルを地域資源とした学校活動に取り組ん

でおり、当市のツル飛来地が石城地区にあり、環

境学習が始まったばかりの石城小学校の子どもた

ちが、実際に現地に赴き交流を行うことで、さら

なる環境学習につながると考えている。その結果

をもとに、石城小学校の中でツルの見守り学習な

どへ展開していきたいとの答弁がありました。 

また、可燃ごみ処理委託料について、人口減少

となっているのに、ごみ量が増加していると説明

があったが、ごみを削減するためにはどのような

対策が必要なのかとの質疑があり、直接的な要因

につながるか不明であるが、今年度は愛媛国体が

開催され、ボランティア活動や奉仕作業等が行わ

れたこともあり、平成29年度のごみ総量が微増と

なっているのではないか。可燃ごみの中には、水

分を含んでいる残飯等が含まれており、各家庭で

残飯をぎゅっと一握り絞っていただくだけでも水

分が減り、西予市全体のごみの重さも減ってく

る。また、資源ごみになるごみが可燃ごみとして

出されていることもあり、ごみの減少に向けた取

り組みを市民へＰＲしていきたいとの答弁があり

ました。 

福祉課所管分では、生活保護者の医療費は、扶

助により無料であるが、費用抑制の対策は行って

いるのかとの質疑があり、生活保護者は無保険の

ため全額医療扶助費から支給されており、月平均

で2200万円程度の医療費が支払われている状況で

ある。このうち４分の３は国の補助であるが、医

療費の適正化を図るため、内科医や精神科医と嘱

託医契約を行い、医療が適正かどうか確認をして

いる。また、ケースワーカーが訪問した際には、

健康管理には十分注意するよう、必ず指導してい

るところであるとの答弁がありました。 

また、生活困窮者世帯の子どもに対する学習支

援事業について、教育委員会との連携はとれてい

るのかとの質疑があり、当事業は、生活困窮等に

より家庭内での生活環境が劣悪な状態となり、心

身にさまざまな問題を抱えている子どもに対し

て、学習支援が必要と認められた場合に、子ども

支援員が家庭訪問し、子どもが抱えている悩みの

相談や学習支援を行うことで、子どもの健全な育

成を促すことを目的としており、学校と福祉事務

所が密な連携をとって支援を行っているとの答弁

がありました。 

さらに、生活困窮者自立支援事業について質疑

があり、生活困窮者の自立支援のための相談窓口

として、福祉事務所内に福祉総合相談支援センタ

ーを設置しており、その費用を計上している。平

成29年度は月に３回程度相談者が来られていると

の答弁がありました。 

子育て支援課所管分では、子育て支援センター

事業で、平成30年度から新たに取り組むきずなメ

ール配信サービスについて質疑があり、当サービ

スは、妊婦から子育て世代への支援の充実を図る

ことを目的とし、新たにＬＩＮＥを利用したサー

ビスで、活動拠点は宇和児童館となるが、配信の

対象者は市内全域の子育てをする保護者となると

の答弁がありました。 

また、平成30年４月から西予市民病院の事業所

内保育所として開設されるスマイル保育園の現状

の受け入れ状況について質疑があり、現時点で

は、平成30年４月１日から入所される方は、事業

所枠１名、地域枠１名の計２名となっており、４

月中に入園希望の問い合わせが１件入っている状

況であるとの答弁がありました。 

議案第52号「平成30年度西予市国民健康保険特

別会計予算」では、平成30年４月１日から国民健

康保険の広域化が開始され、事業主体が西予市か

ら愛媛県となるが、加入者に対する変更点はある

のかとの質疑があり、国民健康保険被保険者が持

たれている保険証が更新になり、記載が若干変更

となるが、それ以外は変更点はないとの答弁があ

りました。 

また、西予市の現在の国民健康保険料は、県内

他市町と比べて安く、将来的に県内全ての市町の

保険税率が同じになる流れになると思うが、将来

の保険料の見通しはとの質疑があり、保険料につ

いては、標準保険料、統一保険料という話が確か

に出ているが、２、３年先、10年先に決まるとい

った情報が全く入っておらず、いつからというこ

とは示されていない状況である。保険料について
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はしばらくの間、西予市が決定していくことにな

るとの答弁がありました。 

これらを受け、委員から平成30年４月１日から

国民健康保険制度が改正となることから、市民の

方へ幅広くわかりやすい周知や啓発をしてほしい

との要望がありました。 

議案第54号「平成30年度西予市介護保険特別会

計予算」では、権利擁護事業における困難事例と

は具体的にどういったものなのかとの質疑があ

り、困難事例とはさまざまなケースがあり、一く

くりで説明するのが難しいが、一つの例として、

高齢者世帯のごみ屋敷化などのごみ問題などがあ

る。社会福祉協議会や包括支援センターなど関係

機関と連携しながら、年に数件対応している状況

であるとの答弁がありました。 

また、西予市において成年後見制度は問題なく

できているのかとの質疑があり、成年後見につい

ては、今年度より西予市社会福祉協議会が法人後

見業務を開始するなど、スムーズに進んでいると

認識しているとの答弁がありました。 

議案第58号「平成30年度西予市水道事業会計予

算」では、市内配水池の耐震未改修の施設はどの

くらいあるのかとの質疑があり、平成30年度に、

宇和地区の上松葉配水池の改修工事が終了すると

基幹配水池の未改修施設は残り４施設となるとの

答弁がありました。 

また、先般の断水時の際に、量水器のバルブが

古く、なかなか回らないところやハンドルがない

ところがあり、交換に苦労したと聞いているが、

バルブの交換は計画しているのかとの質疑があ

り、計量法により、メーター器を８年に１回交換

する必要があるが、バルブについては、居住者が

改修等により不具合が出て申し出があった場合に

交換している。今回の件を踏まえ、今後、バルブ

交換についても検討していくとの答弁がありまし

た。 

議案第59号「平成30年度西予市病院事業会計予

算」では、医療事務の人材派遣にかかる費用はど

のくらい計上しているのか。事務職員や医療事務

従事者に正規職員をふやしてはどうかとの質疑が

あり、現在、両病院ともニチイと委託契約を締結

しており、委託費用は、西予市民病院が4372万

8000円、野村病院が3589万9200円となっている。

野村病院については、平成30年度から医療事務の

委託を廃止し、市が直接臨時職員を任用すること

でコスト縮減を図っているとの答弁がありまし

た。 

また、将来的に二次救急を西予市民病院へ一本

化される計画はあるのかとの質疑があり、二次救

急の一本化については、平成32年度の開始に向け

て進めているが、二次救急を行う外科系医師や看

護師の確保が必須である。看護師の確保について

は、市内の中学校や県内外の看護学校に奨学金制

度に関するパンフレットを配布し、周知を行って

いるとの答弁がありました。 

議案第60号「平成30年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計予算」では、入所定員を20床増床

したが、増床した分のサービスは賄えるのかとの

質疑があり、国の職員配置基準は、入所者３人に

対して１名となっているため、当施設の介護職は

最低38人必要となる。現在、46人の職員がいるた

め、基準は満たしており、何とか運営できている

が、満足したサービスを提供するためにもう１人

職員をふやしたいと考えているとの答弁がありま

した。 

以上、委員会審査報告といたします。 

平成30年３月20日、厚生常任委員会委員長中村

一雅。 

○○○○議長議長議長議長    

次に、産業建設常任委員会委員長宇都宮俊文君

の報告を求めます。 

宇都宮俊文君。 

○○○○宇都宮俊文産業建設常任委員長宇都宮俊文産業建設常任委員長宇都宮俊文産業建設常任委員長宇都宮俊文産業建設常任委員長    

それでは産業建設常任委員会よりご報告申し上

げます。 

当委員会に付託されました議案については、３

月９日、３月12日、２日間にわたり委員会を開催

し、慎重に審査いたしました。 

審査した議案第24号から第56号までの９議案に

つきましては、お手元に配信のとおり、原案どお

り可決決定いたしました。 

それでは、陳情第２号「渓筋田之筋線全線改良

の早期実現を求める陳情」については、本市道が

長谷地区における重要な基幹道路であることに加

え、避難道としての役割を果たすことも考える

と、通行の安全性を確保するためにも改良すべき

との意見があり、全会一致で採択と決定いたしま

した。 
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続きまして、審査経過及び意見等を申し上げま

す。 

議案第24号「西予市宝泉坊ロッジの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」は、主に宿泊料金の改定に関する提案につい

て、施設の経営状況を含め慎重な意見が交わされ

ました。今回の料金改定に関する提案はあくまで

条例で定める料金の上限値であり、物価上昇や光

熱水費、消費税増税があっても1,000円の範囲内

で調整して料金設定を行うものであるとの説明が

ありました。 

また、宝泉坊ロッジでは、朝食を含めた全体的

なサービスの向上を図るために、施設改修を含む

さまざまな取り組みがなされており、広報活動、

情報発信に力を入れていきたいとの答弁がありま

した。 

議案第28号「西予市野村町地域高齢者等肉用牛

貸付けに係る基金条例を廃止する条例制定につい

て」及び議案第29号「西予市城川町地域高齢者等

肉用牛貸付けに係る基金条例を廃止する条例制定

について」は、関連性が高い内容であるため一括

で説明を求めました。 

これらの基金は、地域限定の基金であったた

め、平成19年12月25日付けで新たに「西予市肉用

牛産地強化支援事業等肉用牛貸付基金条例」を制

定し、西予市全域で繁殖面からの畜産農家の経営

支援を図り、和牛生産基盤の強化を行う基金づく

りが行われています。その際に、議案28号、議案

29号に関する基金は貸付償還等運用が終了した時

点で廃止することにしていたため、このたび、基

金条例を廃止するものであるとの説明がありまし

た。 

議案第32号「西予市乙亥の里の指定管理者の指

定について」は、他の三つの温浴施設を含め、今

年度から再生会議を開催し、委員から意見をいた

だきつつ、将来の方針を模索する中、指定管理者

とともに今後の方向性をしっかり見定めていくた

めにも、指定管理期間を１年としているとの説明

がありました。 

議案第37号「市道路線の変更について」及び議

案第38号「市道路線の廃止について」は関連があ

るため２路線の変更と２路線の廃止について、図

面資料に基づき一括で説明を受けました。 

その中で市道朝立１号線については、地元区か

ら災害時緊急避難場所として、三瓶公園を追加申

請されたことによる道路整備要請に基づく路線の

変更で、路線延長を500メートル延長し、875メー

トルとするものであるとの説明がありました。 

次に、議案第49号「平成30年度西予市一般会計

予算」のうち、経済振興課所管分では、プレミア

ムダイニング事業300万円について詳細な説明を

求めるとともに、委員より、継続的な取り組みと

してほしい。また、宿泊をセットにしたプランの

提示をとの要請がありました。 

また、米博物館管理運営事業では利用者の現状

に触れ、入館者数、カフェの利用者数、焙煎機の

活動状況、サテライトオフィスの現況などについ

て、細かなデータ分析を交えつつ今後の事業展開

のあり方について意見が交わされました。 

次に、農業水産課所管分では、農地中間管理機

構関連農地整備事業500万円について質疑があり

ました。本事業については、地元負担が生じない

ため、今後、多くの要望が寄せられた場合、市と

してどのような対応を行うのかとの質疑に対し、

業務の増加に対しては組織機構検討委員会の中

で、農業土木の係を１名増員し対処することを計

画しているとの答弁がありました。本事業は県営

事業であり、県との間に立った地元調整や換地業

務といった業務がふえることが想定されるため適

切に対処していきたいとのことでした。 

また、農村環境保全向上活動支援事業1億

7309万4000円の事業内容について詳細な説明を求

めました。この交付金は、利用に当たって農地維

持支払、資源向上支払の共同分、長寿命化分の三

つに分類される内容が対象となるもので、活動組

織で利用されている主な事業実績としては、草刈

り作業、維持修繕事業が多くを占めているもの

の、長寿命化を目的とした農道舗装、水路改修な

どの事業にも利用できるとの説明がありました。 

ほかにも各種補助事業制度については、農業者

に対し、窓口対応を強化するとともに、広報を周

知徹底するよう求めました。 

次に、林業課所管分では、森林整備担い手確保

育成対策事業877万7000円に対し、どういう支援

が行われているのか質疑がありました。本事業は

林業技術の習得や資格取得を促進させる事業です

が、制度に基づく研修などを通して、技術習得し

た人が林業に就業、定着していただくよう、本制
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度の有効活用に努めてもらいたいとの意見が出さ

れました。 

また、木育推進事業のうち、学校を対象とした

林業教室の取り組みに関して説明を求めました。

本事業では旧町単位の小学校各１校ずつを選定

し、地元の林業研究グループの方々を講師とし

て、地元の林業の成り立ちや森林資源の重要性を

教えていただくとともに、木工教室などを通し

て、木材に親しんでいただく取り組みであるとの

説明がありました。本事業は森林面積約75％を有

する西予市にとって重要かつ継続的なものになる

ことから、総合的なビジョンを持つとともに、さ

まざまなアイデアを取り組み推進を図るよう要請

しました。 

次に、建設課所管分につきましては、市道石城

地区209号線改良事業について、渡り鳥の飛来に

対する配慮に関し質疑がありました。渡り鳥が飛

来する時期では監視員、地元保護団体と協議しな

がら、現地施工に努めているとの答弁がありまし

た。 

また、都市計画策定管理事業200万円と都市計

画変更事業（西予都市計画用途地域）7万9000円

について詳細な説明を求めました。この事業につ

いては都市計画マスタープラン及び立地適正化計

画の見直しをかけているとの答弁がありました。 

ほかにも西予市では４月１日に予定しているウ

ッドスタート宣言により木育推進の取り組みが始

動していますが、今以上に公共施設整備における

西予市産材の積極的な利活用を図るよう求めまし

た。 

下水道課所管分につきましては、三瓶地区雨水

公共下水道事業4400万円について詳細な説明を求

めました。本事業については、平成29年度に都市

計画変更手続と事業認可を進めており、平成30年

度は管渠の詳細設計、ポンプ場の基本設計、ま

た、31年度から34年度までの４箇年で工事を進め

るとの答弁がありました。 

農業委員会所管分では遊休農地に関してどのよ

うに実態把握と対策に努めているのか質疑があり

ました。近年、山間部において遊休農地がふえて

いるため、年に１回利用状況調査を行い、実態調

査に努めるほか、農地転用の取り組みにも力を入

れているとの答弁がありました。完全に、原野化

している農地は農業委員会から地権者に対し、非

農地通知を出すことで登記による地目変更を促進

させ、農地からの除外を働きかけているとのこと

でした。 

その他にも農地利用の最適化に向けた取り組み

について活発な意見交換が行われました。 

議案第55号「平成30年度西予市農業集落排水事

業特別会計予算」では、宇和７処理区及び野村３

処理区の施設維持管理事業に合計1億2417万

4000円を計上しているとの説明があったほか、議

案第56号「平成30年度西予市公共下水道事業特別

会計予算」では、施設管理費として、宇和処理場

で7935万4000円、野村処理場で4555万円、企業会

計移行事業で1422万円、合計1億3912万4000円を

計上しているとの説明がありました。 

ほかにも今後の重点的取り組みとともに、将来

的には、農業集落排水を公共下水道に統合するた

め、平成30年度から下水道事業運営審議会を立ち

上げて検討を行うよう予定していることや、国の

指針に基づき、公共下水道事業は平成32年度から

地方公営企業法を適用とするため、特別会計から

企業会計への移行準備を進めていることなどにつ

いて説明がありました。 

以上、産業建設常任委員会審査報告といたしま

す。 

平成30年３月20日産業建設常任委員会委員長、

宇都宮俊文。お世話になりました。 

○○○○議長議長議長議長    

以上で、各委員長の報告は終わりました。 

これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

以上で、質疑を終結といたします。 

討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

これより議案順に採決を行います。 

まず、議案第６号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第６号「西予市指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準等を定める条例制定

について」は原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 
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○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第６号は原

案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第７号から議案第31号までの25件を

一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第７号「西予市部設置条例の一部を改正す

る条例制定について」から議案第31号「西予市新

市立病院建設基金条例を廃止する条例制定につい

て」までの25件は原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

異議なしと認めます。よって、議案第７号から

議案第31号までの25件は原案のとおり決定いたし

ました。 

次に、議案第32号から議案第36号までの５件を

一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第32号「西予市乙亥の里の指定管理者の指

定について」から議案第36号「西予市惣川高齢者

生活福祉センターの指定管理者の指定について」

までの５件について、原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。 

次に、議案第37号及び議案第38号の２件を一括

採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第37号「市道路線の変更について」及び議

案第38号「市道路線の廃止について」の２件につ

いて、原案のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。 

よって、議案第37号及び議案第38号の２件は原

案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第49号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第49号「平成30年度西予市一般会計予算」

は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。 

よって、議案第49号は、原案のとおり決定いた

しました。 

次に、議案第50号から議案第60号までの11件を

一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第50号「平成30年度西予市住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算」から議案第60号「平成

30年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予

算」までの11件は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第50号から

議案第60号までの11件は、原案のとおり決定いた

しました。 

次に、陳情第２号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

陳情第２号「渓筋田之筋線全線改良の早期実現

を求める陳情」については、採択することに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、陳情第２号は、

採択することに決定いたしました。 

  （日程３） 

○○○○議長議長議長議長    

次に、日程第３、委員会の閉会中の継続審査の

件を議題といたします。 

産業建設常任委員会委員長から、委員会におい

て審査中の陳情第１号「住宅宿泊事業法の条例化

についての陳情」について、会議規則第110条の

規定により、お手元に配信いたしております申出

書のとおり、閉会中の継続審査としたい旨の申し

出がありました。 

本申し出について、産業建設常任委員会委員長
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宇都宮俊文君の説明を求めます。 

宇都宮俊文君。 

○○○○宇都宮俊文産業建設常任委員長宇都宮俊文産業建設常任委員長宇都宮俊文産業建設常任委員長宇都宮俊文産業建設常任委員長    

去る３月６日の本会議において当委員会に付託

されました陳情第１号「住宅宿泊事業法の条例化

についての陳情」については、３月12日に委員会

を開催し慎重に審査いたしました。 

本件に関しましては、従来の旅館業法に基づく

民泊の制度に加えて、新たに本年６月15日から住

宅宿泊事業法に関する民泊の新制度、別名民泊新

法が施行されることから、予想される懸案事項に

対し、愛媛県独自の条例を制定するよう求めると

いう陳情内容になります。 

委員からは、民泊推進により文化、慣習の違い

などから、外国人旅行者と住民とのトラブル発生

が懸念されるというのは理解できるが、民泊新法

の施行が開始されていない現段階において、本陳

情に対し、結論を出すことは難しいのではない

か。また、施行後の経過を見つつ結論を出すべき

ではといった意見が大勢を占めたことから、今

回、継続審査とすることに決しました。 

以上、審査の経過並びに申し出の説明といたし

ます。 

○○○○議長議長議長議長    

委員長の説明は終わりました。 

これより本申し出に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

以上で質疑を終結といたします。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

陳情第１号「住宅宿泊事業法の条例化について

の陳情」については、委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することにご異議ありませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

異議なしと認めます。よって、陳情第１号につ

いては、閉会中の継続審査とすることに決定いた

しました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後３時14分） 

○○○○議長議長議長議長    

 再開いたします。（再開 午後３時25分） 

お諮りいたします。 

ただいま市長から提出されました議案第61号

「平成 2 9年度西予市一般会計補正予算（第

11号）」から議案第66号「西予市固定資産評価員

の選任について」までの６件及び発議第１号「西

予市議会委員会条例の一部を改正する条例制定に

ついて」並びに「議員派遣の件について」を本日

の日程に追加し、追加日程として議題にいたした

いと思います。 

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

異議なしと認めます。よって、８件を本日の日

程に追加し、追加日程とすることに決定いたしま

した。 

  （追加） 

まず、追加日程第１、議案第61号「平成29年度

西予市一般会計補正予算（第11号）」を議題とい

たします。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

議案第61号「平成29年度一般会計補正予算（第

11号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

今回の補正の主な内容でございますが、国の平

成29年度第２次補正予算にて創設されました生産

性革命に資する地方創生拠点整備交付金に係る事

業費及び、２月の断水危機対策に要する経費につ

きまして計上するものであります。 

まず、交付金事業についてでありますが、この

交付金は、生産性革命につながる効果発現が高い

先導的な施設整備を支援するために創設されたも

のであります。 

当市では、道の駅どんぶり館において、地域の

農林水産品の加工、調理を行い、付加価値のある

商品の提供を行うレストラン及びイベントホール

等を備えた施設を新たに整備する「ジオの恵み！

ジオキッチンプロジェクト」と題した事業を国へ

申請しておりました。このたび、国の厳しい審査
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を経て採択されたことに伴い、物産会館整備事業

として、関係事業費1億9465万3000円を計上する

ものであります。 

これによりまして、さらなるジオパークの魅力

発信と観光交流の人口の拡大、地場産品等の消費

拡大や地産地消を推進するとともに、地域の雇用

の確保と所得の向上を図るものであります。 

次に、２月８日及び９日の異常低温による長期

間の広域断水に伴い、入浴できない方々への配慮

及び節水対策として、市内の４つの公設温浴施設

を２月11日から16日の６日間、それぞれの指定管

理者の理解を得まして、無料開放させていただき

ました。今回、無料開放期間中に施設を利用され

た市民の人数に応じまして、それぞれの施設に対

しまして、総額214万円の入浴料相当額の協力金

を計上するものであります。 

これらの財源につきましては、生産性革命に資

する地方創生拠点整備交付金9720万9000円、地方

債9720万円、財政調整基金繰入金415万2000円を

充当いたしております。 

また、先ほど説明いたしました物産会館整備事

業を初め、その性質上または、予算成立後の事由

により、年度内に支出が終わらない見込みの46事

業の繰越明許費の設定及び地方債補正を行ってお

ります。 

これらによりまして既決いただいております歳

入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億

9679万3000円を増額し、歳入歳出予算の総額を

275億2788万9000円と定めるものであります。 

以上、よろしくご審議の上、ご決定いただきま

すようお願い申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長    

理事者の説明は、終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第61号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第61号「平成29年度西予市一般会計補正予

算（第11号）」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第61号は、

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○○○○議長議長議長議長    

次に、追加日程第２、議案第62号「平成29年度

西予市国民健康保険特別会計補正予算（第６

号）」及び議案第63号「平成29年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算（第５号）」の２件を

一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

酒井生活福祉部長。 

○○○○酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長酒井生活福祉部長    

議案第62号「平成29年度西予市国民健康保険特

別会計補正予算（第６号）」について、提案理由

のご説明を申し上げます。 

平成29年第４回定例会において議決をいただき

ました西予市国民健康保険診療所条例の一部を改

正する条例により、平成30年７月末で惣川診療所

及び遊子川出張診療所を廃止することとし、現

在、同年８月から惣川及び遊子川地区において、

実施予定の巡回診療に必要な移動診療車の整備に

取りかかっております。 

今回の補正は、車両の納入がおくれたことによ

り、艤装工程におくれが生じ、医療機器の取りつ

け及び動作確認ができないことから、巡回診療車

購入費4152万7000円の繰越明許費を設定するもの

であります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長    



 

- 126 - 

 

山岡産業建設部長。 

○○○○山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長山岡産業建設部長    

議案第63号「平成29年度西予市公共下水道事業

特別会計補正予算（第５号）」について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は企業会計への移行に伴う資産調査

に不測の日数を要したことから、企業会計移行事

業費1322万9000円の繰越明許費を設定するととも

に、宇和処理区における管渠工事において、関係

機関等との調整に不測の日数を要したことから、

宇和処理区公共下水道事業費7713万円の繰越明許

費を設定するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

う、お願い申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長    

理事者の説明は終わりました。 

これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第62号及び議案第63号は、会議規則第37条

第３項の規定により委員会付託を省略したいと思

います。 

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第62号「平成29年度西予市国民健康保険特

別会計補正予算（第６号）」及び議案第63号「平

成29年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第５号）」の２件は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第62号及び

議案第63号は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○○○○議長議長議長議長    

次に、追加日程第３、議案第64号「西予市長及

び副市長の給料の減額に関する条例制定につい

て」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

議案第64号「西予市長及び副市長の給料の減額

に関する条例制定について」提案理由の説明を申

し上げます。 

このたびの職員の交通災害共済掛金横領という

不祥事につきましては、公務員として市民の皆様

の信頼を著しく損ねる重大な行為であり、大変申

しわけなく、心から深くおわび申し上げます。 

このような事案が発生したことについては、市

役所全体の公務員倫理に対する認識に問題があっ

たと思わざるを得ず、まことに申しわけなく遺憾

に思っております。 

今後は、二度とこのようなことが起こることの

ないような再発防止策を徹底し、あわせて職員一

人一人が問題意識と危機感を持って、市民の皆様

からの信頼回復に努める所存であります。 

本条例は、今回の不祥事に対し、市民の皆様に

対する謝罪並びに市政を担うものの管理監督責任

を明確にするため、市長の給料の10分の１を２箇

月、副市長の給料の10分の１を退職までの期間減

額するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長    

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第64号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第64号「西予市長及び副市長の給料の減額

に関する条例制定について」は原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第64号は、

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○○○○議長議長議長議長    

次に、追加日程第４、議案第65号「西予市副市

長の選任について」及び議案第66号「西予市固定

資産評価員の選任について」の２件を一括議題と

いたします。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

議案第65号「西予市副市長の選任について」、

議案第66号「西予市固定資産評価員の選任につい

て」あわせて、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

このたび、本市の副市長である河野敏雅氏から

任期まで１年余りを残し、本年３月31日をもって

退任したいとの申し出があり、まことに残念では

ありますが私はこれを受理することといたしまし

た。 

河野氏には、３年間に渡り、卓越した行政手腕

を発揮していただき、行政課題等の解決に貢献さ

れ、また、温厚な人柄と相まって、市民や職員か

らの信頼も厚く、西予市の基礎構築の役割を十分

に担っていただきました。 

継続的な市政発展のため、三好市政からの橋渡

しを念頭に置きながら、２年間という短い期間で

はありましたが私を支えていただきましたこと、

この場を借りまして厚く御礼申し上げます。 

まことにありがとうございました。 

退任後は、お体をご自愛いただきますととも

に、今後も折に触れご指導、ご助言を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

さて、その後任について、慎重に検討、熟慮を

重ねてまいりました結果、現在、総務企画部長を

務めていただいております宗正弘氏を選任いたし

たいと存じます。 

宗氏は昭和56年に旧城川町役場に採用されて以

来、西予市発足後には、財政課長、総務課長、総

務部長、公営企業部長、そして現職であります総

務企画部長などの要職を歴任されており、その行

政手腕については疑いのないところであります。 

このように、宗氏は地方行政に精通され、ま

た、温厚かつ人格高潔な方で、市民の信頼も厚

く、今後の新たな行財政運営に適格な判断と適切

な処理をいただける適任者であると確信をしてお

りますので、その選任につきまして、地方自治法

第162条の規定により議会の同意を求めるもので

あります。 

また、西予市固定資産評価員につきましても、

河野氏が評価員を辞職されることにより、その後

任としまして、宗氏を選任いたしたいと存じま

す。 

宗氏は先ほど副市長選任の折にも説明をさして

いただきましたように、行政事務の経験が豊富で

あり、また、人格円満で、高潔な方で市民の信頼

も厚く、固定資産評価員としても適任であると存

じますので、その選任についても、地方税法第

404条第２項の規定により議会の同意を求めるも

のであります。 

以上２議案、よろしくご審議を賜り、ご決定く

ださいますようお願いを申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長    

理事者の説明は終わりました。 

これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第65号及び議案第66号は、会議規則第37条
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第３項の規定により委員会付託を省略したいと思

います。 

これに、ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

討論なしと認めます。 

これより議案順に採決を行います。 

お諮りいたします。 

まず、議案第65号「西予市副市長の選任につい

て」は原案のとおり同意することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第65号は原

案のとおり決定いたしました。 

続いて、議案第66号「西予市固定資産評価員の

選任について」は原案のとおり同意することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第66号は原

案のとおり決定いたしました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後３時52分） 

○○○○議長議長議長議長    

再開いたします。（再開 午後３時58分） 

  （追加） 

○○○○議長議長議長議長    

次に、追加日程第５、発議第１号「西予市議会

委員会条例の一部を改正する条例制定について」

を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

議会運営委員会委員長藤井朝廣君。 

藤井朝廣君。 

○○○○藤井朝廣議会運営委員長藤井朝廣議会運営委員長藤井朝廣議会運営委員長藤井朝廣議会運営委員長    

発議第１号「西予市議会委員会条例の一部を改

正する条例制定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

先ほど可決決定いたしました議案第７号「西予

市部設置条例の一部を改正する条例制定」によ

り、このたび公営企業部が医療介護部となり、産

業建設部が産業部と建設部に分離されます。 

このことに伴い、西予市議会委員会条例第２条

第２項の厚生常任委員会所管及び同項第３号の産

業建設常任委員会の所管名も改める必要が生じた

ことから、このたび一部改正案を提案するもので

す。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長    

提案理由の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

発議第１号は、会議規則第37条第２項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

発議第１号「西予市議会委員会条例の一部を改

正する条例制定について」は原案のとおり決定す

ることに、賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○○○○議長議長議長議長    

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、発議第１号は、

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○○○○議長議長議長議長    

次に、追加日程第６、「議員派遣の件につい

て」を議題といたします。 
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お諮りいたします。 

お手元に配信いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

異議なしと認めます。よって、「議員派遣の件

について」は本件のとおり承認することに決定い

たしました。 

この際、お諮りいたします。 

ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いて、諸般の事情により変更が生じる場合には、

議長に一任を願いたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長    

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

以上で全日程を終了いたしました。 

市長より閉会の挨拶があります。 

管家市長。 

○○○○管家市長管家市長管家市長管家市長    

平成30年第１回西予市議会定例会の閉会に当た

りまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

去る２月27日の開会以来、22日間に及んだ今定

例会でございますが、議員各位におかれまして

は、上程いたしました全議案について慎重な審議

を賜り、いずれも原案どおり可決いただきまし

た。ここに衷心より厚く御礼申し上げます。 

平成30年度は、私の市政３年目を迎え、西予市

で生活を望む人がふえ、その望みがかなえられる

まちづくりを基本理念といたしまして、所信表明

で申し述べました次なるまちづくりに向けての新

たな事業や地方創生、行財政改革等の重要施策を

着実に推進し、安心が体感できるまちづくりに取

り組む所存でございますので、議員各位には格別

のご理解、ご支援を賜りますようお願いを申し上

げます。 

さて、未曽有の大災害をもたらしました東日本

大震災から７年が経過しましたが、被災地では、

今なお、7万人以上の方が厳しい避難生活を余儀

なくされている状況にあります。時間の経過とと

もに、震災に対する関心の薄れが懸念されるとこ

ろでありますが、復興はまだ道半ばであります。 

西予市では、被災地における復興が少しでも早

く進むことを願い、来年度、宮城県山元町に職員

を１名派遣することとしており、本市にできる支

援を引き続き行ってまいりたいと考えておりま

す。 

また、西日本を中心として広範囲に大きな影響

を及ぼすことが想定されております南海トラフ巨

大地震につきまして、先般、政府の地震調査委員

会が、30年以内の発生確率を現在の70％程度から

80％に引き上げたことが発表されました。本市に

おきましても、これまでの大災害の教訓等を生か

しながら、災害を最小限に抑える防災、減災対策

に全力を傾注しなければならないと思いを強くし

ているとこであります。 

さて、宇和町石城地区に設置してありますわら

マンモスについてでありますが、市では、昨年７

月に民間建築士などの意見などを参考に建築確認

申請が必要な高さになっていると判断し、設置者

に対しまして改善を求めたところ、今年３月上旬

までに撤去される運びとなっておりました。しか

しながら、建築確認審査を行う愛媛県に確認した

ところ、設置の経過や状況、構造などを総合的に

判断して、建築基準法に規定する工作物には当た

らないとの判断をいただきました。 

市の認識不足により関係者の皆様に不要なご心

配とご迷惑をおかけしましたことにつきまして、

深くおわび申し上げます。 

今回、多くの皆様からのご意見等を伺い、わら

マンモスへの関心の高さ、愛着の深さを改めて私

たちに伝わったところであります。今後は、関係

者の皆様と連携したわらマンモスの活用とわらア

ートの可能性について検討をしてまいりたいと考

えておりますので、ご理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

さて、平成27年から３年間、市政を支え、私を

補佐いただいた河野副市長が今議会を最後に３月

末をもって勇退され、先ほどの追加案件でご同意

いただきましたとおり、４月には宗新副市長が就

任ということに相成りました。 

新体制におきましても、倍旧のご指導、お力添

えを賜りますようお願い申し上げる次第でありま

す。 

いよいよ厳しかった冬の寒さが終わり、桜の開

花が待ち遠しい時期を迎えましたが、三寒四温、

季節の変わり目でございます。 



 

- 130 - 

 

議員各位におかれましては、体調管理に十分ご

留意をいただき、来るべき新年度の市政運営に対

しまして、一層のご尽力を賜りますようお願い申

し上げまして、閉会のご挨拶といたします。 

○○○○議長議長議長議長    

これをもって、平成30年第１回西予市議会定例

会を閉会といたします。 

 閉会 午後４時10分 

 

 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここに

署名する。 

 

 

  西予市議会議長 

 

 

   同   議員 

 

 

   同   議員 



 

 

 

 

 

 

付 録 
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平成30年第１回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期２月27日（火）～３月20日（火）    （会期22日間） 

 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ２月27日 火 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案理由説明 

・質疑 

・委員会付託（補正予算議案の 

 み） 

・即決議案採決 

 ２月28日 水 常任委員会  

 ３月１日 木 休   会  

 ３月２日 金 休   会  

 ３月３日 土 休   会  

 ３月４日 日 休   会  

 ３月５日 月 本 会 議 

・委員長報告 

・討論・採決（補正予算議案の 

 み） 

・一般質問 

 ３月６日 火 本 会 議 
・一般質問 

・質疑・委員会付託 

 ３月７日 水 休   会  

 ３月８日 木 休   会     

 ３月９日 金 常任委員会     

 ３月10日 土 休   会  

 ３月11日 日 休   会     

 ３月12日 月 常任委員会     

 ３月13日 火 休   会  

 ３月14日 水 休   会  

 ３月15日 木 休   会  

 ３月16日 金 休   会 ・討論通告〆切 

 ３月17日 土 休   会  

 ３月18日 日 休   会  

 ３月19日 月 休   会  

 ３月20日 火 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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平成30年第１回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  １号 財産の無償貸付について 30.２.27 原案可決 

議案第  ２号 財産の無償貸付について 30.２.27 原案可決 

議案第  ３号 財産の無償貸付について 30.２.27 原案可決 

議案第  ４号 財産の無償貸付について 30.２.27 原案可決 

議案第  ５号 財産の無償貸付について 30.２.27 原案可決 

議案第  ６号 
西予市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  ７号 
西予市部設置条例の一部を改正する条例制定につい

て 
30.３.20 原案可決 

議案第  ８号 

西予市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用に関する条例の一部を改正する条例制定について 

30.３.20 原案可決 

議案第  ９号 
西予市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する

条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  10号 
西予市立学校給食センター及び学校給食調理場条例

の一部を改正する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  11号 
西予市営プール条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
30.３.20 原案可決 

議案第  12号 
西予市立幼稚園における保育料等徴収条例の一部を

改正する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  13号 
西予市ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  14号 
西予市乳幼児及び児童医療費助成条例の一部を改正

する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  15号 
西予市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正

する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  16号 
西予市隣保館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
30.３.20 原案可決 

議案第  17号 
西予市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  18号 

西予市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例制定について 

30.３.20 原案可決 

議案第  19号 西予市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 30.３.20 原案可決 

議案第  20号 

西予市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

制定について 

30.３.20 原案可決 

議案第  21号 

西予市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

制定について 

30.３.20 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  22号 

西予市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例制定について 

30.３.20 原案可決 

議案第  23号 
西予市包括的支援事業の実施に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  24号 
西予市宝泉坊ロッジの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  25号 
西予市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  26号 
西予市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部

を改正する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  27号 
西予市消防本部職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

を改正する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  28号 
西予市野村町地域高齢者等肉用牛貸付けに係る基金

条例を廃止する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  29号 
西予市城川町地域高齢者等肉用牛貸付けに係る基金

条例を廃止する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  30号 
西予市東部衛生センター施設等整備基金条例を廃止

する条例制定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  31号 
西予市新市立病院建設基金条例を廃止する条例制定

について 
30.３.20 原案可決 

議案第  32号 西予市乙亥の里の指定管理者の指定について 30.３.20 原案可決 

議案第  33号 
西予市游の里デイサービスセンターの指定管理者の指定

について 
30.３.20 原案可決 

議案第  34号 
西予市游の里健康センターの指定管理者の指定につ

いて 
30.３.20 原案可決 

議案第  35号 
西予市游の里ふれあい広場の指定管理者の指定につ

いて 
30.３.20 原案可決 

議案第  36号 
西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定管理者の

指定について 
30.３.20 原案可決 

議案第  37号 市道路線の変更について 30.３.20 原案可決 

議案第  38号 市道路線の廃止について 30.３.20 原案可決 

議案第  39号 平成29年度西予市一般会計補正予算(第10号) 30.３.５ 原案可決 

議案第  40号 
平成29年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算(第２号) 
30.３.５ 原案可決 

議案第  41号 
平成29年度西予市国民健康保険特別会計補正予算(第５

号) 
30.３.５ 原案可決 

議案第  42号 
平成29年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第３号) 
30.３.５ 原案可決 

議案第  43号 平成29年度西予市介護保険特別会計補正予算(第４号) 30.３.５ 原案可決 

議案第  44号 
平成29年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算

(第３号) 
30.３.５ 原案可決 

議案第  45号 
平成29年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

(第４号) 
30.３.５ 原案可決 

議案第  46号 平成29年度西予市水道事業会計補正予算(第２号) 30.３.５ 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  47号 平成29年度西予市病院事業会計補正予算(第１号) 30.３.５ 原案可決 

議案第  48号 
平成29年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 
30.３.５ 原案可決 

議案第  49号 平成30年度西予市一般会計予算 30.３.20 原案可決 

議案第  50号 
平成30年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算 
30.３.20 原案可決 

議案第  51号 平成30年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算 30.３.20 原案可決 

議案第  52号 平成30年度西予市国民健康保険特別会計予算 30.３.20 原案可決 

議案第  53号 平成30年度西予市後期高齢者医療特別会計予算 30.３.20 原案可決 

議案第  54号 平成30年度西予市介護保険特別会計予算 30.３.20 原案可決 

議案第  55号 平成30年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 30.３.20 原案可決 

議案第  56号 平成30年度西予市公共下水道事業特別会計予算 30.３.20 原案可決 

議案第  57号 平成30年度西予市簡易水道事業特別会計予算 30.３.20 原案可決 

議案第  58号 平成30年度西予市水道事業会計予算 30.３.20 原案可決 

議案第  59号 平成30年度西予市病院事業会計予算 30.３.20 原案可決 

議案第  60号 
平成30年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予

算 
30.３.20 原案可決 

議案第  61号 平成29年度西予市一般会計補正予算(第11号) 30.３.20 原案可決 

議案第  62号 
平成29年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第６号） 
30.３.20 原案可決 

議案第  63号 
平成29年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第

５号） 
30.３.20 原案可決 

議案第  64号 
西予市長及び副市長の給料の減額に関する条例制定

について 
30.３.20 原案可決 

議案第  65号 西予市副市長の選任について 30.３.20 原案可決 

議案第  66号 西予市固定資産評価員の選任について 30.３.20 原案可決 

陳情第  １号 住宅宿泊事業法の条例化についての陳情  継続審査 

陳情第  ２号 渓筋田之筋線全線改良の早期実現を求める陳情 30.３.20 採  択 

承認第  １号 
専決処分第１号の承認を求めることについて 

（平成29年度西予市一般会計補正予算（第９号）） 
30.２.27 原案承認 

発議第  １号 
西予市議会委員会条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
30.３.20 原案可決 

議会報告第１号 西予市創生特別委員会報告について 30.３.20 報  告 

 委員会の閉会中の継続審査の件 30.３.20 原案可決 

 議員派遣の件について 30.３.20 承  認 
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諸  般  報  告  書 

 

月  日 出 席 者 行   事   名 

12月２日 全  議  員 西予市名誉市民称号授与式 

12月３日 議    長 宇和文化の里中高齢者駅伝競走大会・女子駅伝競走大会 

12月７日 
全  議  員 平成29年第４回定例会 一般質問 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

12月８日 
全  議  員 平成29年第４回定例会 一般質問 

関 係 議 員 市民との意見交換会実行委員会 

12月９日 議    長 宇和ひまわりの郷開園15周年記念式典 

12月11日 
全  議  員 平成29年第４回定例会 一般質問・質疑・付託 

関 係 議 員 議会運営委員会 

12月13日 関 係 議 員 総務常任委員会・厚生常任委員会 

12月14日 関 係 議 員 厚生常任委員会・産業建設常任委員会 

12月15日 関 係 議 員 議会運営委員会 

12月19日 
関 係 議 員 愛媛県議会 行政視察受入 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

12月20日 関 係 議 員 国道378号県知事要望 

12月21日 
全  議  員 議員全員協議会 

議    長 平成29年第４回定例会 閉会 

12月24日 議    長 西予市駅伝競走大会 

12月27日 
議    長 八幡浜施設事務組合議会 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

１月３日 全  議  員 西予市成人式 

１月４日 
議    長 仕事始め式 

議    長 愛媛県年賀交歓会 

１月５日 全  議  員 西予市年賀交歓会 

１月10日 関 係 議 員 西予市道路格付専門委員会 

１月16日 議    長 総務省副大臣との昼食会 

１月17日 議    長 西予市創生特別委員会 行政視察（～19日） 

１月21日 議    長 せいよ婦人大会 

１月28日 議    長 宇和美術協会新春懇談会 

１月29日 関 係 議 員 議会運営委員会 行政視察（～30日） 

２月２日 議    長 福岡県春日市議会 行政視察受入 

２月４日 全  議  員 西予市消防出初式 

２月６日 議    長 知事との意見交換会 

２月13日 議    長 議会運営委員会 

２月14日 全  議  員 議会だより編集委員会 



－136－ 

月  日 出 席 者 行   事   名 

２月15日 関 係 議 員 ちぬや起工式 

２月19日 
全  議  員 行政報告会 

関 係 議 員 議会運営委員会 

２月21日 関 係 議 員 えひめ国体実行委員会 

２月22日 
関 係 議 員 議会運営委員会 

議    長 全国市議会議長会 産業経済委員会（～23日） 

２月24日 議    長 東宇和農協合併20周年式典 

２月26日 議    長 愛媛県市町総合事務組合総会 

２月27日 
全  議  員 議員全員協議会 

全  議  員 平成30年第１回定例会 開会 
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平成30年３月２日 

 

西予市議会議長 

  宇 都 宮  明 宏 様 

 

総務常任委員会        

委員長  菊 池  純 一  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第39号 平成29年度西予市一般会計補正予算（第10号） 原案可決 
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平成30年３月２日 

 

西予市議会議長 

  宇 都 宮  明 宏 様 

 

厚生常任委員会        

委員長  中 村  一 雅  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第39号 平成29年度西予市一般会計補正予算（第10号） 原案可決 

議案第40号 平成29年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第41号 平成29年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 原案可決 

議案第42号 平成29年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

議案第43号 平成29年度西予市介護保険特別会計補正予算（第４号） 原案可決 

議案第46号 平成29年度西予市水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第47号 平成29年度西予市病院事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第48号 
平成29年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第

１号） 
原案可決 
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平成30年３月２日 

 

西予市議会議長 

  宇 都 宮  明 宏 様 

 

産業建設常任委員会        

委員長  宇 都 宮  俊 文  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第39号 平成29年度西予市一般会計補正予算（第10号） 原案可決 

議案第44号 
平成29年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号） 
原案可決 

議案第45号 平成29年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決 
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平成30年３月13日 

 

西予市議会議長 

  宇 都 宮  明 宏 様 

 

総務常任委員会        

委員長  菊 池  純 一  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第７号 西予市部設置条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第８号 

西予市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

原案可決 

議案第９号 
西予市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
原案可決 

議案第10号 
西予市立学校給食センター及び学校給食調理場条例の一部を改

正する条例制定について 
原案可決 

議案第11号 西予市営プール条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第26号 
西予市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
原案可決 

議案第27号 
西予市消防本部職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
原案可決 

議案第31号 西予市新市立病院建設基金条例を廃止する条例制定について 原案可決 

議案第49号 平成30年度西予市一般会計予算 原案可決 

議案第51号 平成30年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算 原案可決 
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平成30年３月13日 

 

西予市議会議長 

  宇 都 宮  明 宏 様 

 

厚生常任委員会        

委員長  中 村  一 雅  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第６号 
西予市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例制定について 
原案可決 

議案第12号 
西予市立幼稚園における保育料等徴収条例の一部を改正する条

例制定について 
原案可決 

議案第13号 
西予市ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例制定

について 
原案可決 

議案第14号 
西予市乳幼児及び児童医療費助成条例の一部を改正する条例制

定について 
原案可決 

議案第15号 
西予市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例制

定について 
原案可決 

議案第16号 西予市隣保館条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第17号 
西予市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定

について 
原案可決 

議案第18号 
西予市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 
原案可決 

議案第19号 西予市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第20号 
西予市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について 
原案可決 

議案第21号 

西予市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例制定について 

原案可決 

議案第22号 

西予市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について 

原案可決 

議案第23号 
西予市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について 
原案可決 

議案第25号 
西予市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制

定について 
原案可決 

議案第30号 
西予市東部衛生センター施設等整備基金条例を廃止する条例制

定について 
原案可決 
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議案番号 件           名 審査結果 

議案第33号 
西予市游の里デイサービスセンターの指定管理者の指定につい

て 
原案可決 

議案第34号 西予市游の里健康センターの指定管理者の指定について 原案可決 

議案第35号 西予市游の里ふれあい広場の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第36号 
西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定につい

て 
原案可決 

議案第49号 平成30年度西予市一般会計予算 原案可決 

議案第50号 平成30年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 原案可決 

議案第52号 平成30年度西予市国民健康保険特別会計予算 原案可決 

議案第53号 平成30年度西予市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決 

議案第54号 平成30年度西予市介護保険特別会計予算 原案可決 

議案第57号 平成30年度西予市簡易水道事業特別会計予算 原案可決 

議案第58号 平成30年度西予市水道事業会計予算 原案可決 

議案第59号 平成30年度西予市病院事業会計予算 原案可決 

議案第60号 平成30年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算 原案可決 
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平成30年３月13日 

 

西予市議会議長 

  宇 都 宮  明 宏 様 

 

産業建設常任委員会        

委員長  宇 都 宮  俊 文  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第24号 
西予市宝泉坊ロッジの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
原案可決 

議案第28号 
西予市野村町地域高齢者等肉用牛貸付けに係る基金条例を廃止

する条例制定について 
原案可決 

議案第29号 
西予市城川町地域高齢者等肉用牛貸付けに係る基金条例を廃止

する条例制定について 
原案可決 

議案第32号 西予市乙亥の里の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第37号 市道路線の変更について 原案可決 

議案第38号 市道路線の廃止について 原案可決 

議案第49号 平成30年度西予市一般会計予算 原案可決 

議案第55号 平成30年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 原案可決 

議案第56号 平成30年度西予市公共下水道事業特別会計予算 原案可決 
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平成30年３月13日 

 

西予市議会議長 

  宇 都 宮  明 宏 様 

 

産業建設常任委員会        

委員長  宇 都 宮  俊 文  

 

請 願 等 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第142条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

陳情第２号 渓筋田之筋線全線改良の早期実現を求める陳情 採  択 

 

 


